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《資料紹介》

山梨県立博物館収蔵の天文関係資料
―「人類と宇宙展」展示資料から―

海老沼　真　治

はじめに
　平成29年度夏期企画展「人類と宇宙―星空をめぐる歴史物語―」（平成29年7月15日～ 8月28日）では、

現代における宇宙開発の歩みと最新の成果に加え、主に前近代の人々が宇宙をどのように見て、考えてき

たのか、その歴史も紹介する展覧会とした。

　これまで当館では天文関係の展示を行ったことが無かったため、同展の開催にあたっては、館の収蔵資

料のなかに関係資料がどの程度存在するか、資料の所在調査を行うことからスタートした（1）。結果とし

ては質・量ともに当初の想定を上回るほどの資料を確認することができ、出品協力を得た資料とあわせて、

歴史部分の展示も充実したものになったと自負している。

　ただ惜しまれたのは、同展を夏休みに子どもにも楽しんでもえる展示と位置づけていたため、図録や解

説パンフレットなどの製作を行わなかったことであった。そこで本稿では、「人類と宇宙展」に展示した

資料のなかで主要なものについて解説を提示することとしたい。その際、単なる資料の解説ではなく、そ

の資料がどのような資料群の中に含まれるものかを意識することで、近世の甲斐国においてどのように天

文学が受容されていたのか、その過程を考える素材となればと思う。

１．「人類と宇宙展」展示資料一覧と主な天文関係資料
　「人類と宇宙展」歴史部分の展示資料については、9・10頁の一覧表に掲げたとおりである。このうち、

当館で収蔵する近世中期～近代（18～ 19世紀）の天文関係資料について、可能な限り伝来の過程がわか

る形で解説しておきたい。

天文成象方図（高室家資料）　　文化10年（1813）　27.6×114.5　　1点	 （写真１）

　当時確認されていた全天の星・星座を長方形の図面上に示すとともに、「北極紫微垣見界星図」と題さ

れた、北極星を中心とする円形星図を記す。その名称から、渋川春海が伝統的な中国星図をもとに、春海

独自の観測に基づくデータを加え、その死後に子息の保井昔尹が元禄12年（1699）に刊行した「天文成象」

を祖本として作成したものと思われる。「天文成象」の特徴は、伝統的な中国星座に加えて、春海の観測

で確認した新たな61の星座を加えているところで、本資料にも春海によって加えられた「大宰府」や「曾

孫」「玄孫」などが記されている。

　ただし、祖本は渋川父子の「天文成象」（以下、渋川本とする）とみてよかろうが、本資料には渋川本

にはない天の川銀河が描かれる点が大きく異なる。本資料と同じく天の川銀河を描いたものとして、例え

ば京都大学理学部数学教室所蔵「天文成象」がある（写真２）。奥書に「常陽水府　赤水閲」とあり、水

戸の地理学・漢学者長久保赤水（1717-1801）が渋川本をもとに作成したものとして知られている（以下、

赤水本とする）。このことから、本資料の直接の底本は赤水本に類するものであった可能性が高い。
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　奥書には「文化十癸酉春二月写之　櫻林内膳源盛起」とあり、文化10年（1813）に桜林氏によって写され

たものであることがわかる。桜林氏を甲斐の人物と仮定すれば、源姓を称していることから宮原村（甲府市）

宇波刀神社神官の家柄である桜林氏が考えられよう。『甲斐国志』では士庶部に桜林葛右衛門を立項し、甲斐

源氏小笠原氏の血筋で武田氏滅亡後に宮原村に居住し、大坂の陣の後は牢人して子孫は医業を営んだという。

平天儀図解（高室家資料）　江戸時代写　　27.7×19.3　　1冊	 （写真３）

　「平天儀図解」は、大阪・貝塚の望遠鏡職人の岩橋善兵衛が制作した「平天儀」の使用方法や、天体の

運行についての解説など天文学の基礎となる内容をまとめて享和2年（1802）に版行された。本資料はこ

れを筆写したものである。奥書等は見返しに「成嶋氏蔵」とあるだけで、書写の年代は未詳である。この「成

嶋氏」はかつてこの写本を所持していた人物のことか、原本（版本）を所持していた人物か、にわかに判

断することは難しい。また成嶋氏がどのような家であったかも不明である。ただし、単に刊行された書物

を購入するのではなく、筆写してまで入手しようという意思を読み取ることができよう。高室家では、一

定の関心をもって天文関係の資料が収集されていたことを想定しておきたい。

写真３　 平天儀図解

写真１　 天文成象方図

写真２　天文成象（京都大学理学部数学教室所蔵、画像は京都大学貴重資料デジタルアーカイブ
　　　　〈https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/〉より転載、一部加工）
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天経或問（窪田家文書）　享保15年（1730）刊　25.7×17.9　　3冊	 （写真４）

　中国で1675年に刊行された、天文・地理等について問答形式で解説した図書で、その内容は西洋科学

の知識が多く含まれており、日本に初めて洋天文学の知識を伝えた書物と位置づけられる（2）。西洋の情

報が含まれていたため、日本では当初禁書扱いとされたが、写本として密かに流布し、渋川春海の新暦作

成にも影響を与えたといわれる。禁が解かれてからは西川正休によって訓点が付された版本が享保15年

に刊行された。本資料もそのひとつである。窪田家による入手の経緯を伝える情報は確認できないが、蔵

書印として各冊冒頭に「秋」「山」「不可棄堂蔵	亀鶴不可鬻」の3印が、天地2冊の末尾には「不可棄堂蔵

書	千秋不許売買」の印が捺されている。ただしこれらの蔵書印については未詳である。

天象改正真図（有泉家文書）　江戸時代　　33.8×24.3　　2冊	 （写真５）

大陰游輪成白道之図（天文機械）（有泉家文書）　江戸時代　　33.3×78.5　　2枚（1綴）	 （写真６）

　東南湖村（南アルプス市）の有泉家に伝わった資料で、ともに浅野北水とその弟子が天文学の教授に用

いたものとして知られる。同内容の資料が信濃小布施でも確認されており（堺鉄砲研究会・澤田平氏蔵、

写真７・８）、北水と弟子たちが同じ教材を携えて各地を巡っていた可能性が考えられよう。ただし、北

水が東南湖村を訪れて天文学の講義を行った時のものか、別の経緯で同家が入手したものかは定かでない。

いずれにせよ、北水とその弟子たちによる広範囲にわたる天文教育の足跡を示す資料といえよう。

　小布施伝来の資料との相違としては、「天正改正真図」は2冊に分かれていること（小布施は1冊）と、

小布施に見られる奥書がないこと、「大陰游輪成白道之図」は時計の構造と思われる機械の図面とともに

綴られていることがあげられる。また「天象改正真図」には、末尾に「 槲堂」の墨書と「五味韞印」・

印文未詳の2種の方形朱印が捺され、裏表紙には綴じの部分に「五味」「韞」の2種の方形朱印が複数押さ

れている。なお小布施の「天象改正真図」は、奥書から文政12年（1829）の作であることが知られる。

写真５　天象改正真図 写真６　大陰游輪成白道之図

写真４　天経或問
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天経発蒙（甲州文庫）　宝暦12年（1762）　8冊

　甲斐国出身の儒学者・思想家である山県大弐が著した天文・暦学に関する書物。「天体」から「暦陰陽説」

にいたる26項目について解説し、巻末には各項目の図解を付す。門弟の教育に用いるために著したもの

と思われ、大弐が儒学など本来専門としていた学問だけにとどまらず、幅広い学識を有していたことがう

かがわれる。

太陽金環蝕の図（甲州文庫）　　明治16年（1883）　37.0×26.0　　1点	 （写真９）

　明治16年10月31日に起きる金環日食を宣伝した刷物。東京では金環食にならず、東北地方で午前6時

26分～ 7時35分頃に金環食をみることができるという、現代の感覚に近い天文現象の説明がなされてい

る。その一方で「まず豊年の兆しならん」「これを見し年は五穀満熟して国々富貴」などとも記され、天

文現象による吉凶の占いにも関心が寄せられていた様子がわかる。

【釈文（改行は／で示す）】

「明治十六年十月三十一日　太陽金環蝕（たいやうきんくわんしよく）の図（づ）」

「本年十月三十一日太陽（たいやう）の／金環蝕（きんくわんしよく）とて／是（これ）ハ全（ぜん）

／地球（ちきう）／上（じよう）／にハ／大抵（たいてい）／毎（まい）年一度ヅヽ／有（ある）事に

て我（わが）国にてハ今を去（さ）ること四十余（よ）年則（すなハ）ち／天保十年八月朔日（つひた

ち）に此金環蝕（このきんくわんしよく）を見るとあり／是ハまづ豊（ほう）年の兆（きざし）ならん

と或老（あるらう）人の語（かた）られたり／先（さき）に之（これ）を見し年ハ五穀満熟（こくまん

じゆく）して国々富貴（くに〃〃ふうき）を／諷（うた）ふされバ今年（ことし）もはたして／五穀豊

作（こくほうさく）なれバます〃〃／富貴を諷（うた）ふなるべし／東京にて是（これ）を見れバ三日

月／のごとくなれども磐城陸（いハきりく）前の／国堺阿武隈（くにざかひあぶくま）川及（およ）び

羽前（うぜん）／山形（がた）を歴（へ）て越後羽前／の国堺（ざかひ）なる西海岸（かいがん）／ま

での地ハ皆図（ミなづ）の／如（ごと）くに金環の状（さま）を／なすよし午前／六時廿六分ごろより

／七時三十五分頃（ころ）までに／全（まつた）く金環蝕となる故（ゆゑ）に／天門学に志（こゝろざ）

し深（ふか）き人ハ／今より仙台（せんだい）地方へ／発足（ほつそく）せしといふ」

「やア〃〃是ハ／ふしぎ〃〃〃」

「しやうばいが／いそがしくなつて／米が安くなるとハ／ありがてへ〃〃〃〃〃」

「是ハ金環（くわん）とて／どこの国にも／ありて／これを見る年ハ／かねまうけが／たんとあります」

「ヲやまアうれ／しいねへ／ヲホホーー〃〃〃〃〃」

写真８  大陰游輪成白道之図
（ともに堺鉄砲研究会・澤田平氏蔵）

写真７  天象改正真図
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「御届明治十六年／十月二十日／北槙町十五番地／編輯兼出版人／宮津政太朗」

明治二十歳八月十九日日食九分九厘余（甲州文庫）　明治20年（1887）　37.0×23.8　1点	 （写真１０）

　明治20年8月19日に起きる皆既日食を宣伝した刷物で、東京・本所区の小林新吉により制作された。日

食の説明では、食のはじまりとピーク、食が終わる時刻と、白河（福島県）から佐渡（新潟県）の間で皆

既食が見られることなどの解説が付されている。挿絵には太陽がほとんど隠れて周囲が暗くなり、人々が

空を見上げ、望遠鏡のようなもので太陽を覗く人や、三脚を使った写真撮影を行おうとする人の様子など

が描かれる。明治20年の皆既日食では、政府の通達によって数多くのスケッチが描かれるなど、近代初

の皆既日食として多くの人々の関心を寄せたことが知られているが、民間においてもこのような広告で日

食の宣伝がなされていた。

【釈文（改行は／で示す）】

「明治二十歳八月十九日	日食九分九厘余」

「明治二十年七月　日　御届」

「本所区林一丁メ二ハンチ／画工兼出板人小林新吉」「梅堂筆（丸印）」

「午後二時三十六分右の下／より虧はじめ三時四十／八分上の右に甚し四時五十／三分上と左の間にを

ハる／但シ白河より佐渡に至ル／線路ハ皆既たるべし／

此度（こんど）の日食ハ誠（まこと）に珍／らしき現象（げんせう）にて今／を去る事百一年前／天明

六年正月元日／以来曽（かつ）てなきよし惣（すべ）て／物の色ハ奇異（きゐ）にして全／く蝕するに

及んでハ咫（し）／尺も弁する事得ずと／ハ誠に近年に珍らし／事にこそ／　記者述」

明治廿年八月十九日日食之図（甲州文庫）　明治20年（1887）　36.3×23.5　　1点	 （写真１１）

　前項と同様、明治20年8月の皆既日食を宣伝するために作られたものであろうが、説明文はなく、日食

で周囲が暗くなり、動物たちが寝静まる様子が描かれる。歌川房種筆。本図左下隅には「外骨」印が捺さ

れているが、未詳である。

写真９  太陽金環蝕の図 写真10   明治二十歳八月十九日日食
九分九厘余

写真11   明治廿年八月十九日日食之図
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【釈文】

「明治廿年八月十九日	日食之図」

「明治廿年七月廿九日御届」　「応需　房たね図」

２．天文関係資料が伝来した家について
　天文学が発達・普及する18世紀以降は、甲斐国は天領となっている（享保9・1724～）ため、各地の

藩で見られる武士の知識層による天文学の展開をうかがうことはできない。当館で所蔵する天文関係資料

を含む資料群についても、コレクション資料である甲州文庫等を除くと、前節で高室家資料、有泉家文書、

窪田家文書があげられたように、在方で収集・利用・伝来した資料が中心である。では、これらの家は当

該時期にどのような性格を有していたのか、その概略を確認しておこう。

高室家

　甲斐源氏小笠原氏の流れをくみ、戦国期には武田氏に仕え、高室村（南アルプス市）に住して家名とし

たという由緒を持つ。武田氏滅亡後は徳川氏に仕えたが後に牢人し、五郎兵衛昌明は明国より帰化した藤

円斎なる人物より医術を学び、それより医業を営む家となったという。また藤円斎直伝の「五香湯」「 犬方」

「一粒丸」などの製薬も行っていたという（3）。享保9年の甲府勤番設置以降は、士分待遇を受け勤番医を

務めた。また前節で「天文成象方図」に桜林氏が書写した旨の奥書があることを指摘したが、甲斐の桜林

氏であれば、高室家と同様に士分待遇を受け勤番医を務めた家があり、高室家とも親類関係にあったとい

う。同資料入手の経緯には、この両家の関係が作用していたことも考えられよう。

有泉家

　当館所蔵の有泉家文書は山梨県立図書館より保管転換したもので、東南湖村（南アルプス市）の2つの

有泉家の所蔵文書によって構成されている。ひとつは江戸時代後期以来代々同村の医家であった有泉憲淑

家、もうひとつは明治初年頃より同村の名主として現れる有泉三郎左衛門家である。ただしこの両家の文

書がひとつにまとめられた経緯は不明であるという（4）。本資料群の中で天文関係の資料は、前節で紹介

した2件のみであり、これらがどちらの家の所蔵であったかは、現時点では確定することはできない。高

室家の事例と同様に医家での所蔵という可能性は高いだろうが、浅野北水がこの地を遊歴していたとすれ

ば、名主となる三郎右衛門家に伝わったと考える余地も残される。

　

窪田家

　山梨郡上今井村（甲府市）で名主を務めた家で、1100点余り伝わる文書の大半は年貢・村政関係のも

のである。その他には書籍がある程度まとまって残されており、四書五経をはじめとして太閤記・太平記

などの軍記物、甲斐国志などの地誌類、古典文学、算術書など多岐にわたる。「天経惑問」はそうした書

籍の一つとして残されたもので、名主窪田家において幅広い知識の受容が行われていた状況をうかがうこ

とができるだろう。ただし窪田家文書の中で天文に関するものは、私見では「天経惑問」だけであり、同

家にとって天文学が重要必須の学問であったとまではいえず、教養のひとつという程度のものだったのだ

ろう。また、当館で所蔵するその他の村方資料では、現在把握する限りでは天文関係資料の存在を確認す
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ることはできず、すべての村で天文関係資料を備えていたわけではなかったようである。おそらくは名主

個々の興味関心によって収集される範囲のことであったと思われる。

　以上が前節で紹介した天文関係資料を所蔵する3家の概要である。これらの事例だけで甲斐国における

天文学の展開を論ずることには無理があるが、天文関係資料が遺される場として想定される２つのケース

を提示しておきたい。

　第一には、医家によって収集される場合である。高室家はその好例となるだろう。また高室家の資料か

ら、同じく勤番医を務めた桜林家も天文関係資料を収集していた可能性が見出された。医術に携わる人物

がどのような必要性から天文関係資料を入手するのか、なお検討するべき点はあるものの、今後県内で同

種の史料を調査する際の手掛かりにはなるだろう。

　そして第二には、有力名主の家に伝わる場合である。上今井村窪田家の場合には、おそらくは家の教養

のために収集されたものと思われる。また名主の家が天文教育の場となったことも想定できる。その代

表的な事例が、浅野北水が「天象研究改正之真図」を与えた桑久保村（上野原市）の阿部家であろう（5）。

また有泉家にも浅野北水とその弟子による資料が遺されており、確定はできないものの名主家に伝わった

可能性も考えられる。

　これらに加え、甲斐の人々が天文関係資料を作り、その知識を伝えていたということにも考慮する必要

があろう。山県大弐の「天経発蒙」はその代表的事例である。また展示では紹介できなかったが、近世後

期の甲斐出身の心学者として知られる志村天目は、寛政12年（1800）に「暦説略解」を著している（6）。

本資料は暦に関する基礎やそれに付随する二十八宿・日月食などを解説している。跋文では人々が暦に付

けられた日の名称などを誤って解釈し吉凶の判断に利用していることに異を唱え、正しい暦の知識を伝え

ようとしていたことがわかる。山県大弐にせよ志村天目にせよ、天文・暦学は自身の専門とは異なる学問

であるが、人々に正しい知識を伝えようという努力によって、これらの資料が作られ、遺されてきたこと

にも注目する必要があろう。

おわりに
　山梨県立博物館で収蔵している天文関係資料は、個々の資料としては既知のものがほとんどであり、天

文学史に新たな知見を提供するというものではない。ただしそれらがかつて伝えられた家を含めて考察す

ることで、近世後期以降の甲斐国において天文学がどのように受容されていったのか、その状況を明らか

にするうえでの素材になり得るものと考えられる。前述のとおり、近世後期の甲斐国においては、幕府や

藩で見られるような「天文方」といった公的な研究機関は存在せず、基本的には町方・在方での展開を想

定することとなろう。本稿では甲斐国での天文学の受け皿として、医家と名主、特に医家に着目できる可

能性を提示した。今後も関係資料調査を継続することによって、甲斐国における天文学受容の過程を検討

するための事例を掘り起こしていきたい。

　なお蛇足となるが、「人類と宇宙」展では甲斐国に関連する展示として、武田信玄の軍配に北斗七星が

描かれた絵画等を紹介し、武士たちが星の動きを読みとることで戦の運気をつかもうとしていたことを

説明した。この後、2017年12月の常設展展示替えにおいて、館蔵資料の「甲陽武備集覧」（分野別番号：

歴 -2005-000-000098）を展示した。これは近世甲府で小正月に行われる道祖神祭りの際に町中に掲げ
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られる幕絵が、武士の用いる陣幕の作法に則って作

られていたことを説明するためのものであった（7）。

「甲陽武備集覧」の陣幕部分を展示した際、これま

では気づくことがなかったが、幕にもうけられる9

カ所の物見の穴が、それぞれ日・月・北斗七星に

対応していること、28個の乳（紐を通す部分）が

二十八宿に対応していることを新たに確認した（写

真１２）。陣幕の中に天文の世界が展開されている

ことになろう。これらも合戦で運気をつかむための

作法の一種であることは言を俟たない。ただし、甲

府の町人が祭礼の飾幕に陣幕の作法を用いることによって、中国由来の天文に関する知識を学ぶことにも

つながった可能性が考えられよう。現存する幕絵では物見の穴・乳とも数が異なっているため、そうした

認識があったことを断定することはできない。ひとまずは甲斐の、少なくとも甲府町方の人々には天文の

知識に接する機会が少なからずあり、天文学を受容する下地となっていた可能性があることを想定してお

きたい。

註

（1）「人類と宇宙展」は、平成28年度は植月学氏（現弘前大学）と海老沼が担当し、平成29年度は海老沼と西願麻以が担当した。

基礎となる所在確認調査は植月氏が行い、海老沼が追加調査を行った。本稿も植月氏による基礎調査に負うところが大

きい。

（2）中村士『東洋天文学史』（丸善出版、2014年10月）、嘉数次人『天文学者たちの江戸時代』（ちくま新書、2016年7月）など。

（3）『甲斐国志』巻之百九士庶部第八、村松学祐『甲斐国医史』（甲斐国医史刊行会、2002年11月）。

（4）有泉家の概要については、「有泉家文書」（『山梨県立図書館所蔵	古文書目録５』山梨県立図書館、1983年12月）参照。

（5）中村士「遊歴の啓蒙天文家	浅野北水」（『東洋研究』第163号、2007年1月）。「天象研究改正之真図」は、現在堺鉄砲研究会・

澤田平氏が所蔵されている。その奥書は以下のとおりである。

　　　　	文政十三年歳 庚寅季春／東武隠士	古希超過／蛞蝓老人謹図之（印）／門人同校　蒲生大梁（印）／後藤分嶺（印）

／甲州郡内桑久保応阿部正恭需授与之

　　なお浅野北水については、2017年に長野市立博物館で特別展が開催された。詳しくは同館『浅野北水』展示図録（2017

年9月）を参照されたい。

（6）甲州文庫、分野別番号：歴 -2005-003-018858。

（7）髙橋修「甲府道祖神祭礼と歌川広重の関わり」（山梨県立博物館調査・研究報告3『歌川広重の甲州日記と甲府道祖神祭	

調査研究報告書』2008年3月）。

【付記】

　資料の写真掲載にあたり、京都大学理学部数学教室、堺鉄砲研究会・澤田平氏のご高配を賜った。また澤田氏には、「人類

と宇宙展」開催にあたり、所蔵品の調査・出品等に特段のご協力を賜った。記して御礼申し上げる。

（山梨県立博物館）

写真12　「甲陽武備集覧」のうち、陣幕の図
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「人類と宇宙展」のうち　歴史・山梨関係展示　展示資料一覧
資料名 所蔵者 /資料群 作者 和暦 西暦 員数 資料番号

ロビー展示（山梨ゆかりの宇宙関係資料）

三枝義一氏が彗星観測に使用した望遠鏡 個人 三枝義一 1970年代 1 —

三枝義一氏の彗星観測日誌ほか 個人 三枝義一 1970年代～ 1式 —

若田光一宇宙飛行士による宇宙の書 身延町教育委員会
若田光一宇宙飛
行士

平成21年 2009 3 —

江戸時代の天文学者　浅野北水が甲斐国で制作した大型天文図

天象研究改正之真図 堺鉄砲研究会・澤田平氏
朝野北水・蒲生
大梁・後藤分嶺

文政13年 1830 1 —

浅野北水が天文学の教育に用いた資料 堺鉄砲研究会・澤田平氏 朝野北水と弟子 江戸時代後期 19世紀 10 —

大陰游輪成道図 (天文機械 ) 当館 /有泉家文書 浅野北水ほか 江戸時代 19世紀 2 歴 -2005-039-001684

天象改正真図 (乾 ) 当館 /有泉家文書 浅野北水ほか 江戸時代 19世紀 1 歴 -2005-039-001685

天象改正真図 (坤 ) 当館 /有泉家文書 浅野北水ほか 江戸時代 19世紀 1 歴 -2005-039-001686

日本における天文観測のはじまり

日本書紀　巻第二十二 個人 享和3年刊 1803 1 —

日本書紀　巻第二十九 個人 享和3年刊 1803 1 —

続日本紀　巻第二十四 当館 /頼生文庫 明暦3年刊 1657 1 歴 -2005-008-000458

吾妻鏡　巻第二十七 当館 寛永3年刊 1626 1 歴 -2007-000-000003

須弥山儀（復元） 堺鉄炮研究会・澤田平氏 田中久重 嘉永3年 1850 1 —

キトラ古墳石室内再現模型 写真提供：奈良文化財研究所
7世紀末～
8世紀初頭

1 —

キトラ古墳壁画のうち　天井天文図　
陶板複製

大塚オーミ陶業株式会社
7世紀末～
8世紀初頭

1 —

淳祐石刻天文図（拓本） コスモプラネタリウム渋谷 南宋・淳祐7年 1247 1 —

渋川春海の改暦と江戸時代の天文学

天文分野之図 コスモプラネタリウム渋谷 渋川春海 延宝5年 1677 1 —

天文成象方図 当館 /高室家資料 櫻林内膳写 文化10年 1813 1 歴 -2005-087-002772

享保14己酉貞享暦 当館 /甲州文庫 河口文大夫 享保14年 1728 1 歴 -2005-003-018889
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寛政十年戊午新暦 個人（寄託） 寛政9年 1797 1 歴 -2005-007-002103

天経或問	序図・天・地 当館 /窪田家文書
游子六著
西川正休訓点

享保15年 1730 3 歴 -2005-075-001007、
1008、1036

天経発蒙　全八巻 当館 /甲州文庫 山縣昌貞 (大弐 ) 宝暦12年 1762 8 歴 -2005-003-005526
～ 5533

平天儀図解（写本） 当館 /高室家資料 岩橋善兵衛 江戸時代 19世紀 1 歴 -2005-087-001447

国友一貫斎製作	反射望遠鏡（復元） 堺鉄砲研究会・澤田平氏 国友一貫斎 江戸時代 19世紀 1 —

森仁左衛門製作	一閑張望遠鏡 堺鉄砲研究会・澤田平氏 森仁左衛門 江戸時代 18世紀 1 —

星空から吉凶を占う（武田信玄と星座）

武田二十四将画像	 当館 /甲州文庫 歌川芳員 嘉永5年 1852 1 歴 -2005-003-023082

川中島大合戦之図 当館 /甲州文庫 歌川芳員 嘉永6年 1853 1 歴 -2005-003-023098

武田矩格陣取城陣取図
(周文王團扇之事外国伝書 )	

当館 /頼生文庫 江戸時代 1 歴 -2005-008-004188

軍配大秘密大星之伝 当館 /甲州文庫 江戸時代 1 歴 -2005-003-018788

近代的天文学の幕開け

天保十五甲辰暦 個人（寄託） 天保14年 1843 1 歴 -2005-007-002148

明治五年壬申頒暦 当館 /甲州文庫 明治4年 1871 1 歴 -2005-003-018892

明治6年癸酉頒暦 当館 /古文書雑輯（2） 文部省天文局 明治5年 1872 1 歴 -2005-026-000228

明治6年太陽暦 当館 /古文書雑輯（2） 明治5年 1872 1 歴 -2005-026-000227

太陽金鐶蝕の図 当館 /甲州文庫 出版：宮津政太朗 明治16年 1883 1 歴 -2005-003-023153

明治廿年八月十九日日食之図 当館 /甲州文庫 歌川房種 明治20年 1887 1 歴 -2005-003-023154

明治二十歳八月十九日日食九分九厘余 当館 /甲州文庫
梅堂筆
出版：小林新吉

明治20年 1887 1 歴 -2005-003-023155

※上記のテーマは展示構成上、仮に付けたもので、実際の展示コーナー名として用いたものではない。



− （8 − 11

目
的
に
つ
い
て
精
査
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
祖
神
祭
り
の
あ
り
様
が
よ
り
鮮
明
に

な
っ
て
く
る
可
能
性
を
持
つ
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
十
一
屋
野
口
家
資
料
は
道
祖
神
祭
り
祭
礼

道
具
を
は
じ
め
、
近
世
の
経
営
関
係
資
料
も
膨
大
な
数
量
の
資
料
を
有
し
て
い
る
。
別
稿

（
8
（

に

あ
る
と
お
り
、
自
家
の
経
営
帳
簿
だ
け
で
な
く
札
差
の
会
所
日
記
な
ど
公
的
な
資
料
も
含
ま

れ
て
お
り
、
今
回
の
道
祖
神
関
係
資
料
を
補
完
す
る
よ
う
な
、
十
一
屋
野
口
家
の
町
内
に
お

け
る
活
動
状
況
が
読
み
取
れ
る
資
料
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
併
せ
て
今
後
も
資
料

調
査
を
横
断
的
に
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
甲
府
の
町
人
た
ち
の

様
々
な
活
動
の
様
子
が
、
よ
り
詳
細
か
つ
鮮
明
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

註（
1
）
野
口
忠
蔵
氏
の
ご
好
意
に
よ
っ
て
、
中
野
賢
治
（
当
館
学
芸
員
）、
宮
澤
富
美
恵
（
当
館
学
芸
課
職
員
・

当
時
）
お
よ
び
小
畑
に
よ
っ
て
行
い
、祭
礼
道
具
の
調
査
か
ら
丸
尾
依
子
（
当
館
学
芸
員
）
が
参
加
し
た
。

（
2
）
四
六
頁
「《
資
料
紹
介
》「
寛
政
六
年
十
一
月 

惣
会
所
発
端
日
記
」（
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
、
十
一
屋
野

口
家
資
料
）」

（
3
）
丸
尾
依
子
「《
資
料
紹
介
》
甲
府
柳
町
二
丁
目
の
道
祖
神
祭
礼
道
具
」（
山
梨
県
立
博
物
館
『
研
究
紀
要
』

第
11
集　

二
〇
一
七
）

（
4
）
こ
れ
ら
の
資
料
は
祭
礼
道
具
と
と
も
に
、
山
梨
県
立
博
物
館
で
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
一
月
二
日

か
ら
二
月
二
十
六
日
ま
で
開
催
し
た
シ
ン
ボ
ル
展
「
よ
み
が
え
る
！
甲
府
道
祖
神
祭
り
」
に
展
示
さ
れ

た
。
詳
細
は
同
展
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
参
照
。

（
5
）
甲
府
勤
番
支
配
と
し
て
甲
州
に
赴
任
し
て
い
た
宮
本
定
正
が
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
記
し
た
「
甲

斐
廼
手
振
」
に
「
正
月
は
別
て
当
国
一
大
盛
事
也
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
こ
こ
で
は
銅
銭
の
単
位
を
「
文
」
で
な
く
「
銅
」
と
表
記
し
て
い
る
。

（
7
）
山
梨
日
日
新
聞　

大
正
十
三
年
十
一
月
十
六
日
号
「
復
活
し
た
道
祖
神
さ
ま
」

「
復
活
し
た
道
祖
神
さ
ま

…
仲
見
世
の
守
り
本
尊
と
な
る　

十
四
日
遷
座
祭
挙
行

甲
府
は
維
新
前
迄
正
月
の
十
四
日
は
所
謂
十
四
日
祭
礼
の
道
祖
神
祭
り
で
、
ド
ン
ド
を
樹
て
る
や
ら
町

内
を
神
楽
で
囃
す
や
ら
、
大
通
り
は
皆
休
業
し
て
非
常
な
賑
ひ
を
呈
し
た
も
の
だ
と
い
ふ
、
其
の
道
祖

神
様
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
十
一
屋
野
口
氏
の
屋
敷
神
と
な
つ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
今
度
仲
見
世
が
出
来
た

の
で
同
町
を
中
心
と
し
て
守
り
本
尊
に
し
た
い
と
い
ふ
議
が
起
り
、
い
よ
く
一
昨
十
四
日
を
以
て
遷
座

式
を
行
ひ
同
所
の
一
隅
に
新
し
く
雨
覆
ひ
を
設
け
、
見
世
物
小
屋
の
前
に
屋
台
を
作
り
同
夜
は
神
楽
を

奏
し
、
売
店
は
皆
軒
提
灯
を
掲
げ
、
猿
田
彦
命
の
幟
を
樹
て
、
茲
に
復
活
第
一
回
の
道
祖
神
祭
り
を
挙

行
し
た
が
、
寒
い
風
の
吹
い
た
あ
と
ゝ
て
比
較
的
淋
し
か
つ
た
、
之
よ
り
東
京
の
仲
見
世
な
ら
観
音
様

の
格
で
、
毎
月
十
四
日
に
此
の
祭
礼
を
挙
行
す
る
と
い
ふ
事
だ
、
尚
年
末
に
は
年
の
市
を
も
同
所
に
於

て
開
く
と
。」

（
8
）
前
掲
「
惣
会
所
発
端
日
記
」

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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一　

金
三
両
弐
分
弐
朱　
　
　
　
　

仕
事
衆
廿
九
人
手
間

　

一　

金
三
分
弐
朱　
　
　
　
　
　
　

同
人
夜
廻
り
七
人

　

一　

金
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　
　

仕
事
衆
別
の
礼

　

一　

金
壱
両
壱
分
ト
弐
貫
五
百
文　

河
栄
払

　

一　

金
弐
朱　
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
田
屋
仙
蔵
払

　

〆　

金
九
両
三
分
三
朱

　
　
　

拾
九
貫
七
百
拾
文

　
（
※
以
下
酒
代
、
仕
事
衆
臨
時
渡
し
分
な
ど
の
別
会
計
分
記
述
省
略
）

【
解
題
】

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
道
祖
神
祭
り
関
係
の
諸

費
用
書
き
上
げ
帳
。
寺
院
や
大
工
に
定
式
の
謝
礼
と
思

わ
れ
る
出
費
の
ほ
か
、
様
々
な
商
店
へ
の
支
払
い
に
つ

い
て
記
録
し
て
い
る
。
目
を
引
く
の
が
五
項
め
の
「
数

ノ
子
代
」
で
あ
る
。
資
料
一
で
も
「
肴
之
儀
は
数
の
子

に
限
り
可
申
」
と
あ
り
、
他
の
年
代
の
入
用
帳
に
も
数

の
子
の
出
費
記
述
が
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
数
の
子
な
の
か

は
、
祝
儀
な
ど
儀
式
の
肴
に
用
い
る
こ
と
か
ら
、
お
せ

ち
料
理
で
も
縁
起
物
と
さ
れ
る
数
の
子
を
、「
子
孫
繁

栄
」
の
象
徴
と
見
て
い
る
と
い
っ
た
、
何
ら
か
の
縁
起

を
担
い
だ
選
択
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

十
四
項
め
で
は
年
番
の
二
名
に
謝
礼
金
も
支
出
さ
れ

て
い
る
が
、
十
二
月
か
ら
一
月
に
か
け
て
の
業
務
量
、

手
間
や
負
担
を
考
え
れ
ば
薄
謝
と
い
っ
て
良
い
額
で
あ

る
。
ま
た
、
帳
簿
上
に
現
れ
て
こ
な
い
十
三
項
目
の
年
番
立
替
分
の
額
が
三
両
を
越
え
て
お

り
、
こ
の
三
両
分
の
事
務
量
を
勘
案
す
れ
ば
、
家
持
ら
に
と
っ
て
道
祖
神
祭
り
の
年
番
は
相

当
な
負
担
を
強
い
ら
れ
る
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
十
一
屋
野
口
家
資
料
の
う
ち
、
道
祖
神
関
連
古
文
書
三
十
五
点
中
八
点

の
資
料
を
紹
介
し
た
。
資
料
一
「
道
祖
神
祭
礼
申
合
之
事
」
は
、
道
祖
神
祭
り
の
執
行
準
備

の
流
れ
を
追
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
資
料
で
は
、
関
係
者
に
準
備
に
関
す
る

決
ま
り
ご
と
を
示
し
つ
つ
、
祭
礼
の
盛
り
上
が
り
の
一
方
で
時
に
祭
り
の
規
制
の
理
由
と

な
っ
た
華
美
さ
や
贅
沢
さ
を
戒
め
、
関
係
者
に
「
古
法
」
へ
の
回
帰
や
自
重
を
促
し
て
い
る
。

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
様
々
な
注
意
事
項
は
、
道
祖
神
祭
り
に
ま
つ
わ
る
諸
事
情
や
町
内
の
人

間
関
係
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
興
味
深
い
。

　

資
料
二
〜
四
は
、
道
祖
神
の
「
御
宝
蔵
」
や
「
御
神
場
」
の
普
請
お
よ
び
設
置
場
所
に
つ

い
て
の
資
料
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
資
料
四
で
は
、
道
祖
神
の
「
御
神
場
」
が
昨
今
は
十
一
屋

の
向
屋
敷
に
設
定
さ
れ
、
こ
の
度
は
、
旧
に
復
し
て
十
一
屋
の
門
間
口
を
無
心
す
る
と
い
う

経
緯
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
く
だ
り
か
ら
も
、
柳
町
二
丁
目
の
道
祖
神
祭
り
に
お
け
る

十
一
屋
の
重
要
性
が
伺
え
る
。
こ
の
頃
か
ら
半
世
紀
以
上
経
過
し
た
大
正
時
代
に
は
、
人
々

は
柳
町
二
丁
目
の
道
祖
神
を
「
十
一
屋
野
口
氏
の
屋
敷
神
」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
至
っ
て

お
り

（
7
（

、
祭
礼
道
具
の
保
管
を
担
っ
て
き
た
経
緯
も
含
め
、
十
一
屋
野
口
家
が
柳
町
二
丁
目
の

道
祖
神
祭
り
に
お
い
て
、
中
心
的
な
重
き
を
為
す
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

資
料
五
〜
八
に
つ
い
て
は
、
道
祖
神
祭
り
の
収
入
・
支
出
に
関
わ
る
帳
簿
類
で
あ
る
。
資

料
六
の
祝
儀
の
奉
納
の
書
き
上
げ
帳
は
、
様
々
な
祝
い
の
件
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
人
々
に

と
っ
て
の
道
祖
神
祭
り
の
重
要
性
や
そ
の
性
格
を
示
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
資
料
七
・

八
は
、
道
祖
神
祭
り
の
執
行
に
お
け
る
諸
費
用
の
書
き
上
げ
帳
で
あ
り
、「
数
の
子
」
の
例

の
よ
う
に
、
端
的
に
道
祖
神
祭
り
の
性
質
が
伺
え
る
も
の
も
あ
り
、
出
費
の
内
容
や
必
要
性
、

資料8　道祖神諸入用帳（明治4年）
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一　

五
百
文　
　
　
　
　
　

旦
紙
代

　

一　

八
百
文　
　
　
　
　
　

肴
代

　

一　

金
弐
分　
　
　
　
　
　

太
鼓
張
替

　

一　

四
貫
文　
　
　
　
　
　

道
祖
神
諸
道
具
蔵
敷

　

一　

五
貫
文　
　
　
　
　
　

諸
道
具
破
損
大
工
手
間

　

一　

三
貫
百
文　
　
　
　
　

酒
代

　

〆
金
弐
分
と
四
拾
壱
貫
百
文

　

右
之
通
家
持
一
同
立
合

　

諸
勘
定
仕
入
用
割
合
を
以

　

出
銀
仕
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

柳
町
弐
丁
目

　
　
　
　
　
　
　

年
番

　
　
　
　
　
　
　
　

忠
右
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　

藤
助　
　
　

印

　
　

明
治
二
歳
巳
正
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　

上
組

　
　
　
　
　
　
　
　

庄
太
郎　
　

印

　
　
　
　
　
　
　
　

幸
三
郎　
　

印

【
解
題
】

　

江
戸
か
ら
明
治
に
な
り
、
最
初
の
道
祖
神
祭
礼
の
際
の
諸
費
用
書
き
上
げ
帳
。
提
灯
や
太

鼓
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
道
祖
神
諸
道
具
の
蔵
敷
（
保
管
費
用
）、
修
理
を
行
う
大
工
の
手
間

賃
な
ど
か
ら
な
っ
て
お
り
、
資
料
一
で
記
さ
れ
て
い
る
年
番
や
家
持
が
担
う
業
務
と
合
わ
せ

て
見
る
と
、
そ
の
業
務
に
必
要
な
作
業
の
手
間
や
物
品
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

帳
面
の
末
尾
に
は
、
家
持
一
同
の
確
認
の
う
え
、
経
費
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。

○
資
料
八　

道
祖
神
諸
入
用
帳
（
明
治
四
年
）

【
原
文
】

　

明
治
四
辛
未
年
正
月

　

道
祖
神
諸
入
用
帳

　
　
　
　
　
　

年
番

　
　
　
　
　
　
　

庄
太
郎

　
　
　
　
　
　
　

友
八

　

一　

金
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
光
院
え
定
式

　

一　

金
壱
分　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
庄
作
え
定
式

　

一　

壱
貫
三
百
八
拾
弐
文　
　
　
　

伊
勢
宇
払

　

一　

金
壱
分
ト
百
廿
四
文　
　
　
　

近
江
屋　

縄
代
払

　

一　

弐
貫
文　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
清　

数
ノ
子
代

　

一　

七
百
五
拾
文　
　
　
　
　
　
　

福
萬
払

　

一　

六
百
六
拾
六
文　
　
　
　
　
　

河
喜
払

　

一　

金
壱
朱
ト
五
百
九
拾
文　
　
　

連
尺
町
大
喜　

竹
代

　

一　

金
三
分
ト
五
百
拾
四
文　
　
　

冨
士
久
払

　

一　

六
貫
弐
百
三
拾
四
文　
　
　
　

越
嘉
払

　

一　

三
貫
三
百
四
拾
八
文　
　
　
　

山
善
払

　

一　

金
三
分
弐
朱　
　
　
　
　
　
　

木
む
ら
や
払

　

一　

金
三
両
ト
五
百
七
拾
八
文　
　

年
番
立
替

　

一　

金
弐
分　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
番
両
人
え
礼

資料7　道祖神祭礼入用帳（明治2年）
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・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

金
百
疋　

喜
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

武
兵
衛

　

・
元
服
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

紋
蔵

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

政
七

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

次
右
衛
門

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

栄
蔵

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

恒
兵
衛

　

・
本
祝
儀
人
祝　

／　

×
一　

金
五
十
疋　

源
助

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

土
屋
店
源
兵
衛

　

・
夫
婦
養
子
跡
儀
秋
葉
参
詣　

／ 

一 

金
弐
百
疋　

甚
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

次
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

忠
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

中
川
氏

　

・
人
祝　

／　

×
一　

四
五
百
銅　

太
郎
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

庄
右
衛
門
店
甚
吉

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

有
坂
屋
兵
左
衛
門

　

・
若
イ
衆
入　

／　

×
一　

金
百
疋　

与
兵
衛

　

・
氏
子
入
人
祝　

／　

×
一　

金
弐
十
五
疋　

布
能
氏　

／　

扇
子　

壱

　

・（
人
祝
）　

／　

×
一　

金
廿
五
疋　

藤
助
同
居

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

同
人
同
居
加
藤
氏　

／　

一　

扇
子
十
対

　

〆
甲
三
両
ト

　
　

金
廿
九
両
弐
百
五
十
分
ト

　
　

拾
五
貫
九
百
五
十
九
文

【
解
題
】

　

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
道
祖
神
祭
り
に
お
け
る
祝
儀
の
奉
納
の
書
き
上
げ
帳
。
出
産

や
元
服
な
ど
の
人
生
に
お
け
る
お
祝
い
ご
と
を
は
じ
め
、
伊
勢
参
宮
な
ど
の
個
人
的
な
行
事
、

店
開
き
な
ど
の
商
売
関
係
、
氏
子
入
り
や
若
者
集
団
入
り
な
ど
の
個
人
に
関
す
る
社
会
的
な

行
事
も
含
ま
れ
て
い
る
。
本
資
料
群
に
含
ま
れ
て
い
る
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
「
道
祖

神
祝
儀
名
前
」
で
は
、「
痘
瘡
人
祝
」
も
散
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
流
行
り
病
の
病
気

平
癒
も
含
め
て
、
家
々
の
幅
広
い
お
祝
い
ご
と
に
つ
い
て
。
祝
儀
の
奉
納
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。

○
資
料
七　

道
祖
神
祭
礼
入
用
帳
（
明
治
二
年
）

　
【
原
文
】

　

明
治
二
年

　

道
祖
神
御
祭
礼
入
用
帳

　

巳
正
月
吉
日

　
　
　
　

覚

　

一　

三
貫
文　
　
　
　
　
　

左
儀
長
返
紙
代

　

一　

弐
貫
文　
　
　
　
　
　

蝋
燭
代

　

一　

壱
貫
三
百
四
十
八
文　

御
神
酒
壱
升

　

一　

壱
貫
四
百
文　
　
　
　

御
備
餅

　

一　

三
貫
文　
　
　
　
　
　

御
神
楽
人
足
賃
銭

　

一　

八
百
文　
　
　
　
　
　

竹
代

　

一　

壱
貫
三
百
四
十
八
文　

挑
（
マ
マ
（灯

張
替

　

一　

八
百
文　
　
　
　
　
　

砂
代

　

一　

拾
四
貫
文　
　
　
　
　

人
足
拾
四
人

資料6　道祖神祝儀名前（慶応2年）
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○
資
料
六　

道
祖
神
祝
儀
名
前
（
慶
応
二
年
）

【
原
文
】

　

慶
応
二
年
丙
寅
正
月

　

道
祖
神
祝
儀
名
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
右
衛
門

（
※
以
下
、
改
行
を
「　

／　

」
で
表
し
、
一
件
一
箇
条
で
記
述
す
る
）

　
　
　
　

目
出
度
覚

　

・
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

七
右
衛
門

　

・
年
祝
儀
氏
子
入
人
祝　

／　

×
一　

金
四
百
疋　

伝
右
衛
門　

／　

御
備
壱
膳　

／　

　
　

御
神
酒
壱
升

　

・
蔵
建
人
祝　

／　

×
一　

金
六
百
疋　

三
左
衛
門　

／　

御
神
酒
弐
升

　

・
人
祝
借
出
蔵　

／　

×
一　

金
百
疋　

宇
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

庄
七

　

・
腹
帯
人
祝　

／　

×
一　

四
百
銅　

庄
太
郎

　

・
氏
子
入
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

惣
兵
衛　

／　

御
神
酒
壱
升

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

惣
助

　

・
人
祝　

／　

×
一　

四
百
銅　

藤
助

　

・
人
祝　

／　

×
一　

四
百
銅　

庄
右
衛
門

　

・
氏
子
入
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

萬
助　

／　

御
神
酒
弐
升

　

・
人
祝　

／　

×
一　

四
百
銅　

要
二
郎

　

・
人
祝
伊
勢
参
宮　

×
一　

金
四
百
疋　

伊
助

　

・
秋
葉
山
参
詣
人
祝　

／　

×
一　

金
五
拾
疋　

幸
三
郎　

／　

四
百
銅

　

・
氏
子
入
跡
祝
儀
人
祝　

／　

×
一　

金
弐
百
疋　

弥
五
左
衛
門　

／　

御
神
酒
壱
升

　

・
見
世
開
人
祝　

／　

×
一　

金
五
拾
疋　

百
疋　

藤
助

　

・
人
祝　

／　

×
一　

百
銅　

岩
吉

　

・
人
祝　

／　

×
一　

百
銅　

与
助

　

・
人
祝　

／　

×
一　

百
銅　

武
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

百
銅　

庄
兵
衛

　

・
人
祝
元
服　

／　

×
一　

金
廿
五
疋　

仙
蔵

　

・
人
祝　

／　

×
一　

四
百
銅　

宗
三
郎

　

・
氏
子
入
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

弥
七　

／　

御
神
酒
壱
升

　

・
人
祝　

／　

一　

甲
金
三
両　

忠
蔵

　

・
氏
子
入
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

平
七

　

・
氏
子
入
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

忠
右
衛
門　

／　

御
神
酒
壱
升

　

・
新
宅
見
世
開
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

與
兵
衛　

次
右
衛
門　

／　

御
神
酒
弐
升

　

・
人
祝　

／　

×
一　

四
百
銅　

嘉
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

定
兵
衛

　

・
本
役
儀
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

半
次
郎

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

源
兵
衛

　

・
本
服　

腹
帯
人
祝　

／
×
一　

金
百
疋　

新
八　

／　

御
神
酒
壱
升

　

・
屋
敷
買
人
祝　

／　

×
一　

金
弐
拾
両　

清
兵
衛

　

・
人
祝　

／　

×
一　

弐
百
銅　

仲
右
衛
門

　

・
人
祝
家
督　

×
一　

金
弐
百
疋　

安
兵
衛

　

・
氏
子
入
人
祝　

／　

×
一　

金
五
拾
疋　

善
助　

／　

御
神
酒
壱
升

　

・
腹
帯
人
祝　

／　

×
一　

金
百
疋　

栄
兵
衛

　

・
腹
帯
人
祝　

／　

×
一　

金
弐
百
疋　

友
八
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庄
太
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
三
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
屋
忠
蔵
殿

【
解
題
】

　

道
祖
神
祭
り
の
年
番
が
、
道
祖
神
祭
礼
の
「
御
神
場
」
に
つ
い
て
十
一
屋
忠
蔵
と
取
り
決

め
た
合
意
事
項
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
。
数
年
来
、
十
一
屋
の
「
向
屋
敷
」
を
使
用
し
て
い

た
が
、
こ
の
「
向
屋
敷
」
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
他
町
に
掛
か
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

家
持
衆
の
協
議
の
結
果
、
も
と
も
と
使
用
し
て
い
た
十
一
屋
の
門
間
口
三
・
六
メ
ー
ト
ル
四

方
を
使
う
こ
と
に
し
た
と
す
る
内
容
。

○
資
料
五　

道
祖
神
左
義
長
取
集
（
慶
応
二
年
）

【
原
文
】

　

慶
応
二
丙
寅
歳
正
月

　

道
祖
神
左
儀
長
取
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
右
衛
門

（
※
以
下
、
改
行
を
「　

／　

」
で
表
す
）

　
　

一　

百
銅　

七
右
衛
門　

／　

一　

廿
四
銅　

傳
右
衛
門　

／　

一　

廿
四
銅　

三
左
衛
門

　

／
一　

廿
四
銅　

宇
兵
衛　

／　

一　

廿
四
銅　

庄
七　
　
　

／　

一　

百
銅　
　

庄
太
郎

　

／
一　

廿
四
銅　

惣
兵
衛　

／　

一　

廿
四
銅　

惣
助　
　
　

／　

一　

廿
四
銅　

藤
助

　

／
一　

百
銅　

庄
右
衛
門　

／　

一　

廿
四
銅　

萬
助　
　
　

／　

一　

百
銅　
　

要
二
郎

　

／
一　

廿
四
銅　

伊
助　
　

／　

一　

百
銅　
　

幸
三
郎　
　

／　

一　

百
銅　

弥
五
左
衛
門

　

／
一　

百
銅　
　

藤
助　
　

／　

一　

廿
四
銅　

岩
次
郎　
　

／　

一　

廿
四
銅　

與
助

　

／
一　

廿
四
銅　

武
兵
衛　

／　

一　

廿
四
銅　

庄
兵
衛　
　

／　

一　

廿
四
銅　

仙
蔵

　

／
一　

百
銅　
　

宗
三
郎　

／　

一　

廿
四
銅　

弥
七　
　
　

／　

一　

百
銅　
　

忠
蔵

　

／
一　

廿
四
銅　

平
七　
　

／　

一　

百
銅　
　

忠
右
衛
門　

／　

一　

廿
四
銅　

次
右
衛
門

　

／
一　

百
銅　
　

嘉
平　
　

／　

一　

廿
四
銅　

定
兵
衛　
　

／　

一　

百
銅　
　

半
次
郎

　

／
一　

廿
四
銅　

源
兵
衛　

／　

一　

廿
四
銅　

新
八　
　
　

／　

一　

百
銅　
　

清
兵
衛

　

／
一　

廿
四
銅　

仲
右
衛
門
／　

一　

百
銅　
　

安
兵
衛　
　

／　

一　

廿
四
銅　

善
助

　

／
一　

廿
四
銅　

栄
兵
衛　

／　

一　

百
銅　
　

友
八　
　
　

／　

一　

廿
四
銅　

喜
兵
衛

　

／
一　

廿
四
銅　

武
兵
衛　

／　

一　

廿
四
銅　

紋
蔵　
　
　

／　

一　

廿
四
銅　

政
七

　

／
一　

廿
四
銅　

次
右
衛
門
／　

一　

廿
四
銅　

菊
蔵　
　
　

／　

一　

廿
四
銅　

恒
兵
衛

　

／
一　

廿
四
銅　

源
助　
　

／

　

〆
金
壱
朱
ト

　
　

壱
貫
六
百
廿
四
文

【
解
題
】

　
「
道
祖
神
左
義
長
取
集
」
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

の
道
祖
神
祭
り
の
際
の
、
左
義
長
の
た
め
の
醵
金
リ
ス
ト

の
帳
面
。

　

一
人
あ
た
り
の
醵
金
額
が
「
廿
四
銅

（
6
（

（
文
）」
と
「
百
銅
」

で
統
一
さ
れ
て
い
る
。「
百
銅
」が
十
五
名
い
る
こ
と
か
ら
、

資
料
一
の
文
化
十
三
年
段
階
で
は
家
持
は
十
三
名
と
な
っ

て
お
り
、恐
ら
く
家
持
や
そ
れ
に
類
す
る
ク
ラ
ス
は
百
銅
、

そ
れ
以
外
は
二
十
四
銅
と
い
っ
た
統
一
ル
ー
ル
の
な
か
で

醵
金
が
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

資料5　道祖神左義長取集（慶応2年）
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代
八
匁

　

一　

檜
九
尺
壱
七　
　

弐
枚

　
　
　
　

代　

弐
匁
八
分

　

十
八
日
（
※
未
記
載
に
つ
き
略
）

　

正
月
十
二
日

　

一　

四
匁
三
分　
　
　

畳
表
へ
り
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉
平
殿
払

　

同

　

一　

三
匁
五
分　
　
　

畳
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手
間
代

　

十
六
日

　

一　

七
分
三
厘　
　
　

舟
綱
代

　

同

　

一　

七
匁
弐
分
三
厘　

嘉
藤
次
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
代
払

　

同

　

一　

壱
匁
七
分　
　
　

吉
田
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

恒
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
代
払

　

〆
四
拾
弐
匁
七
分
三
厘

（
※
以
下
略
：
大
工
手
間
賃
控
え
）

【
解
題
】

　
「
道
祖
神
様
普
請
立
替
帳
」
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
十
二
月
に
整
え
ら
れ
た
帳
面

で
あ
り
、
恐
ら
く
翌
月
に
控
え
た
道
祖
神
祭
り
に
備
え
て
、
道
祖
神
の
祭
殿
を
普
請
す
る
際

の
木
材
や
畳
な
ど
の
材
料
費
、
大
工
な
ど
の
手
間
賃
を
書
き
上
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

材
木
は
松
・
杉
・
檜
の
三
種
類
を
購
入
し
て
お
り
、
一
番
多
い
の
は
松
で
、
長
さ
に
し
て

約
十
九
メ
ー
ト
ル
分
購
入
し
て
い
る
。
松
は
耐
水
性
が
強
い
建
材
な
の
で
、
屋
根
や
構
造
材

な
ど
主
要
な
部
分
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

○
資
料
四　

入
置
申
一
札
之
事
（
安
政
五
年
）

【
原
文
】

　

一　

道
祖
神
御
祭
礼
之
節
年
々
貴
殿

　
　
　

向
屋
敷
数
年
来
借
受
申
候
処
、
右
は
他
町
え

　
　
　

御
神
場
有
之
候
て
は
甚
不
都
合
之
儀
ニ
付
、

　
　
　

家
持
一
統
相
談
之
上
復
旧
例
、
今
年
よ
り

　
　
　

貴
殿
御
宅
之
門
間
口
二
間
奥
行
二
間
之
場
処

　
　
　

無
心
申
入
借
受
候
処
、
右
場
所
向
後
若

　
　
　

差
支
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
家
持
一
統
相
談
之
上

　
　
　

可
然
取
斗
可
申
候
、
依
之
為
後
日
一
札
入
置

　
　
　

申
処
如
件

　
　
　
　

安
政
六
未
年
正
月　
　
　

柳
町
二
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
三
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
治
郎
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
組

資料4　入置申一札之事（安政6年）
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【
解
題
】

　

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
借
地
証
文
の
下
書
き
で
、
道
祖
神
の
ご
宝
蔵
建
築
の
た
め
の

借
地
を
、
借
地
料
を
年
に
甲
銀
十
八
匁
支
払
う
も
の
と
し
て
い
る
。

○
資
料
三　

道
祖
神
様
普
請
立
替
帳
（
安
政
五
年
）

【
原
文
】

　

戊
安
政
五

　

道
祖
神
様
普
請
立
替
帳

　
　
　

午
十
二
月

　
　
　

覚

　

午
極
月
五
日　

　

一　

松
弐
三
弐
間　
　
　

六
丁

　
　
　
　

代

　

同

　

一　

〃
弐
五
弐
間　
　
　

壱
丁

　
　
　
　

代

　

同

　

一　

〃
弐
五
九
尺　
　
　

壱
丁

　
　
　
　

代

　

同

　

一　

〃
弐
五
弐
間　
　
　

壱
丁

　
　
　
　

代

　

同

　

一　

〃
弐
四
九
尺　
　
　

弐
丁

　
　
　
　

代

　
　

同

　

一　

〃
三
四
九
尺　
　
　

弐
丁

　
　
　
　

代

　
　

同

　
　
（
○
に
「
い
」
印
）
一　

百
文　

だ
ち
ん
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

ぎ
五
分
九
厘

　

材
木
代

　
　

六
口　

〆　

拾
三
匁
八
分
八
厘

　

十
二
月
十
七
日

　

一　

杉
板
ま
さ

　
　
　
　
　

八
尺
四
丁

資料2　借地証文事下書（嘉永6年）

資料3　道祖神様普請立替帳（安政5年）
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【
解
題
】

　

資
料
群
の
な
か
で
最
古
の
年
代
の
資
料
が
こ
の
「
道
祖
神
祭
礼
申
合
之
事
」
で
あ
る
。
文

化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
正
月
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
基
本
的
な
祭
礼
の
執
行
方
と
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
、
心
得
を
記
し
た
も
の
で
、
全
九
ヶ
条
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
（
一
） 

近
年
の
道
祖
神
祭
礼
に
お
い
て
仕
来
り
が
守
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
仕
来
り
の
順

守
と
倹
約
を
以
て
祭
礼
を
執
行
す
る
こ
と
。

　
（
二
） 

一
月
八
日
に
行
う
打
ち
合
わ
せ
に
は
必
ず
出
席
し
、
飾
り
道
具
の
確
認
と
、
壊
れ

た
も
の
の
修
理
を
行
う
こ
と
。
儀
式
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
確
認
し
、
十
三
日
に

目
録
を
提
出
す
る
こ
と
。
祝
儀
の
目
録
を
良
く
確
認
す
る
こ
と
。

　
（
三
） 

一
月
十
三
日
は
早
朝
か
ら
集
合
し
て
お
祓
い
し
、
儀
式
は
夕
方
ま
で
に
済
む
よ
う

に
す
る
こ
と
。
夜
ま
で
ず
れ
込
め
ば
酒
や
料
理
も
必
要
と
な
り
、
年
番
が
迷
惑
す

る
こ
と
に
注
意
す
る
こ
と
。
こ
の
日
は
袴
着
用
の
こ
と
。
用
が
無
い
も
の
は
立
ち

入
ら
な
い
こ
と
と
し
、
場
は
静
粛
を
保
つ
こ
と
。

　
（
四
）
帳
面
を
確
認
し
て
家
柄
や
人
柄
に
注
意
し
て
儀
式
を
行
う
こ
と
。

　
（
五
） 

十
四
日
の
神
楽
の
際
は
、ご
神
燈
の
火
の
元
の
安
全
を
保
つ
こ
と
。可
能
な
限
り
凛
々

し
く
務
め
る
こ
と
。

　
（
六
） 

十
五
日
は
交
替
で
休
み
を
取
っ
て
、
他
町
の
飾
り
物
見
物
な
ど
を
し
て
も
良
い
。

お
役
人
様
が
お
立
ち
寄
り
に
な
っ
た
ら
、
特
別
な
対
応
を
取
る
こ
と
。

　
（
七
） 

お
酒
は
年
番
以
外
に
は
提
供
し
な
い
こ
と
。
お
つ
ま
み
は
数
の
子
の
み
と
し
て
、

食
事
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
取
る
こ
と
。

　
（
八
） 

お
酒
は
御
神
酒
で
あ
っ
て
振
る
舞
い
酒
で
な
い
の
で
、
差
し
つ
差
さ
れ
つ
飲
む
の

で
な
く
、
順
々
に
飲
む
だ
け
に
す
る
こ
と
。
拳
酒
（
数
当
て
ゲ
ー
ム
）
な
ど
の
勝

負
事
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
り
、
儀
式
に
関
わ
る
人
た
ち
に
気
を
遣
う
こ
と
。「
若

者
」
は
便
宜
上
の
言
葉
な
の
で
、
勘
違
い
は
し
な
い
こ
と
。

　
（
九
） 

十
六
日
は
朝
か
ら
経
費
の
計
算
を
し
て
、
支
払
い
漏
れ
が
無
い
よ
う
に
し
、
飾
り

道
具
は
壊
さ
な
い
よ
う
に
収
納
す
る
こ
と
。
次
の
年
番
に
引
き
継
ぎ
を
行
う
こ
と
。

　

以
上
の
よ
う
な
内
容
か
ら
な
っ
て
お
り
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
順
に
行
う
こ
と
を
明
記
し
つ
つ
、

各
段
階
で
の
注
意
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
古
法
に
復
し
、
全
体
的
に
奢
侈
や
恣
意
的
な
行

動
を
戒
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、「
当
国
一
大
盛
事

（
5
（

」
と
も
評
さ
れ
、
度
々
そ
の
華

美
さ
を
引
き
締
め
る
命
令
が
出
て
い
た
道
祖
神
祭
り
の
盛
り
上
が
り
ぶ
り
や
、
人
々
の
逸
脱

行
動
が
頻
発
し
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
引
き
締
め
基
調
の
申
し
合
わ
せ
事
項
九
ヶ
条
と
な
っ

て
い
る
。

○
資
料
二　

借
地
証
文
事
下
書
（
嘉
永
六
年
）

【
原
文
】

　

一　

貴
殿
地
面
之
内
東
西
三
間
南
北
二
間
借
地

　
　
　

致
、
町
内
道
祖
神
御
宝
蔵
建
筑

（
マ
マ
（相

違
無

　
　
　

之
、
以
右
地
代
金
之
儀
は
壱
ヶ
年
ニ
甲
銀
拾
八
匁
ニ

　
　
　

相
定
年
々
正
月
十
六
日
勘
定
之
節
相
渡
可
申
候
、

　
　
　

依
之
為
後
日
借
地
証
文
如
件

　
　
　
　

嘉
永
六
年　
　
　
　
　
　

家
持
惣
代

　
　
　
　
　

丑
正
月
十
六
日　
　
　
　

当
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
五
左
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　

町
内

　
　
　
　
　
　
　
　

重
兵
衛
後
家
殿
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左
も
無
之
候
は
年
番
方
え
寄
合
候
事
、
決
て
無
用
ニ
可
致
寄
合

　
　
　

居
候
ハ
ヽ
他
之
人
も
参
不
存
寄
物
入
等
も
可
有
之
候
、
乍
併
も
し
又

　
　
　

御
役
人
様
方
御
立
寄
も
候
ハ
ヽ
是
は
格
別
之
儀
ニ
候
得
は
、
能
々

　
　
　

心
得
可
有
之
候
事

　

一　

酒
之
儀
は
年
番
方
よ
り
外
え
遣
し
申
間
敷
候
、
肴
之
儀
は
数
の
子

　
　
　

に
限
り
可
申
し
た
し
香
物
ニ
て
も
出
シ
申
間
敷
、
飯
時
は
銘
々
之

　
　
　

宿
元
え
帰
り
し
た
ゝ
め
い
た
し
相
勤
可
申
事

　

一　

別
て
酒
之
儀
は
御
祭
礼
御
神
酒
ニ
て
馳
走
酒
ニ
無
之
候
得
は
、
合
イ

　
　
　

押
等
無
之
順
盃
可
為
候
、
殊
更
拳け

ん
ざ
け酒

等
決
て
無
用
ニ
可
致
、
是
は

　
　
　

勝
負
之
事
ニ
候
得
は
、
互
ニ
募
り
口
論
ニ
も
相
成
候
テ
は
不
被
宜
、

　
　
　

其
上
祝
儀
請
候
者
ハ
自
分
祝
儀
不
相
済
内
は
甚
心
労

　
　
　

之
事
ニ
候
得
は
、
其
人
え
付
候
て
も
可
有
遠
慮
、
是
等
之
儀
老
若

　
　
　

共
心
得
可
有
候
事

　
　
　
　
　

都
て
若
者
と
申
候
て
も
別
意
無
之
家
持
同
様

　
　
　
　
　

之
儀
ニ
候
得
は
、
心
得
違
無
之
様
相
守
可
申
候
事

　

一　

同
十
六
日
早
朝
よ
り
立
会
諸
掛
り
等
相
改
勘
定
可
致
、
払
落

　
　
　

等
無
之
様
心
付
可
申
、
且
年
番
は
餝
り
道
具
物
等
損
事

　
　
　

無
之
様
人
足
え
夫
々
致
差
図
取
仕
舞
、
預
ケ
物
等
巨
細
ニ
帳
面

　
　
　

ニ
扣
置
可
申
候
、
諸
勘
定
相
済
候
ハ
ヽ
定
式
之
通
帳
面
ニ
記

　
　
　

年
番
両
人
印
形
致
、
次
之
年
番
え
目
出
度
相
送
り
可
申
候
事

　
　
　

右
之
條
々
今
年
よ
り
相
定
候
上
は
急
度
相
守
、

　
　
　

猥
り
不
相
成
候
様
祭
記
并
祝
儀
目
出
度
執
行
可
申
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

文
化
十
三
年
丙
子
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
吉
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庄
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

用
蔵
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
五
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斧
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
蔵
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
太
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

治
郎
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
治
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
重
郎
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

若
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宇
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

増
平
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

由
弥
（
印
）

資料1　道祖神祭礼申合之事（文化13年）　※4枚の写真を接合
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往
古
目
録
遣
し
候
て
も
先
方
に
て
不
請
相
返
し
候
得
は
其
侭
差

　
　
　
　
　

置
候
事
は
至
て
家
持
之
不ふ

穿せ
ん
さ
く鑿

と
相
成
候
事
ゆ
へ
、
能
々

　
　
　
　
　

祝
儀
方
承
候
届
其
上
目
録
遣
可
申
候
、
且
亦
他
町
え
掛
り
目
録

　
　
　
　
　

遣
し
候
事
も
有
之
候
ハ
ヾ
、
別
て
念
入
遂
穿
鑿
遣
し
可
申
候
、
間

　
　
　
　
　

違
等
有
之
候
て
ハ
町
内
之
恥
辱
ニ
候
ヘ
ハ
能
々
心
得
可
申
事

　

一　

同
十
三
日
別
て
早
朝
ニ
寄
合
神
木
之
幣
束
を
戴
御
祓
等
拵
上
、

　
　
　

其
上
祝
儀
を
打
可
申
候
、
尤
祝
儀
銘
々
心
掛
暮
時
限
相
済
候
様

　
　
　

可
致
候
、
祝
儀
遅
り
夜
ニ
入
候
得
ハ
、
蝋
燭
炭
油
等
之
費
え
、
且
深
更
ニ
及

　
　
　

候
得
ハ
夜
食
等
右
ニ
順
シ
酒
肴
も
多
分
入
自
ラ
失
墜
多
相
成
、
其
上

　
　
　

年
番
家
内
甚
迷
惑
い
た
し
候
事
故
心
得
可
有
之
候
、
祝
義
之
儀
は

　
　
　

家
持
十
三
人
ニ
限
候
得
は
、
心
掛
次
第
相
成
可
申
候
、
借
家
店
借
之
方
え
は

　
　
　

其
旨
大
屋
よ
り
相
達
申
合
通
ニ
為
致
可
申
候
、
尤
其
節
は
古
通
銘
々

　
　
　

袴
に
て
出
席
致
祝
儀
打
可
申
候
事

　
　
　
　
　

附
他
之
人
ハ
勿
論
不
用
之
も
の
其
席
ヘ
決
て
入
申
間
鋪
候
、

　
　
　
　
　

且
祝
義
等
拘
り
候
者
ニ
て
も
又
外
事
ニ
て
も
若
者
并
借
屋
之
衆

　
　
　
　
　

法
外
之
事
有
之
候
ハ
ヽ
、
其
座
ニ
て
彼
是
不
申
及
当
人
大
家
え

　
　
　
　
　

連
行
宿
元
に
て
申
聞
祝
義
之
座
静
謐
ニ
可
致
事

　

一　

祝
儀
前
々
帳
面
見
合
家
柄
又
は
人
ニ
寄
祝
義
打
可
申
候
、
尤

　
　
　

其
人
天
徳
不
徳
之
差
別
は
可
有
之
嵩
頭
無
之
様
専
一
ニ
可
致
候
事

　

一　

同
十
四
日
神
楽
打
、
夜
ニ
入
候
は
御
神
燈
数
多
相
立
候
事
故
、
古
法

　
　
　

之
通
家
持
不
残
立
出
、
火
之
元
之
堅
厳
重
ニ
可
致
候
事

　
　
　
　
　

尤
火
之
元
堅
囲
ヲ
司
取
相
勤
候
故
、
願
わ
く
は
理
々
敷
致
度

　
　
　
　
　

候
、
乍
併
此
儀
は
其
時
々
相
談
次
第
可
致
事

　

一　

同
十
五
日
当
日
銘
々
相
休
他
所
餝
物
見
物
等
勝
手
次
第
可
致

　
　
　

候
、
且
当
日
之
儀
は
無
拠
儀
急
相
談
ニ
て
も
有
之
候
ハ
ヽ
、
格
別

資料名 年表記 西暦 差出（作成者） 宛所
1 道祖神祭礼申合之事 文化13年丙子正月 1816年 家持佐吉ほか13名、若者藤右衛門ほか4名 -
2 借地証文事下書 嘉永6年丑正月16日 1853年 家持総代当番　忠右衛門・弥五左衛門 町内重兵衛後家
3 道祖神様普請立替帳 戊安政5午12月 1858年
4 入置申一札之事 安政6年正月 185（年 柳町2丁目年番幸三郎・半次郎、上組庄太郎・宗三郎 十一屋忠蔵
5 道祖神左儀長取集 元治2歳乙丑正月 1865年 年番要二郎・重兵衛
6 祝儀取集控 元治2年乙丑正月 1865年 年番要二郎・重兵衛
7 道祖神左儀長取集 慶応2丙寅歳正月 1866年 年番半次郎・庄右衛門
8 道祖神祝儀名前 慶応2丙寅正月 1866年 年番半次郎・庄右衛門
（ 祝儀取集帳 慶応3年丁卯4月22日 1867年 年番幸三郎・清兵衛

10 道祖神左儀長取集 慶応3丁卯歳4月23日 1867年 年番幸三郎・清兵衛
11 道祖神祝儀名前 慶応3年丁卯4月23日 1867年 年番幸三郎・清兵衛
12 道祖神左儀長取集 慶応4辰歳正月 1868年 年番弥五左衛門・嘉兵衛
13 道祖神祝儀名前 慶応4戊辰歳正月 1868年 年番弥五左衛門・嘉兵衛
14 道祖神左儀長取集 明治2巳歳正月 186（年 年番忠右衛門
15 祝儀取集帳 明治2巳歳正月 186（年 年番忠右衛門・藤助
16 道祖神御祭礼入用集 明治2年巳正月吉日 186（年 柳町2丁目年番忠右衛門・藤助
17 道祖神諸入用帳 明治2巳歳正月 186（年 年番忠右衛門・藤助
18 買物帳 乙丑明治2年（月22日 186（年 柳弐若者中
1（ 道祖神祝儀名前帳 明治4辛未年正月 1871年 年番庄太郎・友八
20 祝儀取集帳 明治4辛未年正月 1871年 年番庄太郎・友八
21 道祖神左儀長取集 明治4辛未年正月 1871年 年番庄太郎・友八
22 道祖神諸入用帳 明治4辛未年正月 1871年 年番庄太郎・友八
23 道祖神祭礼諸入用帳 明治5壬申歳正月 1872年 年番浅川友八・加藤庄右衛門
24 道祖神左儀長取集 明治5壬申年正月 1872年 年番友八・庄右衛門
25 覚（諸入用） 幸三郎・清兵衛
26 大工関係覚之書 （月21日
27 目出度覚（道祖神祝儀名前）
28 （道祖神祭礼入用）
2（ 覚 申大晦日 白土屋ほか 福嶋屋満助（福萬）
30 反古類
31 野口正章様宛包装紙（「印刷物」注記）
32 袋（「松林軒」印）
33 起死回生宝丹広告 明治11年戊寅6月 1878年 守田治兵衛
34 （金員書上帳）
35 証文箱

（図1）十一屋甲府道祖神祭り関連資料リスト
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は
じ
め
に

　

平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
六
月
か
ら
九
月
に
か
け
、
も
と
甲
府
市
柳
町
二
丁
目
に
所

在
し
て
い
た
商
家
で
あ
る
十
一
屋
の
資
料
調
査
を
当
館
職
員
に
よ
っ
て
実
施
し
た

（
1
（

。
十
一
屋

は
近
江
商
人
の
一
家
で
あ
り
、
明
和
年
間
に
甲
府
に
進
出
し
、
の
ち
に
柳
町
で
酒
造
業
を
開

業
し
、
以
来
、
清
酒
、
醤
油
、
度
量
衡
製
品
な
ど
を
扱
う
商
家
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
。
こ

の
調
査
は
場
を
当
館
に
移
し
て
継
続
さ
れ
て
い
る
が
、
大
福
帳
な
ど
の
経
営
関
係
を
中
心
に
、

数
多
く
の
古
文
書
類
が
残
さ
れ
て
い
る
。
資
料
数
が
膨
大
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
全
体
像

は
今
後
の
調
査
の
進
展
を
待
つ
必
要
が
あ
る
が
、
甲
府
空
襲
に
よ
っ
て
江
戸
以
来
の
記
録
や

遺
産
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
た
甲
府
の
町
方
に
つ
い
て
、
様
々
な
知
見
が
得
ら
れ
る
も
の
と
期
待

さ
れ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
紀
要
の
別
稿

（
2
（

に
お
い
て
、
十
一
屋
が
担
っ
た
札
差
関
係
資
料

の
調
査
状
況
の
紹
介
が
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
昨
年
度
の
当
館
研
究
紀
要
に
よ
っ
て
、
古
文
書

類
と
同
時
に
発
見
さ
れ
た
甲
府
道
祖
神
祭
り
の
祭
礼
道
具
に
つ
い
て
の
紹
介
が
さ
れ
て
い
る

（
3
（

。

　

本
稿
で
は
、
甲
府
道
祖
神
祭
り
の
祭
礼
道
具
に
関
連
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
関
係
古
文
書

類
（
4
（

の
解
読
を
中
心
に
、
資
料
内
容
の
紹
介
を
行
う
。
点
数
は
三
十
五
点
あ
り
（
図
１
）、
そ

れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
数
量
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
道
祖
神
祭
り
に
お
け

る
各
商
家
の
役
割
や
金
銭
面
の
動
向
、
祭
り
に
お
け
る
十
一
屋
と
い
う
存
在
の
重
要
性
な
ど

を
知
る
こ
と
が
で
き
、
祭
り
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
事
項
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

資
料
の
年
代
的
な
範
囲
は
、
一
番
古
い
も
の
で
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
か
ら
で
、
県
か

ら
の
布
達
に
よ
っ
て
道
祖
神
祭
り
が
禁
じ
ら
れ
る
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
ま
で
と
な
っ
て

い
る
。
内
容
は
、
祭
り
の
実
施
に
関
す
る
取
り
決
め
や
禁
止
事
項
に
つ
い
て
記
し
た
「
道
祖

神
祭
礼
申
合
之
事
」（
文
化
十
三
年
）
の
ほ
か
、
道
祖
神
の
宝
蔵
な
ど
の
普
請
や
用
地
関
係
、

各
年
の
必
要
物
品
な
ど
の
入
用
帳
、
祭
り
の
祝
儀
金
や
左さ

義ぎ

長ち
ょ
うの

費
用
取
り
集
め
に
関
す
る

控
え
帳
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
る
。
資
料
紹
介
は
、
甲
府
道
祖
神
祭
り
の
運
営
状
況
が
分
か
る

資
料
を
中
心
に
解
読
と
解
説
を
行
い
、
各
年
度
作
成
さ
れ
る
祝
儀
金
関
係
の
帳
面
の
よ
う
な

資
料
は
、
特
定
の
年
度
を
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
解
読
に
あ
た
っ
て
は
適
宜
読
点
な

ど
を
補
い
、
漢
字
は
固
有
名
詞
な
ど
で
な
い
限
り
常
用
漢
字
で
表
記
し
た
。
ま
た
、
合
字
や

片
仮
名
以
外
の
変
体
仮
名
は
す
べ
て
平
仮
名
で
表
記
し
た
。

○
資
料
一　

道
祖
神
祭
礼
申
合
之
事
（
文
化
十
三
年
）

【
原
文
】

　
　
　
　
　
　

道
祖
神
祭
礼
申
合
之
事

　

一　

道
祖
神
祭
礼
近
来
執
行
方
諸
事
古
法
相
乱
甚
不
取
締

　
　
　

ニ
付
、
今
年
よ
り
家
持
十
三
人
申
合
急
度
古
法
相
守
諸
事

　
　
　

倹
約
を
用
ひ
祭
記
目
出
度
修
行
可
致
候
事

　

一　

正
月
八
日
無
不
参
致
出
会
餝

か
ざ
り
つ
け

附
等
之
道
具
相
改
、
破
損
物
等

　
　
　

有
之
候
ハ
ヾ
繕
ひ
い
た
し
可
申
候
、
祝
儀
も
其
節
得
と
相
正
候
上

　
　
　

十
三
日
目
録
遣
し
可
申
候

《
資
料
紹
介
》

十
一
屋
野
口
家
資
料
の
甲
府
道
祖
神
祭
り
関
係
古
文
書
に
つ
い
て

小
　
畑
　
茂
　
雄
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候
様
、
御
済
方
仕
法
可
奉
申
上
旨
、
被
仰
付
候
ニ
付
、
乍
恐
左
ニ
奉
申
上
候

一
、
去
寅
十
月
迄
之
御
残
金
六
拾
壱
両
程
之
方
へ
、
壱
ヶ
年
ニ
四
拾
俵
程
ツ
ヽ
之
俵
向
ニ
仕
、

奉
受
取
御
改
正
年
賦
ハ
、
元
り
共
年
延
ニ
仕
、
右
御
残
金
元
り
皆
済
之
上
、
御
改
正
年
賦

金
御
仕
法
通
受
取
候
ハ
ヽ
、
御
暮
シ
方
御
差
支
ニ
も
相
成
申
間
敷
と
奉
存
候
、
依
之
右
之

段
、
乍
恐
御
窺
奉
申
上
候
、
以
上

　
　

寛
政
七
年
卯
三
月
廿
一
日 

御
蔵
札
差

 

月
番

 

二
文
字
屋

 

幸
兵
衛

 

同

 

市
川
屋

 

弁
助

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

　
　
　

差
上
申
書
付
之
事

一
、
此
間
御
目
通
り
仕
候
節
、
心
得
違
之
御
答
申
上
候
、
蒙
御
察
斗
不
調
法
至
極
、
申
訳
無

御
座
奉
存
候
、
依
之
、
此
間
中
ゟ
菊
屋
太
兵
衛
を
以
御
詫
申
上
候
処
、
御
聞
済
被
下
置
、

難
有
奉
存
候
、
已
来
右
躰
心
得
違
之
御
答
申
上
候
ハ
ヽ
、
思
召
次
第
被　

仰
付
候
共
、
一

言
之
子
細
無
御
座
候
、
尤
御
用
之
儀
者

、
仲
間
一
同
仕
法
通
無
滞
御
用
相
達
可
申
候
、
右

之
趣
、
書
付
を
以
奉
申
上
候
様
被　

仰
聞
候
ニ
付
、
乍
恐
如
此
ニ
御
座
候
、
以
上

　
　

寛
政
七
年
卯
三
月 

半
夷
屋

六

　
　
　
　

今
村
平
蔵
様

　
　
　
　
　
　

御
用
人
中
様
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方
御
差
支
ニ
も
相
成
可
申
与

奉
存
候
、
乍
併
御
済
方
減
シ
受
取
候
而

ハ
、
御
仕
法
相
背
候

ニ
相
当
リ
奉
恐
入
候
、
依
之
乍
恐
書
付
を
以
御
伺
奉
申
上
候
、
以
上
、

　
　

卯
三
月
廿
日 

「（
貼
紙
（

御
蔵
札
差

　

御
下
金 

月
番

　
　
　

御
会
所　

 

二
文
字
屋

 

幸
兵
衛

 

市
川
や　
　
　
　

 　

」

 

弁
助

　
　同

日
、御

会
所
ゟ

月
番
江

御
差
紙
来
、
右
伺
書
写
持
参
仕
候
処
、
右
伺
仕
法
を
付
申
上
候
様
被
仰
渡
候
、

尤
半
切
紙
ニ
而

も
不
苦
之
由
被
仰
下
候

　
　
　
　

借
用
申
金
子
之
事

　

合
五
両
者　

　
　
　
　
　
　
　

但
文
字
金
也

右
者

此
度
忰
不
幸
入
用
ニ
付
、
書
面
之
通
御
下
金
会
所
ゟ
其
方
借
リ
受
用
立
給
、
慥
ニ
請
取

借
用
申
処
実
正
也
、
然
上
者

、
右
返
金
之
儀
者

三
ヶ
年
賦
ニ
相
定
、
利
足
之
儀
者

、
金
壱
両
ニ

付
壱
ヶ
月
銀
六
分
ツ
ヽ
之
積
を
以
、
当
卯
十
月
金
壱
両
三
分
、
来
辰
十
月
金
壱
両
三
分
、
巳

十
月
金
壱
両
弐
分
、
三
ヶ
年
ニ
元
利
共
急
度
皆
済
可
申
候
、
其
節
少
も
違
変
申
入
間
敷
候
、

為
後
日
証
文
仍
如
件

　

寛
政
七
年
卯
三
月 

長
浜
千
之
助

 

藤
井
屋

 

八
郎
兵
衛
へ

御
本
文
之
金
子
五
両
、
私
奉
拝
借
、
右
御
方
様
江

御
用
立
申
候
、
御
定
之
通
無
相
違
元
利
共

急
度
可
奉
上
納
候
、
以
上

　
　
　

卯 

御
蔵
札
差

　
　
　
　

三
月
廿
日 

元
城
屋
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拝
借
人 

八
郎
兵
衛

　
　
　

御
下
金

　
　
　
　
　

御
会
所

右
之
通
相
違
無
御
座
候
、
以
上

 

行
事

 

八
日
町

 

平
八

 

月
番

 

竪
町

 

弁
助

卯
三
月
廿
日
、御
会
所
ゟ
月
番
を
被
召
、仰（

マ
マ
（被

下
候
、両
替
屋
文
右
衛
門
江

、御
差
加
金
四
拾
両
、

此
度
御
下
ケ
被
下
候
様
願
差
出
候
処
、
此
節
御
会
所
金
出
払
之
儀
ニ
付
五
月
被
遊
御
下
ケ
候

積
り
ニ
被
仰
渡
候

 

月
番

 

二
文
字
や

 

幸
兵
衛

 

市
川
や

 

弁
助

　

卯
三
月
廿
一
日
、
夷
屋
半
六
、
札
旦
那
今
村
平
蔵
様
江

差
出
候
書
付
之
写

　
　
　

差
上
申
書
付
之
事

此
間
御
目
通
り
仕
候
節
、
心
得
違
之
儀
御
答
申
上
、
蒙
御
察
斗
、
不
調
法
至
極
、
申
訳
無
御

座
奉
存
候
、
依
之
、
此
間
中
ゟ
菊
屋
太
兵
衛
を
以
、
御
詫
申
上
候
処
、
御
聞
済
被
下
置
、
難

有
奉
存
候
、
以
来
右
躰
心
得
違
之
御
答
申
上
候
ハ
ヽ
、
思
召
次
第
被
仰
付
候
共
、
一
言
之
子

細
無
御
座
候
、
尤
御
用
之
儀
者

、
仲
間
一
同
御
仕
法
通
無
滞
御
用
相
達
可
申
候
、
右
之
趣
、

乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候
、
以
上

 

夷
屋

　
　

卯
三
月
廿
一
日 

半
六　

印

　
　
　
　

今
村
平
蔵
様

　
　
　
　
　
　

御
用
人
中
様

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候

一
、
御
高
弐
百
俵
取
之
札
旦
那
、
御
済
方
多
分
ニ
て
御
暮
方
御
差
支
ニ
も
相
成
可
申
旨
、
昨

廿
日
御
窺
書
奉
差
上
候
所
、
仲
間
一
同
評
儀
之
上
、
右
御
暮
し
方
御
差
支
ニ
も
相
成
不
申
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差
上
申
証
文
之
御
事

一
、
金
弐
百
五
拾
両 

元
七

一
、  
金
三四

百
両百

五
拾
両 

八
郎
兵
衛

一
、
金
弐
百
五
拾
両 

吉
右
衛
門

一
、
金
弐
拾
五
両 

 

久
米
右
衛
門

一
、
金
百
七
拾
両 

 

忠
右
衛
門

一
、
金
弐
拾
五
両 

 
友
右
衛
門

一
、
金
三
百
四
拾
両 
幸
兵
衛

一
、
金
四
百
五
拾
両 

久
右
衛
門

一
、
金
七
拾
両 

 

弥
兵
衛

一
、
金
八
拾
両 

 

弁
助

一
、
金
六
百
両 

 

伝
十
郎

一
、
金
千
廿
両 

 

幸
助

　

〆
金
三
千
六
百
八
拾
両

右
者

此
度
仲
間
一
同
連
印
を
以
奉
拝
借
候
御
会
所
金
之
内
、
手
廻
り
か
ね
候
ニ
付
、
右
之
も

の
共
奉
拝
借
候
処
実
正
ニ
御
座
候
、
然
上
ハ
、
当
卯
五
月
御
借
米
渡
之
節
、
金
壱
両
ニ
付
壱
ヶ

月
銀
六
分
ツ
ヽ
之
利
足
を
加
へ
、
元
り
共
急
度
可
奉
上
納
候
、
万
一
拝
借
人
相
滞
候
ハ
ヽ
、

仲
間
共
一
同
割
合
御
弁
納
可
仕
候
、
其
節
少
し
も
相
違
仕
間
敷
候
、
為
後
日
証
文
差
上
申
候

所
、
仍
如
件

 

廿
三
人

 

　

惣
連
印

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

三
月
十
六
日
、
山
本
与
次
左
衛
門
様
ゟ
御
用
人
早
川
利
右
衛
門
様
御
出
、
被
仰
聞
候
趣
、
小

野
藤
右
衛
門
様
御
用
立
金
、
右
寅
十
月
山
本
様
御
世
話
を
以
当
番
ゟ
金
五
両
御
用
立
之
処
、

亦
候
其
振
合
を
以
御
用
立
可
申
旨
被
仰
下
候
ニ
付
、
種
々
御
断
申
上
候
処
、
右
之
趣
書
付
ニ

い
た
し
差
出
候
様
被
仰
聞
候
ニ
付
、
口
上
書
左
之
通
り
さ
し
上
候

（
二
行
抹
消
）

「（
貼
紙
（

　
　
　
　

口
上

一
、
此
度
小
野
藤
右
衛
門
様
御
向
高
ニ
引
合
候
程
金
子
御
用
立
可
申
旨
被
仰
下
候
得
共
、
此

度
ゟ
之
義
者

是
迄
之
通
ニ
者

仕
兼
候
ニ
付
、
無
拠
此
段
御
詔（

マ
マ
（訴

奉
申
上
候
、
可
然
様
ニ
御

執
成
被
仰
出
可
申
候
、
以
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

 

御
蔵
宿

　
　
　
　

三
月
十
六
日 

　
　

会
所

　
　

山
本
与
次
左
衛
門
様
御
内

　
　
　
　

早
川
利
右
衛
門
様

　
　
　

三
月
十
九
日
之
御
家
人
御
三
人
江

御
披
露
書
差
出
し
候

一
、
此
度
惣
会
所
相
立
御
蔵
宿
相
勤
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
、
右
場
所
之
義
、
丸
屋
伝
十
郎
宅

ニ
相
定
申
候
、
依
之
右
之
段
御
披
露
奉
申
上
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差

　
　
　
　

卯
三
月 

　
　
　

仲
間
共

　
　
　
　
　

高
田
孫
七
様

　
　
　
　
　

国
本
八
十
郎
様

　
　
　
　
　

酒
井
文
五
郎
様

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
御
窺
奉
申
上
候

一
、
御
高
弐
百
俵
取
之
札
旦
那
ニ
、
御
改
正
年
賦
百
四
拾
七
両
程
御
座
候
、
其
上
去
寅
十
月

迄
御
残
金
六
拾
壱
両
程
御
座
候
、
右
御
済
方
之
義
御
仕
法
通
受
取
候
而

ハ
、
壱
ヶ
年
ニ
凡

弐
拾
弐
両
程
ツ
ヽ
御△

尤
年
増
御
添
方
少
々
ツ
ヽ
ハ
減
シ
候
へ
共
○

済
方
ニ
相
成
申
候
、
△
○
右
躰

○
御
済
方

多
分
御
済
方
相
成
候
而

ハ
、
御
暮
し
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平
左
衛
門

 

吉
右
衛
門

 

久
米
右
衛
門

 

忠
右
衛
門

 

友
右
衛
門

 

幸
兵
衛

 

藤
兵
衛

 

久
右
衛
門

 

忠
蔵

 

幸
助

 

平
右
衛
門

 

弥
兵
衛

 

弁
助

 

伝
十
郎

 

清
兵
衛

 
権
八

 

七
郎
兵
衛

 

喜
平
次

 

半
六

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

同
日

　

右
同
文
言
ニ
て
五
百
四
拾
六
両
三
分
弐
朱
拝
借

　

三
月
十
四
日
、
仲
間
之
内
十
弐
人
ニ
て
御
差
加
江

金
左
之
通
上
ル

一
、
金
弐
百
両　
　
　

平
八　
　
　
　
　
　

一
、
金
三
百
両　
　
　

平
兵
衛

一
、
金
弐
百
両　
　
　

平
左
衛
門　
　
　
　

一
、
金
三
百
両　
　
　

幸
兵
衛

一
、
金
百
五
拾
両　
　

藤
兵
衛　
　
　
　
　

一
、
金
三
百
両　
　
　

忠
蔵

一
、
金
百
五
拾
両　
　

平
右
衛
門　
　
　
　

一
、
金
弐
百
両　
　
　

権
八

一
、
金
百
両　
　
　
　

清
兵
衛　
　
　
　
　

一
、
金
弐
百
両　
　
　

七
郎
兵
衛

一
、
金
百
弐五
十
両　
　

喜
平
次　
　
　
　
　

一
、
金
百
五
拾
両　
　

半
六

　

〆
金
弐
千
四
百
両

三
月
十
四
日
、
柳
町
御
会
所
ニ
而

被
仰
渡
候

是
迄
御
会
所
御
出
役
之
御
与
力
様
方
、
御
当
用
証
文
御
会
所
江

不
相
納
、
御
引
請
之
御
蔵
宿

手
廻
り
兼
、
証
文
ニ
仕
相
納
来
り
候
処
、
以
来
右
躰
之
義
相
止
メ
、
外
ニ
札
旦
那
同
様
御
当

用
証
文
御
会
所
江

可
相
納
段
、
被
仰
付
候
、
以
上

　
　
　

二
月
残
金
引
取
不
申
候
分
、
証
文
下
書

　
　
　

借
用
申
金
子
之
事

　
　

合
何
両
者　

　
　
　
　
　
　

但
文
金
也

右
者

当
卯
春
仕
切
勘
定
不
足
金
之
分
、
此
度
貸借
返
し
金
之
内
ニ
而

返
金
可
致
之
処
、
無
心
申
入
、

当
五
月
迄
借
用
申
処
実
正
也
、
然
上
者

、
当
夏
御
借
米
後
、
十
月
高
引
当
借
返
し
金
之
内
ニ
而

、

元
り
不
残
引
取
可
被
申
候
、
其
節
ニ
至
、
少
も
違
変
申
入
間
敷
候
、
為
後
日
証
文
仍
如
件

　
　

三
月
十
五
日
、
昨
日
上
納
仕
候
弐
千
四
百
両
之
内
百
両
、
臨
時
為
手
当
御
会
所
ニ
残
し

置
、
弐
千
三
百
両
、
前
書
拝
借
証
文
之
通
り
、
惣
連
印
証
文
ニ
て
拝
借
仕
候

　
　

同
日
相
窺
候
趣
ハ
、
臨
時
手
当
金
御
会
所
ニ
百
両
残
し
置
候
而

も
利
足
等
費
御
座
候
間
、

拝
借
仕
置
段
御
窺
申
上
候
所
、
御
聞
済
有
之
、
併
者

達
而

之
御
下
知
ニ
不
相
当
候
間
、
別

紙
証
文
を
以
拝
借
可
仕
段
被
仰
付
候
、
文
段
左
之
通
書
加
へ
拝
借
可
仕
候

　
　
　

 

臨
時
手
当
と
し
て
御
会
所
ニ
残
し
置
可
申
処
、
手
廻
り
か
ね
候
ニ
付
、
連
印
を
以
拝

借
仕
候
、
尤
臨
時
御
入
用
出
来
仕
候
節
ハ
、
何
時
成
と
も
、
仲
間
一
同
ニ
て
上
納
仕
、

其
上
拝
借
可
仕
候

　
　

右
之
趣
ニ
て
文
段
繕
、
相
認
可
申
候
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服
部
久
蔵
様

　

庵
原
伴
五
郎
様

　

牛
奥
太
郎
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
筒
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
兵
衛

　

小
幡
次
郎
蔵
様

　

佐
々
木
四
郎
兵
衛
様

　

山
崎
弥
太
郎
様

　

矢
部
金
次
郎
様

　

野
尻
吉
五
郎
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
曽
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
郎
兵
衛

　

吉
井
太
郎
吉
様

　

河
村
七
郎
右
衛
門
様

　

土
橋
八
右
衛
門
様

　

近
藤
十
次
郎
様

　

松
下
十
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
平
次

　

杉
浦
長
之
助
様

　

今
村
平
蔵
様

　

岩
田
鍋
太
郎
様

　

芥
川
鉄
之
丞
様

　

嶋
田
旗
之
助
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夷
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

半
六

右
之
通
御札
旦
那
御
引
請
仕
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差

　

卯
三
月 

月
番

 

二
文
字
や

 

幸
兵
衛

 

市
川
や

 

弁
助

　

御
下
金

　
　

御
会
所

　

 

卯
三
月
十
三
日
会
所
開
キ
仕
候

　

 

惣
仲
間
打
寄
、
右
祝
儀
と
し
て
伝
十
郎
組
合
・
借

家

共
ニ
八
軒
、
向
三
軒
、
都
合
十
一
軒

へ
酒
壱
升（

肴
二
ツ
ヽ
遣
ス

但
弐
匁
弐
分
ツ
ヽ

　

名
主
所
へ
酒
壱
升（

鯛
弐
枚
遣
ス

但
四
匁
五
分

　

仲
間
中
へ
吸
物
壱
勺
、
鉢
肴
出
ス

　
　

御
会
所
金
拝
借
証
文
之
御
事

　

合
三
千
弐
百
廿
弐
両
三
分
ハ　
　

但
文
字
金
也

右
者

私
共
惣
札
旦
那
方
江

御
用
立
候
ニ
付
、御
会
所
金
御
願
申
上
、書
面
之
通
、只
今
慥
ニ
請
取
、

奉
拝
借
候
処
実
証
ニ
御
座
候
、
然
上
ハ
、
当
卯
六
月
御
借
米
渡
之
節
、
金
壱
両
ニ
付
壱
ヶ
月
、

銀
六
分
宛
之
利
足
を
加
江

、
元
り
共
急
度
御
返
納
可
仕
候
、
尤
札
旦
那
方
御
当
用
証
文
之
儀

ハ
、
相
揃
一
所
ニ
差
上
可
申
候
、
為
後
日
、
仲
間
一
同
連
印
を
以
証
文
差
上
申
候
所
、
仍
如

件
 

御
蔵
札
差

 

魚
町

　

寛
政
七
年
卯
三
月
十
四
日 

元
七

 

八
郎
兵
衛

 

平
八

 

平
兵
衛
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五
人
組
名
主
差
添
な
し

一
、先
達
而

申
渡
候
通
り
、惣
会
所
相
立
相
勤
可
申
候
、右
ニ
付
、其
方
共
相
応
ニ
手
廻
り
候
者
、

手
金
差
加
へ
金
差
出
し
候
義
、
賞
美
致
、
不
手
廻
り
之
者
共
其
旨
相
心
得
、
右
之
恩
忘
却

無
之
様
可
致
候
、
依
之
此
度
仕
法
書
三
通
被
下
置
候

　
　
　
　

次
ニ
平
八
・
八
郎
兵
衛
・
半
六
、三
人

名
主

五半
六人

組

　

右
之
者
御
呼
出
し
、
御
証
文
被
仰
付
候

　
　
　

同
日
早
刻

　

御
両
所
様
江

御
礼
ニ
上
候
、
手
札

名
主
共

覚　
右御

蔵
札
差
共

五
人
組
共

　

御
出
役
御
加
勤
方
江

　

御
与
力
方
四
軒

　

御
町
年
寄
弐
軒

　
　

右
御
礼
ニ
不
残
参
上
仕
候

　
　
　

但
し
五
人
組
名
主
な
し

　
　

三
月
十
日
寄
合

　
　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
御
披
露
奉
申
上
候

一
、
先
達
而

被　

仰
付
候
、
私
共
仲
間
惣
会
所
場
所
之
儀
、
仲
間
之
内
竪
近
習
町
伝
十
郎
宅

ニ
相
定
、
来
ル
十
三
日

会
所
開
仕
度
奉
存
候
、
依
之
乍
恐
書
付
を
以
御
披
露
奉
申
上
候
、

以
上

 

御
蔵
札
差

 

元
城
屋
町

　
　

寛
政
七
年
卯
三
月
十
一
日 

八
郎
兵
衛

 

八
日
町

 

平
八

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所　
　
　
　
　

右
御
披
露
書
・
写
共
ニ
二
通
上
ル

　

二
月
十
二
日
、
御
組
頭
様
江

惣
会
所
披
露
書
上
ル
、
左
之
通

　
　

此
度
仲
間
内
江

会
所
相
立
、
惣
札
旦
那
様
方
御
用
相
勤
候
様
被　

仰
付
候
間
、
右
会
所

丸
屋
伝
十
郎
宅
ニ
相
定
、
明
十
三
日
会
所
開
仕
候
、
依
之
乍
恐
御
披
露
奉
申
上
候

 

御
蔵
札
差
惣
代

 

川
口
屋

 

弥
兵
衛

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
御
披
露
奉
申
上
候

一
、
当
二
月
ゟ
五
月
迄
、
札
旦
那
様
方
御
用
立
金
之
儀
、
御
高
百
俵
ニ
付
金
三
拾
両
積
之
用

当
を
以
御
用
立
申
度
奉
存
候
、
依
之
乍
恐
御
披
露
奉
申
上
候
、
以
上

　
　

寛
政
七
年
卯
三
月 

八
郎
兵
衛

 

平
八

　
　

御
下
金 

平
兵
衛

　
　
　
　

御
会
所 

平
左
衛
門

 

吉
右
衛
門

　
　
　

覚

　

沢
梶
五
郎
様

　

団
吉
太
郎
様

　

三
宅
牛
五
郎
様

　

河
村
弥
兵
衛
様

　

福
井
小
三
郎
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
黒
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
八

　

酒
依
富
五
郎
様

　

庵
原
市
左
衛
門
様

（
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儀
、
一
同
御
断
奉
申
上
候
様
仕
度
奉
存
候
御
事

一
、
仲
間
共
之
内
、
札
旦
那
江

多
分
御
残
金
出
来
仕
、
不
手
廻
り
之
も
の
御
座
候
間
、
ヶ
成

ニ
手
廻
り
候
も
の
銘
々
名
前
を
以
、
凡
弐
千
両
余
も
御
会
所
江

此
度
御
差
加
金
差
出
置
、

乍
恐
御
会
所
金
同
様
、
惣
仲
間
江

御
貸
附
被
成
下
候
様
仕
度
奉
存
候
御
事

一
、
右
ヶ
成
ニ
手
廻
り
候
も
の
ゟ
御
会
所
江

差
加
江

金
差
出
、
仲
間
共
江

御
貸
附
被
下
候
而

も
、

五
月
ゟ
十
月
迄
御
用
立
金
、
凡
弐
千
両
余
も
手
当
無
御
座
候
、
依
之
五
月
ゟ
十
月
迄
之
処
、

年
々
一
季
ニ
限
り
外
町
人
共
江

被　

仰
付
、
御
差
加
金
出
来
仕
候
様
奉
願
上
候
、
尤
三
・
四

年
も
拝
借
仕
候
ハ
ヽ
、
其
内
ニ
者

御
年
賦
等
請
取
候
得
者

、
拝
借
不
仕
候
而

も
一
同
取
続
可

申
与

奉
存
候

一
、五
百
両
之
御
下
金
与

両
替
屋
ゟ
上
納
仕
置
候
分
、
凡
三
千
百
七
拾
五
両
程
、
仲
間
共
惣
連

印
証
文
ヲ
以
、
一
ト
口
ニ
拝
借
仕
度
奉
存
候

一
、
別
御
差
加
金
之
儀
も
右
同
様
、
一
ト
口
ニ
拝
借
仕
度
奉
存
候

一
、
新
規
五
人
并
ヶ
成
ニ
手
廻
り
候
者
共
ゟ
御
差
加
江

金
此
度
上
納
可
仕
分
、
是
又
右
同
様

一
ト
口
ニ
拝
借
仕
度
奉
存
候

一
、
右
三
口
三
度
ニ
拝
借
仕
置
、
札
旦
那
方
御
当
用
証
文
与

引
替
御
用
立
金
差
上
、
右
御
当

用
証
文
不
残
取
揃
、
一
所
ニ

御
会
所
江

相
納
可
申
候

一
、
三
季
御
返
納
之
儀
も
、
右
同
様
三
度
ニ
上
納
仕
度
奉
存
候

一
、
御
会
所
御
出
役
之
御
与
力
様
方
御
当
用
証
文
、
是
迄
者

御
請
取
不
申
候
得
共
、
以
来
者

御

証
文
請
取
、
御
会
所
江

相
納
申
度
奉
存
候

一
、
御
向
高
百
俵
ニ
付
何
拾
両
与

積
候
儀
、
御
会
所
江

季
毎
ニ
御
窺
申
上
、
相
定
申
度
奉
存
候
、

尤
右
之
内
、
御
小
普
請
金
其
外
御
年
賦
済
御
座
候
御
方
様
者

、
右
御
済
方
元
利
丈
ケ
う
ち

ば
ニ
御
用
立
候
様
仕
度
奉
存
候
御
事

右
ヶ
条
を
以
御
窺
奉
申
上
候
趣
、
何
卒
御
仁
恵
之
御
賢
察
を
以
被
為　

聞
召
分
、
御
下
知
被

成
下
置
候
様
、
奉
願
上
候
、
猶
又
難
相
分
御
儀
者

、
追
々
御
窺
奉
申
上
度
奉
存
候
、
以
上

 

仲
間

　

寛
政
七
年
卯
二
月 

廿
一
人
連
印

上
　
　
　
　

書
付
を
以
奉
申
上
候

一
、
御
仲
間
様
方
御
蔵
宿
之
儀
、
去
寅
十
一
月
被
仰
付
、
御
三
人
様
御
掛
合
を
以
、
私
共
仲

間
当
番
ニ
而

御
用
相
達
来
候
処
、
此
度
御
壱
軒
ツ
ヽ
引
分
ケ
御
蔵
宿
仕
候
様
被
仰
付
候
得

共
、
去
寅
十
一
月
御
願
申
上
、
御
下
知
奉
請
、
当
番
ニ
而

相
勤
申
候
御
儀
ニ
御
座
候
得
者

、

御
壱
軒
ツ
ヽ
引
請
相
勤
候
儀
者

、
何
方
御
免
被
成
下
候
様
、
奉
申
上
候
処
、
右
之
趣
書
付

を
以
奉
申
上
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
、
如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差

 

当
番

　
　

寛
政
七
年
卯
三
月 

井
筒
屋

 

忠
右
衛
門

 

同

　
　
　

高
田
孫
七
様 

布
屋

　
　
　

岡
本
八
十
郎
様 

友
右
衛
門

　
　
　

酒
井
文
五
郎
様

　

卯
三
月
十
日
朝
五
ツ
時
、
山
手
御
役
所
江

仲
間
不
残
御
呼
出
し
、
名
主
・
五
人
組
差
添
、
被

　
　

仰
渡
候
趣

一
、
其
方
共
、
是
迄
仲
間
申
合
不
行
届
、
区
々
ニ
而

先
達
而

申
渡
候
御
改
正
仕
法
不
相
守
ニ
当

リ
、
不
埒
ニ
付
一
同
叱
ぞ

　

町
役
之
者
共
其
旨
相
心
得
候
様
被
仰
渡
候
、
罷
出
候

一
、
夷
屋
半
六
并
五
人
組
名
主
八
日
町
平
八
郎
呼
出
し
、
半
六
江

被
仰
付
候
者

　

其
方
江

此
度
札
差
申
付
候
間
、
仲
間
申
合
、
無
差
支
用
事
相
達
可
申
候
与

被
仰
付
候

　

平
八
江

被
仰
付
候
者

　

半
六
江

札
差
申
付
候
間
、
以
来
申
合
、
念
入
無
差
支
為
相
勤
可
申
候
、
其
旨
相
心
得
候
様

被
仰
付
候

　
　
　
　

次
ニ
仲
間
弐
拾
弐三
人
不
残
御
呼
出
し
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御
会
所
金
拝
借
仕
候
、
尤
文
言
ハ
昨
廿
七
日
差
出
候
証
文
之
通
り

　
　

同
日
、
藤
や
喜
平
二
殿
ヘ
札
旦
那
割
渡
之
儀
申
遣
候
所
、
煩
代
儀
兵
衛
参
り
、
軒
数
之

儀
減
少
致
呉
候
様
申
候
、
其
儀
ハ
仲
間
ニ
て
ハ
差
略
難
相
成
旨
申
遣
候
、
亦又
々
同
人
参

り
、
先
刻
之
儀
、
喜
平
二
ヘ
申
聞
候
所
、
御
町
年
寄
所
ヘ
御
願
差
出
置
候
間
、
札
旦
那

引
請
之
儀
、
印
形
致
候
義
、
延
引
致
呉
候
様
申
、
罷
帰
り
申
候

　
　

同
日
、
御柳

町
会
所
ゟ
吉
右
衛
門
方
江

御
差
紙
到
来
、
即
刻
参
上
仕
候
所
、
元
七
病
気
ニ
付
、

右
替
り
行
事
吉
右
衛
門
相
勤
候
様
被
仰
付
候

　
　
　

二
月
廿
九
日
、
左
之
伺
書
、
封
書
ニ
て
上
ル

　
　
　
　

乍
恐
ヶ
条
書
を
以
御
窺
奉
申
上
候

一
、
是
迄
私
共
仲
間
申
合
不
行
届
候
ニ
付
、
御
用
立
方
区
々
故
、
仲
間
共
之
内
江

惣
会
所
相

立
相
勤
候
様
被　

仰
付
被
下
置
、
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
右
会
所
場
所
之
儀
者

、
追
而

御

披
露
可
奉
申
上
候
御
事

一
、
仲
間
共
之
内
ニ
而

、
月
々
相
替
り
会
所
江

罷
出
、
惣
札
旦
那
方
御
用
相
勤
申
度
奉
存
候
得

共
、
御
対
人
月
々
替
り
候
而
者

、
御
用
向
勤
方
も
区
々
之
儀
出
来
可
仕
与

奉
存
候
、
依
之
惣

札
旦
那
方
御
対
談
人
、
四
人
相
極
置
、
壱
人
ニ
而

四
拾
軒
程
ツ
ヽ
茂

御
引
請
御
対
談
仕
候

様
仕
度
奉
存
候
、
尤
仲
間
共
之
内
両
人
宛
月
行
事
相
立
、
日
々
会
所
江

罷
出
、
札
旦
那
方

御
用
米
金
御
差
支
無
之
様
取
斗
可
申
候
、
尤
是
迄
当
番
両
人
宛
相
勤
来
候
得
共
、
以
来
当

番
之
儀
相
止
申
度
奉
存
候
御
事

一
、
札
旦
那
方
御
対
談
之
儀
、
御
用
人
中
会
所
江

御
出
、
御
懸
合
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、

是
迄
之
通
り
御
屋
敷
江

上
り
御
対
談
仕
候
而
者

、
事
ニ
よ
り
、
被
仰
付
候
御
用
御
断
申
上
候

得節
者

、
御
屋
敷
ニ
二
・
三
日
も
御
留
置
被
成
候
御
方
様
も
間
々
御
座
候
間
、
左
候
而
者

外
々

様
御
用
御
差
支
ニ
相
成
申
候
間
、
以
来
御
屋
敷
江

上
り
御
対
談
仕
候
儀
、
一
切
御
高
免
被

成
下
置
候
様
、
奉
願
上
候
御
事

一
、
右
御
対
談
之
儀
、
是
迄
之
通
、
御
親
類
様
方
・
御
相
番
様
方
、
其
外
之
御
方
様
ゟ
御
掛

合
之
儀
、
御
高
免
被
成
下
、
札
旦
那
御
壱
軒
限
り
之
御
懸
合
ニ
被
成
下
候
様
仕
度
奉
存
候

御
事

一
、
御
対
談
之
儀
、
出
張
会
所
之
儀
ニ
御
座
候
間
、
七
ツ
時
限
ニ
仕
、
夜
分
御
掛
合
之
儀
、

御
免
被
成
下
候
様
仕
度
奉
存
候
御
事

一
、
札
旦
那
方
御
用
向
之
儀
、
盆
前
者

十
日
限
り
、
盆
後
十
七
日
ゟ
御
用
相
勤
申
度
奉
存
候
、

暮
之
儀
者

廿
七
日
限
り
、
翌
正
月
八
日
ゟ
御
用
始
仕
度
奉
存
候
御
事

一
、
臨
時
御
入
用
之
儀
、
風
破
・
焼
失
・
御
不
幸
、
右
三
ヶ
条
之
外
、
御
断
奉
申
上
度
奉
存

候
御
事

一
、
右
臨
時
御
入
用
為
手
当
金
百
両
、
御
会
所
拝
借
金
之
内
残
し
置
、
其
節
札
旦
那
ゟ
御
会

所
江

御
願
被
成
、
其
御
蔵
宿
御
引
請
を
以
、
御
会
所
ゟ
御
貸
附
被
下
、
御
年
賦
ニ
上
納
仕

度
奉
存
候
御
事

一
、
江
戸
御
参
府
御
入
用
之
儀
者

、
右
三
ヶ
条
御
臨
時
之
外
ニ
御
座
候
間
、
以
来
此
儀
御
用

立
候
儀
者

、
御
高
免
被
成
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候
、
譬
御
用
立
不
申
迚
も
、
御
日
数
先
年

之
通
、
御
往
返
共
ニ
十
八
日
位
ニ
而

相
済
候
ハ
ヽ
、
御
勝
手
ニ
相
成
可
申
与

奉
存
候
、
近

来
之
こ
と
く
御
日
数
多
候
得
者

、
自
然
と
御
入
用
も
相
嵩
、
往
々
御
暮
し
方
御
差
支
之
基

ニ
も
相
成
可
申
与

奉
存
候

一
、
札
旦
那
方
御
改
正
以
来
、
去
寅
十
月
御
切
米
迄
、
札
蔵
宿
御
残
金
之
分
御
済
方
之
儀
者

、

御
下
知
奉
請
度
奉
存
候
、
尤
利
足
之
儀
者

壱
割
弐
分
之
積
を
以
奉
請
取
度
奉
存
候

一
、
去
寅
十
月
御
切
米
後
ゟ
当
二
月
御
借
米
迄
御
用
立
金
之
儀
、
閏
月
茂

御
座
候
故
、
当
春

御
高
を
見
越
、
御
用
立
申
候
、
当
春
御
借
米
請
取
、
差
引
御
不
足
之
分
、
当
五
月
御
高
を

引
当
、
此
度
御
貸
替
金
之
内
ニ
而

御
返
済
被
下
、
御
不
足
金
多
分
ニ
而

、
此
度
引
取
兼
候

分
ハ
、
五
月
御
貸
替
之
内
ニ
而

御
返
済
被
下
候
様
仕
度
奉
存
候
、
尤
右
之
内
格
別
成
御
臨

時
御
入
用
之
分
ハ
相
除
キ
、
此
御
済
方
之
儀
者

其
節
御
窺
之
上
御
下
知
奉
請
度
奉
存
候

一
、是
迄
札
旦
那
方
御
他
借
金
、無
拠
加
印
御
引
請
仕
候
分
、是
迄
之
通
御
か
り
替
被
成
候
而
者

、

御
勝
手
ニ
相
成
不
申
候
間
、
右
御
返
済
方
之
儀
、
御
年
賦
ニ
被
成
下
以
来
御
請
合
加
印
之
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御
下
金

　
　
　
　

御
会
所

　

同
廿
二
日
、
追
手
御
役
所
江

仲
間
惣
代
壱
人
、
布
や
友
右
衛
門
御
呼
出

　

井
筒
や
七
兵
衛
御
呼
出
、
被
仰
渡
候
趣

一
、
先
達
而

申
付
候
札
差
之
儀
、
堀
内
久
米
之
丞
殿
金
山
御
用
相
済
候
迄
差
免
シ
、
御
用
相

済
候
節
ハ
町
年
寄
迄
相
届
可
申
候
其
節
右
札
差

　

右
之
趣
相
心
得
候
様
被
仰
付
、
惣
代
之
者
印
形
差
上
申
候

　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
、御
会
所
金
御
返
納
之
儀
、延
引
ニ
罷
成
奉
恐
入
候
、当
春
之
御
儀
者

、御
米
渡
り
多
分
ニ
而

、

金
子
手
廻
り
兼
、
難
儀
至
極
仕
候
、
依
之
、
何
卒
此
度
之
御
儀
ハ
、
格
別
之
御
憐
愍
を
以
、

今
日
迄
御
上
納
仕
候
分
拝
借
仕
度
奉
願
上
候
、
左
候
得
ハ
、
明
日
皆
上
納
ニ
罷
成
、
仲
間

一
同
融
通
仕
、
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
右
願
之
通
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有

仕
合
奉
存
候
、
以
上

　
　

寛
政
七
年
卯
二
月 

平
八

 
八
兵
衛

 

平
兵
衛

 

平
左
衛
門

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

　
　

右
願
之
趣
、
同
廿
七
日
御
聞
済
有
之
、
左
之
通
御
証
文
差
上
、
御
会
所
金
拝
借
仕
候

　
　
　
　

御
会
所
金
拝
借
証
文
之
御
事

一　
　

合
弐
千
三
百
両
者　

　
　

但
文
字
金
也

　

右
者

私
共
仲
間
一
同
手
廻
り
兼
候
ニ
付
、
書
面
之
金
子
御
願
申
上
、
拝
借
仕
候
処
実
正
ニ

御
座
候
、
追
而

御
窺
之
上
、
御
下
知
奉
請
、
証
文
相
改
可
奉
差
上
候
、
為
後
「（

貼
紙
に
て
抹
消
（

連
印
を
以

証
文
提
出
」「
日

（
貼
紙
（連

印
を
以
証
」
文
差
上
申
候
所
、
仍
如
件

 

仲
間

　
　

寛
政
七
年
卯
二
月
廿
七
日 

　

十
八
人
連
印

　　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

　

 

右
同
文
言
ニ
而

二
月
廿
八
日
六
百
両
拝
借
、
三
月
五
日
四
百
両
拝
借
、
右
三
通
証
文
三
月

十
四
日
下
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
参
上
仕
候
様
被
仰
下
候
ニ
付
、

　
　

二
月
廿
七
日
、
久
保
田
源
兵
衛
様
ゟ
、
当
番
○
井
筒
屋
忠
右
衛
門
煩
代
嘉
兵
衛
参
上
仕

候
所
、
右
源
兵
衛
様
被
仰
聞
候
ハ
、
富
津
登
之
助
様
御
儀
、
仲
間
共
之
内
ニ
て
引
請
、

御
蔵
宿
相
勤
候
様
、此
間
被
仰
聞
候
所
、御
断
奉
申
上
候
儀
、如
何
之
訳
合
ニ
御有

之
候座

候
や
、

書
付
を
以
奉
申
上
候
様
被
仰
聞
候
ニ
付
、
則
左
之
通
書
付
上
ル

　
　
　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候

一
、
富
津
登
之
助
様
御
儀
、
私
共
仲
間
之
内
ニ
而

引
請
、
御
蔵
宿
相
勤
候
様
被
仰
聞
候
ニ
付
、

御
高
免
被
成
下
候
様
奉
申
上
候
、
去
ル
戌
年
御
改
正
之
砌
、
御
手
明
之
御
方
様
仲
間
共

ニ
而

不
残
御
引
請
仕
候
、
其
後
御
離
被
遊
候
御
屋
敷
様
方
ハ
、
御
引
請
之
儀
、
仲
間
一
同

御
高
免
被
遊
可
被
下
候
、
右
之
趣
書
付
を
以
奉
申
上
候
様
被
仰
付
候
間
、
乍
恐
書
付
を

以
奉
申
上
候

 

御
蔵
札
差
当
番

 

い
つ
ヽ
や

　
　

寛
政
七
年
卯
二
月 

忠
右
衛
門　

印

　
　

久
保
田
源
兵
衛
様 

布
や

　
　
　
　
　

御
用
人
中
様 

藤
右
衛
門　

印

　
　

二
月
廿
八
日
、
未
タ
惣
会
所
仕
法
相
定
り
不
申
候
ニ
付
、
亦
々
連惣
印
を
以
、
金
六
百
両

段
、
被
仰
渡
候

如
此
御
座
候
、
以
上
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行
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弁
助

　
　

山
手
於
御
役
所
御
立
合
ニ
て
被
仰
渡
候
趣

　

其
方
共
儀
、
四
千
九
百
両
余
残
金
出
来
致
候
ニ
付
、
困
窮
之
趣
願
出
候
、
此
儀
ハ
先
達
而

為
申
聞
候
通
、
一
躰
仲
間
申
合
不
行
届
、
御
仕
法
通
不
相
守
も
の
も
有
之
故
之
事
ニ
候
、

乍
去
御
改
正
已
来
、
百
俵
三
両
済
之
年
賦
、
元
利
并
札
差
料
受
取
候
茂

、
余
程
之
事
ニ
可

有
之
候
ヘ
ハ
、
何
程
斗
受
取
候
与

申
事
も
、
右
残
金
ニ
心
付
候
通
リ
、
一
同
評
儀
可
致
之

処
、
其
処
ニ
ハ
不
心
付
候
、
尤
其
段
此
方
ヘ
可
申
出
事
ニ
ハ
無
之
候
ヘ
共
、
右
四
千
九
百

両
余
之
残
金
而
已
ニ
心
付
、
中
々
是
ニ
て
ハ
不
相
済
事
と
存
、
願
出
候
事
と
相
見
江

候
、

尤
札
旦
那
か
り
込
候
を
能
キ
と
申
ニ
ハ
無
之
候
へ
と
も
、
仲
間
共
一
同
困
窮
と
申
ニ
も
有

之
間
敷
、
残
金
も
少
々
手
廻
り
候
も
の
も
可
有
之
、
亦
者

多
分
残
金
出
来
致
、
不
手
廻
り

困
窮
之
者
も
可
有
之
候
、
此
間
差
出
候
会
所
金
・
手
金
仕
訳
帳
之
儀
も
、
手
金
之
分
会
所

ヘ
可
納
と
申
も
の
ハ
漸
五
・
六
人
な
ら
て
ハ
無
之
、
外
ハ
皆
納
兼
候
趣
ニ
相
認
候
へ
と
も
、

左
様
之
者
斗
ニ
も
有
之
ま
し
く
候
、
亦
手
金
と
認
候
ハ
全
ク
手
金
斗
之
存
寄
ニ
可
有
之
候

ヘ
と
も
、
先
達
而

五
百
両
と
申
ス
無
利
足
御
下
ケ
金
も
有
之
、
是
を
利
倍
い
た
し
候
ハ
ヽ
、

最
早
七
・
八
百
両
ニ
も
相
成
可
申
候
、
此
方
ニ
て
も
色
々
勘
弁
致
ス
事
ニ
ハ
候
へ
と
も
、

何
れ
仲
間
共
申
合
不
行
届
ゆ
へ
之
事
ニ
て
、
是
迄
之
振
合
ニ
て
ハ
、
此
上
亦
候
差
加
江

金

致
置
候
而

も
、
又
々
二
・
三
年
も
過
候
ハ
ヽ
、
右
躰
困
窮
之
趣
可
申
出
候
、
左
様
成
義
ニ
而
者

、

其
方
共
も
往
々
難
相
立
事
ニ
候
間
、
仲
間
共
之
内
ニ
て
会
所
相
立
勤
候
様
可
致
候
、
右
会

所
之
儀
申
付
候
間
、
一
同
無
腹
蔵
相
談
い
た
し
、
右
会
所
仕
法
之
儀
、
書
面
を
以
可
差
出

候
、
此
方
ゟ
仕
法
申
付
候
而

も
、
其
方
共
胃
ノ
腑
ニ
落
ざ
る
事
ニ
て
ハ
、
無
益
成
事
ニ
候
間
、

其
方
共
ゟ
申
出
候
ハ
ヽ
、
相
成
候
事
ハ
申
付
、
難
相
成
事
ハ
其
趣
ニ
可
申
渡
候
間
、
早
速

仕
法
書
差
出
し
可
申
候

　

同
日
、
柳
町
新
五
兵
衛
儀
、
願
之
通
御
蔵
宿
御
免
被
仰
付
候

　

同
日
、
右
新
五
兵
衛
代
り
御
蔵
宿
、
和
田
平
町
喜
平
次
ヘ
被
仰
付
候

　

右
前
日
十
二
日
、
当
番
布
や
友
右
衛
門
案
内
ニ
て
、
木
曽
や
七
郎
兵
衛
・
大
こ
く
や
権
八
・

い
つ
ゝ
や
清
兵
衛
、
御
役
人
中
不
残
御
披
露
ニ
参
上
仕
候

　

同
十
三
日
、
菊
や
太
兵
衛
案
内
ニ
て
、
権
八
・
清
兵
衛
、
札
旦
那
へ
参
上
仕
候

　

同
十
四
日
、
七
郎
兵
衛
同
人
案
内
ニ
て
札
旦
那
ヘ
参
上
仕
候

　

二
月
十
五四
日
、
藤
や
喜
平
次
殿
江

札
旦
那
割
渡
候
儀
、
手
紙
を
以
申
遣
候

　

翌
十
五
日
、
右
喜
平
次
殿
煩
代
茂
七
来
ル
、
札
旦
那
五
軒
可
引
渡
旨
申
渡
候
処
、
右
茂
七

申
候
ハ
、
札
旦
那
壱
軒
な
ら
て
ハ
相
勤
り
不
申
候
段
申
候
間
、
段
々
利
害
申
聞
候
ヘ
ハ
、

左
候
ハ
ヽ
罷
帰
り
、
喜
平
次
ヘ
申
聞
、
明
十
六
日
迄
ニ
返
事
可
致
段
申
候
て
罷
帰
ル

　

同
十
六
日
、
藤
や
喜
平
次
殿
煩
代
茂
七
参
り
、
札
旦
那
引
請
之
儀
、
弥
御
壱
軒
な
ら
て
ハ

御
引
請
難
仕
旨
申
候

　

右
ニ
付
、
八
兵
衛
・
平
八
、
柳
町
御
会
所
江

奉
申
上
候
処
、
右
之
趣
口
上
書
を
以
奉
願
上

へ
き
段
被
仰
聞
候
ニ
付
、
口
上
書
左
之
通

　
　

乍
恐
口
上
書
を
以
奉
願
上
候

一
、
当
月
十
三
日
、
和
田
平
町
喜
平
治
被
為
召
出
、
御
蔵
札
差
被
仰
付
候
ニ
付
、
札
旦
那
割

合
之
通
、
五
軒
可御

引
請
仕
候
様
ニ

割
渡
段
申
聞
候
処
、
御
壱
軒
な
ら
て
ハ
難
相
勤
申
之
候
、
何
卒
御
威
光

を
以
、
右
割
合
通
五
軒
引
請
候
様
被
為
仰
付
被
下
置
候
様
、
奉
願
上
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差

　
　

寛
政
七
年
卯
二
月
十
七
日 

八
兵
衛

 

平
八
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同

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

牛
奥
太
郎
右
衛
門
様  

同
人

　
　
　
　

御
高
〆
千
弐
百
俵 

い
つ
ゝ
や

 

清
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

卯
二
月
九
日
鬮
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

割
渡
ス

二
月
九
日

　

大
黒
屋
権
八
殿
・
井
筒
屋
清
兵
衛
殿
両
人
江

、
右
札
旦
那
拾
軒
割
渡
し
申
候

　

木
曽
屋
七
郎
兵
衛
殿
儀
ハ
病
気
ニ
付
、名
代
彦
兵
衛
殿
与

申
者
参
り
、私
儀
ハ
職
人
之
儀
ニ
、

御其
上座

候
得
病
人
ニ
付
、
札
旦
那
御
引
請
難
仕
奉
存
候
間
、
此
段
御
訴
詔
申
上
候
積
り
ニ
御

座
候
、
其
段
相
届
御
座
候
、
行
事
申
候
ハ
、
差
掛
り
今
日
ニ
至
、
左
様
之
義
ニ
而
者

、
札
旦

那
御
差
支
ニ
茂

罷
成
候
間
、御
町
年
寄
所
江

御
伺
可
申
段
為
申
聞
、即
刻
藤
井
屋
八
郎
兵
衛
・

宅
間
平
兵
衛
、
町
年
寄
所
ヘ
参
上
、
右
之
段
申
上
候
処
、
左
候
ハ
ヽ
、
七
郎
兵
衛
儀
ハ
此

方
存
寄
も
有
之
候
間
、
残
り
弐
人
之
者
ヘ
札
旦
那
割
渡
し
候
様
、
被
仰
付
候
、
依
之
割
付

右
之
通

　
　
　

覚

　

三
宅
牛
五
郎
様　
　
　

大
手

　

福
井
小
三
郎
様　
　
　

同

　

河
村
弥
兵
衛
様　
　
　

山
手

　

団
吉
太
郎
様　
　
　
　

同

　

沢
梶
五
郎
様　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
黒
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
八

　

矢
部
金
次
郎
様　
　
　

大
手

　

小
幡
次
郎
蔵
様　
　
　

山
手

　

佐
々
木
四
郎
兵
衛
様　

同

　

山
崎
弥
太
郎
様　
　
　

大山
手手

　

野
尻
吉
五
郎
様　
　
　

山
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
曽
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
郎
兵
衛

　

庵
原
市
左
衛
門
様　
　

山
手

　

庵
原
伴
五
郎
様　
　
　

同

　

酒
依
富
五
郎
様　
　
　

大
手

　

服
部
久
蔵
様　
　
　
　

山
手

　

牛
奥
太
郎
右
衛
門
様　

大
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
つ
ゝ
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
兵
衛

　
　
　
　
　
札
旦
那

　

右
之
通
此
度
御
引
請
仕
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差
当
番

　
　

卯 

布
屋

　
　
　

二
月 

友
右
衛
門

 

同

　

 

い
つ
ゝ
屋

 

忠
右
衛
門

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

　
　

卯
二
月
十
三
日
山
手
御
役
所
江

行
事

　
　

不
残
平
惣
代
三
人
御
召
出　
　
　
　

元
七
病
気
不
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
左
衛
門
御
蔵
宿
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

罷
出
候
ニ
付
不
参
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名
代　

利
兵
衛

右
五
人
名
代
江

為
申
聞
、
早
速
挨
拶
可
被
致
旨
、
申
聞
候

同
四
日
夜
、
右
五
人
之
衆
、
丸
や
伝
十
郎
宅
江

相
招
キ
、
札
旦
那
弐
拾
五
軒
割
渡
可
申
段
相

談
申
候
所
、
明
五
日
晩
方
迄
相
延
呉
候
様
申
、
罷
帰
り
申
候

同
五
日
、
御
会
所
へ
差
上
候
願
書
之
写
、
左
之
通

　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
、 四
年
以
前
子
年
御
蔵
宿
被　

仰
付
候
五
人
之
者
共
江

札
旦
那
割
渡
候
様
、
此
度
被　

仰
付

被
下
置
、
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
然
処
、
右
之
内
柳
町
新
五
兵
衛
儀
、
去
々
丑
年
病
死

仕
候
ニ
付
、
忰
元
次
郎
江

右
之
趣
申
渡
候
処
、
幼
年
ニ
付
、
札
旦
那
御
用
向
、
万
一
不
調

法
成
儀
仕
出
し
候
而
者

、
御
仕
法
相
背
候
ニ
相
当
り
、
仲
間
共
不
取
締
之
基
ニ
茂

相
成
可

申
哉
与

乍
恐
奉
存
候
、
依
之
可
相
成
御
儀
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
右
元
次
郎
儀
、
御
蔵
宿
御

免
被
成
下
置
、
右
之

代
り

者
被　

仰
付
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
何
卒
格
別
之
御
慈
悲
を
以
、

願
之
通
御　

聞
済
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
以
上

 
御
蔵
札
差
行
事

　
　

寛
政
七
年
卯
二
月 

元
城
屋
町

 
八
郎
兵
衛　

印

 

同

 
八
日
町

 

平
兵
衛　

印

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

　

二
月
五
日
夜
、「（

貼
紙
に
て
抹
消
（

新
規
五
人
之
衆
」「（

貼
紙
（

い
つ
ヽ
や
清
兵
衛
殿

大
こ
く
や
権
八
殿

名
代
」、
丸
や
伝
十
郎
宅
へ
参
り
、
札

旦
那
引
請
之
儀
、
明
六
日
迄
相
延
呉
候
様
申
、
罷
帰
申
候

　

同
六
日
、
い
つ
ゝ
や
新
五
兵
衛
殿
名
代
、
丸
や
伝
十
郎
宅
へ
参
り
申
候
ハ
、
御
蔵
宿
御
免

願
書
差
上
候
旨
相
届
ケ
罷
帰
り
申
候

　

同
日
、
追
手
御
役
所
へ
当
番
布
や
友
右
衛
門
被
召
呼
、
満
田
市
左
衛
門
様
被
仰
渡
候
者

、

い
つ
ゝ
や
七
兵
衛
儀
、「（

貼
紙
に
て
抹
消
（

金
山
」「（

貼
紙
（

堀
内
」
久
米
之
丞
殿
金
山
御
用
も
相
達
罷
有
、
御
蔵
札

差
御
用
茂

御
請
仕
候
段
、
七
兵
衛
病
気
故
不
調
法
之
旨
書
付
取
之
候
間
、
右
煩
之
内
、
札

旦
那
方
割
渡
候
儀
見
合
可
申
段
被
仰
渡
候

 

元
蔵
宿

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

三
宅
牛
五
郎
様 

菊
や
幸
助

 

同

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

福
井
小
三
郎
様 

同
人

 

同

　
　
　

御
高
三
百
五
拾
俵 

河
村
弥
兵
衛
様 

同
人

 

同

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

団
吉
太
郎
様 

同
人

 

同
丸
や

　
　
　

御
高
弐
百
五
拾
俵 

沢
梶
五
郎
様 

伝
十
郎

　
　
　
　

御
高
〆
「（

貼
紙
に
て
抹
消
（

千
百
廿
八
俵
」「（

貼
紙
（

千
弐
百
俵
」 

大
こ
く
や

 

権
八

　
　
　
　
　
　
　

卯
二
月
九
日
鬮
取
割
渡

 

元
蔵
宿

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

矢
部
金
次
郎
様 

菊
や
幸
助

 

同

　
　
　

御
高
三
百
俵 

小
幡
次
郎
蔵
様 

同
人

 

同

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

佐
々
木
四
郎
兵
衛
様 

同
人

 

同

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

山
崎
弥
太
郎
様 

同
人

 

同

　
　
　

御
高
弐
百
廿
八
俵 

野
尻
吉
五
郎
様 

同
人

　
　
　
　

御
高
〆
千
百
廿
八
俵 

木
曽
や

 

七
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

卯
二
月
十
三
日
割
渡

 

元
蔵
宿

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

庵
原
市
左
衛
門
様 

菊
や
幸
助

 

同

　
　
　

御
高
弐
百
俵 

庵
原
伴
五
郎
様 

同
人

 

同

　
　
　

御
高
三
百
俵 

酒
依
富
五
郎
様 

同
人

 

同

　
　
　

御
高
三
百
俵 

服
部
久
蔵
様 

丸
や
伝
十
郎
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山
手
様
被
仰
聞
候
趣

一
、先
達
而

其
方
共
仲
間
難
渋
之
願
書
差
出
し
、又
候
封
書
ニ
而

差
出
候
趣
、得
与

一
覧
候
之
処
、

右
之
内
取
用
ひ
ニ
相
成
ヶ
条
も
有
之
、
又
者

難
取
用
ヶ
条
も
有
之
候
、
畢
竟
仲
間
共
仕
法

区
々
故
、
難
渋
ニ
も
お
よ
ひ
候
様
成
行
候
、
右
ニ
付
、
書
付
を
以
会
所
金
借
り
請
方
之
儀

相
尋
候
間
、
得
与

披
見
之
上
御
答
申
上
候
様
被
仰
付
候

　
　

行
事
申
上
候
ハ
、
一
先
御
下
ケ
被
成
下
置
、
得
与

申
合
御
答
可
申
上
旨
申
上
、
御
腰
掛
江

下
ル
、
其
節
被
下
置
之
御
書
付
写
有
之

　
　

右
御
書
付
拝
見
仕
候
所
、
直
様
御
答
難
申
上
候
ニ
付
、
書
付
を
以
明
日
中
御
町
年
寄
所

迄
差
上
候
様
被
仰
付
候
、
依
之
翌
朝
右
御
答
窺
書
封
書
ニ
而

差
上
ル

　
　

二
月
二
日
、
町
年
寄
坂
田
源
三
郎
殿
御
役
宅
迄
行
事
四
人
上
ル

　
　

二
月
三
日
、
山
手
御
役
所
江

行
事
弐
人
・
当
番
弐
人
御
呼
出

　
　
　

御
役
人 

行
事

　
　
　
　

満
田
市
左
衛
門
様 

藤
井
屋

　
　
　
　

野
尻
吉
五
郎
様 

八
郎
兵
衛

 

宅
間
屋

 

平
兵
衛

 
当
番

 
布
屋

 
友
右
衛
門

　

 

い
つ
ゝ
屋

 

忠
右
衛
門
煩
代

 

嘉
兵
衛

　
　
　

山
手
様
被
仰
聞
候
趣

一
、
其
方
共
仲
間
難
渋
之
趣
、
先
達
而

願
差
出
候
所
、
畢
竟
仲
間
之
内
御
改
正
御
仕
法
通
相

用
不
申
故
、
仲
間
一
同
難
儀
ニ
及
候
事
ニ
候
、
仲
間
共
区
々
ニ
而

申
合
相
用
不
申
者
壱
人

有
之
候
ヘ
ハ
、
残
り
廿
弐
人
之
者
共
迄
差
障
ニ
相
成
、
不
埒
之
事
ニ
候
、
以
来
仲
間
共
急

度
申
合
、
御
仕
法
通
相
守
相
勤
可
申
候
、
兎
角
仲
間
共
之
内
ニ
も
、
行
事
共
ニ
も
た
れ
か
ゝ

り
、
能
様
ニ
可
致
呉
者
数
人
之
懐
を
当
ニ
い
た
し
候
様
成
も
の
も
有
之
様
ニ
相
聞
候
、
人

之
世
話
を
致
し
候
と
も
、
人
之
世
話
ニ
ハ
不
成
様
可
心
掛
事
ニ
候
、
勿
論
先
年
御
改
正
之

節
、
書
付
を
以
申
渡
置
候
事
、
致
忘
却
不
行
届
事
ニ
候

　
　

右
ニ
付
、
御
書
付
を
以
被
仰
渡
候
写
、
左
之
通

　

此
度
仲
間
共
取
続
兼
候
趣
願
書
差
出
候
所
、
去
寅
十
月
迄
、
金
四
千
九
百
七
拾
九
両
三
分

余
残
金
ニ
相
成
候
段
申
「（

貼
紙
（

立
候
」、
畢
竟
御
改
正
仕
法
今
以
不
吞
込
者
茂

有
之
哉
ニ
相
聞

候
、
尤
貸
借
之
儀
ハ
逢
対
之
儀
ニ
候
へ
共
、
右
之
通
残
金
ニ
相
成
候
ハ
、「（

貼
紙
（

双
」
方
御
改

正
を
不
守
ニ
相
当
、
不
埒
之
事
ニ
候
、
依
之
二
月
ゟ
五
月
迄
、
銘
々
札
旦
那
引
受
候
手
金

用
立
之
分
、
会
所
江

差
加
金
ニ
差
出
、
会
所
よ
り
借
受
、
用
ニ
立
可
申
候
、
五
月
ゟ
十
月

迄
、
十
月
ゟ
翌
二
月
迄
、
右
准
し
会
所
江

返
金
之
節
増
金
差
出
置
、
前
文
之
通
取
斗
候
ハ
ヽ
、

仕
法
居
り
合
可
申
候
、
銘
々
致
出
精
可
差
出
候

　
　

卯
二
月

　
　
　

同
日
、
直
ニ
又
候
御
白
洲
江
被
召
出
、
満
田
市
左
衛
門
様
被
仰
渡
候
趣

一
、
其
方
共
仲
間
之
内
、
当
時
休
罷
有
候
五
人
之
者
共
江

、
菊
屋
幸
助
・
丸
屋
伝
十
郎
札
旦

那
之
内
引
分
相
勤
さ
せ
候
様
、
其
方
共
勝
手
次
第
割
渡
可
申
候
、
尤
右
ニ
付
、
違
論
ヶ
間

敷
儀
無
之
様
可
致
候
段
、
被
仰
渡
候

右
被
仰
渡
候
趣
、
五
人
江

申
渡
ス

二
月
三
日
夜　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
曽
や
七
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
代　

彦
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
つ
ゝ
や
新
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
代

（
空
白
マ
マ
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
こ
く
や
権
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
代　

甚
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
つ
ゝ
や
清
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
代　

利
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
つ
ゝ
や
七
兵
衛
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貸
附
被
成
下
置
、
誠
ニ
御
影
を
以
御
蔵
宿
相
勤
、
冥
加
至
極
、
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
其

上
去
々
子
年
、
格
別
成
御
慈
悲
を
以
、
別
段
御
差
加
江

金
被
成
下
置
、
言
語
ニ
絶
可
奉
申

上
様
無
御
座
、
重
々
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
右
躰
厚
奉
蒙
御
仁
恵
候
上
者

、
以
来
御
願
ヶ

間
敷
儀
、
聊
以
奉
申
上
間
敷
、
一
同
相
心
得
罷
有
候
処
、
亦
候
此
度
不
奉
得
止
事
、
乍
恐

御
願
奉
申
上
候
趣
者

、
私仲

間
共
元
ゟ
手
薄
之
者
共
ニ
御
座
候
中
ニ
も

共
仲
間
之
内
六
・
七
人
、
至
而

身
上
不
如
意
ニ
罷
成
候
者
共
御
座

候
ニ
付
、
仲
間
共
之
内
ニ
而

種
々
助
合
、
成
丈
融
通
仕
候
得
共
、
中
々
難
行
届
、
他
借
金

等
仕
候
而
茂

、
兎
角
札
旦
那
様
方
江

御
貸
込
ニ
相
成
候
故
、
返
済
方
茂

自
然
与

延
引
ニ
罷
成

候
間
、
他
借
金
之
才
覚
も
出
来
不
仕
、
手
段
尽
果
、
無
拠
前
金
安
米
等
を
売
、
衣
類
者

勿

論
、
代
々
譲
請
候
家
屋
敷
、
或
者

田
地
等
迄
質
物
ニ
入
、
金
子
才
覚
仕
、
漸
是
迄
取
続
申
候
、

畢
竟
右
躰
ニ
罷
成
候
儀
、
札
旦
那
様
方
平
日
御
暮
方
御
入
用
相
嵩
候
ニ
付
、
御
高
不
相
当

之
御
用
被
仰
付
候
御
方
様
も
有
之
候
節
、
私
共
一
同
御
改
正
御
仕
法
相
守
、
幾
重
ニ
も
御

断
奉
申
上
候
得
共
、
御
聞
済
無
御
座
、
御
直
談
ニ
而

相
調
不
申
候
節
者

、
其
向
々
之
御
方

様
を
以
御
勘
弁
御
手
段
、
或
者

御
権
威
を
以
被
仰
付
候
得
ハ
、
対
其
御
方
様
ニ
御
答
ニ
奉

恐
入
、
無
拠
御
請
仕
候
儀
も
間
々
御
座
候
、
御
臨
時
御
入
用
金
被
仰
付
候
節
茂

、
御
済
方

者
御
附
被
下
候
得
共
、
御
当
用
金
之
方
江

御
不
足
金
多
分
出
来
仕
候
趣
ニ
而

、
年
増
御
残
金

高
相
嵩
、
難
儀
至
極
ニ
奉
存
候
、
誠
ニ
難
有
御
改
正
之
奉
対
御
趣
意
ニ
、
申
上
候
も
奉
恐

入
候
得
共
、
右
之
趣
故
、
無
拠
三
年
以
前
子
年
ゟ
当
十
月
迄
、
い
つ
と
な
く
金
四
千
七
百

両
余
、
私
共
惣
仲
間
ニ
而

御
残
金
出
来
仕
、
仲
間
一
同
困
窮
仕
候
、
右
之
仕
合
ニ
御
座
候

間
、
世
間
一
統
ニ
危
踏
候
哉
、
私
共
仲
間
一
同
他
借
金
之
融
通
必
止
与

差
支
、
難
儀
至
極

仕
候
、
前
書
奉
申
上
候
趣
ニ
而

、
万
一
無
是
非
大
切
之
御
下
金
御
貸
込
ニ
仕
候
様
成
儀
仕

出
し
、
難
立
行
身
上
相
潰
候
者
御
座
候
而
者

、
第
一　
　

御

（
平
出
（

　

公
儀
様
御
咎
之
程
奉
恐
入
候
、

其
上
御
会
所
江

奉
差
上
候
御
証
文
通
、
仲
間
一
同
割
合
御
弁
納
仕
候
儀
も
、
右
躰
ニ
而
者

、

乍
恐
此
末
無
心
元
奉
存
候
、
依
之
此
節
仲
間
一
同
日
々
打
寄
、
種
々
相
談
仕
候
得
共
、
札

旦
那
様
方
御
差
支
茂

無
御
座
、往
々
私
共
取
続
御
蔵
宿
相
勤
り
候
筋儀
、中
々
私
共
難
及
愚
案
、

無
拠
奉
願
上
候
、
何
卒
格
別
之
御
賢
察
を
以
、
御
改
正
御
仕
法
相
立
、
仲
間
一
同
御
蔵
宿

相
勤
り
候
様
、
偏
ニ
御
慈
悲
之
御
賢
慮
被
成
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
蔵
札
差

　
　
　

寛
政
六
年
寅
十
二
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
仲
間　

印　

　
　
　

御
下
金

　
　
　
　

御
会
所

右
之
願
書
、
十
二
月
十
七
日
御
会
所
ヘ
上
ル
、
元
七
・
平
八
持
参
、
十
二
月
廿
二
日
、
山
ノ

手
御
役
所
御
呼
出
、
行
事
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
五
人
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

不
付

御
両
人
ニ
而

御
立
会
被
仰
渡
候
者

、
此
間
蔵
宿
仲
間
共
難
渋
ニ
付
、
願
書
差
出
し
、
右
之
内
別

段
差
加
ヘ
金
等
難
有
段
不
申
候
而

も
し
れ
た
る
事
候
、
惣
蔵
宿
ニ
而

勤
番
中
ヘ
貸
出
之
残
金
、

寅
十
月
四
千
七
百
両
余
之
事
、
惣
而

蔵
宿
共
儀
、
御
改
正
を
不
相
守
事
ニ
候
、「（

貼
紙
（

勤
」
番
中
も

御
改
正
不
相
守
事
候
、惣
仲
間
之
内
、不
残
守
ら
ぬ
と
申
ニ
而
者

無
之
、守
ル
も
の
も
可
有
之
候
、

勤
番
中
も
右
之
通
守
ル
も
の
も
可
有
之
候
、
守
ら
ぬ
勤
番
中
ゟ
守
ら
ぬ
蔵
宿
へ
相
談
ニ
及
候

節
、
向
目
当
テ
ヨ
リ
も
過
半
ニ
貸
出
借
請
候
、
右
ニ
准
し
守
る
勤
番
・
守
る
蔵
宿
も
、
自
然

と
目
当
テ
ヨ
リ
過
半
無
拠
貸
出

一
、
惣
札
旦
那
方
、
寅
冬
残
金
高
帳
面
、
正
月
十
八
日
、
八
日
町
御
会
所
江

上
ル

　
　

卯
正
月
廿
九
日
朝
五
半
時
、
追
手
御
役
所
江

行
事
共
不
残
御
呼
出
し
、
名
主
五
人
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
し
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〆
金
五
両
弐
分
弐
朱
余
、
昨
廿
六
日
自
伯
様
ゟ
奉
請
取
候
、
御
威
光
を
以
内
済
仕
、
冥
加

至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
為
御
礼
乍
恐
参
上
仕
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差

　
　

閏
十
一
月
廿
七
日 

井
戸
屋
元
七
煩
代

 

永
楽
屋

 

久
右
衛
門

　

元
七
不
快
ニ
付
、
右
名
代
御
礼

寅
十
二
月
十
三
日　

山
手
御
役
所
御
呼
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
宿　

鉄
屋
文
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
五
人
組

　
　
　
　
　
　
　
　

惣
代　

当
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
屋
友
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
つ
ゝ
屋
忠
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

煩
代
嘉
兵
衛

両
替
屋

　

徳
左
衛
門
不
如
意
ニ
付
、弐
百
両
御
下
ケ
被
下
、両
替
屋
御
免
、右
之
内
百
両
ハ
此
度
被
下
、

　

百
両
ハ
来
二
月

　

鉄
屋
文
右
衛
門
、
徳
左
衛
門
代
り
両
替
屋
被
仰
付
、
百
両
差
出
し
、
蔵
宿
御
免

　

井
筒
屋
七
兵
衛
、
文
右
衛
門
代
り
蔵
宿
被
仰
付
候
、
不
残
御
証
文
上
ル

　

右
七
兵
衛
儀
、
蔵
宿
仲
間
之
者
共
与

掛
合
、
無
相
違
相
勤
候
様
、
被
仰
渡
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
兵
衛
煩
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

利
兵
衛

「（
貼
紙
（

右
御
呼
出
し
被
仰
付
候
之
義
、
一
向
夢
ニ
も
不
知
、
前
代
未
聞
、
珍
敷
御
事
」

十
二
月
二
日
、
藤
井
屋
八
郎
兵
衛
義
、
宅
間
屋
平
兵
衛
を
相
手
取
、
御
町
年
寄
所
江

願
出
候
、

尤
名
主
奥
印

十
二
月
四
日
、
平
八
・
藤

幸
兵
衛
代
り

右
衛
門
・
吉
右
衛
門
、
右
三
人
町
年
寄
所
江

被
召
呼
、
右
三
人
ニ
而

取
扱
候
様
ニ
被
仰
渡
候
御
座

（
マ
マ
（候

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
、三
間
市
蔵
様
、
五
年
以
前
戌
冬
御
証
文
金
、
当
年
ゟ
拾
ヶ
年
賦
ニ
被
成
下
候
様
ニ
奉
願
上
、

御
聞
済
被
成
下
、
当
春
・
夏
分
、
去
ル
八
月
上
納
仕
候
、
然
処
、
江
戸
表
御
勤
向
之
儀
ニ
付
、

無
拠
臨
時
御
入
用
出
来
仕
候
ニ
付
、
当
冬
上
納
之
分
御
差
延
、
私
ゟ
奉
願
上
候
様
被
仰
付

候
、
来
卯
二
月
ゟ
無
滞
上
納
可
仕
候
間
、
当
冬
壱
季
御
年
賦
御
差
延
被
下
置
候
様
奉
願
上

候
、
願
通
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差

 

高
原
田
屋

　
　

寛
政
六
年
寅
十
二
月 

願
人
藤
兵
衛

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

「（
挟
込
文
書
（

　

一
、三
間
市
蔵
様
、
五
年
以
前
戌
冬
御
証
文
金
、
当
年
ゟ
拾
ヶ
年
賦
ニ
被
成
下
候
様
ニ
奉

願
上
、
御
聞
済
被
成
下
、
当
春
・
夏
分
、
去
ル
八
月
上
納
仕
候
、
然
処
、
江
戸
表
御
勤

向
之
儀
ニ
付
、
無
拠
臨
時
御
入
用
出
来
仕
候
ニ
付
、
当
冬
上
納
之
分
御
差
延
、
私
ゟ
奉

願
上
候
様
被
仰
付
候
、
来
卯
二
月
ゟ
無
滞
上
納
可
仕
候
間
、
当
冬
壱
季
御
年
賦
御
差
延

被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
願
通
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上 　

」

十
二
月
九
日
、
坂
田
与源

三
郎
様

市
左
衛
門
様
御
宅
江

藤
井
屋
八
郎
兵
衛
・
行
事
若
松
屋
平
八
・
当
番

井
つ
ゝ
屋
忠
右
衛
門

　

右
三
人
被
召
呼

御
家
人
衆
四
人
、
八
郎
兵
衛
只
今
迄
蔵
宿
相
勤
罷
有
候
処
、
此
度
ゟ
仲
間
当
番
持
ニ
、
先
之

十
六
人
与

一
所
ニ
致
し
相
勤
候
様
ニ
被
仰
渡
候

　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
、五
年
以
前
戌
年
御
改
正
被　

仰
出
、
私
共
仲
間
一
同
為
御
救
、
御
仁
恵
之
御
会
所
金
御
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宅
間
屋

 

平
兵
衛

 

夷
屋

 

平
左
衛
門  　

」

 

御
蔵
札
差

 

行
事 

ふ
じ
ゐ
屋

 

八
郎
兵
衛

 

同 

夷
屋

 

平
左
衛
門

 

い
つ
ゝ
や

 

当
番 

忠
右
衛
門

　
　
　

御
下
金

　
　
　
　
　

御
会
所

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
申
上
候

一
、
御
家
人
様
方
御
用
達
之
儀
、
金
三
拾
七
両
弐
歩
御
用
達
、
来
卯
春
ゟ
利
足
付
八
ヶ
年
賦

ニ
仕
、
春
・
夏
利
足
斗
り
請
取
、
冬
元
済
并
利
足
請
取
可
申
旨
、
御
取
〆
御
役
御
三
人
様

与
対
談
仕
候
ニ
付
、
右
之
段
書
付
を
以
申
上
置
候
処
、
此
度
御
三
人
様
、
私
共
被
召
呼
、

右
金
子
春
・
夏
・
冬
共
ニ
割
合
を
以
、
元
金
并
利
足
共
ニ
三
季
引
取
申
候
様
、
被
仰
聞
候
、

先
達（

而
（

与
申
上
置
候
義
与

少
々
相
違
仕
候
ニ
付
、
此
段
奉
申
上
候
、
聞
召
被
為
置
可
被
下
候
、

以
上

 

御
蔵
札
差
当
番

 

井
筒
屋

　
　

寛
政
六
年
寅
閏
十
一
月 

忠
右
衛
門

 

布
屋

 

友
右
衛
門

　
　
　

御
下
金

　
　
　
　
　

御
会
所

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
、
平
岡
岡
右
衛
門
様
、
五
年
以
前
戌
冬
御
証
文
金
元
金
弐
拾
弐
両
、
当
寅
春
ゟ
拾
ヶ
年
賦
、

只
今
迄
御
滞
被
成
候
ニ
付
、
先
月
願
書
奉
差
上
候
処
、
乍
恐
私
此
節
不
快
ニ
罷
在
候
ニ
付
、

村
山
自
伯
様
御
方
江

私
下
代
被
召
呼
、
拾
ヶ
年
賦
金
之
儀
右
御
方
様
御
引
請
ニ
而

、
来
ル

十
二
月
五
日
迄
ニ
当
年
分
不
残
御
済
可
被
下
候
段
、
尤
来
卯
年
ゟ
も
拾
ヶ
年
賦
御
皆
済
迄

無
違
変
御
済
し
可
被
下
候
旨
被
仰
聞
、
則
御
証
文
被
下
候
御
儀
ニ
御
座
候
間
、
可
相
成
御

儀
ニ
候
ハ
ヽ
、
右
御
証
文
金
御
滞
之
願
書
、
御
下
ケ
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
右
御
両
所

様
ゟ
私
方
江

可
被

遣
候
御
証
文
、
明
十
七
日
便
り
江
戸
表
江

被
仰
遣
候
而

御
印
形
相
調
、
着

次
第
私
方
ヘ
可
被
下
候
趣
、
自
伯
様
被
仰
聞
候
ニ
付
、
御
証
文
并
ニ
定
書
之
下
書
、
乍
恐

奉
入　

高
覧
候
、
此
段
書
面
之
通
御
内
済
仕
候
間
、
私
願
通
願
書
御
下
ケ
被
下
置
候
ハ
ヽ
、

重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
勿
論
先
達
而

奉
願
上
候
御
改
正
百
俵
三
両
御
年
賦
金
之
義
者

願

下
不
仕
、
仲
間
一
同
奉
願
上
候
通
り
相
違
無
御
座
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差

 

井
戸
屋

　
　
　

寛
政
六
年
寅
閏
十
一
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

願
人 

元
七

　

右
元
七
奉
願
上
候
趣
、
私
共
一
同
奉
願
上
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差
行
事

 

若
松
屋

 

平
八

 

宅
間
屋

 

平
兵
衛

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所

　

 

閏
十
一
月
廿
六
日
、
村
山
自
伯
様
ニ
而

御
年
賦
金
寅
年
分
、
文
五
両
弐
分
弐
朱
ト
端
銀
、

元
七
方
江

御
渡
し
被
下
候

　
　

依
之
御
両
所
様
・
御
会
所
江

御
礼
ニ
上
ル

　
　
　

乍
恐
口
上
覚

一
、
平
岡
岡
右
衛
門
様
戌
冬
御
証
文
金
之
儀
、
先
達
而

奉
願
上
候
所
、
其
後
願
下
ケ
仕
、
願

通
被
仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
村
山
自
伯
様
御
世
話
被
成
下
、
当
年
分
御
年
賦
金
、
元
り
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十
一
月　

丸
屋
伝
十
郎
代

丸
　

八
郎
兵
衛
、
御
家
門
様
方
御
蔵
宿
御
免
之
願
書
上
ル

　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
事

十
一
月
廿
六
日

丸
　

八
郎
兵
衛　

蔵
宿
惣
代　

平
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
兵
衛

山
手
御
呼
出
し　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
番
藤
右
衛
門

　

此
日　

八
郎
兵
衛　

御
白
洲
江

被
召
出
、
御
吟
味
有
之

十
一
月
廿
七
日
、
昼
時
ゟ
山
手
御
呼
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
八

　

八
 
丸

郎
兵
衛　

行
事　

八
郎
兵
衛　

当
番
藤
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
兵
衛

　

右
八
郎
兵
衛
願
通
御
免
被
仰
渡

　

 　

 

御
家
人
方
、
仲
間
共
、
割
合
相
勤
候
様
ニ
被
仰
下
候
、
明
日
中
名
前
書
上
候
様
ニ
被
仰

渡
候

　

廿
八
日
、
御
日
延
之
書
付
、
御
会
所
江

上
ル
、
相
不
叶
御
返
し
被
下
候

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

一
、
御
家
人
様
御
蔵
宿
之
儀
、
丸
屋
伝
十
郎
代
八
郎
兵
衛
願
之
通
、
御
高
免
被　

仰
付
、
此

上
之
儀
、
私
共
仲
間
ニ
而

御
蔵
宿
相
勤
候
様
被　

仰
付
、
銘
々
御
引
請
之
名
前
書
差
上
候

様
被　

仰
付
、
奉
畏
候
、
然
ル
処
、
私
共
有
来
り
候
札
旦
那
様
方
御
軒
数
多
御
座
候
得
者

、

割
付
候
儀
急
之
出
来
不
仕
候
間
、
当
分
当
番
持
ニ
仕
、
御
用
無
御
差
支
様
可
仕
候
間
、
此

段
奉
願
上
候
、
願
之
通
被
為
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差
惣
代

 

井
戸
屋

　

寛
政
六
年
寅
十
一
月 

元
七

 

若
松
屋

 

平
八

 

藤
井
屋

 

八
郎
兵
衛

 

宅
間
屋

 

平
兵
衛

 

夷
屋

 

平
左
衛
門

　

御
下
金

　
　

御
会
所

　
　
　
　
　

乍
恐
別
紙
を
以
奉
申
上
候

一
、
御
家
人
様
方
拾
六
人
、
御
高
三
百
七
拾
五
俵
余
之
処
江

、
拾
俵
ニ
付
金
壱
両
宛
之
積
を
以
、

金
三
拾
七
両
弐
分
、
私
共
拝
借
金
之
内
惣
仲
間
ゟ
御
用
立
、
当
番
両
人
ゟ
御
取
〆
役
御
三

人
様
へ
、
此
度
金
子
差
上
、
来
卯
年
ゟ
利
付
八
ヶ
年
賦
之
積
、
年
々
春
・
夏
者

利
足
斗
奉

請
取
、
十
月
元
済
并
利
足
御
請
取
可
申
候
、
如
斯
此
度
一
所
ニ
金
子
御
用
候
儀
ニ
御
座
候

間
、
右
御
年
賦
金
御
皆
済
迄
者

、
御
向
高
引
当
諸
御
用
不
被
仰
付
候
様
仕
度
奉
存
候

一
、
無
拠
御
臨
時
御
座
候
節
者

、
御
対
談
を
以
、
金
拾
五
両
迄
ハ
追
々
御
用
立
可
申
候
、
尤

右
拾
五
両
元
利
御
皆
済
無
御
座
候
内
者

、
御
臨
時
御
座
候
而

も
御
用
達
不
申
候

一
、
三
季
御
蔵
渡
之
節
者

、
私
共
当
番
之
者
御
蔵
前
ニ
而

御
米
金
請
取
、
御
対
談
之
分
引
取
、

相
残
御
三
人
様
へ
差
上
可
申
候

右
之
趣
を
以
御
三
人
様
へ
御
対
談
申
上
候
処
、
御
承
知
被
成
下
候
之
間
、
乍
恐
此
段
奉
申
置

候
、
以
上

 

（
抹
消
）

 

「　

御
蔵
札
差
惣
代

　

寛
政
六
年
寅
十
一
月 

井
戸
屋

 

元
七

 

若
松
屋

 

平
八

 

藤
井
屋

 

八
郎
兵
衛
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同
高
原
田
屋

一
、
秋
田
三
郎
右
衛
門
様 

吉
右
衛
門

 

同
高
原
田
屋

一
、
松
平
金
蔵
様 

藤
兵
衛

 

同
若
松
屋

一
、
天
野
佐
五
右
衛
門
様 

平
八

右
者

五
年
以
前
戌
年
九
月
駿
府
御
引
越
之
御
方
様
方

 

同
十
一
屋

一
、
富
田
小
膳
様 

忠
蔵

 

同

一
、
富
田
大
学
様 

右
同
人

 

同
二
文
字
屋

一
、
小
栗
鍔
五
郎
様 

幸
兵
衛

 

同
井
戸
屋

一
、
平
岡
岡
右
衛
門
様 

元
七

 

同
高
原
田
屋

一
、 

三
間
市
蔵
様 

藤
兵
衛

右
者

五
年
以
前
戌
年
十
二
月
江
戸
表
御
引
越
之
御
方
様
方

　

右
御
銘
々
様
方
、私
共
儀
、御
蔵
札
差
相
勤
罷
在
候
所
、五
年
以
前
戌
年
御
改
正
被　

仰
渡
、

古
借
棄
捐
、
巳
年
以
来
之
御
借
金
、
御
高
百
俵
ニ
付
金
三
両
済
、
并
利
足
金
五
拾
両
壱
歩

之
積
り
を
以
、
年
々
三
季
、
元
利
共
々
引
取
候
様
被　

仰
渡
、
奉
畏
罷
在
候
処
、
同
年
秋
・

冬
両
度
ニ
、
前
書
之
御
方
様
方
江
戸
・
駿
府
江

御
引
越
被
成
候
ニ
付
、
駿
府
表
江
茂

度
々
罷

越
候
而

、
御
改
正
通
、
御
年
賦
金
御
済
被
下
候
様
ニ
御
願
申
上
候
得
共
、
私
共
御　

城
入

仕
候
義
ハ
相
叶
不
申
、
私
共
旅
宿
ニ
罷
在
御
掛
合
之
義
ニ
御
座
候
得
ハ
、
御
取
合
無
御
座
、

一
向
埒
明
不
申
候
、
彼
是
仕
候
内
ニ
旅
宿
賃
銀
入
用
の
ミ
相
掛
り
、
迷
惑
仕
候

一
、
江
戸
表
江

御
引
越
之
御
方
様
方
江
茂

度
々
書
中
を
以
御
願
申
上
候
得
共
、
彼
是
被
仰
候
而

、

埒
明
不
申
候
、
最
早
当
年
ニ
而

四
年
之
間
、
一
向
相
済
不
申
候
、
私
共
儀
、
若
干
之
大
金

棄
捐
ニ
罷
成
、
其
上
巳
年
以
来
之
御
貸
シ
金
、
年
賦
ニ
罷
成
候
得
ハ
、
右
御
年
賦
金
を
以
、

眷
属
共
身
命
を
継
、
渡
世
可
仕
処
、
書
面
之
通
江
戸
・
駿
府
御
引
越
以
来
御
滞
被
下
候
而

、

何
共
可
申
上
様
無
御
座
、
難
儀
至
極
仕
罷
在
候
、
自
御　

公
儀
様
御
定
被
下
置
候
御
年
賦

金
之
儀
ニ
御
座
候
得
者

、
遠
国
江

御
番
替
被
成
候
と
て
御
滞
被
下
候
儀
、
乍
恐
絶
言
証
可

申
上
様
無
御
座
、
難
儀
至
極
奉
存
候
、
此
段
御
憐
愍
之
御
賢
察
を
以
、
無
御
滞
御
済
被
下

候
様
仕
度
、
奉
願
上
候
、
前
書
之
御
銘
々
様
方
御
貸
金
、
棄
捐
并
御
年
賦
金
高
銘
々
別
紙

ニ
相
認
、
乍
恐
奉
入
高
覧
候
、
私
共
難
儀
之
訳
、
乍
恐
被
為
分　

聞
召
、
御
威
光
を
以
、

願
通
無
滞
相
済
候
様
被　

仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
御
蔵
宿
無
滞
相
勤
、
眷
属
共
身
命
を
継
、

莫
太
之
御
慈
悲
与

難
有
仕
合
奉
存
候
、
以
上

 

御
蔵
札
差

 

井
戸
屋

　
　
　
　
　

寛
政
六
年
寅
十
一
月 

元
七　

印

 

夷
屋

 

平
左
衛
門　

印

 

井
筒
屋

 

忠
右
衛
門　

印

 

藤
井
屋

 

八
郎
兵
衛　

印

 

川
口
屋

 

弥
兵
衛　

印

 

大
津
屋

 

久
米
右
衛
門　

印

 

高
原
田
屋

 

吉
右
衛
門　

印

 

高
原
田
屋

 

藤
兵
衛　

印

 

若
松
屋

 

平
八　

印

 

十
一
屋

 

忠
蔵　

印

 

二
文
字
屋

 

幸
兵
衛　

印

　
　

御
下
金

　
　
　

御
会
所　
　

別
紙
ニ
棄
捐
金
高
・
年
賦
金
高
帳
面
弐
冊
有

　

右
者

寅
十
一
月
廿
三
日
之
朝
上
ル
、
八
日
町
御
会
所
江

○
御
取
上
被
下
候

御
上
ニ

而
○
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【
凡
例
】

　

史
料
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
原
本
の
体
裁
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
読
解
の
便
を
考
慮
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
改
め
た
。

（
一
） 

旧
字
・
俗
字
・
略
字
・
異
体
字
な
ど
の
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

た
だ
し
、
固
有
名
詞
な
ど
、
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
原
本
の

ま
ま
と
し
た
。

（
二
） 

変
体
仮
名
は
、原
則
と
し
て
現
行
の
平
仮
名
に
改
め
た
。
た
だ
し
、江
（
え
）、而
（
て
）、

与
（
と
）、
者
（
は
）、
茂
（
も
）、
ゟ
（
よ
り
）、
〆
（
し
め
）
な
ど
、
慣
用
的
に
使

用
さ
れ
、
出
現
頻
度
の
高
い
文
字
に
つ
い
て
は
、
原
本
の
ま
ま
と
し
、
小
活
字
を
用

い
て
示
し
た
。

（
三
） 

欠
損
・
虫
損
等
に
よ
り
判
読
し
難
い
場
合
は
、文
字
数
が
推
定
で
き
る
場
合
は
□
□
□
、

文
字
数
が
不
明
な
場
合
は
［　
　
　

］
で
示
し
、
傍
注
で
そ
の
旨
を
示
し
た
。

（
四
） 

抹
消
・
訂
正
箇
所
に
つ
い
て
は
、
抹
消
の
み
の
場
合
は
左
側
に　
　
　

で
示
し
、
訂

正
が
あ
る
場
合
は
そ
の
内
容
を
右
側
に
記
し
た
。
ま
た
、
抹
消
箇
所
が
広
範
囲
に
わ

た
る
場
合
は
、
そ
の
文
言
に
「　

」
を
付
し
、
右
肩
に
傍
注
で
（
抹
消
）
と
示
し
た
。

さ
ら
に
、
抹
消
箇
所
が
判
読
不
能
の
場
合
、
文
字
数
が
推
定
で
き
る
場
合
は

、

不
明
な
場
合
は　
　
　

で
示
し
た
。

（
五
）
貼
紙
・
付
札
な
ど
は
、そ
の
文
言
に
「　

」
を
付
し
、右
肩
に
傍
注
で
そ
の
旨
を
示
し
た
。

（
六
）
史
料
に
は
、
適
宜
読
点
（
、）
や
並
列
点
（
・
）
を
付
し
た
。

（
七
）
改
行
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
追
い
込
み
と
し
た
。

（
八
） 

尊
敬
を
表
す
闕
字
は
、
原
則
と
し
て
残
し
、
一
字
あ
け
と
し
た
。
ま
た
、
平
出
や
文

字
の
脱
落
等
に
お
け
る
空
白
部
分
は
二
字
あ
け
と
し
、
そ
の
旨
を
（
平
出
）、（
空
白

マ
マ
）
等
と
注
記
し
た
。

「（
表
紙
（

惣
会
所
発
端

　
　
　

日
記

　

寛
政
六
年
寅
十
一
月　
　

壱
（
朱
書
（」

寛
政
六
寅

　

日
記

十
一
月

　
　
　

乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候

 

元
蔵
宿 

　

夷
屋

一
、
榊
原
太
郎
右
衛
門
様 

平
左
衛
門

 

同
　

井
筒
屋

一
、
滝
市
兵
衛
様 

忠
右
衛
門

 

同
　

藤
井
屋

一
、
戸
田
吉
次
郎
様 

八
郎
兵
衛

 

一
、  

三
宅
林
右
衛
門
様 

右
同

同
人

 

一
、
徳
永
還
吉
様 

右
同

同
人

 

一
、
浅
羽
文
右
衛
門
様 

弥

同
川
口
屋兵

衛

 

元
蔵
宿　

　

大
津
屋

一
、
天
野
広
十
郎
様 

久
米
右
衛
門

 

同
　

井
戸
屋

一
、
布
施
市
郎
次
様 

元
七

 

一
、
諏
訪
祐
右
衛
門
様 

右
同

同
人

 

一
、
太
田
金
十
郎
様 

右
同

同
人
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第
二
回 

二
〇
一
七
年
六
月
一
四
日
（
水
） 

於
：
甲
府
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　

輪
読
（
中
野
、
小
畑
、
宮
澤
、
堀
内
）

　
　
　
　

第
三
回 

二
〇
一
七
年
八
月
八
日
（
火
） 

於
：
甲
府
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　

輪
読
（
海
老
沼
、
小
林
、
中
野
、
小
畑
）

　
　
　
　

第
四
回 
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
一
日
（
水
） 

於
：
山
梨
県
立
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　

輪
読
（
宮
澤
、
堀
内
、
海
老
沼
、
小
林
）

　
　
　
　

第
五
回 

二
〇
一
七
年
一
二
月
八
日
（
金
） 

於
：
甲
府
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　

輪
読
（
中
野
、
小
畑
、
宮
澤
、
堀
内
）

　
　
　
　

第
六
回 

二
〇
一
八
年
一
月
一
三
日
（
土
） 

於
：
山
梨
県
立
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　

輪
読
（
海
老
沼
、
小
林
、
中
野
、
小
畑
）・
原
稿
確
認

　
　
　
　

第
七
回 

二
〇
一
八
年
二
月
一
七
日
（
土
） 

於
：
山
梨
県
立
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　

紀
要
掲
載
原
稿
の
確
認
・
校
正

（
2
）
現
当
主
、
野
口
忠
蔵
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
3
）
十
一
屋
野
口
家
資
料
の
う
ち
、
民
俗
資
料
に
つ
い
て
は
、
丸
尾
依
子
「《
資
料
紹
介
》
甲
府
柳
町
二

丁
目
の
道
祖
神
祭
礼
用
具
」（『
山
梨
県
立
博
物
館
研
究
紀
要 
第
一
一
集
』
二
〇
一
七
年
三
月
）、
お

よ
び
シ
ン
ボ
ル
展
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
『
よ
み
が
え
る
！　

甲
府
道
祖
神
祭
り
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、

二
〇
一
八
年
一
月
）
参
照
。

（
4
）
小
畑
茂
雄
「《
資
料
紹
介
》
十
一
屋
野
口
家
資
料
の
甲
府
道
祖
神
祭
り
関
係
古
文
書
に
つ
い
て
」（『
山

梨
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
二
集
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
甲
府
道
祖
神
関
係

資
料
も
、
十
一
屋
野
口
家
が
甲
府
の
豪
商
と
し
て
重
き
を
な
し
た
こ
と
か
ら
残
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
（
Ｂ
）
に
分
類
さ
れ
る
。

（
5
）
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
な
ど
に
も
、
甲
府
札
差
関
連
資
料
が
含
ま
れ
て
お
り
、
十
一
屋
野

口
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
が
甲
府
札
差
関
連
資
料
の
全
て
で
は
な
い
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
な
お
、
甲
州
文
庫
内
の
札
差
関
連
資
料
は
、『
甲
府
市
史 

史
料
編 

第
三
巻 

近
世
Ⅱ
（
町
方
二
）』

（
一
九
八
八
年
三
月
）
な
ど
に
一
部
翻
刻
も
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
角
田
（
斎
藤
）
洋
子
「
甲
府
に
お
け
る
札
差
株
仲
間
に
つ
い
て
―
享
保
九
年
成
立
期
よ
り
明
和
年
間
―
」

（『
甲
斐
史
学
』二
二
号
、一
九
六
七
年
二
月
、の
ち
に
磯
貝
正
義
・
村
上
直
編『
甲
斐
近
世
史
の
研
究 

上
』

雄
山
閣
、
一
九
七
四
年
二
月
に
収
録
）、
同
「
寛
政
改
革
よ
り
化
政
期
に
至
る
甲
府
札
差
株
仲
間
の
動

向
に
つ
い
て
」（『
甲
斐
史
学
』
二
三
号
、
一
九
六
八
年
二
月
）、
北
原
進
「
甲
府
札
差
に
お
け
る
天
保

主
法
改
革
」（『
甲
府
市
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
）。

（
7
）
甲
府
市
史
編
さ
ん
委
員
会
『
甲
府
市
史 

通
史
編 

第
二
巻 

近
世
』（
甲
府
市
役
所
、
一
九
九
二
年
三
月
）、

第
五
章
第
一
節
の
二
「
札
差
」（
五
七
三
〜
五
九
七
頁
、
北
原
進
氏
執
筆
部
分
）。
な
お
、
江
戸
札
差
の

状
況
に
つ
い
て
は
北
原
進
『〈
江
戸
〉
選
書
一
〇 

江
戸
の
札
差
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
八
月
、

の
ち
に
『
江
戸
の
高
利
貸
―
旗
本
・
御
家
人
と
札
差
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）、
お
よ

び
『
江
戸
の
高
利
貸
』（
角
川
文
庫
、
二
〇
一
七
年
七
月
）
と
し
て
再
刊
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
8
）
以
下
、
甲
府
札
差
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
前
掲
註
（
6
）
角
田
（
斎
藤
）
論
文
お
よ
び
北
原
論
文
、
前

掲
註
（
7
）『
甲
府
市
史 

通
史
編
』
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
外
の
出
典
の
み
註
記
す
る
。

（
（
）
前
掲
註
（
7
）『
甲
府
市
史 

通
史
編
』
に
は
、「
か
く
し
て
甲
府
札
差
は
…
約
四
十
人
の
勤
番
士
を
顧
客

と
し
て
八
名
（
う
ち
一
名
は
江
戸
札
差
）
で
発
足
し
た
」（
五
七
七
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
そ

の
根
拠
と
さ
れ
る
「
甲
府
蔵
宿
記
録
・
付
郷
宿
ノ
記
」（
前
掲
註
（
5
）『
甲
府
市
史 

史
料
編
』
一
五
頁
、

一
八
五
号
文
書
）
に
は
、「
札
差
八
人
並
江
戸
宿
壱
人
被
召
出
、
蔵
宿
の
儀
四
拾
軒
程
御
了
簡
の
御
旗

本
方
有
之
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
の
甲
府
札
差
は
、
甲
府
商
人
八
名
と
江
戸
商
人
一
名
、
都
合
九
名
で

あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
和
泉
屋
源
兵
衛
は
、
ほ
ど
な
く
し
て
江
戸
に
戻
っ
た
ら
し
く
、

甲
府
札
差
の
営
業
は
、
八
名
の
甲
府
商
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。

（
10
）
こ
の
よ
う
に
他
薦
に
よ
っ
て
札
差
業
務
の
請
負
業
者
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
自
ら
望
ん
で

札
差
業
務
に
携
わ
る
商
人
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
ひ
い
て
は
甲
府
札
差
が
利
益
の
薄
い
業
務
と
み
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
11
）
甲
府
に
お
け
る
札
差
業
は
、
米
や
酒
な
ど
、
御
家
人
へ
の
知
行
米
を
原
資
と
し
て
で
き
る
商
売
と
相
性

が
よ
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
兼
ね
る
商
人
が
多
い
。

（
12
）「
惣
会
所
発
端
日
記
」の
冒
頭
に
あ
る「
五
年
以
前
戌
年
御
改
正
被　

仰
渡
」が
、こ
の
寛
政
二
年（
庚
戌
年
）

の
棄
捐
令
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
甲
府
に
お
け
る
寛
政
二
年
の
棄
捐
令
は
、（
一
）
天
明

四
年
ま
で
の
「
古
借
」
は
「
棄
捐
」、（
二
）「
巳
年
」
こ
と
天
明
五
年
以
後
の
借
金
は
知
行
高
一
〇
〇

俵
に
つ
き
金
三
両
ず
つ
の
年
賦
返
済
、
と
い
う
江
戸
で
の
実
施
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。
江
戸
で
の
棄
捐
令
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
７
）
北
原
著
書
参
照
。

（
13
） 「
御
用
達
滞
り
金
返
済
方
願
書
」解
題（
前
掲
註（
5
）『
甲
府
市
史 

史
料
編
』二
二
一
頁
、二
三
三
号
文
書
）。

（
14
）
前
掲
註
（
7
）『
甲
府
市
史 

通
史
編
』
五
九
三
頁
。（

山
梨
県
立
博
物
館
・
甲
府
市
教
育
委
員
会
）
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定
で
あ
っ
た
甲
府
で
は
、
そ
の
実
施
に
時
間
が
か
か
っ
た
も
の
の
、
寛
政
二
年
四
月
、
甲
府

で
も
棄
捐
令
が
実
施
に
移
さ
れ
た

（
（1
（

。
こ
れ
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
札
差
に
対
し
、
幕
府
か
ら

無
利
息
の
下
金
五
〇
〇
両
、
利
息
付
の
下
金
五
〇
〇
両
が
下
付
さ
れ
た
。
こ
の
下
金
の
管
理

を
行
っ
た
の
が
、
今
回
紹
介
す
る
史
料
に
み
ら
れ
る
札
差
会
所
（
下
金
会
所
）
で
あ
る
。

　

文
化
・
文
政
期
か
ら
天
保
期
に
お
け
る
甲
府
札
差
の
経
営
状
況
も
決
し
て
良
好
で
は
な

か
っ
た
ら
し
く
、
た
び
た
び
札
差
仕
法
の
「
改
正
」
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
江
戸
札
差
に

は
命
じ
ら
れ
て
い
な
い
、
甲
府
札
差
独
自
の
「
改
正
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）
年
に
命
じ
ら
れ
た
札
差
仕
法
の
「
改
正
」
は
、
江
戸
札
差

を
対
象
と
し
た
天
保
一
四
年
の
無
利
子
年
賦
返
済
令
や
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
主
法

替
え
（
安
利
年
賦
返
済
令
）
と
関
わ
り
な
く
、
甲
府
札
差
に
の
み
適
用
さ
れ
た
。
同
じ
く
安

政
二
（
一
八
五
五
）
年
の
札
差
貸
出
金
主
法
替
え
も
、
甲
府
札
差
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

明
治
新
政
府
は
、
幕
臣
や
諸
藩
士
の
貸
借
関
係
を
保
障
し
な
か
っ
た
た
め
、
武
士
が
札
差

に
負
っ
て
い
た
借
金
の
多
く
は
踏
み
倒
さ
れ
た

（
（1
（

。
甲
府
札
差
に
つ
い
て
も
同
様
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
商
売
と
し
て
分
の
悪
い
甲
府
札
差
が
、
細
々
と
継
続
し
た
理
由
を
、

北
原
氏
は
「
甲
府
勤
番
支
配
・
町
奉
行
の
支
配
に
応
じ
た
、
勤
番
士
へ
の
御
用
を
達
し
て
い

る
と
い
う
、
城
下
町
商
人
間
で
得
ら
れ
る
信
用
の
厚
さ
」
に
求
め
て
い
る

（
（1
（

。

お
わ
り
に
・「
惣
会
所
発
端
日
記
」
に
つ
い
て

　
「
惣
会
所
発
端
日
記
」は
、右
に
み
た
甲
府
札
差
に
よ
る
札
差
会
所（
下
金
会
所
）に
お
け
る
、

寛
政
六
年
一
一
月
二
三
日
頃
か
ら
、
寛
政
七
年
三
月
二
一
日
ま
で
の
記
録
で
あ
る
。

　

そ
の
特
徴
と
し
て
、
札
差
会
所
の
生
々
し
い
記
録
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

札
差
仲
間
へ
の
通
達
の
控
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
勤
番
役
宅
な
ど
に
呼
び
出
さ
れ
て
受
け
た

口
頭
で
の
通
達
に
つ
い
て
も
、
口
語
交
じ
り
で
そ
の
内
容
を
記
録
し
て
お
り
、
非
常
に
興
味

深
い
。

　

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
寛
政
七
年
二
月
三
日
、
か
ね
て
札
差
仲
間
の
経
営
難
と
そ
の
救
済
を

訴
え
て
い
た
札
差
行
事
の
藤
井
屋
八
郎
兵
衛
・
宅
間
屋
平
兵
衛
、
当
番
の
布
屋
友
右
衛
門
と
、

病
気
の
井
筒
屋
忠
右
衛
門
の
代
理
嘉
兵
衛
ら
は
、
山
手
役
所
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
彼
ら
に
対

し
て
役
人
の
満
田
市
左
衛
門
・
野
尻
吉
五
郎
は
、
札
差
が
仕
法
を
守
っ
て
お
れ
ば
難
渋
に
及

ぶ
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
延
べ
、「
人
之
世
話
を
致
し
候
と
も
、
人
之
世
話
ニ
ハ
不
成
様
可

心
掛
事
ニ
候
」
と
語
っ
た
の
だ
と
い
う
。
札
差
の
世
話
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の
満
田
・
野
尻

両
人
が
、
そ
の
札
差
た
ち
に
対
し
、「
人
の
世
話
を
す
る
の
は
よ
い
が
、
人
の
世
話
に
は
な

ら
な
い
よ
う
に
心
掛
け
よ
」
な
ど
と
言
う
の
だ
か
ら
、
札
差
た
ち
は
内
心
ど
の
よ
う
に
感
じ

た
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
「
仰
」
に
は
、
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
た
「
書
付
」
の
写
し
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

当
然
な
が
ら
先
の
一
言
は
影
も
形
も
見
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
書
面
で
の
通
達
と
口
頭
で

の
通
達
、
両
方
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
あ
た
り
に
、「
惣
会
所
発
端
日
記
」
の
史
料
と
し

て
の
面
白
さ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
他
に
も
勤
番
士
た
ち
の
無
理
や
勝
手
に
耐
え
る
札

差
の
姿
が
垣
間
見
え
、
貸
す
側
と
借
り
る
側
の
身
分
の
違
い
か
ら
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
条
理

に
、
身
分
制
社
会
の
厳
し
さ
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
る
。

　
「
惣
会
所
発
端
日
記
」
を
は
じ
め
と
す
る
十
一
屋
野
口
家
資
料
の
甲
府
札
差
関
係
資
料
か

ら
は
、
甲
府
札
差
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
甲
府
城
下
町
に
お
け
る
商
人
や
武
士
の
関
係
や
、

彼
ら
の
日
常
的
な
活
動
な
ど
、
多
様
な
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
の
資

料
紹
介
を
皮
切
り
に
、
研
究
会
を
継
続
し
、
資
料
の
活
用
に
向
け
て
、
少
し
ず
つ
で
も
前
進

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註（
1
）
内
輪
で
は
こ
れ
を
「
甲
府
町
方
研
究
会
」
と
呼
ん
で
い
る
。
二
〇
一
七
年
四
月
か
ら
二
〇
一
八
年
二
月

ま
で
の
活
動
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。　

　
　
　
　

第
一
回 

二
〇
一
七
年
四
月
二
六
日
（
水
） 

於
：
山
梨
県
立
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　
　

対
象
資
料
・
輪
読
方
法
の
決
定
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容
を
示
す
文
字
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
が
、
か
つ
て
十
一
屋
の

蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
た
状
況
を
あ
る
程
度
復
元
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
（
Ｂ
）
の
野
口
忠
蔵
家
の
家
資
料
は
、
忠
蔵
宛
の
書
簡
や
、
野
口
家
の
蔵
書
な
ど
か
ら
な
る
。

こ
ち
ら
も
数
量
が
膨
大
で
あ
り
、
書
簡
類
に
つ
い
て
は
解
読
も
ほ
と
ん
ど
で
き
て
い
な
い
。

家
資
料
と
し
て
は
近
代
の
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
、
大
木
家
を
は
じ
め
と
す

る
甲
府
の
豪
商
や
、
十
一
屋
の
本
家
が
所
在
す
る
近
江
の
人
々
と
の
や
り
と
り
も
確
認
さ
れ

る
。
内
容
の
解
読
と
分
析
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
甲

府
の
商
人
の
活
動
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
知
る
う
え
で
、
極
め
て
重
要
な
内
容
を
含
む
も
の

と
考
え
ら
れ
る

（
4
（

。

　
（
Ｃ
）
の
甲
府
札
差
関
係
資
料
は
、
甲
府
の
札
差
会
所
（
下
金
会
所
）
に
集
積
さ
れ
て
い

た
と
み
ら
れ
る
古
文
書
群
で
あ
り
、
十
一
屋
野
口
家
が
札
差
行
事
な
ど
の
役
職
を
務
め
た
、

あ
る
い
は
十
一
屋
野
口
家
に
札
差
会
所
が
置
か
れ
る
な
ど
し
た
際
に
十
一
屋
野
口
家
に
移
さ

れ
、
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る

（
5
（

。
今
回
紹
介
す
る
会
所
日
記
の
ほ
か
に
も
、「
御
下
金

御
会
所
」
や
「
月
番
行
事
」
宛
の
書
状
、
若
松
屋
や
高
原
田
（
竹
原
田
）
屋
な
ど
他
の
甲
府

札
差
に
宛
て
ら
れ
た
借
用
証
文
の
よ
う
に
、
十
一
屋
野
口
家
と
は
直
接
関
わ
ら
ず
、
甲
府
の

札
差
会
所
で
作
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
保
管
さ
れ
た
古
文
書
類
が
残
さ
れ
て
い
る
。
甲
府
札
差

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
特
徴
や
性
質
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
れ
も
非
常
に
重
要
な

内
容
を
含
む
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

甲
府
の
商
家
に
関
す
る
資
料
、
特
に
古
文
書
類
と
し
て
は
、
一
万
点
を
超
え
る
大
木
家
資

料
が
、
既
に
山
梨
県
立
博
物
館
の
所
蔵
に
帰
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
群
は
そ
れ
に

勝
る
と
も
劣
ら
な
い
質
量
を
備
え
た
資
料
群
で
あ
る
。
一
刻
も
早
く
公
開
し
、
活
用
に
供
せ

る
よ
う
、
整
理
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
二
）
甲
府
札
差
に
つ
い
て

　

甲
府
に
お
け
る
札
差
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
角
田
（
斎
藤
）
洋
子
氏
と
北
原
進
氏
に

よ
る
数
編
の
研
究
を
数
え
る
の
み
で
あ
る

（
6
（

。
北
原
氏
が
こ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
て
整
理
し

た
、『
甲
府
市
史

（
7
（

』
に
お
け
る
甲
府
札
差
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
現
段
階
で
も
っ
と
も
詳
し

く
甲
府
札
差
の
状
況
を
説
明
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
角
田
（
斎
藤
）・
北
原
両
氏

の
研
究
に
基
づ
き
、「
惣
会
所
発
端
日
記
」
に
関
わ
る
範
囲
で
甲
府
札
差
の
概
要
を
紹
介
し

て
お
き
た
い

（
8
（

。

　

江
戸
で
札
差
仲
間
が
成
立
し
た
直
後
の
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
八
月
、
甲
府
勤
番
支
配

が
成
立
す
る
。
同
年
一
二
月
に
は
、
甲
府
勤
番
士
へ
の
蔵
米
や
借
銭
を
取
り
扱
う
た
め
、
甲

府
で
も
札
差
仲
間
が
結
成
さ
れ
た
。
結
成
時
の
甲
府
札
差
仲
間
に
は
、
若
松
屋
平
八
や
松
坂

屋
清
助
ら
甲
府
商
人
八
名
と
、
江
戸
商
人
の
和
泉
屋
源
兵
衛
が
名
を
連
ね
て
い
る

（
（
（

。
そ
の
口

銭
や
札
差
料
に
つ
い
て
は
、
江
戸
札
差
と
は
異
な
る
、
甲
府
札
差
独
自
の
シ
ス
テ
ム
が
用
い

ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
甲
府
札
差
は
株
仲
間
に
よ
る
独
占
的
営
業
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
た
め
株
数
に
限
定
が
な
く
、
仲
間
外
か
ら
の
参
入
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
い
う
特
徴

が
あ
っ
た
。

　

甲
府
札
差
は
、
そ
の
商
売
相
手
で
あ
る
甲
府
勤
番
士
の
数
が
限
定
さ
れ
て
い
た
う
え
、
彼

ら
の
転
勤
・
病
死
な
ど
に
よ
る
貸
し
倒
れ
の
危
険
が
高
い
と
い
う
よ
う
に
、
構
造
上
の
制
約

か
ら
利
益
を
あ
げ
づ
ら
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
結
成
直
後
の
甲
府
札
差
仲
間
か
ら
も
廃
業

者
が
相
次
い
だ
。
そ
の
た
め
、
甲
府
の
町
年
寄
坂
田
・
山
本
ら
の
推
薦
に
よ
り
、「
勝
手
向

き
宜
き
」
商
人
が
、
札
差
業
の
請
負
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

（
（1
（

。
今
回
紹
介
す
る
「
惣

会
所
発
端
日
記
」
の
な
か
で
も
、
札
差
の
廃
業
に
際
し
て
同
様
の
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
ま

た
米
穀
商
や
酒
造
業
な
ど
、
他
に
多
額
の
利
益
を
生
む
業
種
を
営
ん
で
い
る
商
人

（
（（
（

が
、
札
差

業
を
務
め
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
、
甲
府
札
差
の
特
徴
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
わ

ゆ
る
「
十
八
大
通
」
の
よ
う
な
豪
商
を
輩
出
し
た
江
戸
札
差
と
は
、
そ
の
置
か
れ
た
状
況
が

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
九
月
、
老
中
松
平
定
信
の
主
導
の
も
と
、
い
わ
ゆ
る
棄
捐
令
が

発
布
さ
れ
、
札
差
の
債
権
破
棄
と
貸
金
仕
法
の
改
正
が
命
じ
ら
れ
た
。
札
差
の
経
営
が
不
安



− 63 −46

【
解
題
】

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
二
〇
一
六
年
度
に
山
梨
県
立
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
十
一
屋
野
口
家
資
料
の

う
ち
、「
惣
会
所
発
端
日
記
」
と
表
題
が
付
け
ら
れ
た
冊
子
の
内
容
を
紹
介
す
る
。

　

二
〇
一
七
年
度
、
山
梨
県
立
博
物
館
と
甲
府
市
教
育
委
員
会
の
職
員
有
志
に
よ
り
、
十
一

屋
野
口
家
資
料
の
活
用
を
図
る
た
め
、
研
究
会
を
継
続
的
に
実
施
し
た

（
1
（

。
そ
の
成
果
を
公
表

す
る
に
あ
た
り
、
解
題
と
し
て
、
十
一
屋
野
口
家
資
料
の
概
要
と
、
今
回
紹
介
す
る
「
惣
会

所
発
端
日
記
」
の
背
景
と
な
る
甲
府
札
差
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
史
料

を
理
解
す
る
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
本
解
題
の
執
筆
は
中
野
が
担
当
し
た
。

（
一
）
十
一
屋
野
口
家
資
料
に
つ
い
て

　

十
一
屋
野
口
家
は
、
当
主
が
代
々
忠
蔵
を
称
し
、
甲
府
柳
町
で
酒
屋
・
米
穀
商
・
金
融
業

な
ど
を
営
ん
で
い
た
、甲
府
で
も
有
数
の
豪
商
で
あ
る
。
古
文
書
な
ど
に
は
「
十
一
屋
忠
蔵
」、

「
柳
町
忠
蔵
」
の
名
で
よ
く
現
れ
る
。
家
伝
に
よ
れ
ば

（
2
（

、
一
八
世
紀
初
頭
に
近
江
国
か
ら
甲

府
に
進
出
し
、
当
初
は
飴
を
商
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
飴
の
原
料
で
あ
る
米
を
商
う

よ
う
に
な
り
、
近
江
国
と
甲
斐
国
と
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
酒
や
醤
油
の
販
売
な
ど
、
多
角

的
な
経
営
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
。
寛
政
年
間
以
降
は
甲
府
勤
番
士
を
相
手

と
し
た
札
差
業
も
営
む
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
明
治
時
代
に
は
、
日
本
の
ビ
ー

ル
醸
造
の
先
駆
者
で
あ
る
野
口
正
章
を
輩
出
す
る
な
ど
、
現
代
ま
で
そ
の
家
名
を
脈
々
と
伝

え
て
い
る
。

　

十
一
屋
野
口
家
資
料
は
、
古
文
書
な
ど
の
歴
史
資
料
と
、
祭
礼
用
具
な
ど
の
民
俗
資
料
か

ら
な
っ
て
い
る

（
3
（

。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
歴
史
資
料
は
、
段
ボ
ー
ル
箱
で
一
七
〇
箱
を
超
え
る
大

量
の
古
文
書
群
で
あ
る
。
一
部
に
汚
損
や
虫
損
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
み
れ
ば
状

態
は
極
め
て
良
好
と
い
っ
て
よ
い
。
現
在
収
蔵
や
公
開
に
向
け
た
整
理
を
進
め
て
い
る
最
中

で
あ
る
が
、
そ
の
量
が
膨
大
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
全
容
は
未
だ
明
ら
か
に
は
で
き
て
い
な

い
。
ご
く
一
部
で
は
あ
る
が
、
整
理
作
業
を
行
っ
た
結
果
、
確
認
で
き
た
範
囲
で
は
、
古
い

も
の
で
は
明
和
・
安
永
年
間
の
古
文
書
が
あ
る
。
量
と
し
て
多
い
の
は
寛
政
以
降
、
幕
末
に

至
る
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
資
料
も
多
い
。

　

当
該
資
料
群
は
、
大
き
く
分
け
て
三
種
類
の
資
料
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、（
Ａ
）
十
一
屋
野
口
家
の
経
営
資
料
、（
Ｂ
）
野
口
忠
蔵
家
の
家
資
料
、（
Ｃ
）

甲
府
札
差
関
係
資
料
、
の
三
種
で
あ
る
。

　
（
Ａ
）
の
経
営
資
料
は
、
大
量
の
帳
簿
類
を
中
心
と
し
て
い
る
。
米
穀
や
酒
、
醤
油
、
度

量
衡
な
ど
多
種
多
様
な
十
一
屋
の
業
種
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
通
帳
や
大
福
帳
と
名
付
け

ら
れ
た
横
半
帳
が
残
さ
れ
て
い
る
。
厚
さ
が
五
〇
セ
ン
チ
を
超
え
る
分
厚
い
帳
簿
も
多
く
、

地
方
都
市
の
豪
商
の
経
営
資
料
と
し
て
は
、
全
国
的
に
み
て
も
極
め
て
稀
な
質
と
量
を
備
え

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
帳
面
の
小
口
に
は
東
西
南
北
の
方
角
や
「
酒
」・「
醤
」
な
ど
の
内

《
資
料
紹
介
》

「
寛
政
六
年
十
一
月
　
惣
会
所
発
端
日
記
」（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵 

十
一
屋
野
口
家
資
料
の
う
ち
）

中
野 

賢
治
・
海
老
沼 

真
治
・
小
畑 

茂
雄
・
小
林 

可
奈
・
堀
内 

亨
・
宮
澤 

富
美
恵
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註（
1
）
会
期
は
平
成
二
九
年
一
〇
月
七
日
〜
一
二
月
四
日
。
な
お
以
下
、
本
稿
で
同
展
覧
会
に
言
及
す
る
際
は
、

「
甲
府
徳
川
家
」
展
と
表
記
す
る
。

（
2
）
徳
川
綱
重
位
牌
に
つ
い
て
は
、「
甲
府
徳
川
家
」
展
に
お
い
て
実
物
を
展
示
し
た
。
展
覧
会
図
録
『
甲

府
徳
川
家
―
六
代
将
軍
家
宣
を
生
ん
だ
知
ら
れ
ざ
る
名
門
―
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
七
年

一
〇
月
）、
図
版
番
号
五
〇
。
な
お
後
述
の
歴
代
将
軍
位
牌
は
、
同
書
の
図
版
番
号
四
九
で
あ
る
。

（
3
）
前
掲
註
（
１
）
展
覧
会
図
録
八
四
頁
、「
四
九
、
歴
代
将
軍
（
家
康
・
秀
忠
・
家
光
・
家
綱
）
位
牌
・

五
〇
、
徳
川
綱
重
位
牌
」
の
項
。

（
4
）
以
下
、本
稿
で
は
、当
該
資
料
に
つ
い
て
「
歴
代
将
軍
位
牌
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
歴
代
将
軍
の
位
牌
は
、『
臼

田
町
誌 

第
四
巻 

近
世
編
』（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
三
九
頁
に
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
、
そ
の
存
在
は
既

に
知
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
で
扱
う
徳
川
綱
重
位
牌
は
、
こ
の
歴
代
将
軍
位
牌
の
調
査
の
過
程
で
、
今
回

新
た
に
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
巻
頭
図
版
1
参
照
。

（
6
）
以
下
、
位
牌
の
部
分
の
呼
称
に
つ
い
て
は
現
在
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。

（
7
）
巻
頭
図
版
2
参
照
。

（
8
）
本
資
料
の
底
部
に
つ
い
て
、
赤
外
線
撮
影
を
行
っ
た
が
、
墨
書
の
判
読
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、

徳
川
綱
重
位
牌
の
底
部
に
つ
い
て
も
赤
外
線
撮
影
を
行
っ
た
が
、
目
視
で
確
認
で
き
る
以
上
の
墨
書
は

見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

（
（
）
岩
渕
令
治
氏
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
、
全
て
の
大
名
が
江
戸
と
そ
の
近
郊
に
菩
提
所
と
な
る
寺
院
を

持
っ
て
い
た
と
い
う
（
岩
渕
令
治
「
大
名
家
墓
所
が
語
る
近
世
社
会
」『
月
刊
文
化
財
』
六
二
六
号
、

二
〇
一
五
年
一
一
月
）。

（
10
）
綱
重
位
牌
が
先
行
し
て
延
宝
六
年
か
ら
同
八
年
の
間
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
底

部
の
墨
書
の
共
通
性
な
ど
か
ら
、
両
者
は
一
具
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
は
考

え
て
い
る
。

（
11
）
本
来
で
あ
れ
ば
、
幕
藩
領
主
の
墓
所
や
位
牌
所
に
関
す
る
研
究
も
整
理
し
た
う
え
で
、
本
資
料
の
事
例

と
し
て
の
位
置
づ
け
を
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
用
意
が
な
い
。
本
資
料
は
、
祭
祀
を
介
し
た

甲
府
徳
川
家
の
佐
久
郡
支
配
と
深
く
結
び
つ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
資
料

の
紹
介
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
、
詳
細
な
分
析
・
考
察
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
12
）
堀
江
登
志
実
「
徳
川
将
軍
家
位
牌
安
置
と
大
樹
寺
」（『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要
』
第
五
四
輯
、

二
〇
〇
九
年
三
月
）。

（
13
）
こ
の
点
に
関
し
て
、
神
宮
寺
が
甲
府
徳
川
家
と
何
ら
か
の
特
別
な
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
で
き

る
が
、そ
の
徴
証
が
確
認
で
き
て
い
な
い
。
両
者
の
関
係
の
解
明
に
つ
い
て
も
、今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
14
）
前
掲
註
（
12
）
堀
江
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
に
よ
れ
ば
、
寺
側
が
制
作
し
た
七
代
家
継
ま
で
の

位
牌
と
、
幕
府
が
制
作
し
た
八
代
吉
宗
以
降
の
位
牌
と
は
、
明
ら
か
に
造
り
が
異
な
っ
て
い
る
。

（
15
）
拙
稿
「
甲
府
藩
の
藩
領
分
布
と
そ
の
藩
政
｜
甲
府
徳
川
家
時
代
の
甲
府
藩
に
関
す
る
基
礎
的
分
布
｜
」

（『
山
梨
県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
二
集
、
二
〇
一
八
年
三
月
）。

付
記

　

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
所
蔵
者
の
神
宮
寺
様
、
多
福
寺
様
、
山
崎
哲
人
様
に
は
、
資
料

調
査
お
よ
び
「
甲
府
徳
川
家
」
展
で
の
展
示
に
際
し
て
、
多
大
な
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ

い
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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な
い
が
、
お
そ
ら
く
大
樹
寺
の
事
例
と
同
様
に
、
甲
府
徳
川
家
と
の
関
係
を
強
化
、
な
い
し

は
誇
示
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
、
安
置
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
甲
府
城
を
拠
点

と
し
、「
甲
府
宰
相
」
と
呼
ば
れ
た
甲
府
徳
川
家
に
と
っ
て
、
そ
の
所
領
で
あ
る
信
濃
国
佐

久
郡
と
の
関
係
強
化
は
、
ひ
と
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
位
牌
の
制
作
者

　

こ
こ
で
ひ
と
つ
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
位
牌
が
、
徳
川
綱
豊
、
す
な
わ
ち
大
名
と

し
て
の
甲
府
徳
川
家
が
制
作
さ
せ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
神
宮
寺
が
制
作
し
た
も
の
か
と
い

う
点
で
あ
る
。

　

仮
に
、
大
名
で
あ
る
甲
府
徳
川
家
側
が
こ
れ
ら
の
位
牌
を
制
作
さ
せ
た
と
考
え
る
と
、
甲

府
徳
川
家
の
家
督
を
継
承
し
た
綱
豊
が
、
地
域
の
核
と
な
る
寺
院
に
、
亡
父
の
位
牌
と
と
も

に
歴
代
将
軍
の
位
牌
を
祀
ら
せ
る
こ
と
で
、
領
民
に
対
し
て
、
そ
の
支
配
の
根
拠
と
し
て
、

将
軍
に
連
な
る
血
筋
を
強
調
し
て
み
せ
た
、
と
い
う
構
図
に
な
る
。
一
見
、
非
常
に
わ
か
り

や
す
く
、
筋
は
通
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

だ
が
、
綱
豊
が
位
牌
を
作
ら
せ
て
領
内
に
配
布
し
た
と
す
れ
ば
、
他
に
も
こ
う
し
た
位
牌

が
甲
府
徳
川
家
の
所
領
で
あ
っ
た
甲
斐
国
や
信
濃
国
に
残
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
甲
府
徳
川
家
の
所
領
で
あ
っ
た
地
域
に
お
い
て
、
こ
う
し
た

事
例
は
こ
れ
以
外
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
位
牌
を
甲
府
徳
川
家
側

が
制
作
さ
せ
た
と
す
る
に
は
、
決
め
手
を
欠
く
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

一
方
、
神
宮
寺
側
が
こ
れ
ら
の
位
牌
を
制
作
し
た
と
み
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
の

大
樹
寺
の
事
例
の
よ
う
に
、
甲
府
藩
領
内
の
寺
院
と
し
て
、
大
名
と
特
別
の
関
係
を
主
張
し
、

有
利
な
措
置
を
引
き
出
す
手
が
か
り
と
し
た
、
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、

神
宮
寺
に
は
、
徳
川
綱
重
を
は
じ
め
、
徳
川
家
の
人
物
の
墓
は
存
在
せ
ず
、
墓
所
や
位
牌
所

に
指
定
さ
れ
た
と
い
う
記
録
も
な
い
。
位
牌
を
祀
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
な
ん
ら
か
の

特
権
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
領
主
の
位
牌
を
自
発

的
に
作
っ
て
祀
る
こ
と
で
大
名
と
特
別
の
関
係
が
主
張
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
や
は

り
こ
れ
も
、
他
で
同
様
の
事
例
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
（1
（

。

　

底
部
の
墨
書
の
記
号
な
ど
か
ら
、
一
時
期
に
大
量
に
制
作
さ
れ
た
も
の
の
一
部
と
み
れ
ば
、

甲
府
徳
川
家
に
よ
っ
て
制
作
が
命
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
大

樹
寺
の
位
牌
の
例

（
（1
（

と
見
比
べ
る
と
、
造
り
の
素
朴
さ
な
ど
か
ら
、
寺
側
で
制
作
し
た
も
の
と

も
い
え
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
事
例
や
関
連
資
料
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
双
方
の
可
能
性
と

も
に
決
め
手
が
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
今
後
の
継
続
調
査
に
よ
り
、
考
察
が
深
ま

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

甲
府
徳
川
家
と
そ
の
歴
代
当
主
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な

く
、
ほ
と
ん
ど
研
究
対
象
に
も
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
甲
府
徳
川
家
」
展
の

開
催
に
際
し
、
事
前
調
査
に
よ
っ
て
様
々
な
こ
と
が
判
明
し
た
。
本
稿
で
紹
介
し
た
位
牌
の

「
発
見
」
も
、
そ
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
他
の
幕
領
や
諸
藩
で
は
当
然
の
よ
う
に
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
さ
え
も
、

甲
府
徳
川
家
の
甲
府
藩
で
は
不
明
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
右
に
み
た
、
位
牌
の
制
作
主
体
と

そ
の
背
景
な
ど
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
別
稿

（
（1
（

で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
甲
府
徳
川
家
支
配

期
の
甲
府
藩
に
関
す
る
研
究
は
、
む
し
ろ
展
覧
会
が
終
わ
っ
た
今
、
緒
に
就
い
た
ば
か
り
と

い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
展
覧
会
は
決
し
て
到
達
点
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
時
点
ま

で
の
研
究
の
「
可
視
化
」
に
す
ぎ
な
い
。
本
稿
で
紹
介
し
た
位
牌
を
は
じ
め
、「
甲
府
徳
川
家
」

展
で
扱
っ
た
様
々
な
資
料
に
ふ
れ
て
、
こ
れ
か
ら
も
継
続
し
た
調
査
・
研
究
を
続
け
て
い
く

必
要
を
、
改
め
て
実
感
し
て
い
る
。
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か
れ
て
い
な
い
。
基
台
部
は
、
一
般
に
茄
子
座
と
呼
ば
れ
る
く
び
れ
の
部
分
が
二
ヶ
所
設
け

ら
れ
て
お
り
、
上
部
の
蓮
弁
を
彫
り
だ
し
た
部
分
が
二
・
五
㎝
、
一
つ
目
の
茄
子
座
が
一
・
五

㎝
、
下
部
の
雲
を
彫
り
だ
し
た
部
分
が
二
・
五
㎝
、
二
つ
目
の
茄
子
座
が
一
・
五
㎝
、
受
け
座
・

框
座
に
あ
た
る
七
・
五
㎝
の
部
分
か
ら
な
る
。

　

こ
ち
ら
も
底
部
に
は
墨
書
が
あ
る
。
判
読
が
困
難
な
箇
所
も
あ
る
が
、
上
部
右
か
ら
順
に

「
□（

御
カ
（ □

□
」

（
8
（

、「
宣
栄
」、「
ほ
ノ
二
」、
上
下
を
反
転
さ
せ
て
「
□
決
」、「
□
半
」、「
木
吉
」、「
メ

は
口
」
な
ど
と
い
っ
た
文
字
が
あ
る
。
徳
川
綱
重
位
牌
底
部
の
墨
書
と
筆
跡
が
似
通
っ
て
お

り
、人
名
と
み
ら
れ
る
「
宣
栄
」
の
文
字
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
綱
重
位
牌
の
「
と
ノ
四
」、

歴
代
将
軍
位
牌
の
「
ほ
ノ
二
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
い
ろ
は
」
と
数
字
を
組
み
合
わ
せ
た
記
号

と
み
る
こ
と
が
で
き
、
さ
き
の
「
宣
栄
」
の
名
と
あ
わ
せ
て
、
こ
の
二
つ
の
位
牌
が
一
具
の

も
の
と
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

二　

資
料
の
位
置
づ
け

（
一
）
領
主
の
位
牌
と
寺
院

　

徳
川
綱
重
は
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
九
月
一
四
日
、江
戸
の
桜
田
御
殿
で
没
し
た
。
通
例
、

大
名
が
亡
く
な
る
と
、
墓
所
は
そ
の
所
領
か
江
戸
の
い
ず
れ
か
に
設
定
さ
れ
る

（
（
（

。
甲
府
徳
川

家
の
場
合
、
綱
重
も
綱
豊
も
、
一
度
も
甲
斐
国
や
信
濃
国
を
訪
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
か
、
そ
の
墓
所
は
徳
川
将
軍
家
ゆ
か
り
の
増
上
寺
に
置
か
れ
た
。
甲
府
徳
川
家
の

所
領
と
な
っ
た
甲
斐
国
・
信
濃
国
に
は
彼
ら
の
墓
所
は
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
設

定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

位
牌
の
制
作
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
甲
府
徳
川
家
初
代
の
徳
川
綱
重
の
位
牌
で
あ
る
と

い
う
こ
と
や
、
歴
代
将
軍
の
位
牌
が
四
代
家
綱
ま
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
手
掛
か
り
と
な

ろ
う
。
延
宝
六
年
、
綱
重
の
死
没
を
う
け
て
、
徳
川
綱
豊
（
の
ち
の
六
代
将
軍
家
宣
）
が
甲

府
徳
川
家
の
家
督
を
継
承
し
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
は
ま
だ
四
代
家
綱
が
存
命
で
あ
っ
た
。

家
綱
没
後
、
五
代
綱
吉
が
将
軍
と
な
る
の
は
延
宝
八
年
で
あ
り
、
歴
代
将
軍
位
牌
が
作
成
さ

れ
う
る
の
は
こ
れ
以
降
、
綱
吉
が
没
す
る
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時

点
で
あ
ろ
う
。
先
に
み
た
と
お
り
、
両
者
に
は
一
具
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
特
徴
が
見
い
だ

せ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
位
牌
の
製
作
時
期
は
延
宝
八
年
か
ら
、
綱
豊
が
江
戸
城
に
入
る
宝
永

元
年
の
間
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

（
（1
（

。

　

江
戸
幕
府
の
歴
代
将
軍
を
は
じ
め
、
近
世
の
幕
藩
領
主
の
位
牌
を
め
ぐ
る
研
究
は
さ
ほ
ど

多
く
は
な
い
。
墓
所
や
位
牌
所
に
関
す
る
研
究
は
蓄
積
が
あ
る
が

（
（（
（

、
位
牌
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
寺
院
の
調
査
報
告
書
な
ど
で
数
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
い
ま

だ
そ
の
事
例
を
蓄
積
す
る
段
階
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

数
少
な
い
将
軍
位
牌
を
め
ぐ
る
研
究
と
し
て
、
堀
江
登
志
実
氏
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る

（
（1
（

。

堀
江
氏
は
、
大
樹
寺
（
愛
知
県
岡
崎
市
）
に
伝
わ
る
歴
代
将
軍
の
位
牌
に
関
し
て
、
七
代
家

継
ま
で
の
位
牌
と
八
代
吉
宗
以
降
の
位
牌
と
の
違
い
や
、
大
樹
寺
に
伝
わ
っ
た
古
文
書
な
ど

か
ら
、
大
樹
寺
が
家
康
以
来
の
菩
提
所
と
し
て
の
由
緒
を
主
張
し
、
吉
宗
没
後
に
は
幕
府
に

よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
位
牌
が
安
置
さ
れ
、
大
樹
寺
の
修
復
に
幕
府
の
支
援
が
与
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

本
資
料
を
伝
え
る
神
宮
寺
に
は
、
関
連
す
る
古
文
書
な
ど
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ

の
位
牌
が
同
寺
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
推
測
す
る
よ
り

写真２　歴代将軍位牌底部
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は
じ
め
に

　

山
梨
県
立
博
物
館
平
成
二
九
年
度
企
画
展
「
甲
府
徳
川
家
―
六
代
将
軍
家
宣
を
生
ん
だ
知

ら
れ
ざ
る
名
門
―
」
展

（
1
（

の
準
備
過
程
に
お
い
て
、神
宮
寺
・
多
福
寺
（
と
も
に
長
野
県
佐
久
市
）

で
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
徳
川
家
光
の
子
で
、
甲
府
徳
川
家
の
初
代
と
な
っ
た

徳
川
綱
重
（
一
六
四
四
―
七
八
）
の
位
牌
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た

（
2
（

。
こ
の
綱
重
の
位
牌
に
つ

い
て
は
、
展
覧
会
図
録
の
「
資
料
解
説
」
で
も
簡
単
に
紹
介
し
た
が

（
3
（

、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、

充
分
な
考
察
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
綱
重
の
位
牌
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
情
報
を
整
理
し
、
あ
わ
せ
て
同
寺
所
蔵
の
歴

代
将
軍
（
家
康
・
秀
忠
・
家
光
・
家
綱
）
位
牌

（
4
（

に
つ
い
て
も
紹
介
を
行
い
、
そ
の
歴
史
的
な

位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。

一　

資
料
の
概
要

（
一
）
徳
川
綱
重
位
牌

　

徳
川
綱
重
の
位
牌

（
5
（

は
、
総
高
四
八
・
〇
㎝
、
札
板

（
6
（

は
上
部
が
若
干
膨
ら
み
、
下
部
に
か
け

て
緩
や
か
に
す
ぼ
ま
っ
て
い
く
形
状
で
あ
り
、
幅
は
最
大
部
が
八
・
五
㎝
、
最
小
部
で
八
・
〇

㎝
。
厚
さ
は
一
・
八
㎝
で
あ
る
。
札
板
上
部
に
梵
字
「
ア
」
を
置
き
、「
清
陽

（
楊
（院

殿
圓
譽
天
安

永
和
大
居
士
」
と
徳
川
綱
重
の
法
号
を
記
し
、
下
部
に
「
神
祇
」
と
彫
り
つ
け
て
い
る
。
裏

面
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
基
台
部
は
、
受
け
花
と
上
花
と
呼
ば
れ
る
部
分
の
区
別
が

な
く
、
蓮
弁
を
彫
り
だ
し
た
三
・
〇
㎝
の
部
分
、
茄
子
座
に
相
当
す
る
二
・
〇
㎝
の
部
分
、
返

り
花
に
相
当
す
る
五
・
五
㎝
の
部
分
、
受
け
座
・
框
座
に
あ
た
る
三
・
〇
㎝
の
部
分
か
ら
な
る
。

　

底
部
に
は
墨
書
が
あ
り
、
上
部
右
か
ら
順
に
「
木
市
」、「
卜
半
」、「
と
ノ
四
」、「
六
寸
」、「
宣

栄
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
歴
代
将
軍
位
牌

　

歴
代
将
軍
の
位
牌

（
7
（

は
、
総
高
四
八
・
〇
㎝
、
札
板
は
徳
川
綱
重
位
牌
と
異
な
り
長
方
形
で

あ
り
、幅
は
一
二
・
〇
㎝
、厚
さ
は
二
・
〇
㎝
で
あ
る
。
札
板
上
部
に
梵
字
「
ア
」
を
置
き
、「
東

照
大
権
現
」、「
台
徳
院
殿
」、「
大
猷
院
殿
」、「
厳
有
院
殿
」
と
初
代
家
康
か
ら
四
代
家
綱
ま

で
の
神
号
・
院
号
を
記
し
、
下
部
に
「
各
尊
儀
」
と
彫
り
つ
け
て
い
る
。
裏
面
に
は
何
も
書

《
資
料
紹
介
》

徳
川
綱
重
位
牌
お
よ
び
歴
代
将
軍
（
家
康
・
秀
忠
・
家
光
・
家
綱
）
位
牌
（
神
宮
寺
蔵
）

中
　
野
　 

賢
　
治

山梨県立博物館研究紀要　第12集　2018

写真１　徳川綱重位牌底部



− 58 − 51



− 57 −52

　

ま
た
本
稿
は
、日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業　

学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金　

若
手
研
究B

「
包

装
紙
等
の
実
用
的
作
例
に
お
け
る
浮
世
絵
師
の
画
業
研
究
」（
研
究
課
題
番
号
：16K16738

）
に
よ
る
成
果

の
一
部
で
す
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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（
23
）
国
芳
落
款
の
あ
る
作
品
で
多
色
摺
で
は
あ
る
が
、
疱
瘡
の
疫
神
と
対
峙
す
る
源
為
朝
を
描
い
た
錦
絵
等

が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
疱
瘡
絵
は
必
ず
し
も
紅
摺
り
と
は
限
ら
な
い
（
藤
岡
里
子
『
浮
世
絵
の
な
か
の

江
戸
玩
具　

消
え
た
み
み
ず
く
、
だ
る
ま
が
笑
う
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）。
ま
た
、「
新
板
大

江
戸
名
所
双
六
」
中
で
淡
島
屋
の
軽
焼
き
が
入
っ
て
い
る
菓
子
袋
（
図
2
）
も
、
赤
一
色
で
は
な
く
多

色
摺
で
表
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
浅
草
に
あ
っ
た
淡
嶋
（
志
満
）
伊
賀
と
い
う
菓
子
屋
の
製
品
の
よ
う
で
あ
る
（
後
藤
恭
子
〔
編
〕『
病

と
祈
り
の
歳
時
記
―
さ
ま
ざ
ま
な
健
康
へ
の
願
い
―
』
内
藤
記
念
く
す
り
博
物
館
、
一
九
九
四
年
）。

（
25
）『
子
ど
も
の
領
分
』
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
一
九
九
七
年
。

（
26
）
同
じ
版
元
印
を
京
都
の
版
元
山
城
屋
佐
兵
衛
も
使
用
し
て
い
る
（Andreas M

arks, 2011, Publishers 

of Japanese W
oodblock Prints: A Com

pendium
, Leiden &

 Boston: H
otei Publishing.

）。

（
27
）
本
印
と
類
似
す
る
版
元
印
を
高
田
屋
竹
蔵
、
佐
々
木
豊
吉
な
ど
が
使
用
し
て
い
る
（Andreas M

arks, 

2011, Publishers of Japanese W
oodblock Prints: A Com

pendium
, Leiden &

 Boston: H
otei 

Publishing.

）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
丸
で
囲
ま
れ
て
お
ら
ず
、「
久・
」
だ
け
で
あ
り
、
該
当

の
版
元
が
本
印
も
使
っ
て
い
た
と
は
明
言
で
き
な
い
。

（
28
）
本
印
は
丸
屋
清
次
郎
と
清
水
屋
常
次
郎
ら
が
用
い
て
い
た
版
元
印
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
が
使
っ
て
い
た

も
の
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

（
2（
）
前
掲
中
（
1
）
参
照
。

（
30
）Andreas M

arks, 2011, Publishers of Japanese W
oodblock Prints: A Com

pendium
, Leiden &

 

Boston: H
otei Publishing.

（
31
）
前
掲
中
（
30
）
参
照
。

（
32
）
鰍
沢
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
〔
編
〕『
鰍
沢
町
誌
』（
資
料
編
）』
鰍
沢
町
役
場
、
二
〇
〇
六
年
。

（
33
）『
鰍
沢
町
誌
（
資
料
編
）』
所
収
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
宮
澤
富
美
恵
氏
（
甲
府
市
教
育
委
員
会
）
よ
り

御
教
示
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
34
）
若
尾
資
料
（
歴-2005-00（-000（68

）
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
。

（
35
）
甲
州
文
庫
（
歴-2005-003-020561

）
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
。

（
36
）
資
料
番
号
4
は
、「
東
南
湖
書
物
入
」、「
兼
帯
一
件
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が
、
筆
致
の
異
な
る

字
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
使
用
用
途
も
異
な
る
た
め
、
再
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
37
）『
日
本
書
誌
学
体
系　

三
十
一
（
六
）
木
村
仙
秀
集　

六
』
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
四
年
。

（
38
）
野
口
二
郎
「
団
十
郎
と
甲
府
繁
栄
記
」（『
甲
斐
拾
遺
』
山
梨
日
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
）。

（
3（
）
甲
州
文
庫
（
歴-2005-003-005582

）
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
。

（
40
）
甲
州
文
庫
（
歴-2005-003-005584

）
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
。

（
41
）『
甲
州
食
べ
も
の
紀
行
―
山
国
の
豊
か
な
食
文
化
―
』
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
〇
八
年
。

（
42
）
一
部
句
読
点
は
筆
者
に
よ
る
。

（
43
）
前
掲
中
（
38
）
参
照
。

（
44
）
前
掲
中
（
38
）
参
照
。

（
45
）
前
掲
中
（
38
）
参
照
。

（
46
）
甲
州
文
庫
（
歴-2005-003-023151

）
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
。

（
47
）
前
掲
中
（
38
）
参
照
。

（
48
）
前
掲
中
（
1
）
参
照
。

（
4（
）
甲
州
文
庫
（
歴-2005-003-023145

）
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
。

（
50
）
浅
野
秀
剛
『
浮
世
絵
細
見
』
講
談
社
、
二
〇
一
七
年
。

（
51
）
古
文
書
の
書
き
下
し
文
を
掲
載
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
中
野
賢
治
氏
（
山
梨
県
立
博
物
館
）
及
び
小
林

可
奈
氏
（
同
館
）
よ
り
御
協
力
を
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

【
図
版
出
典
】

図
版
3
〜
7
、
図
3
、
4
、
6
（
左
部
分
）、
8
（
上
部
分
）、
15
、
16
、
18
〜
21　

菓
子
画
像
一
覧
全
て

山
梨
県
立
博
物
館
蔵　

竹
本
春
二
氏
撮
影

図
1　

ア
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
東
京
蔵　

画
像
提
供

図
2
、
6
（
右
部
分
）、
12　

国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
の
画
像
転
載

図
5
、
7
、
8
（
下
部
分
）、
11　

吉
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

執
筆
者
撮
影

図
（　

虎
屋
文
庫
蔵　

執
筆
者
撮
影

図
10　

㈱
山
星
屋
蔵　

執
筆
者
撮
影

図
13
、
14
、
17　

山
梨
県
立
博
物
館
蔵　

執
筆
者
撮
影

【
付
記
】

　

本
稿
執
筆
の
た
め
、
各
所
蔵
施
設
の
皆
様
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
画
像
掲
載
を
お
許
し
く
だ
さ
い
ま

し
た
、
ア
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
東
京
の
吉
田
雅
子
様
、
虎
屋
文
庫
の
今
村
規
子
様
、
中
山
圭
子
様
、
株
式
会
社

山
星
屋
の
森
宜
資
子
様
、
吉
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
吉
田
隆
一
様
に
は
と
り
わ
け
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま

し
た
こ
と
を
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
虎
屋
文
庫
の
今
村
様
及
び
中
山
様
に
は
、
菓
子
袋
に
関
す
る

論
考
及
び
所
蔵
先
を
も
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
作
例
は
菓
子
屋
の
往
時
の
状
況
が
わ
か
る
上
、
浮
世
絵
師
の

知
ら
れ
ざ
る
仕
事
の
一
端
を
も
示
す
、
好
事
例
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
菓
子
袋
に
つ
い
て
の
概
要
を
述
べ
、
当
館
所
蔵
の
菓
子
袋
に
つ
い
て
紹
介
を

行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
菓
子
袋
に
施
さ
れ
た
絵
柄
の
考
察
等
を
行
い
、
錦
絵
が
様
々
な
形
で

利
用
さ
れ
て
い
る
点
や
、
裏
面
の
書
き
入
れ
よ
り
、
多
く
の
菓
子
袋
が
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
で

再
利
用
さ
れ
て
い
る
点
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
甲
府
の
菓
子
屋
、
升
屋
と
国
芳
と
の
関
わ
り

を
中
心
に
明
記
し
、
両
者
の
関
わ
り
の
深
さ
を
改
め
て
提
示
し
た
。

　

今
後
は
当
館
の
菓
子
袋
考
察
を
さ
ら
に
進
め
る
と
と
も
に
、
他
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
に
見
ら

れ
る
菓
子
袋
の
考
察
等
も
行
い
、
比
較
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
謎
が
多
い
菓
子
袋
に
つ

い
て
、
そ
の
制
作
背
景
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
錦
絵
制
作
や
浮
世
絵
師
の
仕
事
の

新
た
な
一
面
が
見
え
て
く
る
他
、
当
時
の
生
活
に
つ
い
て
も
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

【
註
】

（
1
）
浅
野
秀
剛
「
菓
子
袋
・
菓
子
箱
と
商
標
」（『
和
菓
子
』
第
十
九
号
、
虎
屋
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）。

（
2
）
花
咲
一
男
『
江
戸
の
商
標
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八
七
年
。

（
3
）
前
掲
中
（
1
）
参
照
。

（
4
）『
―
錦
絵　

太
平
喜
餅
酒
多
多
買
―　

た
い
へ
い
き
も
ち
さ
け
た
た
か
い　
「
お
菓
子
と
お
酒
の
大
合
戦
」

展
』
虎
屋
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
。

（
5
）
前
掲
中
（
4
）
参
照
。

（
6
）
前
掲
中
（
1
）
参
照
。

（
7
）
巻
煎
餅
が
入
っ
て
い
る
贈
答
用
の
箱
に
貼
っ
て
あ
る
も
の
は
、
先
述
し
た
英
一
蝶
に
よ
る
菓
子
商
標
で

あ
る
。
本
商
標
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の『
江
戸
時
代
名
物
集
』な
ど
に
商
標
部
分
が
貼
ら
れ
て
お
り
、

現
存
作
例
が
確
認
で
き
る
。

（
8
）
前
掲
中
（
1
）
参
照
。

（
（
）
基
本
的
に
袋
の
形
状
を
保
っ
て
い
る
資
料
の
み
の
情
報
と
な
る
。
菓
子
袋
表
面
の
絵
や
菓
子
商
標
の
部

分
の
み
を
切
り
抜
き
、
貼
交
帳
等
に
収
め
て
い
る
資
料
に
つ
い
て
は
除
外
す
る
。

（
10
）
上
野
晴
朗
氏
が
収
集
し
た
菓
子
袋
に
つ
い
て
は
、上
野
氏
本
人
が
記
し
た
紹
介
文
「
菓
子
袋
」（『
江
戸
っ

子
』
第
十
号
、
江
戸
っ
子
編
集
室
、
一
九
七
六
年
）
が
あ
る
が
、
そ
の
後
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ

と
は
な
い
。

（
11
）
分
野
別
番
号
と
は
、
山
梨
県
立
博
物
館
の
所
蔵
資
料
検
索
シ
ス
テ
ム
上
で
資
料
に
付
記
さ
れ
た
登
録
番

号
で
あ
り
、
表
1
で
は
歴
か
ら
始
ま
る
番
号
を
指
す
。
な
お
、
旧
か
ら
始
ま
る
番
号
は
旧
番
号
を
指
し

て
お
り
、
分
野
別
番
号
が
ま
だ
付
記
さ
れ
て
い
な
い
資
料
と
な
る
。

（
12
）
登
録
名
称
と
は
、
山
梨
県
立
博
物
館
の
所
蔵
資
料
検
索
シ
ス
テ
ム
上
で
登
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
名
称

に
な
る
。
な
お
、
広
告
集
に
貼
ら
れ
た
菓
子
袋
に
関
し
て
は
、
広
告
集
自
体
は
当
館
の
所
蔵
資
料
検
索

シ
ス
テ
ム
に
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
資
料
一
点
ず
つ
に
つ
い
て
は
特
に
名
称

が
登
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
筆
者
が
本
稿
を
記
す
に
あ
た
り
付
け
た
名
称
に
な
る
。

（
13
）
資
料
番
号
と
は
、
本
表
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
掲
載
順
に
資
料
に
機
械
的
に
割
り
振
っ
た
番
号
で
あ
り
、

本
稿
の
中
で
（
資
料
番
号
1
）
な
ど
と
記
し
た
場
合
は
、
本
番
号
に
該
当
す
る
資
料
を
指
し
て
い
る
も

の
と
す
る
。

（
14
）
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
年
）、世
界
保
健
機
関
が
地
球
上
か
ら
の
天
然
痘
根
絶
宣
言
を
出
し
て
い
る
。

（
15
）
飯
島
虚
心
『
日
本
繪
類
考
』
一
九
〇
〇
年
。

（
16
）
前
掲
中
（
2
）
参
照
。

（
17
）
前
掲
中
（
1
）
参
照
。

（
18
）
近
江
八
景
は
、
近
江
国
（
現
滋
賀
県
）
に
あ
る
琵
琶
湖
南
部
の
美
し
い
八
つ
の
景
勝
地
の
こ
と
を
指
す
。

中
国
洞
庭
湖
の
瀟
湘
八
景
に
ち
な
ん
で
、
戦
国
時
代
に
公
家
や
五
山
の
詩
僧
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
と

も
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
前
関
白
近
衛
政
家
・
尚
通
父
子
が
選
定
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

（
1（
）「
三
井
晩
鐘
」
の
他
、「
石
山
秋
月
」「
矢
橋
帰
帆
」「
堅
田
落
雁
」
の
三
図
が
描
か
れ
、
裁
断
用
の
線
も

摺
ら
れ
て
い
る
。

（
20
）
吉
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
絵
部
分
法
量
（
縦
十
三
×
横
十
六
・
一
㎝
）、
当
館
所
蔵
菓
子
袋
の
絵
部
分
法
量

（
縦
十
二
・
七
×
横
十
六
・
三
㎝
）。

（
21
）
拙
稿
「
錦
絵
作
品
の
制
作
背
景
―
英
泉
・
国
貞
作
品
を
手
が
か
り
に
」（『
太
田
記
念
美
術
館
紀
要　

浮

世
絵
研
究　

第
六
号
』
太
田
記
念
美
術
館
、
二
〇
一
五
年
）。

（
22
）
前
掲
中
（
1
）
参
照
。
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参
上
仕
候
。
ま
づ
ハ
い
そ
ぎ
の

　
　

悪
筆
御
用
し
や

　
　

御
中
て
末
な
か
ら

　
　

御
家
内
中
ニ
様
へ
よ
ろ
し
く

　
　

御
つ
た
へ
其
外
御
連
中
さ
ま
へ

　
　

よ
ろ
し
く
御
申
候

　
　
　
　
　
　

ま
い
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　

 

候 

以
上

　
　
　
　

其
為

　
　
　
　
　

甲
州

　
　
　
　
　
　
　
　

さ
よ
ふ

七
月

　
　

廿
五
日

　
　

 

〆
牡
丹
亭
様　
　
　
　
　

国
芳

　

〔
升
太
宛
書
簡
（
甲
州
文
庫
（
歴-2005-003-007550

）
山
梨
県
立
博
物
館
蔵
〕（
図

（
1（
（21

）

　
　

■
御
尋
候
、
先
日
ハ

　
　

相
か
わ
ら
ず
御
げ
ん
き
に
て

　
　

御
目
で
た
く
存
候
、
と
か
く
や

　
　

ち
か
〳
〵
ニ
御
立
の
よ
ふ
す

　
　

誠
ニ
ざ
ん
ね
ん
。
い
づ
れ

　
　

御
目
に
か
ゝ
り
つ
く
〳
〵

　
　

御
礼
ハ
申
上
候
。
今
日
て
鵬
鳥
ニ

　
　

少
し
用
事
あ
り
候
。

　
　

右
に
付
一
寸
身
用
と

　
　

申
候
、
ち
か
ち
か
御
用
事

　
　

い
づ
れ
御
め
ん
上
に
て
〳
〵

　
　

申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　

謹
言　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
よ
し

　
　

六
月

　
　
　

廿
七
日

　
　

升
た
さ
ま

　

い
ず
れ
も
、
国
芳
か
ら
升
屋
の
主
人
で
あ
る
升
太
に
宛
て
て
し
た
た
め
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
途
中
内
容
の
判
断
が
つ
き
に
く
い
箇
所
は
あ
る
も
の
の
、
お
し
な
べ
て
礼
状
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
文
面
を
見
る
に
、
甲
府
か
ら
江
戸
に
出
て
き
た
升
太
が
、
国
芳
の
も
と
に
土

産
物
な
ど
を
持
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
途
中
の
文
字
が
イ
ラ
ス
ト
で
表
さ
れ
る
な
ど
、

浮
世
絵
師
で
あ
る
国
芳
の
洒
落
が
効
い
て
い
る
。

　

な
お
、
最
後
に
紹
介
し
た
「
升
太
宛
書
簡
」
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
元
気
そ
う
で
あ
る
旨
が

記
さ
れ
た
後
、
近
々
甲
府
へ
出
立
す
る
こ
と
が
残
念
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
ま
た
お
目
に
か
か

り
た
い
と
も
書
か
れ
て
お
り
、
両
者
が
そ
れ
な
り
に
面
会
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ

る
。

　

残
念
な
が
ら
、
国
芳
が
甲
府
を
訪
れ
た
こ
と
を
明
記
し
た
文
書
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
資
料
も
両
者
の
関
わ
り
を
示
す
と
い
う
点
で
大
変
貴
重
で
あ
る
。
こ
う
し
た
親
交

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
国
芳
が
描
い
た
口
上
書
の
袋
な
ど
も
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

升
屋
と
国
芳
と
の
親
交
に
近
し
い
関
係
が
他
の
菓
子
屋
と
浮
世
絵
師
の
間
で
も
あ
り
、
そ

の
中
で
生
ま
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
菓
子
袋
等
も
今
後
調
査
を
す
る
中
で
明
ら
か
に
な
る
の
で （図21）「升太宛書簡」（山梨県立博物館蔵）
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又
一
着
と
御
ま
ち
く
ら
し

　
　

お
り
い
申
候
、
な
に
と
ぞ
〳
〵

　
　

御
出
来
の
程
を
な
つ
か
し
く

　
　

鵬　
　

み
や
う
代
し
ん
ぞ
ふ

　
　

今
の
さ
し
い
か
て
や
か
ま
し
く

　
　

く
ハ
し
く
ハ
こ
れ
よ
り

　
　

申
上
候
。

　
　
　

悪
ぢ
ぐ
ち
申
上
候
て

　
　
　
　
　

な
ま
貝
の
受ジ

ノ
ウ納

　
　
　
　
　
　
　

ゑ
び
は
ね

　
　

い
づ
れ
鵬
長
よ
り
く
ハ
し
く
御
礼

　
　

申
上
候
ま
づ
ハ

　
　
　
　

其
為
鵬
長

　
　
　
　
　
　
　

さ
よ
ふ

　
　
　

六
月

　
　
　
　

十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
芳

　
　
　

牡
丹
亭
様

　

〔
国
芳
書
状
（
個
人
蔵
）（
山
梨
県
立
博
物
館
寄
託
資
料
）〕（
図
20
）

　
　

幸
便
ニ
従
い
て
申
上
候
。

　
　

誠
ニ
相
す
ミ
申
さ
す

　
　

此
段
ゆ
る
し
を
う
け
申
度
候
。

　
　

さ
て
先
た
つ
て
は

　
　

相
か
ハ
ら
ず
い
ろ
〳
〵

　
　

と
わ
か
ま
ゝ
申
上
候
、
其
後

　
　

大
津
絵
ハ
か
し
上
候
、

　
　

御
し
ん
せ
つ
の
程
ハ
有
か
た
く

　
　

御
礼
申
上
候
。
其
せ
つ
も

　
　

ま
た
此
度
も
御
遠
方
の

　
　

所
御
み
や
け

　
　

お
そ
れ
入
、
こ
れ
ま
た

　
　

か
づ
〳
〵
御
礼
申
上
候
、
ま
つ
た

　
　

此
度
者
か
ね
て
御
は
な
し
の

　
　

圓
右
衛
門
御
出
被
下
候
、
い
ろ
〳
〵
と

　
　

御
は
な
し
申
候
、
誠
ニ
天
下
の

　
　

一
貴
人
と
も
申
上
御
人
ニ
て

　
　

大
悦
仕
候
、
ま
つ
た
御
と
な
り
の

　
　

旦
那
も
つ
ゞ
い
て
御
出
被
下

　
　

ぐ
ハ
い
分
か
た
〳
〵
御
礼
申
上
候
、

　
　

い
ろ
〳
〵
思
い
月
も
ハ

　
　

ま
ど
ふ
ぞ
と
存
候
へ
ど
も

　
　

私
事
少
々
あ
つ
け
の

　
　

心
に
て
ま
か
せ
づ
何
と
よ
り

　
　

悪
ぢ
ぐ
ち
と
共
々
私
方
よ
り

　
　

御
便
申
上
候
。
ま
づ
ハ
御
礼

　
　

其
外
ま
た
の
御
面
上
ま
で

　
　

も
つ
と
も

　
　

其
内
、
今
明
年
の
う
ち
に

　
　

ぜ
ひ
〳
〵
村
の
や
同
々
に
て

（図20）「国芳書状」（個人蔵）（山梨県立博物館寄託資料）
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に
は
升
屋
で
販
売
し
て
い
た
他
の
菓
子
名
が
入
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
正
月
に

合
わ
せ
て
出
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
、
升
屋
の
チ
ラ
シ
原
案
だ
ろ
う
。
こ
の
下
絵
の
み
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
印
刷
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
リ
ア
ル

に
当
時
の
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る
点
か
ら
、
国
芳
は
甲
府
で
正
月
の
光
景
を
目
に
し
た
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
国
芳
は
甲
府
関
連
の
錦
絵
と
し
て
「
甲
州
一
蓮
寺
地
内　

正
木
稲
荷
之
略
図
」
と

い
う
、
大
判
三
枚
続
の
錦
絵
も
手
掛
け
て
お
り
、
甲
府
の
古
刹
で
あ
る
一
蓮
寺
の
境
内
、
及

び
芝
居
小
屋
を
背
景
に
三
人
の
女
性
が
描
い
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
美
人
画
の
類
で
あ
る
が
、

そ
の
バ
ッ
ク
に
甲
府
の
町
が
選
ば
れ
た
と
い
う
点
が
興
味
深
い
。

　

ま
た
、
国
芳
一
門
が
描
い
た
「
甲
斐
名
所
寿
古
六

（
11
（

」
な
る
双
六
も
残
っ
て
い
る
。「
府
中

の
春
栄
」
と
題
さ
れ
た
ふ
り
だ
し
部
分
を
国
芳
自
ら
が
手
掛
け
て
い
る
が
、
そ
の
中
央
部
分

に
升
屋
の
店
舗
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
両
者
の
親
密
ぶ
り
が
わ
か
る
。
な
お
、
本

資
料
は
甲
府
在
住
の
絵
師
が
下
絵
を
描
き
、
そ
れ
を
江
戸
の
国
芳
に
送
っ
た
上
で
描
い
た
の

で
は
な
い
か
と
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
本
資
料
の
下
絵
と
完
成
し
た
錦
絵
と
で
描
か
れ

て
い
る
菓
子
箱
の
形
状
が
異
な
る
点
か
ら
判
断
し
た
説
は
確
か
に
説
得
力
が
あ
る
が
、
本
双

六
の
下
絵
を
甲
府
在
住
の
絵
師
が
描
い
て
い
た
に
し
て
も
、
国
芳
と
升
屋
と
の
関
わ
り
か
ら

鑑
み
る
と
、
ど
こ
か
で
国
芳
は
甲
府
を
訪
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

さ
て
、
最
後
に
紹
介
す
る
の
が
、
国
芳
が
升
屋
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
当
館
で
は
少
な

く
と
も
三
通
の
国
芳
か
ら
の
書
簡
を
確
認
し
て
お
り
、
こ
こ
で
全
て
紹
介
し
て
お
く
。

　

〔
国
芳
書
状
（
個
人
蔵
）（
山
梨
県
立
博
物
館
寄
託
資
料
）〕（
図
1（
）

　
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　
　

然
者
先
者
ハ
し
つ
礼
、

　
　

ま
づ
申
上
誠
ニ
申
し
訳
な
く

　
　

ま
つ
た
其
せ
つ
は
い
ろ
〳
〵
と

　
　

御
遠
方
の
御
ミ
や
げ
も
ま
つ

　
　

ハ
あ
り
が
た
く
御
礼
申
上
候
。

　
　

ま
つ
た
今
日
者
ま
た
〳
〵

　
　

御
見
事
成
品
か
づ
〳
〵

　
　

被
下
お
そ
れ
入
ぐ
ハ
い
間
か
た
〴
〵

　
　

な
れ
ど
も
御
気
の
ど
く
さ
ま
ニ

　
　

い
づ
れ
御
面
上
か
づ
〳
〵

　
　

御　
　
　
　
　
　

候
。

　
　

さ
て
昨
夜
者
無
礼
香

　
　

な
か
ん
づ
く
ぼ
う
長
が

　
　

ほ
ふ
ひ
の
玉
酒
ニ
し
う
き

　
　

は
な
を
た
ま
わ
り
其
せ
つ
ハ

　
　

さ
ぞ
〳
〵
と
御
さ
つ
し
申
上
候
、

　
　

私
事
一
寸
ハ
の
ろ
け
う
か
ゞ
い

　
　

な
が
ら
、
参
上
仕
候
は
づ
の

　
　

所
な
に
か
と
取
込
か
へ
つ
て

　
　

御
便
う
け
て
の
び
に
相
成

　
　

さ
ん
ね
ん
〴
〵
さ
り
な
が
ら

　
　

御
れ
ふ
じ
一
両
日
の
う
ち
ニ

　
　

私
方
よ
り
お
し
よ
せ
申
候
。

　
　

ど
ふ
ぞ
〴
〵
私
方
へ
も

　
　

一
寸
御
出
の
程
を
お
ね
か
ひ

　
　

六
段
目
に
ハ
あ
ら
ね
ど
も

　
　

身
く
る
し
き
あ
ば
ら
や
も

（図19）「国芳書状」（個人蔵）（山梨県立博物館寄託資料）
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（図17）歌川国芳筆「甲府八日町正月初売之景」（山梨県立博物館蔵）

（図18）「親玉おこし」の口上書（個人蔵）（山梨県立博物館寄託資料）

そ
め
の　

上
下
だ
い
〳
〵
」
と
あ
り
、
七
代
目
一
家
六
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る

（
11
（

。
な
お
、
こ

ち
ら
も
豊
国
の
署
名
が
入
っ
て
い
る
が
、
三
代
豊
国
と
み
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
三
代
豊
国
古
希
の
画
会
の
際
、
升
太
は
松
亭
な
ど
と
共
に
か
な
り
の
額
に
な
る
祝

儀
を
三
代
豊
国
に
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

（
11
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
三
代
豊
国
と
升
太
、

松
亭
が
も
と
も
と
知
り
合
い
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
団
十
郎
も
三
代
豊
国
に
両
者
へ
の
贈
り
物

を
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
国
芳
と
升
屋
に
つ
い
て
述
べ
る
。
国
芳
と
升
屋
の
関
わ
り
が
わ
か
る
例
と
し
て
、
升

屋
の
口
上
書
の
袋
（
図
16
）
を
描
い
て
い
る
点
、そ
し
て
「
甲
府
八
日
町
正
月
初
売
之
景
」（
図

17
）（

11
（

と
名
が
つ
け
ら
れ
た
、
甲
府
八
日
町
の
正
月
初
売
り
の
光
景
を
描
い
た
下
絵
を
手
掛
け

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
両
者
の
書
簡
の
や
り
と
り
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
口
上
書
（
図
18
）
に
関
し
て
だ
が
、
こ
れ
は
「
親
玉
お
こ
し
」
と
い
う
、
升
屋
が
販

売
し
て
い
た
菓
子
の
菓
子
箱
、
も
し
く
は
包
み
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
升
屋
の
主
人
が
七
代
目
団
十
郎
贔
屓
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
団
十

郎
ゆ
か
り
の
菓
子
を
考
案
し
販
売
す
る
ほ
ど
で
、
こ
の
「
親
玉
お
こ
し
」
も
団
十
郎
由
縁
の

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
口
上
書
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
袋
を
国
芳

が
手
掛
け
て
い
る
。
団
十
郎
が
暫
を
演
じ
る
図

で
、
上
部
に
「
新
製
親
玉
お
こ
し
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、そ
の
裏
面
に
は
口
上
書
と
同
じ
く
「
乍

憚
口
上
」
と
記
さ
れ
、
さ
ら
に
「
丑
初
春
」
の

文
字
が
見
え
る
。
こ
の
「
丑
初
春
」
が
示
す
年

は
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
で
あ
る
と
推
定

さ
れ
て
い
る
が

（
11
（

、
口
上
書
自
体
に
「
毎
年
正
月

二
日
吉
例
麁
景
奉
呈
上
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

文
政
十
二
年
以
降
、
毎
年
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
（
11
（

。
江
戸
の
売
れ
っ
子
浮
世
絵
師
の
手
に
よ
る
口
上
書
の
袋
な
ど
、
考
え
た
だ
け
で
豪
華
で

あ
る
が
、
両
者
の
結
び
つ
き
が
強
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
も
の
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
紹
介
す
る
も
の
は
、
甲
府
八
日
町
の
正
月
の
光
景
を
描
い
た
「
甲
府
八
日
町
正
月
初

売
之
景
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
部
に
「
原
画
」
と
あ
る
が
、
国
芳
が
手
掛
け
た
下
絵
に
な
る
。

画
面
右
手
に
升
屋
の
マ
ー
ク
に
当
た
る
升
形
が
施
さ
れ
た
蒸
籠
が
う
ず
た
か
く
積
ま
れ
、
そ

の
奥
に
あ
る
升
屋
の
店
先
で
は
、
忙
し
そ
う
に
働
く
店
員
た
ち
が
客
に
菓
子
を
販
売
し
て
い

る
。
正
月
の
初
売
り
は
大
変
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
喧
噪
が
こ
ち
ら
に
も
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

　

な
お
左
部
分
に
は
、「
月
の
雫
」「
源
氏
く
る
み
」
と
升
屋
で
販
売
し
て
い
た
菓
子
名
が
並
び
、

最
後
に
「
甲
府
八
日
町
壱
丁
目　

牡
丹
亭
金
升
製
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
途
中
の
空
白
部
分

（図16）歌川国芳筆「親玉おこし」の口上書の袋（個人蔵）
（山梨県立博物館寄託資料）
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蔵
及
び
保
管
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
七
代
目
や
八
代
目
の
市
川
団
十
郎
の
書
簡
、
及
び
浮

世
絵
師
で
あ
っ
た
歌
川
国
芳
の
書
簡
等
が
確
認
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
実
際
に
菓
子
袋
を
手

掛
け
て
い
た
形
跡
の
あ
る
国
芳
と
の
関
わ
り
に
比
重
を
置
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ

の
前
に
七
代
目
市
川
団
十
郎
が
送
っ
た
書
簡
の
中
に
、
歌
川
豊
国
の
掛
軸
を
升
屋
に
送
っ
た

と
の
記
述
が
あ
る
た
め
、
そ
の
一
部
を
抜
書
き
で
示
し
て
お
く

（
11
（

。

〔
七
代
目
市
川
団
十
郎
書
簡
（
個
人
蔵
）（
山
梨
県
立
博
物
館
寄
託
資
料
）〕（
部
分
）（
図
15
）

　
　

益
々
御
地
御
繁
昌

皆
々
様
御
揃
御
機

嫌
遊
し
と
大
悦

至
極
に
存
上
候
、

次
に
此
地
愚
俗
家
内
一
同
ニ

無
事
息
災
芝
居

相
続
仕
候
間
御
よ
ろ
こ
ひ

被
遊
事
候
、
正
月
十
三
日

ゟ
四
月
十
五
日
迄

百
廿
三
日
興
行

ほ
つ
と
い
た
し
候
、
然
ば

兼
て
く
れ
ニ
御
約
束

申
上
置
候
豊
国

画
漸
々
ニ
出
来
仕
候
間
、

愚
狂
哥
相
添

さ
し
上
候
、
ど
ふ
か
〳
〵

御
店
の
看
板
つ
い
立

ニ
も
相
成
候
は
ゝ

大
悦
至
極
ニ
御
座
候
、

延
引
の
段
ハ
御
用
捨

〳
〵
ほ
と
願
上
候

　
　
　

こ
れ
ハ
升
多
様

　
　
　

こ
れ
ハ
松
亭
様

　
　
　
（
以
下
略
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
約
束
し
て
い
た
豊
国
の
絵
が
で
き
た
の
で
送
る
と
あ
る
。
升
屋
宛
の
掛

軸
に
は
、「
壇
裏
兜
軍
記
」
を
演
じ
る
七
代
目
と
八
代
目
の
団
十
郎
ら
し
き
人
物
が
描
か
れ

て
お
り
、
七
代
目
が
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
歌
「
類
も
無
き　

月
の
雫
や　

有
一
物　

そ
の
甲
斐

あ
り
て　

京
家
別
伝
」
も
、
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

（
11
（

。
升
屋
の
看
板
商
品
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
月
の
雫
を
褒
め
称
え
る
歌
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
両
者
の
つ
な
が
り
が
強
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
七
代
目
と
八
代
目
が
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
軸

の
制
作
時
を
推
定
す
る
に
、
描
い
た
絵
師
は
初
代
で
は
な
く
三
代
目
の
歌
川
豊
国
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
升
屋
の
主
人
は
大
の
七
代
目
団
十
郎
贔
屓
で
長
く
親
交
を
結
ん
で
い
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
両
者
の
繋
が
り
が
、
軸
の
贈
答
と
い
う
形
で
表
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

　

掛
軸
を
贈
ら
れ
た
も
う
一
人
の
人
物
で
あ
る
松
亭
と
は
、
松
阪
屋
源
右
衛
門
の
こ
と
で
あ

る
。
甲
府
魚
町
の
老
舗
の
割
烹
で
あ
り
、
七
代
目
が
甲
府
に
来
た
際
は
必
ず
泊
る
定
宿
の
主

人
で
あ
っ
た
。
松
亭
宛
の
軸
に
は
、「
組
入
の　

三
升
な
ら
べ
て　

か
さ
り
海
老　

久
し
柿

絵絵

（図15）「七代目市川団十郎書簡」（部分図）（個人蔵）
　　　　　　   （山梨県立博物館寄託資料）



− 4（ −60

生
活
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
、
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
す
ぐ
に
捨
て

ら
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
う
し
て
後
世
に
残
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
当
館
で
所
蔵
し
て
い
る
菓
子
袋
の
特
徴
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
が
、
最

後
に
甲
府
の
菓
子
屋
、
升
屋
に
つ
い
て
簡
単
に
記
す
こ
と
と
す
る
。
甲
府
で
も
大
き
な
菓
子

店
で
あ
っ
た
升
屋
関
係
の
菓
子
袋
が
当
館
に
は
多
く
残
っ
て
い
る
他
、
江
戸
の
文
化
人
と
の

関
わ
り
が
確
認
で
き
る
資
料
も
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
中
か
ら
浮
世
絵

師
の
国
芳
と
の
関
係
が
垣
間
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
点
に
焦
点
を
当
て
て
述
べ
る
こ

と
と
す
る
。

三　

甲
府
の
升
屋

　

江
戸
時
代
に
お
け
る
江
戸
近
郊
の
商
標
を
集
め
た
『
江
戸
時
代
商
標
集
』
で
は
、
升
屋
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
２

（
11
（

〕

　

甲
府
八
日
町　

牡
丹
亭

　
　

甲
府
で
八
日
町
と
い
へ
ば
目
抜
き
の
場
所
、
其
の
一
丁
目
の
牡
丹
亭
と
い
へ
ば
、
甘
い

も
の
で
は
峡
中
第
一
の
有
名
な
店
。
寶
暦
四
年
の
「
裏
見
寒
話
」
に
は
、
菓
子
屋　

江
戸

菓
子
水
口
屋
彌
兵
衛
と
あ
る
の
み
で
、
此
の
店
が
無
い
か
ら
、
創
業
は
そ
の
後
で
あ
ろ
う
。

天
保
頃
の
當
主
は
芝
居
好
き
で
、
特
に
七
代
目
市
川
團
十
郎
を
ひ
ゐ
き
に
し
た
。
從
っ
て
、

此
の
家
に
は
七
代
目
は
お
ろ
か
八
代
目
の
手
紙
は
勿
論
、
發
句
や
ら
繪
や
ら
澤
山
に
あ
り
、

中
に
も
其
の
頃
の
番
附
錦
繪
が
そ
ろ
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
惜
い
か
な
後
年
家
運
傾
き
、
そ

れ
ら
の
も
の
は
悉
く
散
逸
し
た
と
き
い
て
ゐ
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
以
降
に
開
業
し
た
の
で
は
な
い
か
と
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
山
梨
日
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
て
い
た
「
団
十
郎
と
甲
府
繁
栄
記
」
中
の
、

升
屋
創
業
に
関
す
る
記
事
を
読
む
と
、
十
二
代
目
の
升
屋
当
主
で
あ
る
太
郎
右
衛
門
い
わ
く
、

初
代
が
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
山
田
町
一
丁
目
に
菓
子
店
を
開
い
た
の
が
始
ま
り
と
あ

る
（
11
（

。
こ
れ
以
上
の
情
報
を
今
現
在
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
正
確
な
創
業
年
代
に
つ
い

て
は
確
実
に
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
の
後
の
繁
栄
振
り
か
ら
み
て
も
、
甲
府
の
大
き

な
菓
子
屋
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

ま
た
升
屋
は
様
々
な
当
時
の
タ
ウ
ン
ガ
イ
ド
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
江
戸
期
に
お

け
る
甲
州
道
中
の
店
舗
が
掲
載
さ
れ
た
『
諸
国
道
中
商
人
鑑
』（
文
政
十
年
（
一
八
二
七
））（
図

13
）（

11
（

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
他
、『
甲
府
買
物
独
案
内
』（
安
政
元
年
（
一
八
五
四
））（
図
14
）（

11
（

に

も
、
升
屋
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
な
お
、
升
屋
の
商
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
月
の
雫
」

の
文
字
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
葡
萄
の
ま
わ
り
を
砂
糖
で
固
め
た
も
の
で
、
山
梨
な
ら
で
は

の
菓
子
で
あ
り
、
今
も
変
わ
ら
ぬ
形
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
起
源
は
江
戸
時

代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
升
屋
の
経
営
資
料
に
よ
る
と
、「
月
の
雫　

源
氏
榧　

源

氏
胡
桃　

沢
辺
か
ん　

木
実
の
雪　

巌
栗
」
と
い
っ
た
菓
子
が
販
売
品
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
年
間
売

上
高
は
「
金
子
弐
百
両

程
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
現
代
で
言
う

と
こ
ろ
の
千
二
百
〜

二
千
万
円
程
に
な
り
、

か
な
り
の
売
り
上
げ
で

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
1（
（

。

　

さ
て
、
山
梨
県
立
博

物
館
で
は
、
升
屋
関
係

資
料
の
い
く
つ
か
を
所

（図13）『諸国道中商人鑑』（部分図）（山梨県立博物館蔵）

（図14）『甲府買物独案内』（部分図）（山梨県立博物館蔵）
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れ
が
あ
る
。

　
　

亥
年

　
　

無
心
帳

　
　
　
　
　

井
筒
屋

　
　
　
　
　
　

徳
右
衛
門

　

お
そ
ら
く
こ
の
無
心
は
、
無
尽
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
無
尽
と
は
、
日
本
で
古
く
よ
り

あ
っ
た
相
互
扶
助
的
な
金
融
方
式
の
こ
と
で
、
山
梨
で
は
無
尽
が
昔
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
菓
子
袋
に
は
、
お
そ
ら
く
無
尽
関
係
の
帳
簿
、
記
録
類
の
よ
う
な
も
の
を
入
れ

て
保
管
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
井
筒
屋
徳
右
衛
門
と
は
甲
府
の
酒
造
家
で
、
当
館

所
蔵
の
「
甲
府
造
酒
石
高
書
上
帳

（
11
（

」
や
「
甲
府
町
酒
造
石
高
調
帳

（
11
（

」
に
そ
の
名
が
確
認
で
き
る
。

　

次
に
、
書
か
れ
た
年
号
か
ら
、
菓
子
袋
の
製
作
年
代
を
あ
る
程
度
絞
る
こ
と
が
で
き
る
例

を
提
示
す
る
。
資
料
番
号
17
の
金
太
郎
が
描
か
れ
た
菓
子
袋
の
裏
面
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

次
の
よ
う
な
書
き
込
み
が
あ
る
。

　
　

嘉
永
三
年
七
月
十
三
日

　
　

當
戌
金
出
入
書
出
し
入

　

お
そ
ら
く
支
払
用
の
金
を
入
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
墨
書
か
ら
、
嘉
永
三

年
（
一
八
五
〇
）
に
再
利
用
さ
れ
る
以
前
、
菓
子
袋
と
し
て
製
作
さ
れ
、
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
事
例
は
大
変
多
く
、
他
に
も
制
作
年
を
あ
る
程

度
絞
る
こ
と
が
で
き
る
菓
子
袋
が
多
数
散
見
で
き
る
。

　

菓
子
袋
自
体
が
丈
夫
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
何
度
も
再
利
用
さ
れ
た
事
例
も
残
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
資
料
番
号
27
の
菓
子
袋
の
裏
面
を
見
る
と
、
別
の
用
途
で
何
度
も
利
用
さ
れ
て
い

た
形
跡
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

27
の
裏
面
に
あ
る
墨
書
の
書
き
下
し
を
次
に
示
す
が
、
注
目
す
べ
き
は
一
番
目
と
二
番
目

の
記
述
が
消
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
　

文
政
二
年
卯
九
月
廿
一
日
改

　
　
　
　
　

無
心
証
文
入

　
　

所
々
金
借
証
文
入

　
　

奉
公
人
証
文
入

　
　

御
役
人
■
■
（
様
方
か
）

　
　
　

御
と
し
書
附
入

　

ま
ず
、
無
尽
（
心
）
の
証
文
が
入
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
九

月
二
十
一
日
付
の
記
述
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
こ
に
は
上
か
ら
大
き
な
バ
ツ
印
が
書
い
て
あ

る
。
続
く
奉
公
人
証
文
入
の
文
字
に
も
、
棒
線
に
て
上
か
ら
消
し
た
痕
跡
が
見
え
る
。
そ
し

て
最
後
に
、
お
そ
ら
く
役
人
へ
宛
て
た
何
か
書
類
ら
し
き
も
の
を
入
れ
て
い
た
と
思
し
き
記

述
が
見
え
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
ま
ず
無
尽
関
係
で
再
利
用
し
た
後
、
奉
公
人
の
証
文
入
と
し
て
再
々
利

用
し
、
最
後
に
ま
た
役
人
へ
の
書
付
を
入
れ
る
た
め
に
再
々
々
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
は
菓
子
袋
の
素
材
が
丈
夫
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
本
袋
以
外

に
も
、
再
利
用
を
し
た
と
思
し
き
菓
子
袋
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
中
身
を
食
べ
て
し
ま
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
捨
て
る
こ
と
は
せ
ず
、
何
度
も
利
用
す
る
こ
と
が
、
当
時
は
当
た
り

前
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
菓
子
袋
の
再
利
用
方
法
を
辿
る
だ
け
で
も
、
そ
の
所
有
者
だ
っ
た
人
物
の
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こ
と
が
で
き
る
と
先
述
し
た
が
、
例
え
ば
そ
う
し
た
錦
絵
を
摺
る
つ
い
で
に
、
菓
子
袋
に
も

同
じ
版
木
を
使
っ
て
摺
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
菓
子
袋
用

に
新
た
に
デ
ザ
イ
ン
を
絵
師
に
頼
み
、
そ
れ
を
版
元
主
導
の
も
と
仕
上
げ
て
販
売
し
て
い
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
せ
っ
か
く
版
木
を
作
る
の
な
ら
ば
、
い
ろ
い
ろ

と
使
い
回
し
を
行
い
有
効
活
用
を
取
っ
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
説
は
あ
く
ま
で
仮
説
で
あ
り
推
測
の
域
は
出
な
い
が
、
版
元
が
関
わ
っ
た
上
で
出

さ
れ
た
菓
子
袋
と
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
菓
子
袋
が
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
今
後
さ
ら

に
菓
子
袋
の
新
た
な
事
例
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
点
も
明
ら
か
に
な
っ

て
い
く
だ
ろ
う
。

　

本
項
の
最
後
に
、『
鰍
沢
町
誌
（
資
料
編
）』
所
収
の
「
鰍
沢
村
湯
屋
稼
ぎ
の
者
よ
り
隣
家

に
て
同
稼
ぎ
始
め
る
に
つ
き
訴
状
」
と
い
う
文
書
の
一
部
を
抜
粋
し
て
紹
介
す
る
。
な
ぜ
な

ら
こ
の
文
書
の
冒
頭
に
、
菓
子
袋
に
関
す
る
大
変
興
味
深
い
記
載
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
史
料
１

（
11
（

〕

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

鰍
沢
村
百
姓
紋
右
衛
門
奉
申
上
候
者
、
先
年
ゟ
先
ル
巳
年
迄
作
間
渡
世
ニ
菓
子
袋
摺
出
し
稼

仕
候
処
、
江
戸
地
本
問
屋
共
ゟ
故
障
被
申
立
、　

御
奉
行
所
様
ニ

お
ゐ
て
差
止
被
仰
付
帰
村
仕

候
、
然
ル
所
、
無
高
同
様
之
百
姓
故
、
農
業
而
已
ニ
而
者
家
内
扶
助
難
相
成
、
依
之
同
年
ゟ

湯
屋
稼
相
始
メ
候
処
（
以
下
略
）

　

こ
れ
は
該
当
文
書
の
冒
頭
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
鰍
沢
村
の
百
姓
で
あ
っ
た
紋
右

衛
門
は
菓
子
袋
を
摺
っ
て
稼
ぎ
を
得
て
い
た
が
、
江
戸
の
地
本
問
屋
か
ら
何
か
差
し
障
り
が

あ
っ
て
訴
え
ら
れ
た
た
め
、
村
に
帰
っ
て
湯
屋
を
経
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
あ
る
。
村
に

帰
る
前
、
ど
こ
で
こ
の
副
業
と
も
言
え
る
商
売
を
し
て
い
た
の
か
記
載
は
な
い
が
、
江
戸
の

地
本
問
屋
か
ら
訴
え
ら
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
甲
府
で
は
な
く
、
江
戸
ま
で

わ
ざ
わ
ざ
出
向
い
て
菓
子
袋
を
作
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
場
合
、
版
木
を
用
意
し
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
印
判
な
ど
で
菓
子
名
等
を
袋
に

捺
す
な
ど
、
比
較
的
簡
単
な
作
業
で
菓
子
袋
を
作
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
ほ
う
が
よ
り
現
実

的
だ
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
詳
細
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
百
姓
の
副
業
と
し
て
、
菓
子

袋
を
摺
る
と
い
う
商
売
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
だ
他
に
も
こ
う
し
た
事
例
が

出
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
、
菓
子
袋
製
作
の
裏
側
の
一
端
が
見
え
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か

（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
版
元
印
が
な
い
菓
子
袋
の
内
の
い
く
つ
か
は
、
印
刷
業
と
は
一
見
結
び
つ

か
な
い
百
姓
の
副
業
な
ど
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
そ
れ

こ
そ
大
き
な
菓
子
屋
で
は
、
こ
う
し
た
製
作
作
業
を
請
け
負
っ
て
い
た
人
物
が
菓
子
屋
内
で

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
菓
子
袋
の
製
造
過
程
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
こ

う
し
た
背
景
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
様
子
が
少
し
ず
つ
判
明
し
て
い
く

こ
と
だ
ろ
う
。

（
二
）
裏
面

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
中
身
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
菓
子
袋
は
、
煤
掃
き
を
す
る
際
の
煤
除
け

と
し
て
再
利
用
さ
れ
て
い
た
と
の
記
述
が
『
紙
屑
身
上
噺
』
中
に
あ
る
が
、
当
館
所
蔵
の
菓

子
袋
中
に
も
、
再
利
用
さ
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
項
で
は
、
菓
子
袋
の
再
利
用
方
法
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
を
行
う
。
な
お
、
詳

細
に
関
し
て
は
表
1
の
「
裏
面
書
き
入
れ
」
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
こ
こ
に
は

菓
子
袋
の
裏
面
に
書
き
記
さ
れ
て
い
た
文
字
を
抜
き
出
し
記
し
て
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て

い
る
情
報
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
菓
子
袋
が
ど
の
よ
う
な
形
で
再
利
用
さ
れ
た
か
が

わ
か
る
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
中
か
ら
と
り
わ
け
特
徴
的
な

書
き
入
れ
に
つ
い
て
次
に
示
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

例
え
ば
、
資
料
番
号
28
の
菓
子
袋
の
裏
面
に
は
、
次
の
よ
う
な
実
に
山
梨
ら
し
い
書
き
入
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で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
宝
船
の
描
か
れ
た
絵
を
正
月
に
枕
の
下
に
敷
い
て
寝
る
と
、
吉
夢
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
正
月
に
な
る
と
宝
船
売
り
な
ど
が
宝
船
図
を
売
り
に

来
る
な
ど
し
て
い
た
。
仮

説
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ

う
し
た
宝
船
が
施
さ
れ
た

菓
子
袋
に
正
月
用
の
菓
子

を
入
れ
販
売
し
、
購
入
し

た
後
食
べ
終
わ
っ
た
も
の

は
枕
元
に
入
れ
る
と
い

う
、
再
利
用
が
な
さ
れ
て

い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
本
資
料
に
は
、

版
元
の
太
田
屋
佐
吉
な
ど

が
使
用
し
て
い
た
山
型

（〈
）
の
下
に
サ
、
も
し

く
は
佐
の
字
が
あ
る
山
サ

（
佐
）
印

（
11
（

が
確
認
で
き
る

こ
と
か
ら
、
菓
子
屋
で
製

作
し
た
も
の
で
は
な
く
、

確
実
に
版
元
を
経
由
し
た

上
で
生
み
出
さ
れ
た
菓
子

袋
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。

　

最
後
に
、
芳
虎
の
名
が
確
認
で
き
る
資
料
番
号
16
の
菓
子
袋
に
つ
い
て
だ
が
、「
東
都
名

所
之
内　

真
乳
山
之
雪
」
と
題
さ
れ
、
雪
の
真
乳
山
を
背
景
に
、
女
性
が
舟
の
上
に
佇
む

様
子
が
表
さ
れ
て
い
る
（
図
版
7
）。
真
乳
山
の
雪
景
色
は
や
は
り
広
重
を
中
心
に
多
く
手

掛
け
ら
れ
て
い
る
題
材
で
は
あ
る
が
、
と
り
わ
け
本
図
は
広
重
の
「
江
戸
名
所
張
交
図
会
」

の
真
乳
山
の
雪
景
色
に
酷
似
し
て
い
る
（
図
12
）。「
江
戸
名
所
張
交
図
会
」
が
安
政
四
年

（
一
八
五
七
）
に
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
安
政
四
年
以
降
に
広
重
の
風
景
画
を
参

照
し
た
上
で
、
本
菓
子
袋
を
芳
虎
は
描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
本
資
料
に
は

丸
に
久・
が
あ
る
版
元
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
が
、
現
段
階
で
は
ど
こ
の
版
元
で
あ
る
と
断
言
す

る
こ
と
は
で
き
な
い

（
11
（

。

　

菓
子
袋
に
捺
さ
れ
た
他
の
版
元
印
と
し
て
、
既
に
丸
に
清
と
書
い
た
丸
清
印

（
11
（

や
、
山
形
に

吉
の
字
が
あ
る
も
の
、
入
り
山
形
に
十
が
配
さ
れ
た
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
ま
た
、
筆

者
も
山
形
に
一
と
書
か
れ
た
版
元
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
菓
子
袋
を
発
見
し
た
が
、
ど
こ
の
版

元
で
あ
る
か
は
今
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　

な
お
、
吉
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
名
主
印
が
捺
さ
れ
た
菓
子
袋
も
あ
る
。
高
砂
図
が
表

さ
れ
た
本
菓
子
袋
に
は
山
佐
印
が
捺
さ
れ
た
上
で
、
さ
ら
に
「
福
」「
渡
邊
」
の
二
印
が
確

認
で
き
る
が
、
こ
の
両
印
が
捺
さ
れ
た
作
例
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い

（
11
（

。
ま
た
、

図
10
の
菓
子
袋
に
も
版
元
印
と
名
主
印
の
両
者
が
確
認
で
き
る
。
捺
さ
れ
て
い
る
名
主
印
は

「
福
」
と
「
村
松
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
ち
ら
は
制
作
年
代
を
嘉
永
二
〜
四
年
（
一
八
四
九

〜
五
一
）
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る

（
1（
（

。

　

こ
う
し
た
版
元
印
や
名
主
印
入
り
の

菓
子
袋
が
で
き
た
背
景
は
残
念
な
が
ら
わ

か
っ
て
い
な
い
が
、
も
と
も
と
錦
絵
用
と

し
て
作
っ
た
も
の
を
菓
子
袋
に
転
用
し
た
、

と
い
う
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宝
船

図
を
枕
元
に
入
れ
て
寝
る
と
吉
夢
を
見
る

（図11）　「菓子袋」（宝船）
　　　　（吉田コレクション）

（図10）　歌川芳虎筆「菓子袋」　　 
　（宝船）（㈱山星屋蔵）

（図9）　「菓子袋」（宝船）
　　（虎屋文庫蔵）

（図12） 歌川広重筆「江戸名所張交図会」
（部分図）（国立国会図書館蔵）
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中
に
確
認
で
き
る
。
小
田
原
に
あ
っ
た
鹿
島
屋
常
陸
と
い
う
菓
子
屋
の
店
頭
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
両
者
を
並
べ
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
の
「
三
井
晩
鐘
」
以
上
に
両
者
が
類
似
し
て
い
る

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
細
部
を
細
か
く
比
較
す
る
と
異
な
る
箇
所
が
多
々
あ
る
こ
と
か
ら
（
図

8
）、
同
じ
版
木
を
用
い
て
制
作
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
吉
田
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
菓
子
袋
が
よ
り
細
か
な
部
分
ま
で
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
に
あ
っ
た
鹿
島
屋
常
陸

の
菓
子
袋
を
利
用
し
、
新
た
に
23
の
菓
子
袋
が
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
両
者

と
も
絵
の
部
分
が
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら

（
11
（

、
お
そ
ら
く
現
存
す
る
菓
子
袋
の
絵

部
分
を
版
木
に
そ
の
ま
ま
貼
り
付
け
、
新
た
に
版
木
を
摺
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、

こ
う
し
た
手
法
は
錦
絵
を
摺
る
際
に
も
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
点
に
つ
い
て
、
既
に
拙

稿
で
指
摘
を
し
て
い
る

（
1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
既
に
あ
る
錦
絵
や
菓
子
袋
を
利
用
し
、
新
た
な
菓
子
袋
が
制
作
さ
れ
た
可

能
性
が
高
い
事
例
を
挙
げ
た
。
著
作
権
の
意
識
が
無
か
っ
た
当
時
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う

に
既
存
の
も
の
を
有
効
利
用
し
て
、
そ
こ
ま
で
時
間
を
か
け
ず
に
菓
子
袋
を
制
作
し
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
浮
世
絵
師
が
描
い
た
菓
子
袋
に
つ
い
て
述
べ
る
。
葛
飾
北
斎

（
一
七
六
〇
〜
一
八
四
九
）
や
歌
川
広
重
、
歌
川
国
芳
、
三
代
歌
川
豊
国
（
一
七
八
六
〜

一
八
六
五
）
ら
の
手
掛
け
た
菓
子
袋
の
存
在
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

（
11
（

、
当
館
所
蔵
の
菓

子
袋
で
は
国
芳
を
は
じ
め
、
歌
川
芳
虎
（
生
没
年
不
詳
）、
歌
川
芳
盛
（
一
八
三
〇
〜
八
五
）

の
三
名
が
確
認
で
き
る
。

　

ま
ず
、
国
芳
の
菓
子
袋
か
ら
取
り
上
げ
た
い
。
国
芳
が
手
掛
け
た
資
料
番
号
37
の
赤
い
菓

子
袋
（
図
版
5
）
は
、
先
述
し
た
疱
瘡
絵
の
類
に
入
る
も
の
で
あ
る

（
11
（

。「
御
菓
子
」
の
文
字

が
掲
げ
ら
れ
た
土
俵
で
金
太
郎
が
行
司
を
し
、
う
さ
ぎ
と
み
み
ず
く
が
相
撲
を
と
る
様
を
達

磨
が
見
て
い
る
図
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
達
磨
や
み
み
ず
く
な
ど
は
、
疱
瘡
絵
に
よ
く
描
か

れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
鎮
西
八
郎
為
朝
や
鐘
馗
な
ど
が
疱
瘡
絵
の
題
材
と
し
て
有
名
で

あ
り
、
例
え
ば
、
鎮
西
八
郎
為
朝
が
「
京
丸
山
御
軽
焼
」
と
書
か
れ
た
扇
子
を
持
っ
た
絵
柄

が
施
さ
れ
た
菓
子
袋
な
ど
も
確
認
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
な
お
、
こ
う
し
た
疱
瘡
絵
の
菓
子
袋
は
、

中
身
を
食
べ
た
後
は
切
り
開
き
、
一
枚
物
の
錦
絵
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
事
例
に
つ
い
て
も

既
に
報
告
が
あ
る

（
11
（

。

　

こ
の
国
芳
の
菓
子
袋
で
あ
る
が
、
升
屋
の
印
判
が
裏
面
に
捺
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ

ら
く
升
屋
で
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
升
屋
の
主
人
で
あ
る

升
屋
太
郎
右
衛
門
（
以
下
、
升
太
）
と
国
芳
個
人
は
面
識
が
あ
り
、
升
屋
の
菓
子
の
ひ
と
つ

で
あ
る
「
親
玉
お
こ
し
」
の
口
上
書
の
袋
を
国
芳
が
デ
ザ
イ
ン
す
る
な
ど
、
両
者
の
繋
が
り

は
深
か
っ
た
。
浮
世
絵
師
が
描
い
た
菓
子
袋
に
は
版
元
印
が
入
っ
た
も
の
が
比
較
的
多
い
傾

向
に
あ
る
が
、
本
資
料
の
よ
う
に
版
元
印
が
無
い
も
の
は
、
菓
子
屋
と
絵
師
と
の
繋
が
り
の

中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
国
芳
の
も
の
と
は
異
な
り
、
版
元
印
が
捺
し
て
あ
る
芳
盛
と
芳
虎
の
名
が
記
さ
れ
た

菓
子
袋
を
紹
介
す
る
。
資
料
番
号
15
に
は
芳
盛
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
宝
船
の
図
が
表
さ

れ
て
い
る
（
図
版
6
）。
本
資
料
に
は
「
御
菓
子
」
と
の
明
記
は
な
い
が
、
袋
状
に
な
っ
て

い
る
こ
と
と
、
先
述
し
た
菓
子
袋
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
結
ぶ
際
に
紐
を
通
し
た
後
の

穴
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
他
の
菓
子
袋
と
一
緒
に
整
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
、
菓
子
袋

で
あ
る
と
判
断
し
た
。

　

な
お
、虎
屋
文
庫
に
は
「
御
菓
子
」
の
文
字
が
入
っ
た
上
で
宝
船
が
施
さ
れ
た
菓
子
袋
（
図

（
）
が
残
さ
れ
て
い
る
他
、
山
星
屋
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
に
も
、「
御
菓
子
」
と
書
か
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
や
は
り
紐
を
通
し
た
後
が
残
っ
て
い
る
、
芳
虎
が
宝
船
図
を
描
い
た
菓
子
袋

（
図
10
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
よ
く
あ
っ
た
図
柄
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
吉
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
に
も
、
虎
屋
文
庫
で
所
蔵
し
て
い
る
も
の
と
同

様
の
宝
船
図
の
菓
子
袋
（
図
11
）
が
あ
る
が
、
虎
屋
文
庫
蔵
の
も
の
と
異
な
り
、
こ
ち
ら
に

は
「
金
子
屋
製
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
金
子
屋
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
ど
ち

ら
と
も
同
じ
と
こ
ろ
で
大
量
生
産
さ
れ
、
不
特
定
多
数
の
菓
子
屋
に
向
け
て
販
売
さ
れ
た
の
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の
「
近
江
八
景　

三
井
晩
鐘
」
と
、
菓
子
袋
の
図
柄
と
を
比
較
し
て
い
き
た
い
（
図
6
）。

　

広
重
の
「
三
井
晩
鐘
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
改
印
か
ら
弘
化
四
〜
嘉
永
五
年
（
一
八
四
七
〜

五
二
）
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
錦
絵
で
あ
る
。
大
判
一
枚
に
八
景
中
四
景
を
配
し

（
（1
（

、
お

そ
ら
く
裁
断
し
た
の
だ
ろ
う
。
小
さ
な
画
面
で
あ
る
も
の
の
、
建
物
の
細
部
や
人
物
ま
で
描

か
れ
、風
景
画
の
名
手
と
し
て
の
腕
前
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
い
る
。
対
し
て
菓
子
袋
の「
三

井
晩
鐘
」
で
あ
る
が
、
そ
の
構
図
は
ほ
ぼ
広
重
の
「
三
井
晩
鐘
」
と
同
じ
で
は
あ
る
も
の
の
、

建
物
の
歪
み
や
少
々
雑
に
描
か
れ
た
木
々
な
ど
、絵
の
稚
拙
さ
は
否
め
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

や
や
粗
い
筆
遣
い
な
が
ら
も
、
細
か
な
人
物
の
ポ
ー
ズ
な
ど
、
広
重
作
品
の
特
徴
を
捉
え
て

い
る
点
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
、
広
重
の
「
三
井
晩
鐘
」
を
も
と
に
菓
子
袋
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
た
、
も
し
く
は

画
像
自
体
を
ト
レ
ー
ス
し
作
成
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
菓
子
袋
の
図
柄
と
既
存
浮
世
絵

の
類
似
性
は
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を
行
う
の
で
は
な
く
、
こ
う

し
た
画
像
転
用
が
度
々
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
錦
絵
か
ら
菓
子
袋
へ
の
転
用
例
を
挙
げ
た
が
、
次
は
菓
子
袋
か
ら
菓
子
袋
へ
の
図

柄
転
用
例
を
示
し
た
い
。

　

資
料
番
号
23
の
菓
子
袋
に
は
、「
風
流
新
製
」
と
暖
簾
に
記
さ
れ
た
菓
子
屋
と
思
し
き
軒

先
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
図
は
既
存
の
菓
子
袋
に
描
か
れ
た
絵
柄
を
転
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
も
と
と
な
っ
た
と
思
し
き
菓
子
袋
（
図
7
）
が
吉
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

（図8）細部の違いの一例

（図7）　「鹿島屋常陸」（吉田コレクション）



− 43 −66

致
す
る
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
24
が
摺
り
の
残
り
具
合
が
よ
い
こ
と
か
ら
、

先
に
24
が
作
ら
れ
、
後
日
31
が
摺
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
青
色
と
朱
色
の
菓
子

袋
で
あ
る
が
、
二
種
類
の
色
で
摺
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
使
用
用
途
が
異
な
っ
て
い
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。
お
そ
ら
く
31
の
朱
色
の
菓
子
袋
に
は
、
疱ほ

う
そ
う瘡

見
舞
い
用
の
菓

子
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

疱
瘡
と
は
天
然
痘
の
俗
称
で
、
種
痘
が
普
及
し
た
今
現
在
は
既
に
根
絶
宣
言
が
な
さ
れ
て

い
る
が

（
（1
（

、
そ
れ
ま
で
は
恐
ろ
し
い
病
気
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
な
お
、
疱
瘡
患
者
が
で
た
場

合
、
周
囲
を
赤
一
色
に
す
る
風
習
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
疱
瘡
に
赤
が
効
く
と
の
説

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
疱
瘡
患
者
へ
の
差
し
入
れ
と
し
て
、
疱
瘡
絵
と
呼
ば
れ
る

錦
絵
が
贈
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

疱
瘡
絵
と
は
、
疱
瘡
を
患
っ
た
病
人
に
見
舞
い
品
と
し
て
贈
ら
れ
た
錦
絵
の
一
種
で
、
濃

淡
異
な
る
紅
色
で
摺
ら
れ
、
全
体
が
赤
く
仕
上
げ
て
あ
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
。
な
お
、
疱

瘡
絵
は
基
本
的
に
絵
草
紙
屋
で
販
売
し
て
い
た
が
、
疱
瘡
が
流
行
し
た
際
は
菓
子
袋
な
ど
に

も
こ
う
し
た
図
柄
を
使
っ
て
い
た
と
、
飯
島
虚
心
（
一
八
四
一
〜
一
九
〇
一
）
は
自
身
の

著
作
の
中
で
述
べ
て
い
る

（
（1
（

。
後
ほ
ど
詳
し
く
記
す
が
、
例
え
ば
、
資
料
番
号
37
の
歌
川
国
芳

（
一
七
九
七
〜
一
八
六
一
）
に
よ
る
菓
子
袋
（
図
版
5
）
も
、
疱
瘡
絵
の
意
味
合
い
が
含
ま

れ
た
菓
子
袋
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
赤
色
の
絵
が
施
さ
れ
た
菓
子
袋
が
疱
瘡

患
者
へ
の
見
舞
い
品
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た

よ
う
に
、
絵
は
な
く
と
も
赤
色
で
仕
上
げ
ら

れ
た
菓
子
袋
も
、
疱
瘡
除
け
の
意
図
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
疱
瘡
患
者
へ
の
見
舞
い
の
菓
子
と

し
て
代
表
的
な
も
の
に
、
軽
焼
き
が
あ
る
。

軽
焼
き
と
は
軽
焼
き
煎
餅
の
略
称
で
、
粉
状

の
も
ち
米
に
砂
糖
を
加
え
、
蒸
し
た
後
に
焼

い
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
こ
の
菓
子
は
、
浅
草
誓
願
寺
の
茗
荷
屋
が

江
戸
の
元
祖
と
い
わ
れ
て
お
り

（
（1
（

、
疱
瘡
見
舞
い
用
の
菓
子
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

疱
瘡
で
は
な
い
が
、
麻
疹
に
か
か
っ
た
子
供
が
描
か
れ
た
浮
世
絵
に
も
「
か
る
焼
」
と
書
か

れ
た
菓
子
袋
が
見
ら
れ
る
（
図
5
）。
や
は
り
、
病
気
が
軽
く
済
む
よ
う
に
と
の
意
が
込
め

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
升
屋
の
菓
子
袋
に
も
、
軽
焼
き
な
ど
を
入
れ
て
販

売
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
ⅱ
）
絵
柄
部
分

　

菓
子
袋
に
描
か
れ
る
絵
と
し
て
、
菊
の
花
や
長

寿
を
示
す
高
砂
、
宝
船
、
松
竹
梅
の
図
、
ま
た
六

歌
仙
や
金
太
郎
、
唐
子
な
ど
も
見
ら
れ
る
他
、
風

景
画
が
描
か
れ
た
も
の
も
多
い
と
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
が

（
（1
（

、
当
館
所
蔵
の
菓
子
袋
も
、
そ
の
類
の

も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
い
く
つ
か
特

徴
的
な
も
の
を
中
心
に
、
本
稿
で
紹
介
及
び
考
察

を
行
う
。

　

ま
ず
、
既
存
の
錦
絵
作
品
を
参
考
に
作
ら
れ
た

と
思
し
き
菓
子
袋
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
資
料
番

号
7
に
は
、
近
江
八
景
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
三
井

晩
鐘
」
と
記
さ
れ
、
花
模
様
が
散
ら
さ
れ
た
枠
中

に
、
三
井
寺
の
俗
称
で
知
ら
れ
る
天
台
寺
門
宗

の
総
本
山
、
園
城
寺
の
夕
暮
れ
時
が
表
さ
れ
て
い

る
（
（1
（

。
近
江
八
景
は
浮
世
絵
風
景
画
の
題
材
と
な
る

こ
と
も
多
く
、
い
く
つ
か
の
作
例
が
残
さ
れ
て
い

る
が
、
今
回
は
歌
川
広
重
が
手
掛
け
た
四
つ
切
判

（図5）歌川芳虎筆「麻疹養生弁」
　　　（部分図）（吉田コレクション）

（図6）菓子袋と広重の錦絵との比較図
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37

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
六
・
五
×
二
四
・
九

歌
川
国
芳
の
落
款
が
確
認
で
き
る
菓
子
袋
。
金
太
郎
の
行
司
の
も
と
、
相
撲
を
と
る
う
さ
ぎ
と
み
み
ず
く

を
達
磨
が
み
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
明
ら
か
に
疱
瘡
絵
の
一
種
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、

菓
子
袋
は
広
告
集
に
し
っ
か
り
と
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
裏
面
の
文
字
は
確
認
で
き
た
一
部

の
み
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
。

（
袋
上
辺
書
き
入
れ
一
部
）

嘉
永
五
年

　

子
十
一
月
ヨ
リ

（
袋
中
央
書
き
入
れ
一
部
）

御
誂
様
方

　

御
役
所
ゟ
御
書

八
幡
宮
惣
代

　

御
■
■
■

38

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

二
五
・
三
×
一
八
・
二

紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
て
い
る
、
白
砂
糖
が
入
っ
て
い
た
袋
。
お
そ
ら
く
熨
斗
以
外
は
す
べ
て
印
判
で
捺
さ

れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

×

3（

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
一
・
八
×
一
九
・
二

金
平
糖
が
入
っ
て
い
た
升
屋
の
菓
子
袋
。

役
者

角
力
■
■
状

40

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

二
五
・
〇
×
一
八
・
七

氷
砂
糖
が
入
っ
て
い
た
升
屋
の
菓
子
袋
。

日
掛

41

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

二
六
・
六
×
一
六
・
〇

印
判
で
、
御
菓
子
司
と
捺
さ
れ
た
菓
子
袋
。

弘
化
四
年

　

未
正
月
改

福
徳
ど
の
用
立
金

調　

通
帳
入　
　

但
村
田
屋
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　

私
方
ゟ
添
金

　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
渡
充
也

42

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

二
六
・
八
×
一
六
・
四

印
判
で
、
御
菓
子
司
と
捺
さ
れ
た
菓
子
袋
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

升
屋

嘉
永
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
右
衛
門

　

子
十
月
迠　

卯
五
月
十
六
日　
　

　
　
　
　
　
　
　

此
文
不
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　

写
奉
差
上
候

　

御
用
立
金
■
々

　
　

再
調

　
　
　

御
通
帳
入

山
岡
様

　

御
用
人
中
様

43

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

二
七
・
五
×
一
六
・
八

印
判
で
、
御
菓
子
司
と
捺
さ
れ
た
菓
子
袋
。

×

44

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
二
×
九
・
〇

印
判
で
、
牡
丹
亭
の
名
が
捺
さ
れ
た
菓
子
袋
。

×

45

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

一
七
・
二
×
一
三
・
二

印
判
で
、
御
菓
子
司
と
捺
さ
れ
た
菓
子
袋
。

嘉
永
二
卯
八
月
ゟ

　

大
奥
様
江
戸
行
御
入
用
ニ

附

　
　

飯
野
様
入
用

　
　
　
　

御
書
附
入

46

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
〇
・
三
×
二
〇
・
〇

紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
た
、
白
砂
糖
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
袋
。
封
は
紐
で
は
な
く
和
紙
な
ど
で
留
め
ら

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

萬
延
二
年
酉
二
月

御
役
見
習　

一
件
帳

被　

仰
付

　
　
　

坂
田
實
太
郎

47

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

二
四
・
七
×
一
八
・
七

紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
熨
斗
の
色
か
ら
お
そ
ら
く
明
治
に
入
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

×

48

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

二
六
・
〇
×
一
四
・
八

印
判
で
、
御
菓
子
司
と
捺
さ
れ
た
菓
子
袋
。

×

4（

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

二
五
・
〇
×
二
一
・
〇

唐
三
盆
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
菓
子
袋
。
封
は
紐
で
は
な
く
和
紙
が
貼
り
付
け
て
い
る
。

×

50

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

二
四
・
八
×
一
八
・
二

白
砂
糖
が
入
っ
て
い
た
袋
。
紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

×

51

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

三
一
・
二
×
二
二
・
〇

三
盆
白
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
甲
府
八
日
町
三
丁
目
柳
屋
弥
五
右
エ
門
の
袋
。
紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
て

い
る
他
、
封
に
は
紐
で
は
な
く
和
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

第
一
伍
長

　

武
藤
太
郎
右
衛
門

明
治
十
五
年

　

御
達
書
之
集

52

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

三
一
・
六
×
一
九
・
四

砂
糖
漬
が
は
い
っ
て
い
た
菓
子
袋
。

房
州
一
条

其
他　

種
々

　
　
　
　

書
類

53

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

三
〇
・
三
×
一
八
・
七

印
判
で
店
舗
名
が
捺
さ
れ
て
い
る
菓
子
袋
。

×

54

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

三
一
・
九
×
二
四
・
〇

明
治
に
な
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
菓
子
袋
。
升
屋
の
店
の
屋
根
越
し
に
、
甲
府
の
街
並
を
眺
め
た
光
景
と
な
っ

て
い
る
。
中
央
は
は
が
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
る
。

判
下
物
廣
告

い
ろ
〳
〵
集

55

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

三
一・
六
×
一
九
・
四
二
二
・
八

資
料
番
号
54
と
同
じ
デ
ザ
イ
ン
の
菓
子
袋
。

×
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升
太
の
広
告
集
（
歴-2005-003-20685

）
に
貼
ら
れ
た
菓
子
袋

資
料
番
号

分
野
別
番
号

登
録
名
称

制
作
年
代

法
量
（
cm
）

資
料
概
要

裏
面
書
き
入
れ

25

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

二
四
・
四
×
一
七
・
七

せ
ん
べ
い
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
升
屋
の
菓
子
袋
。

×

26

菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

二
四
・
七
×
一
八
・
八

せ
ん
べ
い
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
升
屋
の
菓
子
袋
。

×

27

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
〇
・
二
×
二
一
・
一

紙
製
の
熨
斗
が
つ
い
て
い
る
、
升
屋
で
使
わ
れ
て
い
た
菓
子
袋
。
な
お
裏
面
の
書
き
入
れ
は
、
文
政
二
年

か
ら
始
ま
る
証
文
の
文
字
上
に
大
き
く
×
マ
ー
ク
が
あ
り
、
そ
の
次
の
奉
公
人
証
文
入
の
一
文
も
消
さ
れ

て
い
る
。

文
政
二
年
卯
九
月
廿
一
日
改

　

無
心
証
文
入

所
々
金
借
証
文
入

奉
公
人
証
文
入

　

御
役
人
■
■
（
様
方
か
）

　
　

御
と
し
書
附
入

28

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
五
×
二
〇
・
二

紙
製
の
熨
斗
が
つ
い
て
い
る
。
な
お
、
漢
詩
と
店
舗
名
を
囲
う
枠
の
デ
ザ
イ
ン
は
登
り
鯉
に
な
っ
て
い
る
。

亥
年

無
心
帳

　
　

井
筒
屋

　
　
　

徳
右
衛
門

2（

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

二
九
・
七
×
一
八
・
八
「
本
製　

饅
頭
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
饅
頭
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

 

文
政
六
癸
未
年
七
月
廿
四
日

 

暁
七
ツ
半
時
早
逝
同
夜
葬
送

蓮
柔
白
英
童
子

　

不
幸
一
件
帳

　
　

俗
性

　
　

坂
田

之
助
源
忠
辰

　
　
　

春
秋
四
歳

30

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
二
・
〇
×
二
二
・
〇

漢
詩
と
店
舗
名
を
囲
う
枠
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
花
模
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
裏
面
の
「
名
替
代
名

改　

目
録
」
の
文
字
部
分
に
は
上
か
ら
紙
が
貼
ら
れ
、「
但
山
田
町　

魚
町
と
も
入
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

文
政
年
中
改

　

町
内

　

道
祖
神
目
録
入

　

名
替
代
名
改

　

目
録

　
　
　
　

八
日
町
壱
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　

升
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
右
衛
門

31

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
一
・
〇
×
二
二
・
二

全
体
が
朱
色
で
揃
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
疱
瘡
除
け
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

天
保
年
中

　

御
触
書

そ
の
外

　
　

入
用
書
附

32

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
一
・
四
×
二
〇
・
七

表
面
に
も
書
き
入
れ
が
あ
る
珍
し
い
例
。

（
以
下
書
き
入
れ
）　　

牛
正
月
八
日　

ゟ
■　

酉
三
月
八
日
■
■　
　

■
■
十
三
■
■

天
保
七
年　
　
　
　
　

万
ゑ
■
■
■

　

申
十
月
改　
　
　
　

酉
九
月
四
日
改

弘
化
三
年

　

丙
午
年
■
■
改
入

　

村
々

　

■
年
貢
納

　
　

入
用
書
附
入

　
　
　
　

升
屋

　
　
　
　
　

太
郎
右
衛
門

33

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
〇
・
九
×
二
〇
・
五

紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
た
菓
子
袋
。

天
保
八
年

　

酉
七
月
吉

井
筒
屋

　

利
兵
衛
ど
の

　
　

書
附
入

川
口
屋

　

定
右
衛
門
ど
の

　
　

右
同
断
入

34

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
九
×
二
一
・
〇

全
体
が
朱
色
で
刷
ら
れ
た
菓
子
袋
。
お
そ
ら
く
疱
瘡
避
け
の
見
舞
い
の
た
め
の
菓
子
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

×

35

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

二
六
・
一
×
一
六
・
八

京
御
菓
子
司
の
印
判
が
捺
し
て
あ
る
菓
子
袋
。
紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

天
保
十
三
年

寅
五
月
改

目
掛
ケ
帳
面
入

　
　
　

 

金
升

36

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
〇
×
二
〇
・
〇

紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
た
菓
子
袋
。
朱
色
で
全
体
が
摺
ら
れ
て
い
る
。
裏
打
ち
が
施
さ
れ
て
い
る
。

×

 

但
山
田
町

  

魚
町
と
も
入



− 38 − 71

資
料
番
号

分
野
別
番
号

登
録
名
称

制
作
年
代

法
量
（
cm
）

資
料
概
要

裏
面
書
き
入
れ
（
無
い
場
合
は
×
）

1

歴-2005-003-02343（

牡
丹
亭
菓
子
袋

明
治
時
代
以
降

三
一
・
五
×
二
三
・
〇

明
治
以
降
に
作
ら
れ
た
菓
子
袋
。「
升
太
の
広
告
集
」
に
も
同
じ
菓
子
袋
が
確
認
で
き
る
。

×

2

歴-2005-051-000053

先
祖
代
々
周
回
覚

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
〇
×
一
九
・
六

甲
府
の
升
屋
で
使
わ
れ
て
い
た
菓
子
袋
。
裏
面
に
は
大
木
家
で
法
事
帳
を
入
れ
る
の
に
使
わ
れ
て
い
た
旨

が
記
さ
れ
て
い
る
。

御
先
祖
代
々

　

法
事
帳
并
書
物

　
　
　

大
木
喜
エ
右
門

3

歴-2005-051-000（11

八
日
町
牡
丹
亭
金
升

菓
子
店
包
紙

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
〇
×
二
〇
・
四

升
太
で
使
わ
れ
た
菓
子
袋
。
漢
詩
の
後
に
「
甲
府
八
日
町
壹
丁
目　

牡
丹
亭
金
舛
製
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

※
本
資
料
の
書
き
入
れ
に
関
し
て
は
裏
面
で
は
な
く

袋
の
内
側
に
あ
り

光
澤
寺

普
請　

仕
様
帳

中
田
や
文
助
殿
差
引

　
　
　
　
　
　

帳
入

4

歴-2005-051-000（12

升
屋
太
郎
兵
衛
菓
子
の
し
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

二
六
・
八
×
一
四
・
〇

紙
製
の
熨
斗
が
付
け
ら
れ
て
い
る
菓
子
袋
。
升
屋
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。

×

5

歴-2005-08（-000354

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
〇
・
〇
×
一
八
・
九

夜
桜
を
眺
め
る
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
菓
子
袋
。

　

嘉
永
三
戌
十
二
月

東
南
湖
書
物
入

　

兼
帯
一
件

6

歴-2005-08（-000585

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

二
六
・
〇
×
一
八
・
五

潮
汲
み
を
す
る
女
性
が
描
か
れ
た
菓
子
袋
。
菓
子
袋
に
施
さ
れ
る
絵
は
四
角
い
枠
組
み
の
中
に
描
か
れ
る

も
の
が
多
い
中
、
本
資
料
は
丸
い
枠
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

■
村
書
類

7

歴-2005-08（-003363

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
〇
×
一
九
・
六

風
景
画
が
描
か
れ
て
い
る
。「
近
江
八
景　

三
井
晩
鐘
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
広
重
が
描
い
た
四
切
判
の

錦
絵
で
同
構
図
の
も
の
が
あ
る
。

×

8

歴-2005-08（-004001

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

二
九
・
四
×
一
九
・
二

「
立
か
え
り　

又
も
此
世
に　

あ
と
た
れ
ん　

名
も
お
も
し
ろ
き　

和
哥
の
う
ら
波
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
光

孝
天
皇
の
夢
枕
に
た
っ
た
衣
通
姫
尊
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
描
か
れ
て
い
る
女
性
も
衣
通
姫
尊

を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

文
政
七
壱
冊
、
天
保
九
弐
冊　

全
拾
壱
、
弐
冊

天
保
十
二
、
壱
冊

　

小
作
貸
入

　
　
　

文
政
七
ハ

乗
心
様
四
十
六
才
、
太
郎
ト
ハ

大
法

様
幼
名
也

　
　
　

大
法
様
六
才

　
　
　

天
保
参
ハ

皆
大
法
様
時
代
也　

■
那
乱
ス

（

歴-2005-08（-004212

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

二
五
・
四
×
一
八
・
五
「
御
菓
子
」
の
文
字
が
鳥
の
形
を
模
し
て
い
る
菓
子
袋
。

上
圓
井
村
■
■
書
類
入

10

歴-2005-08（-004185

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

一
九
・
二
×
一
四
・
五

裏
面
の
書
き
入
れ
か
ら
、
米
の
支
払
い
料
金
を
入
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
菓
子
袋
。

御
米
請
取
類

11

歴-2005-08（-005763

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

一
八
・
〇
×
一
三
・
一

せ
ん
べ
い
を
い
れ
て
い
た
菓
子
袋
。西
郡
荊
沢
宿
に
あ
っ
た
和
田
屋
と
い
う
店
で
使
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
×

12

歴-2005-08（-008（10

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

二
九
・
〇
×
一
八
・
八
「
江
戸
八
景　

不
忍　

秋
月
」
と
あ
り
、
上
野
の
不
忍
池
か
ら
月
を
眺
め
る
景
色
が
描
か
れ
て
い
る
。

×

13

歴-2005-0（3-001（（4

御
菓
子
袋 

江
戸
時
代
末
期

三
〇
・
五
×
二
〇
・
二

闘
鶏
を
見
る
唐
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
絵
の
周
り
を
縁
取
っ
て
い
る
の
は
菊
の
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

描
か
れ
て
い
る
児
童
は
菊
慈
童
か
も
し
れ
な
い
。

嘉
永
三
年

　
　

戌
十
二
月
吉
日

石
和
河
岸
津
出
し

　

御
廻
米
切
手
袋

　
　
　
　

売
主

　
　
　
　
　

傳
左
衛
門

14

歴-2005-0（3-001（（5

御
菓
子
袋 

江
戸
時
代
末
期

二
九
・
九
×
一
九
・
七

牡
丹
と
思
し
き
花
が
た
く
さ
ん
い
け
ら
れ
た
花
車
を
ひ
く
、
か
わ
い
ら
し
い
唐
子
の
絵
が
施
さ
れ
た
菓
子

袋
。

嘉
永
四
亥
年

　
　
　

九
月
改

御
用

村
用　

御
書
物
入

手
前

15

歴-2005-0（3-001（（6

（
御
菓
子
袋
）

江
戸
時
代
末
期

二
九
・
八
×
一
九
・
八

「
御
菓
子
」
と
の
明
記
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
菓
子
が
入
っ
て
い
た
袋
だ
と
思
わ
れ
る
。
浮
世
絵
師
、
歌
川

芳
盛
の
落
款
が
入
っ
て
お
り
、
お
め
で
た
い
宝
船
が
描
か
れ
て
い
る
。

安
政
二
卯
年
二
月

　

亀
水
門
普
請
帳
入

16

歴-2005-0（3-001（（7

御
菓
子
袋 

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
五
×
一
九
・
八

「
東
都
名
所
之
内　

真
乳
山
之
雪
」
と
題
さ
れ
た
絵
が
描
か
れ
た
菓
子
袋
。
作
者
の
歌
川
芳
虎
は
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
。「
御
菓
子
」
の
文
字
も
花
で
縁
取
ら
れ
、か
わ
い
ら
し
い
仕
様
と
な
っ

て
い
る
。

酉
年
寒
川
河
岸
御
見
分

　
　
　
　
　

賄
帳
三
冊

同
年
納
米
根
帳

　
　
　
　
　

壱
冊

17

歴-2005-0（3-001（（8

御
菓
子
袋 

江
戸
時
代
末
期

三
〇
・
〇
×
一
九
・
七

金
太
郎
が
森
の
動
物
た
ち
と
相
撲
を
と
っ
て
い
る
錦
絵
は
多
く
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
菓
子
袋
に
は
ま

わ
し
を
つ
け
て
土
俵
に
あ
が
る
金
太
郎
の
姿
が
表
さ
れ
て
い
る
。

嘉
永
三
年
七
月
十
三
日

當
戌
金
出
入
書
出
し
入

18

歴-2005-0（3-001（（（

御
菓
子
袋 

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
一
×
一
九
・
六

他
の
当
館
所
蔵
の
も
の
と
比
べ
て
、
絵
の
部
分
が
大
き
い
菓
子
袋
。

×

1（

歴-2005-0（3-002000

京
御
菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
五
・
九
×
二
一
・
二
「
京
御
菓
子
」
の
文
字
が
あ
る
菓
子
袋
。「
甲
府
魚
■
■
丁
目　

■
屋
吉
久
」
と
店
名
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
×

20

歴-2005-0（3-002001

御
菓
子
袋 

江
戸
時
代
末
期

二
二
・
六
×
一
六
・
四

「
御
菓
子
」
の
文
字
の
ま
わ
り
が
水
引
の
か
か
っ
た
菓
子
箱
の
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
牡
丹
と

蝶
の
組
み
合
わ
せ
は
、
古
来
よ
り
吉
祥
文
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

弘
化
四
未
年
八
月
廿
九
日

江
戸
往
還
道
普
請
書
物
入

21

歴-2005-0（3-002002

御
菓
子
袋 

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
〇
・
二
×
一
九
・
九

潮
汲
み
を
す
る
親
子
の
姿
が
表
さ
れ
た
菓
子
袋
。
朝
日
が
の
ぼ
る
海
辺
に
は
波
間
に
千
鳥
が
舞
い
、
に
ぎ

や
か
な
模
様
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

わ
り
ひ
し
（
墨
書
で
は
な
く
印
判
）

22

歴-2005-0（3-002003

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
時
代

三
一
・
〇
×
二
〇
・
三

富
士
を
眺
め
る
旅
人
が
描
か
れ
て
い
る
。「
五
拾
三
次
之
う
ち　

原
」
を
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
海
道
の
宿
場

の
ひ
と
つ
で
あ
る
原
宿
付
近
の
風
景
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

×

23

旧-3-138-1

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

二
九
・
〇
×
一
九
・
六

小
田
原
に
あ
る
「
鹿
島
屋
常
陸
」
と
い
う
菓
子
屋
の
店
頭
が
描
か
れ
た
菓
子
袋
が
あ
る
が
、
本
資
料
は
そ

の
菓
子
袋
を
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

天
保
■
■
辰
八
月

　

御
普
請
帳
入

24

旧-4-50-18

菓
子
袋

江
戸
時
代
末
期

三
〇
・
八
×
二
二
・
五

升
太
で
使
わ
れ
て
い
た
菓
子
袋
。「
甲
府
八
日
町
壹
丁
目　

升
屋
太
郎
右
ヱ
門
製
」
と
記
載
が
あ
る
。

弘
化
三
午

　
　

六
月

調
古
反
可
成

書
入

※
上
か
ら
墨
で
塗
り
潰
し
て
し
ま
っ
て
何
が
記
し
て
あ
る
か

は
不
明
で
あ
る
が
、三
行
程
の
文
字
が
隣
に
記
し
て
あ
る
。

表
１　

山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵　

菓
子
袋
一
覧
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二　

山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
の
菓
子
袋

　

山
梨
県
立
博
物
館
で
所
蔵
し
て
い
る
菓
子
袋

（
（
（

の
基
本
情
報
を
表
に
ま
と
め
た
（
表
1
）。

な
お
、
当
館
の
菓
子
袋
類
は
袋
状
で
保
管
さ
れ
た
菓
子
袋
類

（
（1
（

と
、「
升
太
の
広
告
集
」（
甲
州

文
庫
（
歴-2005-003-20685

））（
以
下
、
広
告
集
）
と
い
う
、
甲
府
の
著
名
な
菓
子
屋

で
あ
る
升
屋
の
広
告
類
が
貼
ら
れ
た
貼
交
帳
に
、
こ
ち
ら
も
袋
の
形
態
を
保
っ
た
ま
ま
貼
ら

れ
た
菓
子
袋
類
の
主
に
二
種
類
に
大
別
で
き
る
。
本
稿
で
表
に
ま
と
め
る
際
に
は
、
冊
子
等

に
貼
ら
れ
る
こ
と
な
く
袋
状
の
ま
ま
保
管
さ
れ
て
い
た
菓
子
袋
に
つ
い
て
ま
ず
ま
と
め
、
次

に
広
告
集
に
貼
ら
れ
た
菓
子
袋
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
さ
ら
に
分
野
別
番
号

（
（（
（

の
小
さ
な
も
の

か
ら
列
記
し
、
資
料
ご
と
に
、
分
野
別
番
号
、
登
録
名
称

（
（1
（

、
制
作
年
代
、
法
量
、
資
料
概
要
、

あ
る
場
合
は
裏
面
書
き
入
れ
の
順
番
に
基
本
情
報
を
記
し
た

（
（1
（

。
ま
た
、
表
に
記
載
し
た
菓
子

袋
に
つ
い
て
は
、
そ
の
表
面
に
つ
い
て
は
対
照
す
る
す
べ
て
の
資
料
画
像
を
、
菓
子
袋
画
像

一
覧
と
し
て
掲
載
す
る
。

（
一
）
表
面

（
ⅰ
）
文
字
情
報

　

ま
ず
、
菓
子
袋
の
表
面
か
ら
わ
か
る
情
報
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
菓
子
袋
画
像
一
覧
を
見

る
と
、
そ
の
種
類
は
店
舗
情
報
等
の
文
字
デ
ー
タ
の
み
が
載
っ
て
い
る
も
の
と
、
絵
柄
が
入
っ

た
華
や
か
な
も
の
と
に
大
別
で
き
る
。

　

例
え
ば
資
料
番
号
2
の
菓
子
袋
に
は
、「
御
菓
子
」
の
文
字
が
上
部
に
、
そ
の
下
に
漢
詩

及
び
「
甲
府
八
日
町
壹
丁
目　

牡
丹
亭
金
舛
製
」
の
文
字
が
見
え
る
。
升
屋
で
使
わ
れ
て
い

た
菓
子
袋
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
う
し
た
文
字
情
報
だ
け
の
菓
子
袋
は
広
告
集
に
も

多
く
貼
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
少
し
ず
つ
デ
ザ
イ
ン
が
異
な
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、
様
々

な
種
類
の
版
木
及
び
印
判
が
作
ら
れ
、
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
摺
り
の

状
態
等
か
ら
判
断
し
て
、「
御
菓
子
」や「
氷
砂
糖
」等
の
文
字
情
報
部
分
に
は
印
判
が
使
わ
れ
、

下
部
の
絵
な
ど
が
入
る
箇
所
は
版
木
等
で
摺

ら
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
。
広
告
集
の
中
に
、

当
時
升
屋
で
使
っ
て
い
た
と
思
し
き
印
判
が

捺
さ
れ
た
頁
（
図
3
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

を
何
度
も
使
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
明
ら
か
に
印
判
だ
け
で
作
ら
れ
て

い
る
菓
子
袋
も
あ
る
。
例
え
ば
資
料
番
号
38

な
ど
は
印
判
が
四
種
類
使
わ
れ
た
上
、
別
摺

り
で
作
ら
れ
た
熨
斗
を
切
り
抜
き
貼
り
付
け

て
い
る
。
そ
の
中
に
は
図
3
に
見
ら
れ
る
印

判
も
確
認
で
き
る
。
広
告
集
に
は
印
判
の
デ

ザ
イ
ン
画
と
思
し
き
も
の
が
貼
ら
れ
て
い
る

頁
（
図
4
）
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
捺

さ
れ
て
い
る
菓
子
袋
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の

デ
ザ
イ
ン
か
ら
作
成
ま
で
全
て
升
屋
自
身
で

行
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
デ
ザ
イ
ン
の
み
行
い
印
判
製
作
は
外
注
し
て
い
た
の
か
、
も
し

く
は
デ
ザ
イ
ン
か
ら
全
て
外
部
に
頼
ん
で
い
た
の
か
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
今
後
升
屋
関

係
の
資
料
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
疑
問
に
も
答
え
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
興
味
深
い
も
の
と
し
て
、
資
料
番
号
24
（
図
版
3
）
と
31
（
図
版
4
）
の
菓
子
袋

が
挙
げ
ら
れ
る
。
上
に
捺
さ
れ
て
い
る
「
御
菓
子
」
の
文
字
は
、
形
状
が
同
じ
こ
と
か
ら
同

じ
印
判
を
用
い
て
捺
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
さ
ら
に
下
の
漢
詩
と
升
屋
の

店
名
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
商
標
部
分
も
、
両
者
で
色
が
異
な
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
同
じ
版

木
を
用
い
て
摺
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
根
拠
と
し
て
、
文
字
部
分
を
取
り
囲
ん
で
い
る
枠
、
つ
ま
り
升
屋
の
升
形
マ
ー
ク
が

散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
枠
部
分
の
細
部
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
細
か
な
か
す
れ
具
合
等
で
一

　　（図3） 「升太の広告集」（部分図）
　　　　　（山梨県立博物館蔵）

（図4）「升太の広告集」（部分図）
　　　（山梨県立博物館蔵）
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袋
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
多
い
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か

ら
、
菓
子
袋
が
当
時
の
人
々
に

馴
染
み
が
あ
り
、
利
用
頻
度
も

多
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
5
（

。

　

さ
て
、
こ
こ
で
菓
子
袋
が
実

際
に
店
頭
で
使
わ
れ
て
い
る
例

と
し
て
、
煎
餅
屋
の
店
先
を
描
い

た
団
扇
絵
を
挙
げ
た
い（
図
1
）。

多
く
の
客
で
に
ぎ
わ
う
安
方
と

い
う
煎
餅
屋
の
店
頭
で
、
煎
餅

を
袋
に
詰
め
、
ま
さ
に
客
に
渡

し
て
い
る
姿
が
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
客
の
注
文
を
受
け
、店
の
小
僧
と
思
し
き
人
物
が
煎
餅
を
袋
に
入
れ
よ
う
と
す
る
瞬
間
や
、

煎
餅
が
入
っ
た
袋
を
大
事
そ
う
に
持
ち
帰
る
客
の
姿
も
確
認
で
き
る
。
店
の
右
奥
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
袋
の
束
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
袋
自
体
に
店
名
や
絵
柄
な
ど
は

施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
を
知
る
貴
重
な
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

ま
た
、
安
永
十
年（
一
七
八
一
）に
出
さ
れ
た
伊い

ば庭
可か

し
ょ
う

笑
作
、
鳥
居
清
長
画
の
『
紙

か
み
く
ず
み
の
う
え
ば
な
し

屑
身
上
噺
』

に
、
菓
子
屋
の
店
先
を
示
し
た
図
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
菓
子
袋
に
男
が
絵
を
摺
っ
て
い
る
姿

も
確
認
で
き
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
各
店
舗
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
菓
子
袋
は
、
店
先
で

は
な
く
店
の
奥
で
摺
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が

（
6
（

、
こ
う
し
た
資
料
か
ら
当
時
の
菓
子

袋
製
作
の
一
端
が
垣
間
見
え
て
く
る
。

　

な
お
、
よ
く
あ
る
菓
子
袋
の
形
態
と
し
て
は
長
方
形
の
も
の
が
知
ら
れ
て
お
り
、
中
に
菓

子
を
入
れ
た
後
、
上
部
を
数
回
折
り
返
し
て
穴
を
開
け
、
紐
で
縛
っ
て
封
を
す
る
形
が
多
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
山
梨
県
立
博
物
館
で
所
蔵

し
て
い
る
菓
子
袋
の
中
に
も
、
上
部
に
穴
が

開
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
当
時
菓
子

袋
と
し
て
実
際
に
利
用
さ
れ
て
い
た
痕
跡
が

確
認
で
き
る
。

　

紐
で
縛
る
以
外
に
も
、
折
り
返
し
部
分
に

和
紙
な
ど
を
四
角
く
切
っ
て
上
か
ら
貼
り
付

け
、
袋
の
口
を
留
め
て
い
た
も
の
も
あ
る
。

例
え
ば
「
新
板
大
江
戸
名
物
双
六
」
と
い
う
、

江
戸
の
名
物
が
マ
ス
の
中
に
描
か
れ
た
双
六

で
は
、
吉
原
の
菓
子
屋
で
あ
る
竹
村
伊
勢
の
巻
煎
餅
や

（
7
（

、
長
命
寺
の
桜
餅
な
ど
菓
子
関
連
の

マ
ス
目
が
あ
る
中
で
、「
淡
島
屋
か
る
焼
」
の
文
字
が
見
え
る
（
図
2
）。
馬
喰
町
に
あ
っ
た

軽
焼
き
が
名
物
の
淡
島
屋
の
菓
子
袋
で
あ
る
が
、
そ
の
形
状
を
よ
く
見
る
と
紐
で
縛
る
の
で

は
な
く
、
紙
が
上
か
ら
貼
ら
れ
て
留
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
当
館
所
蔵
の

菓
子
袋
に
も
、
お
そ
ら
く
時
代
は
明
治
ま
で
く
だ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
紐
で
は
な
く
紙
で
封

を
し
て
い
た
も
の
が
あ
る
。

　

ま
た
当
時
の
菓
子
袋
の
特
徴
と
し
て
、
年
始
の
礼
状
等
に
使
用
さ
れ
る
奉
書
と
同
様
の
厚

手
の
紙
が
使
わ
れ
て
お
り
、
丈
夫
だ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る

（
8
（

。『
紙
屑
身
上
噺
』
に
は
、
菓

子
を
食
べ
終
わ
っ
た
後
は
煤
掃
き
時
の
煤
除
け
な
ど
に
再
利
用
さ
れ
た
旨
も
記
さ
れ
て
い
る

が
、
紙
が
丈
夫
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
ろ
う
。
な
お
、
煤
除
け
で
使
わ
れ
た
菓
子
袋
は
お
そ
ら

く
そ
の
ま
ま
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
館
所
蔵
の
菓
子
袋
は
再
利

用
さ
れ
た
後
に
保
管
さ
れ
、
今
現
在
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
再
利
用
方
法
は
主
に
書
類
等

を
入
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
詳
し
く
記
す
。

　

さ
て
、
菓
子
袋
の
概
要
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
が
、
次
は
当
館
所
蔵
の
菓
子
袋
に
つ
い

て
、
簡
単
に
必
要
情
報
を
表
に
ま
と
め
た
上
で
考
察
を
行
い
た
い
。

（図1）「安方せんべい」（アドミュージアム東京蔵）

（図2）「新板大江戸名物双六」（部分図）（国立国会図書館蔵）
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は
じ
め
に

　

山
梨
県
立
博
物
館
で
は
、
主
に
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
菓
子
袋
を

五
十
点
近
く
所
蔵
し
て
お
り
、
そ
の
特
徴
と
し
て
、
袋
状
の
形
態
を
維
持
し
た
ま
ま
保
管
さ

れ
て
い
る
も
の
が
多
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
全
国
的
に
み
て
も
、
菓
子
袋
の
商
標
部
分
の
み

を
切
り
取
っ
て
貼
交
帳
等
に
貼
り
付
け
た
も
の
は
度
々
見
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
形

態
を
ほ
ぼ
残
し
た
ま
ま
、
こ
れ
だ
け
の
量
が
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
は
珍
し
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
部
資
料
に
つ
い
て
は
浅
野
氏
の
論
考

（
1
（

等
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、
当
館
で
所
蔵
す
る
菓
子
袋
の
全
容
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
っ
た
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
当
館
で
所
蔵
す
る
菓
子
袋
に
関
し
て
考
察
を
加
え
、
そ
の
特
徴
を

述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一　

菓
子
袋
概
要

　

当
館
で
所
蔵
し
て
い
る
菓
子
袋
は
制
作
当
初
の
形
を
残
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
菓
子

袋
の
多
く
は
表
面
の
商
標
部
分
の
み
が
切
り
取
ら
れ
、
冊
子
に
貼
り
込
め
ら
れ
た
形
態
で
残

さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
貼
込
帖
『ふ

と
こ
ろ
に
た
ま
る
も
ろ
く
ず

懐
溜
諸
屑
』

に
は
、
菓
子
の
商
標
だ
け
で
も
数
百
点
が
確
認
で
き
る
。
他
に
も
東
京
大
学
が
所
蔵
す
る
、

日
本
博
物
学
の
父
、
田
中
芳
男
が
制
作
し
た
ス
ク
ラ
ッ
プ
帳
『
君

く
ん
じ
ゅ
う
ち
ょ
う

拾
帖
』
に
も
、
い
く
つ
か

の
菓
子
の
商
標
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
も
の
は
あ
く
ま
で
代
表
的
な

も
の
で
あ
り
、
今
後
全
国
の
図
書
館
や
博
物
館
等
で
所
蔵
し
て
い
る
貼
込
帖
を
調
べ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
菓
子
の
商
標
が
確
認
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
菓
子
の
商
標
が
確
認
さ
れ
た
の
は
い
つ
頃
か
ら
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
文
政

八
年
（
一
八
二
五
）
刊
行
の
西
村
藐

み
ゃ
く
あ
ん

庵
編
『
花
街
漫
録
』
に
、竹
村
伊
勢
の
菓
子
で
あ
る
「
も

な
か
の
月
」
と
「
ま
き
せ
ん
べ
い
」
の
絵
入
り
商
標
が
あ
り
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
狩
野
派
の

絵
師
と
英
一
蝶
（
一
六
五
二
〜
一
七
二
四
）
の
手
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
既
に
指
摘

さ
れ
て
い
る

（
2
（

。
浅
野
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
点
か
ら
お
そ
ら
く
享
保
前
期
に
は
絵
入
り
の
菓
子

袋
の
商
標
が
存
在
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
他
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
刊
の
井
原

西
鶴
作
『
西
鶴
折
留
』
巻
三
に
、「
菓
子
袋
の
押
や
う
成
印
判
を
こ
し
ら
へ
」
と
い
う
一
節

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
当
時
既
に
菓
子
袋
に
商
標
等
が
捺
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
推
定
さ
れ

て
い
る

（
3
（

。
な
お
、
今
現
在
確
認
で
き
る
菓
子
袋
の
多
く
は
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
初
期

に
か
け
て
の
も
の
が
多
く
、
こ
う
し
た
時
代
の
遡
る
菓
子
袋
に
つ
い
て
は
ま
だ
調
査
が
不
十

分
な
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

最
初
は
白
地
に
店
名
や
菓
子
の
名
前
が
施
さ
れ
た
シ
ン
プ
ル
な
菓
子
袋
が
中
心
だ
っ
た
と

い
う
が

（
4
（

、
江
戸
時
代
後
期
頃
か
ら
絵
入
り
の
も
の
が
増
え
た
背
景
と
し
て
、
少
し
で
も
凝
っ

た
華
や
か
な
仕
様
の
菓
子
袋
が
、
簡
素
な
も
の
と
比
べ
て
売
れ
行
き
が
良
か
っ
た
か
ら
で
は

な
い
か
と
推
測
す
る
。
な
お
、
菓
子
袋
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
増
え
た
頃
に
刊
行
さ
れ
た
作

品
と
し
て
、
お
菓
子
と
お
酒
を
擬
人
化
し
、
戦
う
姿
が
可
愛
ら
し
く
描
か
れ
た
、「
太た

い
へ
い平

喜き
も
ち餅

酒さ
け

多た
た
か
い

多
買
」
と
い
う
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
〜
一
八
五
八
）
の
錦
絵
が
あ
る
。
こ
の
お
菓
子

軍
の
武
将
た
ち
（
様
々
な
菓
子
が
擬
人
化
し
武
士
に
扮
し
て
い
る
）
が
身
に
着
け
て
い
る
鎧

は
、
重
箱
や
竹
駕
籠
な
ど
で
で
き
て
お
り
、
特
筆
す
べ
き
は
鎧
の
袖
や
草
摺
の
部
分
に
菓
子
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た
藩
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
主
張
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
研

究
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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（
50
）
増
田
廣
實
「
近
世
中
期
甲
信
地
域
に
お
け
る
商
い
荷
物
の
輸
送
」（『
山
梨
県
史
研
究
』
創
刊
号
、

一
九
九
三
年
三
月
、
の
ち
同
『
同
成
社
江
戸
時
代
叢
書
二
〇 

商
品
流
通
と
駄
賃
稼
ぎ
』（
同
成
社
、

二
〇
〇
五
年
四
月
）
第
二
章
「
一　

甲
州
と
信
州
間
の
駄
賃
稼
ぎ
」
に
収
録
）。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
前

掲
註
（
２
）『
山
梨
県
史 

通
史
編 

近
世
二
』
第
一
〇
章
第
五
節
（
増
田
廣
實
氏
執
筆
部
分
）
で
も
言
及

が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）
前
掲
註
（
4（
）「
信
州
米
御
僉
議
ニ
付
書
改
帳
」。

（
52
）
前
掲
註
（
32
）「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳
」
に
よ
れ
ば
、
戸
田
美
濃
守
は
俸
禄
二
、五
七
〇
石
、
寄
合

を
務
め
、
本
所
三
丁
目
に
屋
敷
が
あ
っ
た
。

（
53
）
前
掲
註
（
4（
）「
信
州
米
御
僉
議
ニ
付
書
改
帳
」。

（
54
）
甲
府
の
長
人
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
14
）『
甲
府
市
史
』
第
二
章
第
二
節
、
三
〇
〇
〜
三
〇
二
頁
な

ど
を
参
照
。

（
55
）
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
な
取
引
高
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
50
）
増
田
論
文
参
照
。

（
56
）
元
禄
元
年
以
降
も
度
々
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
す
は
「
坂
田
日
記
抄
」（『
甲
斐
叢
書 

一
巻
』

一
九
七
四
年
一
一
月
）
な
ど
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
増
田
氏
も
そ
の
数
値
を
分
析
に
用
い
て

い
る
（
前
掲
註
（
50
）
増
田
論
文
）。
た
だ
し
こ
の
「
坂
田
日
記
抄
」
は
誤
植
・
誤
読
や
省
略
が
非
常

に
多
く
、
極
め
て
不
正
確
で
あ
り
、
こ
れ
の
み
に
依
拠
し
て
分
析
を
行
う
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

（
57
）
前
掲
註
（
50
）
増
田
論
文
。

（
58
）
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
「
信
州
酒
差
止
め
仰
付
方
願
書
」（
歴—
二
〇
〇
五—

〇
〇
三—

〇
一
九
六
五
五
）。
判
読
困
難
な
部
分
に
つ
い
て
は
、ほ
ぼ
同
文
の
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫「
信

州
酒
付
入
差
留
方
願
書
」（
歴—

二
〇
〇
五—

〇
〇
三—

〇
一
九
六
五
八
）
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

（
5（
）
こ
の
寛
文
九
年
の
訴
状
と
み
ら
れ
る
の
が
、
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
「
信
州
酒
付
入
停
止
仰

付
方
願
書
」（
歴—

二
〇
〇
五—

〇
〇
三—

〇
一
九
六
五
一
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
。

　
　
　
　
　
　

御
訴
詔　

　
　

一 

、
乍
恐
申
上
意
趣

者
、
酒
造
申
儀
、
去
ル
巳
ノ
年
之
石
高
四
ヶ
一
造
り
申
様
ニ
と
御
法
度
被　

仰
付
候

間
、
其
通
堅
相
守
、
四
ヶ
一
造
申
候
故
、
甲
府
酒
屋
中
世
渡
り
致
兼
申
候
、
近
年
ハ
信
州
領
ゟ
酒
少
ツ
ヽ

入
申
候
処
ニ
、
当
年
ハ
大
分
ニ
信
州
酒
付
入
、
御
当
地
ニ

而
商
買
仕
候
故
、
惣
酒
屋
中
迷
惑
仕
候
、
甲

州
酒
之
儀
、
例
年
駿
州
へ
大
分
払
来
り
申
候
所
ニ
、
当
年
ハ
甲
州
酒
、
駿
州
へ
一
切
入
不
申
候
ニ
付
、

甲
府
に
て
四
ヶ
一
造
り
申
候
酒（

抹
消
（

□
払
兼
、惣
酒
屋
共
弥
世
渡
り
可
仕
様
無
御
座
候
間
、信
州
ゟ
商
買
酒
、

御
領
分
中
へ
付
入
不
申
候
様
ニ
被
為　

仰
付
被
下
候
ハ
ヽ
、
有
難
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　

寛
文
九
年　
　
　
　
　
　
　

坂
田
与
一
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

酉
閏
十
月
十
日　
　
　

秋
山
喜
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渋
江
五
左
衛
門

　
　
　
　
　

御
奉
行
様　
　
　
　
　
　

新
保
佐
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
府
町
上
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
酒
屋
中

　
　
　

 

こ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く
甲
府
藩
で
行
わ
れ
て
い
た
酒
造
制
限
が
酒
屋
の
経
営
を
圧
迫
し
た
こ
と
を
理

由
に
、
信
濃
国
か
ら
の
酒
の
移
入
を
禁
止
す
る
よ
う
願
い
出
て
い
る
。〔
史
料
11
〕
に
よ
れ
ば
、
こ
の

訴
訟
の
結
果
、
寛
文
九
年
段
階
で
甲
府
藩
の
城
代
家
老
を
務
め
て
い
た
戸
田
忠
尊
の
命
に
よ
り
、
酒
の

移
入
が
禁
じ
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
信
州
酒
」
と
あ
る
だ
け
で
、
松
本
産

の
酒
と
、
例
え
ば
佐
久
な
ど
「
信
州
領
」
か
ら
移
入
す
る
酒
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
信
濃

国
の
甲
府
藩
領
か
ら
の
酒
の
移
入
も
取
り
締
ま
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
60
）
前
掲
註
（
58
）「
信
州
酒
付
入
差
留
方
願
書
」
は
、〔
史
料
11
〕
の
案
文
と
み
ら
れ
る
が
、「
戸
田
周
防
守
様
」

の
文
字
が
意
図
的
に
無
視
さ
れ
た
と
考
え
る
と
、
松
本
産
の
酒
の
取
引
を
禁
じ
る
命
令
は
、
戸
田
忠
尊

が
甲
府
城
代
を
退
い
た
寛
文
一
一
年
五
月
以
降
に
発
令
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
61
）
こ
の
潰
れ
酒
屋
の
書
上
げ
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
「
造
酒
休
業
の
者

名
前
書
上
」（
歴—

二
〇
〇
五—

〇
〇
三—

〇
一
九
六
六
八
）
で
あ
り
、貞
享
元
年
九
月
四
日
の
日
付
で
、

柳
町
の
八
兵
衛
以
下
、
二
一
人
の
酒
屋
の
名
前
が
「
四
・
五
年
以
来
身
体
潰
申
候
酒
屋
共
」
と
し
て
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

（
62
）
前
掲
註
（
50
）
増
田
論
文
。

（
63
）
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
「
穀
・
酒
問
屋
并
両
替
屋
名
前
書
上
」（
歴—

二
〇
〇
五—

〇
〇
三—

〇
二
〇
四
二
一
）。
同
史
料
に
は
「
信
州
酒
問
屋
」
も
五
軒
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
64
）「
御
公
用
諸
事
之
留
」
元
禄
七
年
六
月
二
五
日
条
、
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
坂
田
家
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
、
古
Ｃ—

一—

一
五
。

（
65
）
報
復
措
置
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
商
人
側
の
申
し
出
で
頓
挫
し
て
い
る
あ
た
り
か
ら
、
あ
く
ま
で
名
目
上

は
任
意
の
融
資
依
頼
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
66
）
た
だ
し
、
状
況
的
に
は
信
濃
国
産
の
米
穀
や
酒
の
商
い
が
甲
斐
国
産
の
そ
れ
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
信
濃
国
産
の
物
資
の
取
引
が
か
な
り
の
比
重
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
67
）
そ
の
意
味
で
、
甲
府
藩
の
成
立
時
点
は
、（
Ａ
）
の
「
厨
料
」
の
段
階
で
は
な
く
、
綱
重
に
甲
府
城
が

与
え
ら
れ
た
（
Ｂ
）
の
寛
文
元
年
の
段
階
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
68
）
前
掲
註
（
31
）
村
上
論
文
で
は
、
甲
府
徳
川
家
時
代
の
甲
府
藩
を
、
幕
領
の
一
部
で
は
な
く
、
独
立
し
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美
作
国
に
甲
府
藩
領
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
他
の
史
料
で
も
確
認
で
き
る
の
で
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
に
は
甲
府
藩
が
解
体
さ
れ
て
幕
領
と
な
る
た
め
、

そ
の
支
配
の
実
態
に
つ
い
て
わ
か
る
こ
と
は
少
な
い
。
上
方
の
所
領
と
と
も
に
、
そ
の
実
態
解
明
は
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
25
）
内
閣
文
庫
所
蔵
「
甲
府
御
館
記
」、
請
求
番
号
二
五
七—

〇
〇
七
一
。

（
26
）
た
と
え
ば
、
前
掲
註
（
25
）「
甲
府
御
館
記
」
元
禄
八
年
八
月
一
三
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚

 
 

奥
山
作
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

 

右
者

今
度
和
州
・
江
州
在
役
被
遣
候
付
、
当
冬
渡
リ
御
役
金
、
只
今
取
越
被
為
借
候
様
奉
願
候
、

以
上

（
27
）
前
掲
註
（
13
）
古
川
論
文
。

（
28
）
前
掲
註
（
18
）
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
検
地
帳
。

（
2（
）『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
八
代
郡
の
項
な
ど
に
は
、宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
に
一
円
甲
府
藩
（
柳
沢
家
）

領
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
検
地
帳
の
残
存
状
況
な
ど
か
ら
、
そ
れ
以
前
か
ら
徐
々
に
支
配
替
え

が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
30
）
史
料
間
で
こ
う
し
た
齟
齬
が
発
生
す
る
背
景
と
し
て
、
変
動
す
る
甲
府
藩
の
所
領
に
つ
い
て
、
そ
の
都

度
詳
細
な
記
録
が
作
成
さ
れ
、
参
照
で
き
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

（
31
）
村
上
直
「
甲
府
藩
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察—

徳
川
綱
重
・
綱
豊
時
代
を
中
心
に—

」（
磯
貝
正
義
先

生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
甲
斐
の
成
立
と
地
方
的
展
開
』
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
一
二
月
）。

（
32
）「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳
」（
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
、
歴
二
〇
〇
五—
〇
〇
三—

〇
一
二
九
二
〇
。
翻
刻
は
『
甲
府
市
史 

史
料
編 

第
三
巻 

近
世
Ⅰ
（
町
方
一
）』（
一
九
八
七
年
三
月
）、

七
〇
〜
一
二
〇
頁
、
一
〇
八
号
文
書
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
甲
府
を
は
じ
め
と
す
る
領
内
各
地
に
赴
任

す
る
武
士
の
数
の
少
な
さ
も
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
33
）
前
掲
註
（
32
）
参
照
。

（
34
）
前
掲
註
（
14
）『
甲
府
市
史
』
一
三
〇
〜
一
四
二
頁
な
ど
。

（
35
）
前
掲
註
（
12
）『
甲
斐
国
志
』
二
〇
九
頁
。

（
36
）
飯
田
文
弥
「
寛
文
・
延
宝
期
に
お
け
る
甲
州
国
中
地
方
の
百
姓
一
揆
」（『
日
本
歴
史
』
第
三
一
八
号
、

一
九
七
四
年
一
一
月
）。
な
お
、
引
用
箇
所
の
丸
カ
ッ
コ
内
は
引
用
者
註
で
あ
り
、
以
下
註
釈
を
省
略

す
る
。

（
37
）
前
掲
註
（
36
）
飯
田
論
文
。

（
38
）「
御
年
貢
御
検
地
等
ニ
付
訴
訟
」（『
甲
西
町
誌
資
料
編
』（
一
九
七
三
年
六
月
）
一
三
・
一
四
頁
、
二
八

号
文
書
）。
史
料
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
ま
た
文
中
に
意
味
の
取
り
づ
ら
い
箇
所
が
あ
る
が
、

誤
植
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
。
今
後
原
本
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（
3（
）
こ
こ
で
「
江
戸
へ
下
り
」
訴
訟
を
せ
よ
、
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。
甲
府
城
を
拠
点
と
す
る
甲
府
藩
、

お
よ
び
そ
の
領
民
に
と
っ
て
、
あ
く
ま
で
江
戸
は
「
下
」
る
場
所
で
あ
っ
た
。

（
40
）
こ
の
城
代
に
つ
い
て
、
飯
田
氏
は
、
こ
の
時
期
に
城
代
が
不
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
城
番
」（
定
番
）

を
指
す
と
み
て
い
る
が
、「
心
入
難
忘
」
と
い
っ
た
文
言
な
ど
か
ら
、
必
ず
し
も
城
代
が
現
職
で
あ
る

必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、渡
辺
綱
治（
寛
文
元
年
九
月
か
ら
寛
文
三
年
ま
で
在
任
）か
、

戸
田
忠
尊
（
寛
文
四
年
一
二
月
か
ら
寛
文
一
一
年
五
月
ま
で
在
任
）
の
い
ず
れ
か
を
指
す
も
の
と
み
て

よ
く
、
寛
文
一
三
年
と
い
う
時
期
を
考
え
る
と
、
後
者
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
寛

文
一
三
年
時
点
の
甲
府
定
番
は
小
長
谷
伊
左
衛
門
と
高
林
五
左
衛
門
で
あ
る
（
前
掲
註
（
14
）『
甲
府

市
史
』
な
ど
）。

（
41
）
前
掲
註
（
36
）
飯
田
論
文
。

（
42
）「
徳
川
綱
重
代
官
・
手
代
心
得
定
」（
前
掲
註
（
20
）『
長
野
県
史
』
六
八
七
〜
六
八
九
頁
、三
〇
〇
号
文
書
）。

史
料
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
43
）「
徳
川
綱
豊
領
内
法
度
并
代
官
仕
置
定
」（
前
掲
註
（
20
）『
長
野
県
史
』
六
八
九
〜
六
九
一
頁
、
三
〇
一

号
文
書
）。
原
本
は
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
、
歴—

二
〇
〇
五—

〇
〇
三—

〇
一
四
〇
〇
六
。

（
44
）〔
史
料
４
〕
と
し
て
あ
げ
た
『
甲
斐
国
志
』
に
み
ら
れ
る
寛
文
一
二
年
の
「
群
参
」
の
人
数
が
、「
三
百
余
人
」

と
さ
れ
る
背
景
に
、
三
人
ま
で
は
江
戸
へ
の
出
訴
を
許
可
す
る
と
い
う
こ
の
規
定
が
あ
る
と
み
る
の
は

う
が
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

（
45
）
前
掲
註
（
36
）
飯
田
論
文
。

（
46
）「
西
郡
武
川
筋
村
々
年
貢
高
免
ニ
付
助
成
願
」（『
白
根
町
誌
資
料
編
』（
一
九
六
九
年
一
〇
月
）
四
六
頁
、

九
四
号
文
書
）。
史
料
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
47
）〔
史
料
7
〕
の
規
定
で
は
、
村
の
訴
訟
は
ま
ず
代
官
が
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
代
官
の

非
法
を
代
官
が
取
り
上
げ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
江
戸
へ
の
出
訴
の
理
由
づ
け
と

し
て
、
戦
略
的
に
代
官
の
非
法
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
48
）
領
民
の
江
戸
出
訴
に
関
し
て
、
事
実
上
そ
の
歯
止
め
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
出
訴
に
か
か
る
経
費
負
担

の
問
題
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
4（
）
山
梨
県
立
博
物
館
所
蔵
甲
州
文
庫
、
歴—

二
〇
〇
五—

〇
〇
三—

〇
二
〇
四
七
八
。
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を
拝
領
す
る
段
階
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
各
国
ご
と
の
石

高
を
足
し
合
わ
せ
て
い
く
と
二
四
万
三
、七
〇
〇
石
と
な
り
、
二
五
万
石
と
は
な
ら
な
い
。

（
（
）
甲
斐
国
分
一
四
万
五
、二
九
四
石
一
斗
八
升
九
合
に
、「
左
馬
頭
様
本
知
」
の
駿
河
国
分
二
、九
七
〇
石

九
斗
一
升
一
合
、
近
江
国
分
二
万
二
、一
一
五
石
六
斗
九
升
九
合
、
信
濃
国
分
一
万
五
、五
〇
八
石
八
斗

二
升
八
合
を
足
し
合
わ
せ
る
と
、
一
八
万
五
、八
八
九
石
六
斗
二
升
七
合
と
な
る
。
な
お
、
信
濃
国
分

で
は
「
左
馬
頭
様
本
知
」
と
「
御
蔵
入
新
規
」
の
石
高
を
合
計
す
る
と
、
三
万
七
、〇
三
〇
石
六
斗
七

升
九
合
と
な
り
、
史
料
上
の
表
記
と
大
き
く
ず
れ
て
い
る
。

（
10
）「
右
馬
頭
様
本
知
」
の
駿
河
国
分
の
三
、〇
三
七
石
九
斗
四
合
、「
御
蔵
入
新
規
」
の
近
江
国
分

七
、八
八
四
石
三
斗
一
合
、
信
濃
国
分
二
万
一
、五
二
一
石
八
斗
五
升
一
合
を
足
し
合
わ
せ
る
と
、

三
万
二
、四
四
四
石
五
升
六
合
と
な
る
。
さ
ら
に
武
蔵
国
羽
生
領
三
万
一
、六
六
六
石
八
斗
一
升
七
合
を

加
え
る
と
、
六
万
四
、一
一
〇
石
八
斗
七
升
三
合
と
な
る
。

（
11
）
甲
府
市
編
『
甲
府
略
志
』
一
九
一
八
年
一
一
月
、
七
九
・
八
〇
頁
。

（
12
）
佐
藤
八
郎
・
佐
藤
森
三
校
訂
『
大
日
本
地
誌
大
系
四
七 

甲
斐
国
志 

第
四
巻
』（
雄
山
閣
、
一
九
七
二
年

一
二
月
）、
二
一
一
頁
、
巻
之
百 

人
物
部
第
九
「
甲
府
宰
相
綱
豊
卿
」
の
項
。

（
13
）
詳
細
な
内
訳
に
つ
い
て
は
「
幕
府
祚
胤
伝 

四
」（『
徳
川
諸
家
系
譜 

第
二
』
続
群
書
類
従
刊
行
会
、

一
九
七
四
年
八
月
）、
お
よ
び
同
書
に
基
づ
く
古
川
貞
雄
「
信
州
の
甲
府
徳
川
領
（
一
）」（『
信
濃
』
第

四
四
巻
第
二
号
、
一
九
九
二
年
二
月
）
表
１
を
参
照
。

（
14
） 『
甲
府
市
史 

通
史
編 

第
二
巻 

近
世
』（
一
九
九
二
年
三
月
）、
一
二
八
〜
一
三
〇
頁
。

（
15
）
前
掲
註
（
２
）『
山
梨
県
史
』。

（
16
）
本
稿
で
参
照
し
た
北
信
・
東
信
の
自
治
体
史
は
、『
小
布
施
町
史
』（
一
九
七
五
年
一
一
月
）、『
長
野
県

史 

通
史
編 

第
四
巻 

近
世
一
』（
一
九
八
七
年
三
月
）、『
佐
久
市
志 

歴
史
編
（
三
） 

近
世
』（
一
九
九
二

年
三
月
）、『
望
月
町
誌 

第
四
巻 

近
世
編
』（
一
九
九
七
年
三
月
）、『
高
山
村
誌 

第
二
巻 
歴
史
編
』

（
二
〇
〇
五
年
三
月
）、『
佐
久
町
誌 

歴
史
編
二 

近
世
』（
二
〇
〇
五
年
三
月
）、『
臼
田
町
誌 

第
四
巻 

近
世
編
』（
二
〇
〇
八
年
三
月
）、『
川
上
村
誌 

通
史
編
』（
二
〇
〇
九
年
三
月
）、『
須
坂
市
誌 

第
四
巻 

歴
史
編
Ⅱ
』（
二
〇
一
五
年
三
月
）、『
南
相
木
村
誌
』（
二
〇
一
七
年
三
月
）。

（
17
）
前
掲
註
（
13
）
古
川
論
文
。
ま
た
同
氏
が
執
筆
し
た
前
掲
註
（
16
）『
佐
久
市
志
』
な
ど
に
も
同
様
の

記
述
が
み
ら
れ
る
。
な
お
古
川
氏
は
、〔
史
料
２
〕
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

（
18
）
甲
府
徳
川
家
で
は
、
寛
文
年
間
以
降
、
谷
村
藩
領
で
あ
っ
た
都
留
郡
を
除
く
甲
斐
国
内
各
地
の
検
地
を

実
施
し
た
。
山
梨
県
立
博
物
館
で
は
、
か
つ
て
甲
府
城
に
保
管
さ
れ
て
い
た
検
地
帳
を
五
、二
二
五
冊

所
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
都
留
郡
を
除
き
、
甲
府
藩
領
と
な
っ
て
三
年
後
の
寛
文
四
（
一
六
六
四
）

年
以
降
、
徳
川
綱
豊
が
江
戸
城
に
入
っ
て
甲
府
藩
が
解
体
さ
れ
る
宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
ま
で
の
期

間
に
、
甲
府
藩
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
が
三
、三
二
九
冊
と
過
半
数
を
占
め
て
い
る
（
寛
文
元
年

か
ら
同
三
年
の
も
の
は
確
認
で
き
な
い
）。
検
地
帳
は
一
つ
の
村
に
つ
い
て
一
〇
冊
以
上
作
成
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
の
で
、
単
純
に
冊
数
だ
け
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
お
ま
か
な
傾
向
と
し
て
、

寛
文
六
年
の
も
の
が
三
〇
一
冊
、
同
一
一
年
の
も
の
が
六
六
七
冊
、
同
一
二
年
の
も
の
が
四
七
九
冊
、

貞
享
元
年
の
も
の
が
五
九
一
冊
、
同
二
年
の
も
の
が
三
七
七
冊
に
の
ぼ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
寛
文
八
年
、

延
宝
元
年
・
同
二
年
や
天
和
年
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
が
確
認
で
き
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
検
地
帳

の
作
成
作
業
が
年
次
的
に
偏
っ
て
い
る
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
検
地
帳
の
分
析
に
よ
っ
て
、
甲

府
藩
領
の
変
遷
や
、
検
地
担
当
代
官
の
地
域
分
担
状
況
な
ど
、
甲
府
藩
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
そ
の
用
意
が
な
い
。
他
日
を
期
し
た
い
。

（
1（
）
現
段
階
で
は
、
前
掲
註
（
18
）
で
示
し
た
検
地
帳
の
詳
細
な
分
析
に
よ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論

を
前
進
さ
せ
う
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（
20
）「
甲
府
徳
川
領
信
州
村
高
帳
」（『
長
野
県
史 

近
世
史
料
編 

第
二
巻
（
一
） 

東
信
地
方
』（
一
九
七
八
年

三
月
）、
七
〇
七
〜
一
二
頁
、
三
一
〇
号
文
書
）。
な
お
佐
久
郡
が
三
万
五
、八
〇
七
石
二
斗
一
升
八
合
、

小
県
郡
が
三
、四
四
三
石
九
斗
七
升
九
合
、
高
井
郡
が
一
万
一
、〇
九
五
石
七
斗
一
升
二
合
と
な
っ
て
い

る
。

（
21
）
ま
た
代
官
近
山
清
兵
衛
に
「
寅
年
領
知
」
と
し
て
武
蔵
羽
生
に
二
、七
五
一
石
五
斗
四
升
九
合
が
任
さ

れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
元
禄
一
一
年
が
寅
年
で
あ
る
の
で
、
こ
の
年
か
ら
近
山
清
兵
衛
の
代
官

所
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
22
）
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
に
柳
沢
吉
保
が
拝
領
し
た
甲
斐
国
山
梨
・
八
代
・
巨
摩
三
郡
の
石
高
が

一
五
万
石
余
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
（「
柳
沢
吉
保
宛
領
知
目
録
」（
前
掲
註
（
7
）『
山
梨
県
史
』、

五
九
九
頁
、
六
七
六
号
文
書
ほ
か
）、〔
史
料
３
〕
の
「
二
十
四
万
石
」
は
過
大
な
数
値
で
あ
る
。

（
23
）
元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年
の
「
川
口
町
絵
図
」
に
よ
れ
ば
、
大
津
城
の
舟
入
の
堀
の
ひ
と
つ
、
川
口
堀

に
接
し
て
「
甲
府
様
御
蔵
屋
鋪
」
が
あ
っ
た
と
い
う
（
大
津
市
教
育
委
員
会
『
大
津
城
跡
発
掘
調
査
報

告
書 

七
〇
』
二
〇
一
三
年
三
月
、
第
五
章
）。
佐
藤
賢
一
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
24
）『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
で
は
、元
禄
郷
帳
の
記
述
に
基
づ
き
、近
江
国
の
伊
香
、坂
田
、高
島
、東
浅
井
、

蒲
生
の
各
郡
、全
八
三
ヶ
村
に
甲
府
藩
領
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
し
、そ
の
多
く
は
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）

年
に
設
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
な
お
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
で
は
、元
禄
一
四
（
一
七
〇
一
）

年
に
美
作
国
勝
南
・
久
米
南
条
・
久
米
北
条
・
真
島
の
四
郡
、
八
万
六
二
七
石
が
徳
川
綱
豊
領
と
さ
れ
、

役
所
が
久
米
南
条
郡
宮
尾
村
と
勝
南
郡
木
知
ヶ
原
村
に
置
か
れ
た
と
す
る
（「
美
作
国
」
の
項
な
ど
）。
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お
わ
り
に

　

藩
領
の
分
布
の
段
階
差
、
江
戸
の
甲
府
藩
邸
へ
の
訴
訟
ル
ー
ト
、
甲
府
城
下
町
に
対
す
る

経
済
政
策
な
ど
、
甲
府
藩
に
関
す
る
基
礎
的
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
い
ず
れ
も
バ

ラ
バ
ラ
の
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
の
よ
う
で
あ
り
、
未
だ
全
体
像
は
み
え
て
こ
な
い
。
残
さ
れ
た

課
題
は
極
め
て
多
い
。
こ
れ
か
ら
丹
念
に
ひ
と
つ
ず
つ
、
基
本
的
な
事
実
関
係
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

甲
府
藩
の
藩
政
に
関
す
る
分
析
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
は
、
甲
府
藩
を
藩
政
の
主
体

と
み
る
視
角
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る

（
11
（

。
綱
豊
の
江

戸
城
入
り
に
際
し
て
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
、
綱
重
・
綱
豊
の
二
代
、
長
く
見
積

も
れ
ば
五
〇
年
余
り
に
わ
た
っ
て
関
東
近
郊
に
置
か
れ
、
徳
川
将
軍
家
に
極
め
て
近
し
い
待

遇
を
与
え
ら
れ
た
三
五
万
石
の
徳
川
一
門
の
有
力
大
名
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
さ
み
し
い

研
究
状
況
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ま
た
、
甲
府
藩
が
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
は
、
広
範
な
藩
領
の
分
布
も
一
因
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
甲
斐
国
の
甲
府
藩
領
と
、
信
濃
国
の
藩
領
と
で
は
、

史
料
の
性
質
や
残
存
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
が
、
は
た
し
て
藩
と

し
て
一
体
の
状
況
が
み
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
モ
ザ
イ
ク
状
に
異
な
る
支
配
が
展
開
し
て

い
る
の
か
、
史
料
に
即
し
て
検
討
す
る
の
が
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
史
料
の
数
は
そ

こ
そ
こ
に
あ
る
が
、
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
背
景
と
し
て
、
藩
領
内
で
の
比
較
検
討
が
困
難

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

甲
府
藩
の
藩
領
は
数
か
国
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
支
配
状
況
を

考
え
て
い
く
た
め
に
は
、
甲
斐
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
藩
領
と
な
っ
た
広
い
地
域
に
わ
た
っ

て
関
連
史
料
を
渉
猟
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
に
そ
れ
が
勤
ま
る
か
ど
う
か
、
は
な

は
だ
不
安
で
は
あ
る
が
、
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
今
後
継
続
的
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

註（
1
） 「
九
日
、
左
馬
頭
綱
重
卿
・
右
馬
頭
綱
吉
卿
へ
十
万
石
づ
ゝ
益
封
あ
り
、
各
々
廿
五
万
石
に
な
さ
れ
、
左

典
厩
に
は
甲
府
、
右
典
厩
に
は
館
林
を
賜
ふ
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

四
一 

徳
川
実
紀
』
三
九
六
頁
、

「
厳
有
院
殿
御
実
紀
」
巻
二
二
、
寛
文
元
年
閏
八
月
九
日
条
）。

（
2
）  

「
三
日　

大
納（

家
綱
（言

殿
、
本
城
へ
な
ら
せ
ら
れ
、
黒
木
書
院
に
出
ま
し
、
長（

綱
重
・
綱
吉
）

松
・
徳
松
両
君
に
厨
料

十
五
万
石
づ
ゝ
、
駿
・
甲
・
上
・
信
・
江
・
濃
六
州
の
中
に
て
給
ひ
、
御
家
人
の
子（

マ
マ
（

第
等
召
出
し
、
附

属
し
給
ふ
べ
き
旨
面
命
し
給
ふ
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系 

四
〇 

徳
川
実
紀
』
六
八
九
頁
、「
大
猷
院
殿

御
実
紀
」
巻
八
〇
、
慶
安
四
年
四
月
三
日
条
）。
な
お
こ
の
「
厨
料
」
に
つ
い
て
、『
山
梨
県
史
』
で
は
、

「
家
光
の
死
の
直
前
で
あ
る
同
月
（
引
用
者
註
：
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
四
月
）
三
日
に
、
長
松
（
綱

重
）
へ
「
御
賄
領
」
と
し
て
一
五
万
石
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
与
え
ら
れ
た
所
領
は
、甲
斐
・

信
濃
（
長
野
県
）・
上
野
（
群
馬
県
）・
駿
河
（
静
岡
県
）・
美
濃
（
岐
阜
県
）・
近
江
（
滋
賀
県
）
の
六

か
国
に
分
散
し
て
い
る
」
と
す
る
が
（『
山
梨
県
史 

通
史
編
三 

近
世
一
』（
二
〇
〇
六
年
三
月
）、
三
三

〜
三
四
頁
）、
右
の
史
料
の
記
述
か
ら
、
こ
の
六
か
国
に
は
徳
松
（
綱
吉
）
に
与
え
ら
れ
た
所
領
も
含

ま
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
た
だ
し
、
甲
府
藩
主
で
あ
る
綱
豊
・
綱
重
ら
は
、
江
戸
の
桜
田
御
殿
や
浜
御
殿
を
拠
点
と
し
て
暮
ら
し

て
お
り
、
甲
斐
国
に
入
っ
た
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
）
以
下
、
本
稿
で
い
う
甲
府
藩
は
、
甲
府
徳
川
家
支
配
期
の
甲
府
藩
を
指
す
も
の
と
し
、
柳
沢
家
支
配
期

の
甲
府
藩
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
を
註
記
す
る
。

（
5
）
拙
稿
「
概
説 

甲
府
徳
川
家
」（
企
画
展
図
録
『
甲
府
徳
川
家—

六
代
将
軍
家
宣
を
生
ん
だ
知
ら
れ
ざ
る

名
門—

』
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）。

（
6
）「
甲
府
徳
川
家
」
展
の
第
二
章
で
紹
介
し
た
史
料
の
多
く
が
、
甲
府
藩
の
藩
政
史
料
と
位
置
付
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
５
）『
甲
府
徳
川
家
』
展
示
図
録
を
参
照
。

（
7
）
内
閣
文
庫
所
蔵
「
蠹
余
一
得
」
巻
之
二
（『
山
梨
県
史 

資
料
編
八 

近
世
一 

領
主
』（
一
九
九
八
年
三
月
）、

三
九
八
・
九
頁
、
六
四
五
号
文
書
）。
な
お
『
山
梨
県
史
』
で
は
史
料
名
を
「
甲
府
殿
御
領
地
割
」
と
し

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
史
料
上
の
表
記
の
通
り
「
甲
府
殿
御
領
知
割
」
と
称
す
る
。

（
8
）
前
掲
註
（
７
）『
山
梨
県
史
』
で
は
「
年
未
詳
」
と
す
る
が
、
寛
文
元
年
の
甲
府
藩
の
石
高
に
合
致
す

る
「
二
十
五
万
石
」
と
い
う
数
値
や
、
後
述
す
る
よ
う
に
徳
川
綱
重
・
綱
吉
を
指
す
「
左
馬
頭
様
」・「
右

馬
頭
様
」
と
い
っ
た
呼
称
が
、
寛
文
元
年
一
二
月
ま
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
史
料
中
に
頻

出
す
る
「
申
ゟ
子
迄
」
が
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
か
ら
万
治
三
（
一
六
六
〇
）
年
を
指
す
も
の
と
み

ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
史
料
の
元
と
な
っ
た
原
本
は
、
寛
文
元
年
、
綱
重
が
甲
府
城
と
一
〇
万
石
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甲
斐
国
の
米
穀
相
場
の
差
を
利
用
し
て
利
益
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
甲

斐
国
産
の
米
を
扱
う
米
穀
問
屋
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
利

鞘
の
大
き
い
酒
の
取
引
で
は
そ
の
影
響
が
顕
著
に
現
れ
、
甲
府
の
酒
問
屋
は
打
撃
を
受
け
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
甲
府
の
米
穀
問
屋
や
酒
問
屋
が
、
甲
府
藩
に

訴
え
出
て
、
信
濃
国
産
の
米
穀
・
酒
の
取
引
を
禁
じ
る
よ
う
に
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、〔
史
料
11
〕
か
ら
一
〇
年
後
の
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
、
甲
府
藩
は
甲
府
城
下

町
に
お
い
て
信
濃
国
産
の
米
穀
を
扱
う
問
屋
に
、
あ
る
命
令
を
発
し
た
。

〔
史
料

（
11
（

12
〕

　
　

戌（
元
禄
七
年
（

六
月
廿
五
日

　
　

一 

、信
州
穀
問
屋
・
酒
問
屋
、今
日
監（

竹
川
信
成
（

物
様
ニ
而

御
立
合
、手
形
連
判
ニ
而

御
取
被
成
候
ハ
、

信
州
穀
問
屋
・
酒
問
屋
共
、
金
子
多
ク
所
持
致
候
間
、
御
家
中
へ
金
子
御
用
相
立
候

様
ニ
と
被
仰
付
候
ヘ
共
、
何
れ
も
少
分
之
者
共
ニ
而

、
御
用
ニ
立
不
申
候
、
向
後
信

州
米
穀
酒
請
払
仕
間
敷
候
、
以
来
請
払
仕
候
者

、
其
節
ハ
急
度
御
用
ニ
立
可
申
候
由
、

何
れ
も
右
問
屋
共
連
判
ニ
而

手
形
指
上
ケ
申
也

　

甲
府
町
年
寄
の
坂
田
家
の
公
用
日
記
に
み
ら
れ
る
記
述
で
あ
る
。
甲
府
に
あ
っ
た
信
濃
国

産
の
米
穀
や
酒
を
商
う
問
屋
た
ち
が
、
甲
府
藩
の
町
奉
行
竹
川
信
成
に
呼
び
出
さ
れ
、
以
下

の
よ
う
な
手
形
を
提
出
さ
せ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
問
屋
は
、
金
子
を
多
く
持
っ
て
い

る
と
さ
れ
、
家
中
へ
の
金
融
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
経
営
が
小
規
模
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
断
っ
た
。
そ
の
た
め
甲
府
藩
は
、
彼
ら
に
信
濃
国
産
の
米
穀
や
酒
の
取
扱
い
を
禁
じ
、

も
し
そ
れ
ら
を
再
び
取
り
扱
っ
た
な
ら
ば
、
家
中
へ
の
資
金
の
融
通
を
行
う
、
と
約
束
さ
せ

ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
甲
府
藩
は
、
信
濃
国
産
の
米
穀
・
酒
の
取
引
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
商
人
た

ち
か
ら
藩
士
へ
の
融
資
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
営
業
税
的
な
性
格

を
持
つ
金
融
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
問
屋
た
ち
の
反
対
に
よ
っ
て
挫
折
し
た

た
め
、
甲
府
藩
は
甲
府
城
下
町
に
お
け
る
信
濃
国
産
の
商
品
の
取
引
を
禁
じ
る
と
い
う
報
復

措
置
を
と
り
、
も
し
取
引
が
確
認
さ
れ
た
な
ら
ば
融
資
を
命
じ
る
と
商
人
た
ち
を
脅
迫
し
た

の
で
あ
る

（
11
（

。

　

こ
こ
に
、「
信
州
米
御
僉
議
ニ
付
書
改
帳
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
甲
府
藩
が
甲
府
城
下

町
に
流
入
す
る
米
穀
を
厳
し
く
監
視
し
て
い
た
理
由
の
ひ
と
つ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。〔
史
料

11
〕
で
ふ
れ
た
、
寛
文
九
年
に
甲
府
藩
が
信
濃
国
産
の
米
穀
の
取
引
を
禁
じ
た
背
景
に
も
、

同
様
の
事
態
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
甲
府
藩
は
利
益
の
大
き
い

信
濃
国
産
の
米
穀
や
酒
を
扱
う
商
人
た
ち
か
ら
、
資
金
の
融
通
を
引
き
出
す
た
め
に
、
信
濃

国
産
の
米
穀
や
酒
の
取
引
状
況
を
監
視
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
信
州
米
御
僉
議
ニ
付
書
改
帳
」
が
、
主
と
し
て
信
濃
国
か
ら
流
入
す
る
米
穀
を
監
視
す

る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
信
濃
国
産
の
物
資
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
の

は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。「
信
州
米
御
僉
議
ニ
付
書
改
帳
」
が
甲
府
城
下
町
の
取
引
額
全

体
を
示
す
も
の
か
ど
う
か
が
わ
か
ら
な
い
以
上
、
こ
こ
か
ら
甲
府
城
下
町
の
市
場
に
お
け
る

信
濃
国
産
の
物
資
の
比
重
の
大
き
さ
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

増
田
氏
の
い
う
「
信
州
産
米
穀
類
や
信
州
酒
の
商
圏
の
拡
大
」
は
、
数
量
的
な
裏
付
け
を
欠

く
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
11
（

。

　

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
「
信
州
米
御
僉
議
ニ
付
書
改
帳
」
か
ら
わ
か
る
の
は
、
甲
府
藩
に
と
っ

て
、
信
濃
国
か
ら
領
内
に
流
入
し
て
取
引
さ
れ
る
米
穀
を
監
視
す
る
に
は
、
甲
府
城
下
町
の

状
況
を
押
さ
え
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

甲
府
藩
に
お
け
る
中
央
市
場
と
し
て
甲
府
城
下
町
が
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　

甲
府
藩
の
藩
領
は
、
徐
々
に
甲
斐
国
を
核
と
す
る
形
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
可
能
性
を
先

に
確
認
し
た
。
そ
の
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
甲
斐
国
の
中
央
市
場
と
し
て
の
甲
府
城
下
町
の

存
在
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
を
押
さ
え
る
拠
点
と
し
て
の
甲
府
城
の
存
在
で
あ
っ
た

（
11
（

。
甲
府
藩

は
、
信
濃
国
の
他
藩
領
と
の
活
発
な
物
流
を
前
提
に
、
活
況
を
呈
し
て
い
た
城
下
町
の
経
済

的
な
優
位
性
も
、
藩
の
経
営
に
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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い
が
、〔
史
料
９
〕
の
記
述
や
、
他
の
史
料
な
ど
か
ら
、
甲
府
藩
の
町
奉
行
に
宛
て
て
提
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
〔
史
料
10
〕
は
甲
斐
国
産
の
米
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
が
、
本
史
料
に
は
、
甲
斐
国
の

ほ
か
信
濃
国
の
佐
久
、
諏
訪
、
松
本
、
高
遠
、
伊
那
、
飯
田
な
ど
か
ら
甲
府
に
運
ば
れ
た
雑

穀
（
大
麦
・
小
麦
・
大
豆
・
小
豆
・
蕎
麦
・
稗
）
に
つ
い
て
、
元
禄
元
年
の
取
引
高
が
示
さ

れ
て
い
る

（
11
（

。
こ
の
よ
う
に
甲
府
藩
で
は
、
元
禄
元
年
こ
ろ
か
ら
、
甲
斐
国
や
信
濃
国
の
佐
久
・

諏
訪
・
松
本
・
伊
那
・
飯
田
産
の
米
穀
が
、
甲
府
城
下
町
で
ど
の
程
度
取
引
さ
れ
る
か
と
い

う
動
向
に
注
意
を
払
い
、
詳
細
な
調
査
を
行
わ
せ
て
い
た

（
11
（

。

　

な
ぜ
甲
府
藩
は
そ
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
増
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
報

告
に
み
ら
れ
る
の
は
大
半
が
信
濃
国
産
の
米
穀
、
そ
れ
も
甲
府
藩
領
外
の
諏
訪
藩
、
松
本
藩
、

高
遠
藩
、
飯
田
藩
な
ど
か
ら
の
移
入
品
が
中
心
で
あ
る

（
11
（

。
増
田
氏
は
こ
こ
か
ら
信
州
中
馬
稼

ぎ
の
活
躍
を
指
摘
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
ほ
ど
地
域
に
偏
り
が
み
ら
れ
る
背
景
に
は
、
こ
の
報

告
の
作
成
に
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
資
料
が
あ
る
。
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
に
、
甲
府

の
酒
屋
た
ち
が
町
奉
行
に
提
出
し
た
訴
え
で
あ
る
。

〔
史
料

（
11
（

11
〕

　
　
　
　
　
　
　
　

御
訴
訟

　
　

一 

、
乍
恐
申
上
ル
意
趣
者

、
信
州
松
本
酒
、
大
分
御
当
地
江

附
ケ
入
、
町
在
々
迄
広
ク
商

売
仕
候
ニ
付
、
御
当
地
之
酒
一
円
払
可
申
様
無
御
座
候
而

、
惣
酒
屋
共
及
退
転
、
迷

惑
仕
候
、
其
子
細
者

、
信
州
之
儀
、
米
穀
下
直
之
所
ニ
て
御
座
候
故
、
御
当
地
江

附
出

シ
払
申
候
、
然
所
ニ
米
之
儀
者

、
一
駄
ニ
付
金
高
二
分
程
な
ら
で
附
不
申
候
、
酒
ニ

致
候
而
者

、
一
駄
ニ
付
金
一
両
程
宛
附
申
候
間
、
酒
ニ
仕
候
而

払
申
候
へ
者

、
駄
賃
迄

も
勝
手
ニ
能
御
座
候
ニ
付
、
松
本
ニ
而

近
年
酒
大
分
仕
込
、
当
国
を
払
所
ニ
仕
、
一

両
年
以
来
別
而

大
分
ニ
入
込
、
御
領
分
江

毎
日
五
十
駄
・
三
十
駄
宛
附
ケ
入
払
申
候
ニ

付
、
□（

何
共
（□

迷
惑
奉
存
候
御
事

　
　

一 

、
□

（
右
（

之
通
、
信
州
松
本
酒
大
分
附
出
シ
、
御
領
分
ニ
而

売
申
候
ニ
付
、
十
六
年
以
前

酉（
寛
文
九
年
（

ノ
年
、
御
訴
訟
申
上
候
へ
者

、
御
当
地
酒
屋
共
退
転
仕
段
被　

聞
召
分
、
御
領
分

中
ニ
而

松
本
酒
宿
不

（「
戸
田
周
防
守
様
」脱
カ
（

仕
様
ニ
被
為
仰
付
被
下
置
候
ニ
付
、
松
本
酒
一
切
附
ケ
入
不
申
、

難
有
奉
存
候
所
ニ
、
一
両
年
以
来
大
分
入
込
申
候
故
、
御
当
地
酒
屋
共
造
リ
置
申
候

酒
、
一
円
払
可
申
様
無
御
座
候
ニ
付
、
当
年
ニ
罷
成
潰
申
候
酒
屋
共
も
御
座
候
而

、

何
共
迷
惑
ニ
奉
存
候
間
、
御
慈
悲
ニ
先
年
之
通
信
州
松
本
酒
御
領
分
中
ニ
而

商
売
不

仕
様
ニ
被
為　

仰
付
被
下
置
候
者

、
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　

貞
享
元
子
年
九
月　
　
　

甲
府
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惣
酒
屋
（
印
）

　
　
　
　
　

御
奉
行
所

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
信
濃
国
松
本
産
の
酒
が
甲
府
で
安
く
販
売
さ
れ
た
た
め
、
甲
府
産
の
酒

が
売
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
甲
府
の
酒
屋
が
退
転
に
及
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
信
濃
国
は

米
穀
の
価
格
が
安
く
、
信
濃
国
産
の
米
が
甲
府
に
運
ば
れ
て
売
却
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
い

う
。
米
の
ま
ま
取
引
す
る
と
、
一
駄
に
つ
き
金
二
分
ほ
ど
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
酒
に
し
て

取
引
す
る
と
、
一
駄
に
つ
き
一
両
ほ
ど
に
な
る
。
酒
に
し
て
甲
府
で
売
却
す
れ
ば
、
駄
賃
も

賄
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
大
量
の
酒
が
松
本
か
ら
流
入
し
、
甲
府
の
酒
屋
が
迷
惑
し

て
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
、
寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
に
甲
府
藩
へ
訴
え
た
と
こ

ろ
（
11
（

、
領
内
で
の
松
本
産
の
酒
の
取
引
を
禁
止
す
る
命
令
が
出
た

（
11
（

。
し
か
し
こ
こ
一
、二
年
の

間
に
、
松
本
産
の
酒
が
大
量
に
流
入
し
た
た
め
、
甲
府
産
の
酒
の
商
売
が
難
し
く
な
り
、
こ

の
年
に
潰
れ
る
酒
屋
も
あ
ら
わ
れ
た

（
1（
（

。
そ
こ
で
先
年
命
じ
ら
れ
た
の
と
同
様
に
、
松
本
産
の

酒
の
取
引
を
禁
じ
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
。
増
田
氏
も
こ
の
史
料
に
触
れ
、
信

州
酒
の
移
入
状
況
を
物
語
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

（
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
信
濃
国
と
甲
斐
国
で
は
、
運
賃
を
考
慮
し
て
も
利
益
が
あ
が
る
ほ
ど
、
米

や
酒
の
値
段
に
相
違
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
元
禄
元
年
一
一
月
時
点
で
、
甲
府
に
は
信
濃
国
産

の
米
穀
を
扱
う
「
信
州
米
問
屋
」
が
一
六
軒
存
在
し
て
お
り

（
11
（

、
彼
ら
は
お
そ
ら
く
信
濃
国
と
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勝
、
定
番
の
森
川
四
郎
右
衛
門
・
小
野
八
郎
右
衛
門
ら
に
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
甲
府

藩
か
ら
町
奉
行
に
対
し
、
甲
府
城
下
町
で
取
引
さ
れ
た
信
濃
国
の
諏
訪
・
松
本
・
飯
田
・
高

遠
産
の
米
の
取
引
額
（
俵
高
、
石
高
、
金
高
）
と
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
米
を
買
っ
た
商
人
に

つ
い
て
調
査
を
行
い
、
報
告
書
の
正
文
と
写
と
を
両
方
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
そ
れ

を
町
奉
行
は
、
甲
府
城
下
町
の
上
下
府
中
町
に
お
い
て
実
行
し
、
信
濃
国
産
の
米
を
扱
う
問

屋
を
は
じ
め
と
す
る
商
人
た
ち
か
ら
手
形
を
取
り
、
そ
の
写
し
も
作
成
し
た
。
正
文
に
つ
い

て
は
江
戸
の
甲
府
藩
邸
の
戸
田
美
濃
守

（
11
（

に
提
出
し
、
写
し
を
甲
府
城
代
の
も
と
に
提
出
し
た
。

綴
ら
れ
た
史
料
の
な
か
に
は
、
印
が
捺
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、〔
史
料
９
〕
に
引
用
し
た

部
分
の
記
述
な
ど
か
ら
、
い
ず
れ
も
正
文
は
江
戸
の
甲
府
藩
邸
に
送
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
そ
の

写
し
と
し
て
甲
斐
国
に
残
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
報
告
書
か
ら
、

一
例
を
あ
げ
よ
う
。

〔
史
料

（
11
（

10 

〕

　
　
「（

表
紙
（

辰
ノ
年
甲
州
御
領
分
ゟ
穀
問
屋
参
候
米
俵
高
改
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

五
冊
之
内
」

　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
町

　
　

一
、千
二
百
三
十
四
俵
者　
　
　
　
　
　
　

半
兵
衛
分

　
　
　
　
　

是
ハ
甲
州
御
領
分
在
々
ゟ
出
申
候
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
町

　
　

一
、百
六
十
七
俵
者　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
左
衛
門
分

　
　
　
　
　

是
右
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
町

　
　

一
、四
千
九
百
七
十
一
俵
者　
　
　
　
　
　

七
兵
衛

　
　
　
　
　

是
右
同
断

　
　
（
一
〇
ヶ
条
略
）

　
　
　
　

合
二
万
五
百
五
十
九
俵

　
　

 

右
者

、
甲
州
御
領
分
ゟ
出
申
候
米
、
御
当
地
ニ
而

払
申
候
俵
高
書
付
差
上
ケ
可
申
旨
被
仰

渡
、奉
畏
候
、穀
問
屋
共
銘
々
売
帳
面
、拙
者
共
方
江

取
寄
、五
人
組
之
内
一
人
宛
立
合
セ
、

委
細
吟
味
仕
、
去
辰
之
年
米
売
高
如
斯
書
付
差
上
ケ
申
候
、
右
之
通
、
少
茂

相
違
無
御

座
候
、
若
相
違
之
儀
も
御
座
候
者

、
拙
者
共
儀
、
如
何
様
之
曲
事
ニ
も
可
被　

仰
付
候
、

為
後
日
、
仍
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
町
長
人

　
　
　

元
禄
二
巳
年
二
月　
　
　
　
　

新
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
日
町
長
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
連
雀
町
長
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
日
町
長
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
郎
左
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
郎
右
衛
門
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
近
習
町
長
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
右
衛
門
（
印
）

　

こ
こ
で
は
「
甲
州
御
領
分
」、
す
な
わ
ち
甲
府
藩
領
の
う
ち
甲
斐
国
内
の
所
領
か
ら
甲
府

城
下
町
に
運
ば
れ
て
取
引
さ
れ
た
米
二
万
五
五
九
俵
に
つ
い
て
、
取
引
さ
れ
た
俵
高
、
問
屋

の
名
前
と
所
在
地
、
取
引
し
た
米
の
産
地
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
甲
州
御
領
分
」、
す
な
わ
ち

甲
斐
国
の
甲
府
藩
領
産
で
、
甲
府
城
下
町
で
売
却
さ
れ
た
米
の
俵
数
に
つ
い
て
報
告
せ
よ
と

甲
府
藩
か
ら
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
米
穀
問
屋
の
帳
簿
を
取
り
寄
せ
、
五
人
組
か
ら
一
人
を
立

ち
会
わ
せ
て
帳
簿
を
改
め
、
元
禄
元
年
の
取
引
高
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

問
屋
が
所
在
す
る
各
町
の
長
人
（
町
名
主

（
11
（

）
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
宛
名
は
書
か
れ
て
い
な
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る
代
官
の
権
限
が
強
ま
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
享
保
改
革
以
前
の
、い
わ
ゆ
る
「
土

豪
型
」
代
官
の
よ
う
な
事
例
が
、
甲
府
藩
領
で
も
広
く
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
の
問
題
関
心
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
寛
文
一
二
年
の
「
群
参
」
は
、
甲
府
藩
に
お

い
て
は
、
例
外
的
な
が
ら
も
藩
が
公
認
し
た
合
法
的
な
訴
訟
行
為
で
あ
り
、
暴
力
的
で
非
合

法
な
「
強
訴
」
と
い
う
位
置
づ
け
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
江
戸
の
甲
府
藩
邸
へ
の
出
訴
の
結
果
得
ら
れ
た
裁
決
も
、
代
官
が
履
行
す
る
と
は
限
ら

ず
、
そ
の
意
味
で
江
戸
へ
の
出
訴
は
領
民
に
と
っ
て
決
し
て
有
利
な
訴
訟
ル
ー
ト
と
は
い
え

な
か
っ
た
。
彼
ら
が
現
実
に
「
仕
置
」
の
改
善
を
狙
う
の
で
あ
れ
ば
、
管
轄
の
代
官
に
訴
え

る
か
、
そ
の
上
役
で
あ
る
家
老
衆
を
動
か
す
よ
り
な
い
。
あ
の
指
南
役
が
語
っ
て
い
た
よ
う

に
、
幕
府
へ
の
出
訴
は
そ
れ
を
叶
え
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
甲
府
藩

の
領
民
た
ち
は
、
藩
と
幕
府
と
の
密
接
な
関
係
を
前
提
に
、
幕
府
に
訴
え
て
藩
を
動
か
す
と

い
う
戦
術
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
で
甲
府
藩
が
、
各
地
域
を
管
轄
す
る
代
官
か
ら
江
戸
の
甲
府
藩
邸
に
至
る
ま
で

の
独
自
の
訴
訟
ル
ー
ト
を
備
え
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
綱
重
・
綱
豊
が
お
国
入
り
せ
ず
、

藩
の
中
枢
機
構
が
江
戸
に
あ
る
と
い
う
事
情
が
、
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
整
備
さ
せ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

三　

甲
府
藩
の
経
済
政
策
―
甲
府
城
下
町
と
信
濃
国
産
物
資
―

　

甲
府
藩
は
、
所
領
を
幕
領
か
ら
分
与
さ
れ
、
組
織
も
幕
領
の
そ
れ
を
流
用
し
た
と
み
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
特
に
藩
領
支
配
の
面
で
は
幕
府
の
影
響
を
強
く
う
け
て
い
た
。
し
か
し
、
甲

府
藩
独
自
の
施
策
が
み
ら
れ
な
い
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
が
、
甲
府
城
下
町
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
そ

の
な
か
か
ら
、
甲
府
城
下
町
に
移
入
す
る
信
濃
国
産
の
米
穀
・
酒
を
め
ぐ
る
状
況
を
み
て
い

き
た
い
。

　

元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
、
甲
府
城
下
町
の
米
穀
問
屋
は
、
甲
府
藩
に
対
し
て
前
年
の
米

穀
の
取
引
高
と
金
額
な
ど
を
報
告
し
た
。
そ
の
記
録
が
「
信
州
米
御
僉
議
ニ
付
書
改
帳

（
11
（

」
で

あ
る
。
増
田
廣
實
氏
は
こ
の
史
料
を
用
い
て
、「（
甲
府
城
下
町
で
取
引
さ
れ
る
）
米
の
六
〇

パ
ー
セ
ン
ト
、
雑
穀
の
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
は
信
州
産
で
あ
り
、
甲
州
産
は
い
ず
れ
も
四
〇
パ
ー

セ
ン
ト
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
信
州
産
米
穀
類
の
う
ち
、
米
は
ほ
ぼ
す
べ
て
、
雑
穀
の

九
一
パ
ー
セ
ン
ト
は
諏
訪
・
松
本
・
高
遠
藩
領
か
ら
で
あ
る
」
と
し
、
信
濃
国
の
中
馬
稼
ぎ

の
活
発
さ
を
指
摘
し
て
い
る

（
11
（

。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
甲
府
城
下
町
の
米
穀
問
屋
は
、
そ

の
よ
う
な
報
告
を
甲
府
藩
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
史
料
が
作
成
さ
れ

た
背
景
に
つ
い
て
は
、
増
田
氏
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
「
信
州
米
御
僉
議
ニ
付
書
改
帳
」
は
、
全
部
で
一
〇
五
丁
か
ら
な
る
冊
子
で
あ
り
、
数
え

方
に
よ
っ
て
多
少
前
後
す
る
が
、
三
六
件
の
米
や
雑
穀
の
取
引
高
に
つ
い
て
の
報
告
が
綴
じ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
こ
の
冊
子
の
末
尾
に
示
さ
れ
る
史
料
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
る
。

〔
史
料
９

（
1（
（

〕

　
　

右
者

信
州
諏（「

松
本
」脱
カ
（

訪
・
飯
田
・
高
遠
ゟ
御
当
地
町
中
ヘ
年
々
参
候
米
俵
高
・
石
高
・
金
高
、

且
又
右
四
ヶ
所
ヘ
買
人
方
ゟ
前
金
、
又
者

前
金
な
し
に
米
買
候
も
の
、
并
直
買
仕
候
者

共
致
僉
議
、
銘
々
手
形
取
之
、
本
書
写
共
ニ
差
上
可
申
候
由
、
被
仰
渡
候
ニ
付
、
則
上

府
中
・
下
府
中
、
委
細
ニ
遂
僉
議
、
信
州
穀
問
屋
ハ
勿
論
、
其
外
前
金
遣
シ
米
買
候
も

の
、
又
ハ
直
買
仕
候
者
共
方
ゟ
取
手
形
之
写
シ
、
如
此
ニ
御
座
候
、
尤
本
手
形
之
儀
ハ
、

戸
田
美
濃
守
殿
江

差
上
ケ
置
申
候
、右
之
外
者

町
中
右
四
ヶ
所
ヘ
前
金
遣
シ
米
買
候
も
の
、

又
者

直
買
仕
候
も
の
、
一
人
も
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　

元
禄
三
午
年
十
一
月　
　

渡
辺
武（

定
長
（右

衛
門

　
　
　
　
　
　
　

岡
野
対（

成
勝
（馬

守
殿　
　

竹
川
監（

信
成
（物

　
　
　
　
　
　
　

森
川
四
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

小
野
八
郎
左
衛
門
殿

　

甲
府
藩
で
甲
府
の
町
奉
行
で
あ
っ
た
竹
川
信
成
・
渡
辺
定
長
ら
が
、
甲
府
城
代
の
岡
野
成
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古
高
二
万
四
千
四
百
五
十
五
石
二
合

　
　

新
高
三
万
三
千
七
百
七
十
一
石
三
斗
四
升
五
合

　
　
　
　

籾
二
万
五
万

（
千
（九

百
五
十
九
俵
六
斗
四
升
五
合

　
　
　
　

是
ハ
去
ル
戌
ゟ
去
ル
子
迄
三
年
々
上
俵

　
　

一 

、
当
春
中
ゟ
唯
今
ニ
至
迄
御
訴
訟
申
上
候
儀
、
右
ノ
通
リ
村
々
ニ
よ
り
二
百
・
三
百
俵
、

或
ハ
五
百
俵
・
七
百
俵
、
三
年
以
来
御
上
ケ
、
殊
ニ
去
子
ノ
年
ハ
立
毛
ニ
不
構
御
取

ケ
被
仰
付
候
得
共
、
御
年
貢
之
義
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
田
地
・
妻
子
売
立
、
御
上
納
仕

度
奉
存
候
処
ニ
、
一
国
中
之
詰
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
一
円
買
人
無
御
座
候
間
、
御
未
進

仕
候
御
事

　
　

一 

、
今
度
御
代
官
様
ゟ
村
々
御
僉
鑿
ニ
付
、
元
米
之
御
上
ケ
と
被
仰
出
候
ヘ
共
、
百
姓

義
ハ
御
指
紙
を
以
勘
定
仕
見
申
候
ヘ
ハ
、
元
米
之
合
点
不
仕
候
、
其
上
反
取
、
又
ハ

御
舂
法
之
御
勘
定
被
遊
、
作
徳
沢
山
相
残
候
処
ニ
、
高
免
と
申
候
哉
と
被
仰
付
候
ニ

付
而

、
百
姓
儀
も
明
細
ニ
勘
定
仕
見
候
処
ニ
、
一
人
分
と
人
馬
六
・
七
人
ニ
て
田
畑
五

反
半
・
六
反
歩
ノ
作
、
此
立
毛
御
代
官
様
御
勘
定
之
通
リ
御
年
貢
指
上
候
て
、
御
残

し
被
下
候
作
徳
、
右
之
人
数
年
中
た
ね
夫
食
一
人
に
て
、
一
日
に
あ
て
物
二
合
被
下

候
積
り
と
、
作
道
具
ニ
引
申
候
ヘ
ハ
、
七
俵
一
斗
・
八
俵
程
一
日
分
之
百
姓
前
に
て

不
足
候
ヘ
ハ
、
御（

原
文
欠
カ
（

座
候
所
ニ
、
是
ハ
立
毛
大
方
之
年
ニ
て
勘
定
如
此
ニ
御
座
候
、
殊

ニ
右
三
年
之
義
ハ
、
一
国
中
か
く
れ
御
座
な
く
大
違
仕
候
故
、
大
分
ニ
不
足
仕
、
飢

命
ニ
及
、
只
今
至
迄
御
訴
訟
申
上
候
御
事

　
　

一 

、
西
郡
・
武
川
筋
之
義
、
去
ル
十
ヶ
年
以
前
、
辰
ノ
年
ゟ
去
ル
子
ノ
年
ま
て
、
年
々

御
検
地
被
遊
候
ヘ
ハ
、
先
年
御
位
な
し
之
地
、
上
・
中
之
御
位
付
、
本
田
畑
御
打
出
し
、

御
位
な
お
し
候
て
御
高
上
リ
申
候
所
、地
免
ニ
不
構
、反
取
高
ク
被
仰
付
、迷
惑
仕
候
、

百
姓
義
、
一
作
違
、
数
年
之
草
臥
ニ
罷
成
申
候
所
ニ
、
右
申
上
ル
通
り
、
去
子
ま
て

三
年
、
田
畑
共
大
違
仕
、
か
つ
め
い
ニ
及
申
候
ニ
付
、
当
春
中
殿
様
・
御
家
老
中
迄
、

数
多
之
百
姓
罷
下
、
御
高
免
并
御
拝
借
米
被
遊
、
御
助
ケ
被
下
候
へ
と
御
訴
訟
申
上

候
ヘ
ハ
、
則
御
拝
借
米
御
国
御
代
官
方
へ
申
越
候
間
、
罷
帰
り
其
段
申
上
、
御
拝
借

ニ
預
り
候
へ
と
、
御
意
被
遊
候
所
ニ
、
其
以
来
御
代
官
所
へ
数
度
御
訴
訟
申
上
候
へ

共
、
少
も
御
承
引
無
御
座
候
義
、
迷
惑
仕
候
、
御
慈
悲
ニ
此
上
御
助
被
下
候
ハ
ハ
、

難
有
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　

寛
文
十
三
年
丑
ノ
九
月
日　
　
　
　
　
　
　
　

西
郡
筋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
川
筋

　
　
　
　
　
　

御
城
代
様

　

西
郡
筋
・
武
川
筋
の
七
〇
ヶ
村
に
よ
る
訴
訟
で
あ
り
、
先
の
〔
史
料
５
〕
と
の
関
連
も
推

測
さ
れ
る
。
村
側
は
年
貢
率
の
高
騰
と
代
官
の
非
法

（
11
（

を
訴
え
た
う
え
で
、
傍
線
部
に
よ
る
と
、

寛
文
一
三
年
の
春
、
江
戸
の
甲
府
藩
邸
に
多
数
の
百
姓
が
お
し
か
け
、
年
貢
の
減
免
と
拝
借

米
に
つ
い
て
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、
藩
か
ら
は
、
拝
借
米
に
つ
い
て
は
代
官
へ
命
じ
て
お

く
の
で
、
甲
斐
国
に
戻
っ
て
代
官
に
こ
の
こ
と
を
伝
え
、
拝
借
米
を
う
け
る
よ
う
に
と
伝
え

ら
れ
た
。
百
姓
た
ち
が
そ
の
通
り
に
し
た
と
こ
ろ
、
代
官
に
何
度
訴
え
て
も
承
知
し
て
く
れ

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

村
側
の
史
料
で
は
あ
る
が
、「
殿
様
・
御
家
老
中
」
へ
の
出
訴
が
、
何
も
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
な
く
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
文
一
三
年
の
時
点
で
、
甲
斐
国
の
甲
府
藩
領
か
ら

江
戸
の
甲
府
藩
邸
へ
の
訴
訟
ル
ー
ト
が
開
か
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

さ
ら
に
〔
史
料
８
〕
に
お
い
て
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
、
拝
借
米
に
関
す
る
江
戸

の
甲
府
藩
邸
の
意
向
が
、
代
官
に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
な
い
状
況
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
村
側
か
ら
す
れ
ば
、
い
く
ら
江
戸
の
甲
府
藩
邸
に
訴
え
出
て
、「
殿
様
・

御
家
老
中
」
か
ら
有
利
な
裁
決
を
引
き
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
代
官
に
よ
っ
て
そ
れ
が
実
現
し

な
い
事
態
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
11
（

。

　

先
に
甲
府
藩
領
の
支
配
は
、
基
本
的
に
は
幕
領
の
支
配
構
造
を
流
用
し
て
行
わ
れ
て
い
た

可
能
性
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
幕
領
時
代
か
ら
継
続
し
て
現
場
を
担
当
す
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条
々

　
　
（
一
五
ヶ
条
略
）

　
　

一 
、
御
代
官
所
中
、
公
事
有
之
時
者

、
能
々
致
僉
議
、
済
候
義
者

勿
論
可
被
申
付
之
、
若

落
着
仕
か
た
き
儀
者

、
双
方
証
文
・
証
拠
取
集
、
先
触
頭
迄
申
達
之
、
可
被
受
指
図

事

　
　

一 

、
他
領
与

公
事
有
之
百
姓
、　

公
儀
江

出
候
者

、
出
入
之
子
細
承
、
届
ケ
之
、
御
勘
定
頭

迄
可
有
注
進
之
事

　
　
（
三
ヶ
条
略
）

　
　

右
条
々
、
堅
可
被
相
守
此
旨
、
若
於
油
断
者

、
急
度
可
被　

仰
付
者
也

　
　
　
　

延
宝
九
年
三
月　

日　
　
　
　
　
　
　

出
（
岡
部
定
直
（

羽
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
（
戸
田
輝
道
（

勢
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

肥
（
岡
野
成
恒
（

前
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
代
官
衆
中

　

延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
に
甲
府
徳
川
家
の
家
督
を
継
承
し
た
徳
川
綱
豊
が
、
村
と
代
官

に
対
し
て
出
し
た
触
で
、
前
半
が
村
に
対
し
て
、
後
半
が
代
官
に
対
し
て
命
じ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
綱
豊
は
、
村
に
対
し
、
訴
訟
や
公
事
出
入
に
つ
い
て
、
管
轄
の
代
官

が
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
、
触
頭
に
訴
え
よ
と
い
う
。
触
頭
も
取
り
扱
わ
な
い
の
な
ら
ば
、
甲

府
定
番
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
そ
の
上
で
も
存
念
が
か
な
わ
な
い
場
合
は
、
甲
府

城
代
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
甲
府
御
役
人
」
こ
と
甲
府
城

代
の
副
状
が
な
け
れ
ば
、
江
戸
に
来
て
は
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
も
し
子
細
が
あ
っ
て

城
代
か
ら
の
副
状
が
出
ず
、
自
分
で
直
接
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

一
村
か
ら
名
主
・
長
百
姓
な
ど
三
人
ま
で
は
江
戸
に
来
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
よ
り
多
く
江
戸

に
訴
訟
に
来
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
代
官
か
ら
触
頭
、
定
番
、
城
代
、
江
戸
の
甲
府
藩
邸
へ
と
い
う
訴

訟
ル
ー
ト
は
、
そ
の
ま
ま
上
意
下
達
ル
ー
ト
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
み
た
職
制
上
の
役

職
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
、
甲
府
藩
の
藩
政
機
構
の
実
像
を
示

す
数
少
な
い
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
綱
豊
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
付
け
、
極
め
て
例
外
的
な
措
置
で
あ
る
と

し
な
が
ら
も
、
江
戸
の
甲
府
藩
邸
へ
の
出
訴
を
認
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
代
官
に
は
、
公
事

訴
訟
に
対
す
る
僉
議
を
命
じ
る
な
ど
、
あ
く
ま
で
藩
領
内
で
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。
し
か
し
村
側
が
こ
の
よ
う
な
規
定
の
存
在
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
訴
訟
に
詳
し

い
指
南
役
で
な
く
と
も
、
た
だ
ち
に
江
戸
の
甲
府
藩
邸
へ
の
出
訴
を
企
て
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。〔
史
料
６
〕
で
み
た
訴
訟
が
企
て
ら
れ
て
い
た
寛
文
一
三
年
は
、
ま
さ
に
城
代
が
不

在
で
副
状
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。〔
史
料
７
〕
は
綱
豊
段
階
の
も
の
で

は
あ
る
が
、
綱
重
段
階
で
も
同
様
の
規
定
が
存
在
し
、
指
南
役
を
は
じ
め
と
す
る
村
側
は
、

そ
れ
に
則
っ
て
出
訴
を
し
た
う
え
で
、
幕
府
へ
の
出
訴
を
も
企
て
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（
11
（

。

　

飯
田
氏
は
こ
の
規
定
に
ふ
れ
、「
さ
き
の
一
揆
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
情
勢
に
対
処
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
支
配
者
側
の
対
策
」
と
し
、「
農
民
の
訴
訟
（
闘
争
）
を
、
自
己
の
支
配
機

構
内
で
の
ル
ー
ル
」「
に
従
わ
せ
る
こ
と
、
江
戸
訴
訟
に
甲
府
役
人
の
副
状
を
要
し
、
ま
た

出
訴
人
数
の
制
限
な
ど
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
激
化
を
お
さ
え
よ
う
と
す
る
訴
訟
手
続
き
の
規

定
で
あ
り
、
徒
党
・
越
訴
・
強
訴
の
禁
令
で
あ
っ
た
」
と
位
置
づ
け
た

（
11
（

。
寛
文
一
二
年
の
強

訴
や
同
一
三
年
の
訴
訟
計
画
を
う
け
て
、
甲
府
藩
が
訴
訟
ル
ー
ト
を
整
備
し
、
そ
れ
に
従
わ

せ
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
綱
重
段
階
で
も
、
甲
府
藩
が
警
戒
し
て
い
た
の
は
あ
く

ま
で
幕
府
へ
の
出
訴
で
あ
っ
て
、
江
戸
の
甲
府
藩
邸
へ
の
出
訴
は
否
定
し
て
は
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

綱
重
段
階
に
お
け
る
領
民
の
江
戸
へ
の
出
訴
に
関
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
史
料
を
あ
げ
よ
う
。

こ
ち
ら
も
典
拠
と
な
る
書
籍
の
状
況
を
踏
ま
え
、
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

〔
史
料
８

（
11
（

〕

　
　
　
　
　

西
郡
筋
・
武
川
筋
七
十
ヶ
村
ニ
て
御
訴
訟
仕
候
御
事
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と
が
わ
か
る
。
甲
府
藩
領
の
百
姓
が
江
戸
で
訴
え
出
る
先
は
、
甲
府
藩
邸
か
、
幕
府
大
目
付

か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
あ
の
指
南
役
が
大
目
付
へ
の
出
訴
を
提
案
し
て
い
る
と
こ
ろ
な

ど
か
ら
す
れ
ば
、
甲
府
藩
が
警
戒
し
て
い
る
の
は
百
姓
た
ち
の
幕
府
へ
の
出
訴
で
あ
っ
て
、

甲
府
藩
邸
へ
の
出
訴
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
、
寛
文

二
年
に
徳
川
綱
重
が
代
官
・
手
代
に
対
し
て
出
し
た
「
覚
」
で
あ
る
。

〔
史
料
６

（
11
（

〕

　
　
　
　
　

覚

　
　
（
七
ヶ
条
略
）

　
　

一 

、
御
用
有
之
而

、
御
代
官
又
ハ
手
代
居
候
所
へ
百
性
を
呼
、
永
々
相
詰
さ
せ
候
者

、
可

致
迷
惑
候
間
、
兼
々
被
仰
付
候
通
、
可
済
義
ハ
早
速
埒
明
、
百
性
迷
惑
不
仕
様
ニ
可

被
申
付
候
、
若
隙
取
候
御
用
か
、
又
ハ
百
性
余
多
呼
候
ハ
て
不
叶
義
に
候
者

、
其
所

へ
参
、
穿
鑿
尤
ニ
候
、
併
品
ニ
よ
り
遠
路
ニ
候
共
、
召
寄
可
然
義
ハ
各
別
也
、
何
れ

ノ
道
ニ
も
百
性
不
致
迷
惑
、
御
用
無
滞
埒
明
申
様
ニ
被
相
考
、
御
仕
置
可
被
申
付
候

事
（
原
文
一
行
欠
カ
）

　
　
　
　

 

付　

他
領
ゟ
申
来
候
公
事
訴
詔
之
義
、
打
捨
不
取
上
事
依
有
之
、
内
々
ニ
て
可
済

義
も
公
儀
迄
申
出
、百
性
及
迷
惑
可
有
之
候
間
、何
方
ゟ
訴
来
候
共
、早
速
遂
穿
鑿
、

可
済
義
ニ
候
ハ
ヽ
埒
明
可
被
申
候
事

　
　
（
五
ヶ
条
略
）

　
　

 

右
十
三
ヶ
条
之
趣
、
壱（

太
田
吉
成
（

岐
守
殿
・
若（

諏
訪
頼
郷
（

狭
守
殿
・
但（

新
見
正
信
（

馬
守
殿
・
出（

山
口
直
治
（

雲
守
殿
・
淡（

島
田
時
郷
（

路
守
殿
江

得
御
意
如
此
ニ
候
間
、
不
相
背
様
ニ
手
代
等
迄
常
々
能
々
可
被
申
付
候
、
勿
論
此
旨
於

相
背
者

、
面
々
可
為
越
度
候
、
以
上

　
　
　
　

寛
文
二
寅
年
七
月　
　
　
　

野
田
市（

勝
成
（

左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

桜
井
忠（

政
良
（

左
衛
門

　
　
　
　
　
　

南
条
半
七
郎
殿

　
　
　
　
　
　

服
部
久
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

樋
田
五
郎
兵
衛
殿

　
　
（
後
略
）

　

こ
こ
で
甲
府
藩
は
、
代
官
の
綱
紀
粛
正
を
指
示
す
る
な
か
で
、
他
領
か
ら
出
訴
さ
れ
た
公

事
訴
訟
に
つ
い
て
、
打
ち
捨
て
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
幕
府
に
出
訴
さ
れ
る
と
百

姓
が
迷
惑
す
る
の
で
、
ど
こ
か
ら
の
訴
え
で
あ
っ
て
も
、
速
や
か
に
穿
鑿
を
遂
げ
、
甲
府
藩

内
で
解
決
す
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
史
料
の
文
言
な
ど
か
ら
、
藩
主
の
徳
川
綱

重
よ
り
も
、
太
田
や
諏
訪
ら
家
老
衆
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

あ
く
ま
で
他
領
か
ら
の
支
配
領
域
を
ま
た
ぐ
訴
訟
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
領
内
の
訴
訟
沙

汰
に
つ
い
て
、
甲
府
藩
が
幕
府
へ
の
出
訴
を
警
戒
し
て
い
る
よ
う
す
が
う
か
が
え
る
。

　

続
け
て
史
料
を
み
て
い
こ
う
。

〔
史
料
７

（
11
（

〕

　
　
　
　
　

覚

　
　
（
二
ヶ
条
略
）

　
　

一 

、
御
領
分
之
百
姓
、
訴
詔
并
公
事
出
入
之
儀
於
有
之
者

、
先
達
御
代
官
所
自
然
取
上
無

之
候
者

、
触
頭
江

可
訴
之
、
触
頭
許
容
無
之
候
者

、
御
定
番
江

申
達
可
受
裁
許
、
其
上

に
て
も
存
念
不
相
叶
、
迷
惑
仕
儀
候
者

、
御
城
代
江

可
訴
之
、
何
様
之
儀
有
之
候
共
、

甲
府
御
役
人
之
無
副
状
し
て
江
戸
江

不
可
参
、
若
な
に
と
そ
子
細
有
之
而

、
御
役
人
よ

り
副
状
不
出
節
、
自
分
と
し
て
な
り
と
も
江
戸
江

参
、
訴
詔
不
申
而

不
叶
儀
有
之
候
者

、

其
所
之
名
主
・
長
百
性
等
両
三
人
可
参
、
そ
れ
よ
り
お
ほ
く
江
戸
へ
参
訴
訟
申
候
者

、

可
為
曲
事
事

　
　
（
八
ヶ
条
略
）

　
　

 
右
条
々
堅
可
相
守
、
此
旨
若
違
背
之
族
於
有
之
者

、
当
人
之
儀
者

不
及
申
、
名
主
・
五
人

組
迄
急
度
曲
事
可
被　

仰
付
者
也

　
　
　
　

延
宝
九
年
三
月
日
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候
、
以
上

　
　
　

中
郡
筋　
　

西
郡
筋　
　

辺
見
筋

　
　
　

北
山
筋　
　

武
河
筋　
　

万
力
筋

　
　

右
之
通
り
御
取
ケ
御
高
免
と
申
儀
を
本

（
マ
マ
（し

て
、
百
姓
迷
惑
、
色
々
訴
訟
ニ
可
書
致
、
早
々

江
戸
へ
下
り
御
訴
訟
可
申
候
、
大
方
甲
府
様
ニ
而

御
取

（「
上
」脱
カ
（

ケ
被
成
間
敷
、
御
本
丸
様
大
目

付
衆
高
木
伊（

守
久
（勢

守
様
ヘ
御
上
ケ
候
ハ
、
則
時
ニ
訴
訟
叶
、
備（

新
見
正
信
（

中
殿
・
市（

野
田
勝
成
（

左
衛
門
殿
・
六

右（
八
重
森
（

衛
門
殿
・
次（

細
井
（兵

衛
殿
被
致
閉
門
、
御
仕
置
候
も
能
成
可
申
候
、
此
侭
訴
訟
相
止
ハ
、

弥
取
ケ
も
上
ケ
、
仕
置
も
悪
敷
可
有
之
、
御
城
代
様
御
心
入
難
忘
候
間
、
御
城
代
様
之

御
為
ニ
も
此
侭
捨
置
申
事
い
か
ゝ
ニ
候
、
能
々
御
せ
ん
き
可
被
成
候
、
大
勢
寄
合
候
ヘ

ハ
、
僉
議
調
申
間
敷
候
、
能
衆
十
五
人
寄
合
、
此
訴
訟
状
吟
味
御
直
し
可
被
成
候

　
　
　
　

遅
く
御
座
候
故
早
々
如
此
ニ
候
、
以
上

　
　
　

寛
文
十
三
癸
丑
二
月

　
　
　
　

坂
東
河
原
ニ
捨
置
申
候

　

逐
条
的
な
解
釈
は
割
愛
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
史
料
末
尾
の
、
傍
線
を
付
し
た
「
右
之

通
り
」
以
下
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
何
者
か
が
、
中
郡
筋
な
ど
六
つ
の
筋
の
村
々
に

対
し
て
、
年
貢
率
の
高
騰
を
訴
状
に
書
き
、
早
々
に
江
戸
で
訴
訟
を
せ
よ
と
い
う

（
11
（

。
ま
た
、

甲
府
藩
で
は
取
り
あ
げ
て
も
ら
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
幕
府
大
目
付
の
高
木
守
久
に
訴
え
れ

ば
、
す
ぐ
に
訴
訟
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
甲
府
藩
の
家
老
新
見
以
下
が
処
罰
さ
れ
て
、
仕
置
も

よ
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
訴
訟
を
し
な
け
れ
ば
、
年
貢
率
は
さ
ら
に
上

が
り
、
仕
置
も
悪
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
、
甲
府
城
代

（
11
（

の
「
心
入
」
が
忘
れ
が
た
い
の
で
、

城
代
の
た
め
に
も
こ
の
ま
ま
捨
て
置
く
こ
と
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
、
よ
く
よ
く
僉
議
を
せ

よ
、
と
述
べ
た
う
え
で
、
大
勢
が
寄
り
集
ま
っ
て
は
、
僉
議
も
成
り
立
た
な
い
の
で
、
一
五

人
ほ
ど
の
代
表
者
に
よ
っ
て
、
右
の
訴
状
を
吟
味
し
て
修
正
せ
よ
、「
遅
く
御
座
候
故
」
こ

の
よ
う
に
す
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
こ
の
部
分
か
ら
は
、
中
郡
筋
な
ど
六
つ
の
筋
の
村
々
を
連
携
さ
せ
、
訴
訟
を
指

導
す
る
人
物
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
人
物
を
仮
に
指
南
役
、
と
呼
ん
で
お

く
こ
と
に
し
よ
う
。
何
者
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
甲
府
藩
の
内
情
に
通
じ
た
人
物
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
幕
府
大
目
付
の
高
木
に
は
「
様
」
を
つ
け
、
甲
府
藩
の
家
老
・
代
官
に

は
「
殿
」
を
つ
け
て
い
る
あ
た
り
か
ら
も
、
甲
府
藩
に
深
く
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が

推
測
で
き
る
。

　

飯
田
氏
は
こ
の
部
分
を
引
用
し
、「
十
三
年
春
の
領
民
の
出
訴
に
は
城
代
の
”心

入
“
の

あ
っ
た
こ
と
が
、
次
（「
右
之
通
り
」
以
下
の
史
料
引
用
部
分
）
の
よ
う
に
示
さ
れ
、
彼
ら

の
鋒
先
が
家
老
新
見
と
こ
れ
と
結
ぶ
代
官
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
（
1（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
南
役
の
主
張
の
主
題
は
、
あ
く
ま
で
訴
訟
を
通
し

て
「
仕
置
」
の
改
善
を
は
か
る
こ
と
に
あ
り
、
家
老
新
見
以
下
の
処
分
は
そ
の
副
次
的
な
影

響
の
ひ
と
つ
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
村
々
に
幕
府
大
目
付
へ
の
出
訴
を
勧
め
て
い
る
の

も
、
訴
訟
を
有
利
に
進
め
て
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
作
戦
で
あ
り
、
新
見
ら
の
名
前
は
あ

く
ま
で
甲
府
藩
側
の
行
政
責
任
者
の
象
徴
的
な
存
在
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

　

さ
て
、
世
知
に
た
け
た
指
南
役
の
存
在
を
前
提
と
す
る
と
、
そ
の
指
導
の
も
と
作
成
さ
れ

た
〔
史
料
５
〕
の
文
中
に
お
い
て
、
繰
り
返
し
訴
え
ら
れ
る
百
姓
の
窮
状
を
、
ど
こ
ま
で
素

直
に
信
じ
て
よ
い
か
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
根
も
葉
も
な
い
と
ま
で
は
い
か
な
い

に
し
て
も
、
訴
訟
を
有
利
に
進
め
る
た
め
の
方
便
や
文
飾
が
多
分
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
最
初
の
傍
線
部
を
取
り
上
げ
た
い
。
甲
府
藩
領
の
村
々
の
百
姓
が
大
挙
し
て
江
戸

へ
行
き
、「
何
方
迄
も
」
訴
訟
を
す
る
つ
も
り
で
、
石
和
（
現
笛
吹
市
）
や
鶴
瀬
（
現
甲
州
市
）

ま
で
赴
い
た
と
こ
ろ
、
江
戸
へ
訴
訟
に
出
た
百
姓
は
闕
所
に
さ
れ
る
と
聞
い
た
た
め
、
是
非

な
く
村
に
戻
っ
た
、
百
姓
の
難
儀
に
つ
い
て
、
幕
府
へ
出
訴
す
る
よ
り
な
い
と
こ
ろ
に
対
し
、

甲
府
藩
か
ら
そ
の
よ
う
な
非
分
の
処
置
を
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
部
分
か
ら
、
甲
府
藩
は
、
百
姓
の
江
戸
へ
の
出
訴
を
取
り
締
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
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事

　
　

一 
、
御
年
貢
金
之
儀
ハ
、
先
年
ハ
収
納
仕
廻
し
候
得
る（

而
カ
（、

霜
月
・
極
月
御
上
納
申
候
所
、

近
年
百
石
ニ
六
両
宛
、
来
ル
当
日
ニ
納
候
様
ニ
と
、
八
月
・
九
月
ゟ
日
限
を
被
遊
被

仰
付
、
迷
惑
仕
候
、
百
姓
前
ニ
無
御
座
候
故
、
利
足
付
之
金
子
を
借
り
候
而

、
御
上

納
申
候
故
、
是
又
大
分
之
費
ニ
罷
成
候
、
大
切
金
之
儀
ハ
、
跡
々
ハ
御
本
丸
様
ゟ
御

直
段
極
り
参
次
第
、
其
直
段
を
以
、
百
姓
心
次
第
納
候
様
ニ
と
被
仰
付
、
御
蔵
納
候

籾
を
春
ニ
成
払
候
而

、
御
上
納
申
候
所
ニ
、
近
年
ハ
籾
御
蔵
へ
納
不
被
成
、
直
段
不

被
下
候
以
前
ニ
金
子
御
取
立
被
成
、
百
姓
こ
ん
き
仕
候
御
事

　
　

一 

、
御
領
分
ニ
相
渡
御
検
地
被
仰
付
候
節
、
御
縄
手
御
打
候
跡
、
横
目
衆
あ
て
縄
被
遊

候
故
、
御
縄
衆
も
殊
外
御
打
詰
被
成
、
迷
惑
仕
申
候
、
御
縄
入
之
村
御
年
之
儀
、
五

わ
り
も
七
割
も
上
り
、
其
上
御
縄
中
入
用
大
分
ニ
而

、
百
姓
こ
ん
き
、
ケ
様
こ
ん
き

御
公
儀
様
ニ
御
か
ん
か
い
不
被
下
候
、
先
年
領
分
ニ
不
成
前
、
百
姓
納
候
村
ハ
、
只

今
二
百
俵
も
三
百
俵
も
四
百
俵
も
納
候
村
も
御
座
候
而

、
魂
気
仕
候
御
事

　
　

一 

、
右
御
検
地
之
村
ニ
而

、
下
田
・
下
々
田
、
巨
細
ハ
去
ル
子
ノ
年
ゟ
反
取
ニ
高
ク
被
仰

付
、
御
年
貢
相
不
申
故
、
右
位
之
田
地
斗
持
申
候
百
姓
、
別
而

こ
ん
き
仕
候
、
右
田
地
、

何
れ
村
ニ
も
大
分
ニ
荒
し
申
候
様
ニ
御
座
候
、
迷
惑
仕
候
御
事

　
　

一 

、近
年
御
代
官
所
、割
合
一
村
交
ニ
被
仰
付
候
故
、御
触
状
次
・
御
馬
次
、五
里
・
三
里
、

夜
通
し
ニ
廻
り
、
難
儀
仕
候
、
府
中
近
所
之
村
々
ハ
、
方
々
へ
御
触
状
次
、
御
川
除

御
奉
行
衆
・
御
手
代
衆
召
候
馬
度
々
出
し
、
夫
銭
ニ
入
申
候
ヘ
ハ
、
百
姓
こ
ん
き
仕

候
御
事

　
　

一 

、
万
御
所
務
立
申
義
、
御
運
上
納
候
儀
ハ
、
百
姓
ノ
役
被
ニ
罷
成
義
ニ
御
座
候
、
山
林
・

芝
間
・
小
物
成
場
・
物
ほ
し
場
と
申
候
而

、
惣
百
姓
甘
ニ
も
成
、
本
田
畑
之
こ
や
し
、

人
馬
大
キ
成
た
り
も
成
り
申
ニ
、
新
田
望
申
者
御
座
候
ヘ
ハ
、
御
所
務
仕
候
へ
と
有

之
候
間
、
百
姓
こ
ん
き
ニ
御
構
不
被
成
、
其
上
他
之
支
配
ニ
仕
候
義
、
迷
惑
ニ
存
、

其
所
ニ
不
応
セ
、
御
年
貢
差
上
ケ
候
而

も
、
所
々
百
姓
御
請
申
候
得
者

、
大
キ
成
難
儀

罷
成
申
候
、
跡
々
ハ
起
間
切
添
少
も
無
之
、
手
形
差
上
ケ
申
候
ヘ
者

、
其
通
リ
ニ
而

差

置
被
成
候
所
々
、
近
年
ハ
百
姓
ニ
神
文
を
以
御
改
被
仰
付
、
去
ル
酉
ノ
年
ゟ
御
手
代

衆
直
改
ニ
被
成
、
年
増
ニ
御
吟
味
強
く
罷
成
、
迷
惑
申
候
、
其
上
右
地
改
地
ハ
、
素

田
ニ
而

一
毛
作
り
之
場
所
ニ
御
座
候
所
ニ
、
去
ル
子
年
ゟ
高
免
ニ
被
仰
付
迷
惑
仕
、

何
れ
村
も
荒
中
ニ
而

御
座
候

　
　

一 

、
百
姓
耕
作
収
納
之
間
々
ニ
、
少
宛
之
商
売
仕
い
と
な
ミ
仕
候
所
ニ
、
近
年
運
上
銭

上
納
申
ニ
付
、
少
宛
の
あ
き
内
仕
候
儀
も
不
罷
成
迷
惑
仕
候
、
少
分
百
姓
別
而

退
屈

仕
候
御
事

　
　

一 

、
御
領
分
之
内
水
損
・
日
損
場
、
山
畑
、
悪
米
之
儀
、
跡
々
御
た
め
し
引
被
成
候
所

払
ニ
被
仰
付
候
所
ニ
、
近
年
御
潰
江
戸
廻
し
米
ニ
被
仰
付
候
段
、
大
分
百
姓
費
ニ
罷

成
迷
惑
仕
候
御
事

　
　

一 

、
御
領
分
ニ
成
、
万
御
用
重
々
宗
門
御
改
帳
・
五
人
組
帳
・
反
別
差
出
帳
、
其
外
年

中
甲
府
ニ
相
詰
入
用
も
か
ゝ
り
、
隙
も
費
、
迷
惑
仕
、
少
々
儀
ニ
も
手
形
・
口
書
被

召
上
ケ
、
大
キ
成
百
姓
之
難
儀
御
座
候
へ
と
も
、
御
か
ん
か
い
不
被
下
、
迷
惑
仕
候

御
事

　
　

一 

、
去
ル
子
ノ
年
ハ
例
年
ニ
替
り
御
検
見
念
被
入
、
田
毎
ニ
而

坪
か
り
被
遊
、
□
数
稲
籾

総
数
・
銘
・
上
中
下
と
御
わ
け
、
紙
袋
ニ
御
入
、
畑
方
之
義
ハ
諸
作
之
色
々
御
改
、

其
上
百
姓
方
ゟ
書
見
御
取
御
吟
味
被
下
故
、
百
姓
方
ニ
而

も
右
之
通
り
吟
味
仕
り
申

候
へ
ハ
、
去
年
ハ
作
違
申
候
田
も
畑
も
、
御
年
貢
相
申
ハ
些
様
ニ
見
及
申
候
間
、
定

而
御
年
貢
御
引
可
被
下
と
存
候
処
ニ
、
存
外
之
御
高
免
ニ
被
仰
付
、
驚
入
申
候
御
事

　
　

一 

、
領
分
之
内
、
御
免
許
屋
敷
、
御
年
貢
被
召
上
ケ
迷
惑
仕
候
、
駿（

徳
川
忠
長
（

河
大
納
言
様
御
代

ニ
も
御
潰
被
下
候
所
ニ
、
御
領
分
ニ
成
候
而

も
御
免
許
ニ
而

御
座
候
所
ニ
、
去
ル
子
ノ

年
ハ
俄
ニ
御
潰
被
下
候
所
、
迷
惑
仕
奉
存
候
御
事

　
　

右
之
通
り
百
姓
退
転
ニ
及
申
候
間
、
御
取
ケ
之
儀
ハ
去
ル
子
ノ
年
ゟ
以
来
迄
、
丑
年
五
ヶ

年
平
之
定
免
ニ
被
仰
付
可
被
下
候
、
其
上
こ
ん
き
仕
候
百
姓
御
助
上
候
者
、
難
有
奉
存
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府
市
史

（
11
（

』
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
甲
府
藩
に
お
い
て
、
家
老
・
寄
合

以
下
の
職
制
が
存
在
し
た
こ
と
、
甲
斐
国
に
は
城
代
や
定
番
な
ど
が
置
か
れ
た
こ
と
、
お
よ

び
そ
の
人
員
や
任
期
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
実
際
の
甲
府
藩
の
藩
政
の
な
か
で
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た

か
、
藩
主
や
領
民
た
ち
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、甲
府
藩
の
藩
政
の
具
体
相
に
迫
っ

て
み
た
い
。

　

甲
府
藩
と
領
民
と
の
関
係
を
示
す
事
件
の
ひ
と
つ
に
、
寛
文
一
二
年
の
「
群
参
」
が
あ
げ

ら
れ
る
。
古
く
か
ら
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
事
件
で
あ
り
、
例
え
ば
『
甲
斐
国
志
』
に
は
以

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
４

（
11
（

〕

　
　

 

寛
文
十
二
子
ノ
冬
、
州
民
三
百
余
人
、
江
戸
甲
府
屋
敷
ニ
群
参
シ
テ
、
租
税
ノ
事
、
新

見
ガ
非
儀
タ
ル
旨
ヲ
訴
フ
、
翌
延
宝
元
丑
八
・
九
月
に
及
ン
デ
州
中
穏
カ
ナ
ラ
ズ

　

飯
田
文
弥
氏
は
、
後
掲
す
る
寛
文
一
三
年
の
〔
史
料
５
〕
な
ど
を
、「（
寛
文
）
十
二
年
冬

よ
り
十
三
年
に
わ
た
っ
て
領
内
に
み
ら
れ
た
右
の
よ
う
な
（
不
穏
な
）
情
勢
」
を
示
す
も
の

と
位
置
づ
け
て
い
る

（
11
（

。
飯
田
氏
は
明
言
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
村
の
「
闘
争
」
の
一
形
態
と

し
て
こ
れ
を
「
強
訴
」
と
位
置
づ
け
て
お
り
、「
訴
願
運
動
に
希
望
を
託
し
え
な
く
な
っ
た

と
き
、江
戸
屋
敷
へ
の
門
訴
（
寛
文
一
二
年
の
「
強
訴
」）
と
い
う
闘
争
形
態
を
実
現
さ
せ
た
」

と
述
べ
る
な
ど
、
正
当
な
手
続
き
を
踏
む
「
訴
願
運
動
」
に
対
し
て
、
こ
の
「
強
訴
」
は
違

法
な
「
闘
争
」
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

と
こ
ろ
が
飯
田
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
強
訴
」
を
直
接
示
す
史
料
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
桜
田
領
（
甲
府
藩
領
）
内
に
は
そ
の
後
も
不
穏
な
空
気
が
流

れ
て
い
た
と
い
う
が
、
激
化
し
た
事
件
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い

（
11
（

」
と
も
飯
田
氏
は
述
べ
て
い

る
。

　

果
た
し
て
、
寛
文
一
二
年
の
「
群
参
」
は
「
強
訴
」
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
は
飯
田
氏
が

検
討
に
用
い
た
史
料
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
極
め
て
長
文
の
史
料
で
は
あ
る

が
、
典
拠
が
参
照
し
づ
ら
い
状
況
な
ど
に
か
ん
が
み
て
、
あ
え
て
全
文
を
掲
げ
る
。

〔
史
料
５

（
11
（

〕

　
　
　
　
　

御
訴
訟

　
　

一 

、
甲
州
河
西
之
儀
、
二
十
年
以
来
巳（

承
応
二
年
（

之
年
御
領
分
ニ
成
、
又
丑（

寛
文
元
年
（

ノ
年
相
渡
ル
共
丑
ノ

年
之
秋
、
御
本
丸
様
・
御
両
殿
様
領
并
小
給
所
共
ニ
、
酉

（
明
暦
三
年
か
ら
寛
文
元
年
ま
で
（

ゟ
丑
迄
五
ヶ
年
平
を
以
、

御
取
ケ
被
仰
付
候
、
其
ゟ
年
々
五
分
・
七
分
、
何
村
も
御
免
合
上
り
、
百
姓
迷
惑
仕

候
、
去
ル
戌

（
寛
文
一
〇
年
（

之
年
耕
作
皆
損
仕
候
処
ニ
、
高
免
ニ
被
仰
付
、
村
々
ゟ
二
損
又
ハ
一
損

七
・
八
分
、
一
度
御
上
ケ
百
姓
危
く
申
義
罷
成
間
敷
と
存
候
而

御
訴
訟
申
候
ヘ
ハ
、
籠

舎
ニ
可
被
仰
付
と
心
意
被
成
候
故
、
御
領
分
中
不
残
江
戸
ヘ
罷
下
り
、
何
方
迄
も
御

訴
訟
可
申
上
と
、
石
和
・
鶴
瀬
迄
罷
出
候
処
ニ
、
訴
訟
江
戸
ヘ
参
候
百
姓
ハ
御
闕
所

ニ
被
仰
付
候
間
、
罷
帰
り
候
様
ニ
と
跡
々
ゟ
申
遣
候
ニ
付
、
不
及
是
非
罷
帰
り
申
候
、

百
姓
難
儀
仕
候
義
、
御
公
儀
様
へ
御
訴
訟
申
上
候
ゟ
外
無
之
候
処
ニ
御
非
分
奉
存
候
、

其
上
亥（

寛
文
一
一
年
（

ノ
年
も
御
取
り
ケ
御
上
ケ
、
去
年
子
年
ハ
何
年
ニ
も
不
荒
田
畑
共
皆
損
仕
候

故
、
河
東
御
本
丸
様
領
并
ニ
小
給
所
方
共
ニ
御
取
ケ
引
申
候
処
、
川
西
領
分
大
分
ニ

御
上
ケ
、
所
ニ
ゟ
三
損
七
・
八
分
、
二
損
五
・
六
分
、
一
損
之
内
外
之
御
高
免
ニ
被
仰

付
、
田
畑
・
家
屋
敷
・
妻
子
・
下
人
等
売
払
候
而

御
年
貢
ニ
相
不
申
候
、
大
分
御
未

進
仕
、
只
今
ゟ
種
夫
食
持
不
申
、
か
つ
め
い
及
申
候
、
右
五
年
平
を
以
、（

定
カ
（

上
免
ニ
被

仰
付
、
其
上
夫
食
御
拝
領
仕
、
百
姓
助
申
候
様
ニ
奉
頼
候
御
事

　
　

一 

、
右
申
上
候
御
高
免
ニ
而

、
御
公
儀
前
高
ニ
六
ツ
ニ
被
仰
付
候
者
、
百
姓
前
ニ
而

十
之

御
免
合
ニ
罷
成
候
、
子
細
之
義
ハ
、
江
戸
廻
し
米
・
甲
府
御
給
米
入
用
大
分
ニ
而

、

御
免
合
ニ
積
り
申
候
ヘ
ハ
、
二
損
四
・
五
分
ニ
付
申
候
、
其
外
河
除
入
用
、
大
豆
ま

よ
い
、
名
主
給
、
御
茶
苗
入
用
積
り
、
合
一
損
四
・
五
分
相
申
候
、
扨
又
耕
作
仕
付

申
候
も
、
種
夫
食
・
薪
・
こ
や
し
、
男
女
之
敷
せ
切
米
牛
馬
か
い
り
う
等
、
大
分
ニ

物
入
申
候
御
事
ニ
御
座
候
、
ケ
様
ニ
御
考
被
遊
、
御
高
免
ニ
被
仰
付
、
退
転
仕
候
御
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の
人
々
が
認
識
し
て
い
た
甲
府
藩
領
の
範
囲
は
、〔
史
料
２
〕
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
甲
府
藩
の
支
配
時
期
の
終
わ
り
に
近
い
、
元
禄
年
間
か
ら
宝
永
年

間
に
か
け
て
の
よ
う
す
を
反
映
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
い
か
。「
幕
府
祚
胤
伝
」

に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

史
料
間
の
齟
齬
が
大
き
い
箇
所
と
し
て
、
近
江
国
や
大
和
国
と
い
っ
た
上
方
の
所
領
が
あ

げ
ら
れ
る
。
近
江
国
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
大
津
城
に
甲
府
藩
の
蔵
屋
敷
が
あ
っ
た

（
11
（

こ
と
を

は
じ
め
、
そ
の
分
布
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
は
判
明
し
て
い
る

（
11
（

。
大
和
国
に
つ
い
て
は
わ
か

る
と
こ
ろ
は
少
な
い
が
、「
甲
府
御
館
記

（
11
（

」
の
な
か
に
、
甲
府
藩
士
が
役
人
と
し
て
大
和
や

近
江
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
事
例
が
散
見
さ
れ
る

（
11
（

の
で
、
こ
の
両
国
に
何
ら
か
の
甲
府
藩
の
支

配
機
構
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
様
相
に
つ
い
て

は
、
現
段
階
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

甲
府
藩
の
支
配
域
の
段
階
差
に
関
し
て
は
、
信
濃
国
の
甲
府
藩
領
に
つ
い
て
述
べ
た
古
川

貞
雄
氏
の
研
究
が
参
考
に
な
る

（
11
（

。
古
川
氏
に
よ
れ
ば
、（
Ａ
）
の
「
厨
料
」
の
う
ち
、
信
濃

国
佐
久
郡
の
所
領
に
関
し
て
、
綱
重
が
家
綱
か
ら
拝
領
し
た
の
は
慶
安
四
年
で
あ
る
が
、
実

際
に
甲
府
藩
領
と
し
て
の
施
政
が
確
認
で
き
る
の
は
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
で
あ
り
、
時

期
に
ず
れ
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
元
禄
一
四
年
八
月
に
は
、
信
濃
国
佐
久
郡
・
小
県
郡
・
高

井
郡
の
甲
府
藩
領
の
全
て
が
幕
領
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。

　

甲
斐
国
内
の
所
領
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
巨
摩
・
山
梨
・
八
代
の

い
わ
ゆ
る
国
中
三
郡
の
う
ち
、
前
掲
の
諸
史
料
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
初
か
ら
甲
府
藩

領
で
あ
っ
た
の
は
巨
摩
・
山
梨
の
二
郡
で
あ
っ
た
。
残
る
八
代
郡
に
関
し
て
は
、
幕
領
と
旗

本
領
が
錯
綜
し
て
い
た
が
、
延
宝
三
年
に
帯
那
村
・
山
鹿
村
、
元
禄
五
年
に
市
川
大
門
村
・

上
野
村
・
黒
沢
村
・
高
田
村
・
八
之
尻
村
な
ど
で
甲
府
藩
に
よ
る
検
地
が
行
わ
れ
て
い
る

（
11
（

こ

と
か
ら
、（
Ｃ
）
の
延
宝
期
の
加
増
に
前
後
し
て
、
八
代
郡
の
旗
本
の
知
行
替
え
と
、
甲
府

藩
領
化
が
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
11
（

。

　

甲
斐
国
や
信
濃
国
以
外
の
甲
府
藩
領
の
所
在
地
も
、
そ
の
時
々
の
都
合
で
細
か
く
変
動
し

て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
記
録
を
作
成
す
る
時
々
に
お
い
て
そ
の
内
容
が
異
な
っ

た
こ
と
で
、
史
料
の
間
で
の
記
述
の
齟
齬
が
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る

（
11
（

。
甲
府
藩
領
に
つ
い
て

の
記
述
に
み
ら
れ
る
齟
齬
は
、
甲
府
藩
領
の
流
動
性
を
示
す
も
の
と
し
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　

で
は
、
そ
の
よ
う
に
頻
繁
な
支
配
の
変
更
が
、
な
ぜ
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
甲
府

藩
領
の
行
政
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
、
幕
領
時
代
の
も
の
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る

（
1（
（

。
あ
る
程
度
組
織
の
整
っ
た
幕
領
支
配
の
構
造
を
流
用
し
た
か
ら
こ
そ
、
短
期
間

で
の
支
配
替
え
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う

（
11
（

。

　

甲
府
徳
川
家
は
、
本
宗
家
に
極
め
て
近
く
位
置
づ
け
ら
れ
た
徳
川
一
門
で
あ
り
、
ま
た
甲

斐
国
な
ど
支
配
地
域
に
特
別
の
関
係
を
持
た
な
い
、
新
規
に
創
出
さ
れ
、
配
置
さ
れ
た
大
名

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
所
領
の
運
用
が
必
要
と
さ
れ
、

ま
た
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
右
に
み
た
よ
う
な
信
濃
国
の
甲
府
藩
領
の
幕
領
化
や
、
八
代
郡
の
藩
領
化
な
ど
、

錯
綜
し
て
分
布
し
て
い
た
所
領
の
一
円
化
が
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
甲
府
藩

領
は
、
あ
く
ま
で
甲
府
城
を
中
心
と
す
る
甲
斐
国
の
所
領
が
核
と
な
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

仮
に
綱
豊
が
江
戸
城
に
入
ら
ず
、
甲
府
徳
川
家
が
存
続
し
て
い
た
な
ら
ば
、
後
の
柳
沢
家
支

配
期
の
甲
府
藩
の
よ
う
に
、
甲
斐
国
の
一
円
支
配
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
柳
沢
家

の
甲
斐
国
入
部
と
一
円
支
配
の
前
提
と
し
て
、
甲
府
徳
川
家
の
存
在
は
極
め
て
大
き
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

二　

領
民
と
江
戸
の
甲
府
藩
邸
―
寛
文
一
二
年
の
「
群
参
」
を
め
ぐ
っ
て
―

　

右
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
甲
府
藩
領
は
、
幕
領
と
置
き
換
え
が
容
易
な
所
領
と
し
て
設
定

さ
れ
て
い
た
。
支
配
領
域
が
数
年
単
位
で
変
動
し
、
い
つ
幕
領
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
地
域

で
、
甲
府
藩
は
ど
の
よ
う
な
支
配
を
行
い
、
ま
た
領
民
は
甲
府
藩
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、

関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

甲
府
徳
川
家
の
職
制
に
つ
い
て
は
、「
甲
府
様
御
人
衆
中
分
限
帳

（
11
（

」
な
ど
を
も
と
に
、『
甲
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解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
、
甲
府
藩
の
藩
領
分
布
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
た
と
え
ば
、『
甲
府
市
史

（
（1
（

』

で
は
〔
史
料
１
〕
に
依
拠
し
、『
山
梨
県
史

（
（1
（

』
で
は
〔
史
料
２
〕
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

説
明
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
。
北
信
・
東
信
地
方
の
自
治
体
史

（
（1
（

も
、

ほ
ぼ
同
様
の
状
況
と
い
っ
て
よ
い
。

　

古
川
貞
雄
氏
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
み
ら
れ
る
藩
領
分
布
の
違
い
に
触
れ
、「
多
少
異
な

る
時
期
の
記
録
と
思
わ
れ
検
討
を
要
す
る
」
と
し
な
が
ら
も
、「
さ
し
あ
た
り
信
濃
分
は
合

致
し
て
い
て
問
題
が
な
い
」
と
し
て
、
検
討
を
保
留
し
て
い
る

（
（1
（

。

　

ま
ず
石
高
の
違
い
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
甲
斐
国
に
限
っ
て
も
、
史
料
間
で

石
高
に
齟
齬
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
甲
斐
国
の
石
高
の
高
下
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
甲
府
徳

川
家
の
も
と
で
行
わ
れ
た
検
地
の
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か

（
（1
（

。
し
た
が
っ
て
、こ
れ
ら
の
史
料
の
間
で
の
石
高
の
相
違
は
、古
川
氏
の
い
う
と
お
り
、

作
成
さ
れ
た
時
期
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
と
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
み
か
ら
そ
の
点

を
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い

（
（1
（

。

　

所
在
地
の
違
い
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。（
Ａ
）
の
「
厨
料
」
に
限
っ
て
み
て
も
、〔
史
料
１
〕

で
は
甲
斐
国
と
信
濃
国
に
加
え
て
駿
河
国
や
近
江
国
に
も
所
領
が
あ
っ
た
と
す
る
。
い
っ
ぽ

う
、〔
史
料
２
〕
で
は
甲
斐
・
駿
河
両
国
の
み
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
幕
府
祚
胤
伝
」
で
は

美
濃
国
や
上
野
国
に
も
「
厨
料
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
甲
府
藩
の
藩
領
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
史
料
を
あ
げ
よ
う
。
元
禄
一
一

（
一
六
九
八
）
年
の
「
信
州
甲
府
領
佐
久
・
高
井
郡
村
々
高
帳
」
で
あ
る
。
時
期
的
に
は
（
Ｃ
）

の
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
、
佐
久
・
小
県
・
高
井
各
郡
に
つ
い
て
、
代
官
支

配
地
ご
と
に
村
高
を
列
挙
し
た
う
え
で
、
末
尾
に
甲
府
藩
の
所
領
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

〔
史
料
３

（
11
（

〕

（
前
略
）

　
　
　
　
　
　

甲
府
様
御
領
分

　
　
　

六
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
和
国

　
　
　

二
十
四
万
石　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

甲
斐

　
　
　

五
万
三
百
四
十
六
石
九
斗
九
合　
　
　
　
　
　
　

信
州

　
　

三
口
〆
三
十
五
万（

マ
マ
（

石
三
百
四
十
六
石
九
斗
九
合

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
甲
府
藩
領
は
大
和
国
に
六
万
石
、
甲
斐
国
に
二
四
万
石
、
信
濃
の
所
領

と
合
わ
せ
て
都
合
三
五
万
三
四
六
石
九
斗
九
合
で
あ
る
と
い
う

（
1（
（

。〔
史
料
１
〕
や
〔
史
料
２
〕

な
ど
と
は
異
な
り
、
年
代
が
元
禄
一
一
年
と
は
っ
き
り
し
て
は
い
る
も
の
の
、
信
濃
国
以
外

の
数
値
が
整
い
す
ぎ
て
い
る
こ
と
や
、
甲
斐
国
の
石
高
が
大
き
す
ぎ
る
こ
と

（
11
（

な
ど
か
ら
、
こ

れ
ら
の
記
述
は
や
や
信
頼
し
難
い
。
し
か
し
、元
禄
一
一
年
の
段
階
で
、甲
府
藩
領
の
範
囲
を
、

大
和
国
な
ど
上
方
の
所
領
と
甲
斐
国
周
辺
の
所
領
と
に
分
け
て
考
え
る
見
方
が
存
在
し
て
い

た
と
み
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
甲
府
藩
領
の
分
布
を
示
す
史
料
は
四
種
類
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を

踏
ま
え
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
い
ず
れ
か
、
も
し
く
は
す
べ
て
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
見
方

が
あ
る
。
そ
の
可
能
性
は
決
し
て
低
く
は
な
い
が
、
現
状
、
こ
れ
以
外
の
史
料
は
確
認
で
き

て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
四
種
類
に
つ
い
て
、
ど
れ
も
そ
の
内
容
を
積
極
的
に
否
定
で
き
る
材

料
が
な
い
た
め
、
こ
の
見
方
に
立
つ
限
り
、
甲
府
藩
領
の
分
布
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、
こ
れ
ら
が
あ
る
程
度
実
情
を
反
映
し
て
い
る
と
見
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
状

況
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
記
述
の
内
容
か
ら
み
て
、
成
立
が
早
い
の
は
、（
Ｂ
）
の

内
容
ま
で
し
か
反
映
さ
れ
て
い
な
い
〔
史
料
１
〕
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
〔
史
料
３
〕

は
作
成
年
代
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、（
Ｃ
）
の
内
容
を
含
む
〔
史
料
２
〕
と
〔
史
料
３
〕

や
「
幕
府
祚
胤
伝
」
の
記
述
に
つ
い
て
は
、そ
の
前
後
関
係
は
判
断
で
き
な
い
。
し
か
し
〔
史

料
２
〕
の
内
容
が
、『
甲
斐
国
志
』
な
ど
他
の
記
録
類
に
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
後
世
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「
甲
府
殿
御
領
知
割
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
史
料
は
、
あ
る
段
階
に
お
け

る
甲
府
藩
領
の
書
上
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、「
甲
府
殿
」の
所
領
と
し
て「
高
都
合
二
十
五
万
石
」

と
し
て
い
る
の
で
、（
Ｂ
）
の
寛
文
元
年
の
加
増
時
点
の
内
容
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ

う
（
8
（

。こ
れ
に
よ
れ
ば
、そ
の
藩
領
分
布
は
、甲
斐
国
巨
摩
・
山
梨
両
郡
の
ほ
か
、武
蔵（
羽
生
領
）・

駿
河
・
近
江
・
信
濃
の
各
国
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
左
馬
頭
様
本
知
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
徳
川
綱
重
は
、

承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
八
月
に
左
馬
頭
に
就
任
し
て
お
り
、
寛
文
元
年
一
二
月
に
参
議
に

任
官
す
る
ま
で
、「
左
馬
頭
様
」
や
「
典
厩
様
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。〔
史
料
１
〕
が
寛

文
元
年
の
加
増
時
点
の
内
容
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
本
知
」
は
、
慶
安
四
年
に
綱
重

が
与
え
ら
れ
た
「
厨
料
」
の
内
容
を
指
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
駿
河
国
の
二
、

九
七
〇
石
余
り
と
、
近
江
国
の
二
万
二
、一
一
五
石
余
り
、
信
濃
国
の
一
万
五
、五
〇
八
石
余

り
は
、（
Ａ
）
の
「
厨
料
」
一
五
万
石
に
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
本
史
料
で
示
さ
れ
て
い
る
甲
斐
国
の
巨
摩
・
山
梨
両
郡
一
四
万
五
、二
九
四
石

余
り
と
右
の
「
本
知
」
分
と
を
足
し
合
わ
せ
る
と
、
一
八
万
石
余
り
と
な
っ
て
し
ま
う

（
（
（

。
ま

た
、「
右
馬
頭
様
本
知
」
こ
と
綱
吉
旧
領
か
ら
の
編
入
分
と
、「
御
蔵
入
新
規
」
に
加
え
、
仮

に
武
蔵
国
羽
生
領
の
分
を
こ
の
段
階
で
の
加
増
分
と
み
て
足
し
合
わ
せ
て
も
、
六
万
石
余

り
に
し
か
な
ら
ず
、（
Ｂ
）
の
寛
文
元
年
の
加
増
分
一
〇
万
石
に
は
届
か
な
い

（
（1
（

。
す
な
わ
ち
、

甲
斐
国
巨
摩
・
山
梨
両
郡
に
つ
い
て
は
加
増
後
の
高
だ
け
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
、

本
史
料
に
お
い
て
、
甲
斐
国
に
つ
い
て
は
、
加
増
以
前
の
数
値
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

続
け
て
、
も
う
ひ
と
つ
史
料
を
あ
げ
よ
う
。

〔
史
料
２

（
（（
（

〕

　
　
　
　

高
十
四
万
四
千
十
二
石
七
斗
七
升
八
合　
　
　

本
州
河
西
之
地

　
　
　
　

高
六
千
八
石
八
斗
一
升
五
合　
　
　
　
　
　
　

駿
州
富
士
郡
之
内

　
　
　

合
十
五
万
石
余　
慶
安
四
卯
領
地
高
、
或
ハ
十
五
万
三
千
石
ト
モ
記
ス

　
　

寛
文
元
丑
増
地

　
　
　
　

高
三
万
九
千
五
百
六
十
二
石
一
斗
九
升　
　
　

武
蔵
国
之
内

　
　
　
　

高
二
万
二
千
二
百
四
十
四
石
三
斗
六
升
三
合　

近
江
国
之
内

　
　
　
　

高
三
万
六
千
九
百
四
十
二
石
二
斗
三
升
八
合　

信
濃
国
之
内

　
　
　
　

高
二
千
百
十
二
石
四
斗
七
升
八
合　
　
　
　
　

駿
河
之
内
増
分

　
　
　

合
十
万
八
百
六
十
一
石
二
斗
六
升
九
合

　
　

延
宝
八
申
九
月
増
地

　
　
　
　

高
三
万
四
千
八
百
二
十
五
石
一
斗
五
升
三
合　

近
江
国
増
分

　
　
　
　

高
一
万
五
千
八
十
七
石
九
斗
四
升
一
合　
　
　

信
濃
国
之
増
分

　
　
　
　

高
五
万
八
石
九
斗
九
升
八
合　
　
　
　
　
　
　

大
和
国
之
内

　
　
　

合
九
万
九
千
九
百
二
十
二
石
九
升
二
合

　
　

都
合
三
十
五
万
八
百
四
石
九
斗
四
升
九
合

　
『
甲
府
略
志
』
に
掲
載
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
典
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

原
典
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、『
甲
斐
国
志
』
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
で

（
（1
（

、

少
な
く
と
も
『
甲
斐
国
志
』
が
成
立
し
た
一
九
世
紀
前
半
に
は
、
こ
の
よ
う
な
情
報
が
広
く

流
布
し
て
い
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
（
Ａ
）
慶
安
四
年
の
「
厨
料
」
と
し
て
「
本
州
河
西
」、
す
な
わ
ち
甲
斐
国
の

笛
吹
川
以
西
で
あ
る
巨
摩
・
山
梨
両
郡
に
加
え
、
駿
河
国
富
士
郡
を
あ
げ
、（
Ｂ
）
寛
文
元

年
の
加
増
分
と
し
て
武
蔵
・
近
江
・
信
濃
・
駿
河
の
各
国
、（
Ｃ
）
延
宝
八
年
の
加
増
分
と

し
て
近
江
・
信
濃
・
大
和
の
各
国
を
あ
げ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、「
幕
府
祚
胤
伝
」
に
よ
れ
ば
、（
Ａ
）
慶
安
四
年
の
「
厨
料
」
は
美
濃
・

信
濃
（
佐
久
郡
）・
甲
斐
・
上
野
・
近
江
・
駿
河
（
富
士
郡
）
の
各
国
に
都
合
一
五
万
石
、（
Ｂ
）

寛
文
元
年
の
加
増
後
は
、
甲
斐
（
巨
摩
・
山
梨
両
郡
）・
武
蔵
・
駿
河
・
近
江
・
信
濃
の
各

国
に
都
合
二
五
万
石
と
な
っ
て
い
る

（
（1
（

。

　

さ
て
、〔
史
料
１
〕
と
〔
史
料
２
〕、「
幕
府
祚
胤
伝
」
は
、
同
じ
甲
府
藩
の
藩
領
や
石
高

を
示
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
所
在
地
や
数
値
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ど
う
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と
い
っ
た
よ
う
に
、
三
つ
の
段
階
を
経
て
、
最
終
的
な
石
高
が
、
都
合
三
五
万
石
に
の
ぼ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
よ
り
記
述
が
分

か
れ
て
お
り
、
自
治
体
史
な
ど
で
の
記
述
も
、
ど
の
史
料
に
依
拠
す
る
か
に
よ
っ
て
分
か
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
時
点
に
お
い
て
、
甲
府
藩
が
ど
こ
を
支
配
し
て
い
た
の
か
、

そ
の
領
域
さ
え
も
判
然
と
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
そ
れ
ら
の
史
料
を
掲
示
し
、
各
々

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

〔
史
料
１

（
7
（

〕

　
　
　
　
　

甲
府
殿
御
領
知
割

　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　

一
、
高
十
四
万
五
千
二
百
九
十
四
石
一
斗
八
升
九
合　

甲
州

巨
摩
郡

山
梨
郡

　
　
　
　

此
取
七
万
三
千
八
百
二
石
三
斗
五
升
九
合　

申
よ
り
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し

五
ツ
八
厘

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

二
万
四
千
六
百
石
七
斗
八
升
六
合　

小
切
、
但
三
分
一
之
積

　
　
　
　
　

此
金
五
千
九
百
四
十
二
両
一
歩　

但
一
両
ニ
四
石
三
斗

四
升
か
へ
百
姓
金
納

　
　
　
　

四
万
九
千
二
百
一
石
五
斗
七
升
三
合　

大
切
、
金
納

　
　

一
、
高
三
万
千
六
百
六
十
六
石
八
斗
一
升
七
合　

 

羽
武
州

生
領
之
内

　
　
　
　

此
取
八
千
六
百
八
十
八
石
六
斗
九
升
四
合　

申
よ
り
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し

二
ツ
七
分
四
厘
余

　
　
　
　
　

内

　
　
　
　

米
三
千
八
百
三
十
六
石
五
斗
五
升
二
合

　
　
　
　

永
千
九
百
四
十
貫
八
百
五
十
七
文

　
　

一
、
高
六
千
八
石
八
斗
一
升
五
合　

駿
河
国

　
　
　
　
　

内

　
　
　

二
千
九
百
七
十
石
九
斗
一
升
一
合　

左（
徳
川
綱
重
（

馬
頭
様
本
知

　
　
　
　

此
取
九
百
二
十
三
石
九
斗
五
合　

申
よ
り
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し

三
ツ
一
分
一
厘

　
　
　

三
千
三
十
七
石
九
斗
四
合　

右（
徳
川
綱
吉
（

馬
頭
様
本
知

　
　
　
　

此
取
九
百
四
十
七
石
八
斗
二
升　

申
ゟ
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し

三
ツ
一
分
二
厘

　
　

一
、
高
三
万
石　

江
州
之
内

　
　
　
　
　

内

　
　
　

二
万
二
千
百
十
五
石
六
斗
九
升
九
合　

左
馬
頭
様
本
知

　
　
　
　

此
取
七
千
九
百
十
七
石
三
斗
八
升　

申
ゟ
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し

三
ツ
五
分
八
厘

　
　
　

七
千
八
百
八
十
四
石
三
斗
一
合　

御
蔵
入
新
規

　
　
　
　

此
取
二
千
四
百
七
十
五
石
六
斗
七
升　

申
ゟ
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し

三
ツ
一
分
四
厘

　
　

一
、
高
三
万
七
百
三
十
石
一
斗
七
升
九
合　

信
濃
国

　
　
　
　
　

内

　
　
　

一
万
五
千
五
百
八
石
八
斗
二
升
八
合　

左
馬
頭
様
本
知

　
　
　
　

此
取
六
千
八
百
八
石
三
斗
六
升　

申
ゟ
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し

四
ツ
三
分
九
厘

　
　
　

二
万
千
五
百
二
十
一
石
八
斗
五
升
一
合　

御
蔵
入
新
規

　
　
　
　

此
取
六
千
七
十
一
石
五
斗
九
升
九
合　

申
ゟ
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し

二
ツ
八
分
二
厘

　
　

高
都
合
二
十
五
万
石

　
　
　

此
取
十
万
七
千
六
百
三
十
五
石
八
斗
三
升
二
合
△

　
　
　
　
　
　

申
ゟ
子
迄
五
ヶ
年
な
ら
し
四
ツ
三
分
五
厘

　
　
　
　
　

内

　
　
　

八
万
二
千
四
百
九
十
一
石
五
升
三
合　

甲
州
府
中
領

武
州
羽
生
領

　
　
　

二
万
五
千
百
四
十
四
石
七
斗
七
升
九
合　

駿
河
・
近
江
・
信
濃

　
　
　
　
　

七
万
八
千
百
八
十
二
石
九
斗
一
升
九
合　

米
納

　
　
　
　
　

二
万
四
千
六
百
石
七
斗
八
升
六
合　

小
切
金

　
　
　
　
　
　

此
金
五
千
九
百
四
十
二
両
一
歩　

但
一
両
ニ

四
石
一
斗
四
升
か
へ

　
　
　
　

内
四
千
八
百
五
十
二
石
一
斗
二
升
七
合　

金
納

　
　
　
　
　
　

此
金
千
九
百
四
十
両
三
歩　

但
金
一
両
ニ

二
石
五
斗
か
へ

　
　
　
　
　
　
　

小
以
金
七
千
八
百
八
十
三
両
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は
じ
め
に

　

寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
閏
八
月
、
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
は
、
弟
の
綱
重
と
綱
吉
に
そ
れ

ぞ
れ
一
〇
万
石
を
加
増
し
、
綱
重
に
甲
府
城
を
、
綱
吉
に
館
林
城
を
与
え
た

（
1
（

。
こ
れ
に
よ
り

綱
重
・
綱
吉
兄
弟
は
、
そ
れ
以
前
に
与
え
ら
れ
て
い
た
「
厨
料
」
一
五
万
石

（
2
（

と
合
わ
せ
て
、

二
五
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。
以
後
、
綱
重
と
そ
の
子
綱
豊
は
甲
府
藩
の
藩
主
と
な
り
、
甲

府
城
を
拠
点
と
し
て（

3
（

支
配
を
行
っ
た
。
彼
ら
親
子
を
、
徳
川
本
宗
家
か
ら
独
立
し
た
家
を
立

て
た
も
の
と
み
な
し
て
、
甲
府
徳
川
家
と
呼
ん
で
い
る
。

　

甲
府
徳
川
家
支
配
期
の
甲
府
藩

（
4
（

に
つ
い
て
、
わ
か
る
こ
と
は
少
な
い
。
甲
府
徳
川
家
の
概

要
に
つ
い
て
は
別
稿

（
5
（

に
整
理
し
た
が
、
展
示
図
録
と
し
て
の
趣
旨
か
ら
、
甲
府
徳
川
家
の
当

主
で
あ
っ
た
徳
川
綱
重
・
綱
豊
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
記
述
は
あ
く
ま
で
家

と
し
て
の
甲
府
徳
川
家
に
重
き
を
お
く
こ
と
に
な
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
、
い
わ
ゆ
る
藩
と
し
て
、

た
と
え
ば
藩
政
や
民
政
、
支
配
機
構
と
い
っ
た
側
面
か
ら
甲
府
藩
に
言
及
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
筆
者
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
支
配
・
行
政
の
主
体
た
る
藩

と
い
う
視
点
か
ら
の
甲
府
藩
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
自
治
体
史
を
含
め
て
も
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
甲
府
藩
の
藩
領
が
ど
こ
に
分
布
し
て
い
た
の
か
、
藩
領
の
範

囲
と
い
う
基
礎
的
情
報
に
つ
い
て
も
、
定
見
を
得
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

甲
府
藩
に
関
連
す
る
史
料
は
、
他
地
域
の
一
七
世
紀
の
史
料
を
め
ぐ
る
状
況
を
考
え
れ
ば
、

決
し
て
乏
し
い
と
は
い
え
な
い

（
6
（

。
こ
れ
ま
で
甲
府
藩
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
史
な
ど
で
断
片

的
に
記
述
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
藩
領
分
布
や
藩
政
と
い
っ
た
、
基
礎
的
な
藩
の
状
況
や
動

向
に
つ
い
て
さ
え
、
研
究
の
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
山
梨
県
に
お
け
る
江
戸
時
代
史
へ
の
関
心
の
薄
さ
も
手
伝
っ
て
、
近
世
史
研

究
の
な
か
に
お
け
る
甲
府
藩
研
究
は
、
極
め
て
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
右
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
か
ん
が
み
て
、
甲
府
藩
の
基
礎
的
な
情
報

を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
来
な
ら
ば
、
未
解
明
の
藩
政
全
体
を
対
象
に
広
範
な
分
析

や
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
甲
府
藩
に
つ
い
て
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
段
階
に

至
っ
て
お
ら
ず
、
今
は
基
礎
的
な
情
報
と
そ
の
分
析
を
蓄
積
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
。
今
後
、
甲
府
藩
に
関
す
る
総
合
的
な
分
析
を
行
う
基
礎
作
業
と
し
て
、
本
稿
で

は
そ
の
藩
領
の
分
布
と
領
民
か
ら
の
訴
訟
ル
ー
ト
、
甲
府
城
下
町
に
対
す
る
流
通
政
策
と

い
っ
た
視
点
か
ら
考
察
を
行
う
。

一　

甲
府
藩
の
藩
領
分
布
―
史
料
間
の
齟
齬
を
め
ぐ
っ
て
―

　

甲
府
藩
の
藩
領
に
つ
い
て
は
、

　
（
Ａ
）
慶
安
四
（
一
六
五
一
）
年
四
月
の
「
厨
料
」
一
五
万
石

　
（
Ｂ
）
寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
閏
八
月
の
加
増
分
一
〇
万
石

　
（
Ｃ
）
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
九
月
の
加
増
分
一
〇
万
石

甲
府
藩
の
藩
領
分
布
と
そ
の
藩
政

　
　
―
甲
府
徳
川
家
支
配
期
の
甲
府
藩
に
関
す
る
基
礎
的
分
析
―

中
　
野
　
賢
　
治
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図3  清水寺勝軍地蔵騎馬像の蛍光Ｘ線分析結果

緑地に金模様部位

袈裟（青い文様）部位 袈裟裾暗黒色模様部位

袈裟（剥落）部位

青地に金（胸甲）部位 顔金色部位

袴膝上（剥落多）部位 装飾（金属）部位
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部位の色 XRF 定性結果
（他部位より多く検出された元素） 推定顔料

金 金（Au） 金（Au）

緑 銅（Cu） 銅系緑色顔料

青 銅（Cu） 群青（Cu3(CO3)2(OH)2）

白 カルシウム（Ca） 胡粉（CaCO3）, または白土（CaCO3）

暗黒 銅（Cu） 群青（Cu3(CO3)2(OH)2）

下地 カルシウム（Ca） 胡粉（CaCO3）, または白土（CaCO3）

赤（金層の下） 水銀（Hg） 辰砂（HgS）

赤（金層の上） 鉄（Fe）, 水銀（Hg） −

図2  清水寺勝軍地蔵騎馬像　Ｘ線透過画像

表1  清水寺勝軍地蔵騎馬像の蛍光Ｘ線分析結果
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図1  清水寺勝軍地蔵騎馬像 Ｘ線透過画像
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後
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
愛
宕
本
地
勝
軍
地
蔵
の
持
物
が
変
化
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、『
愛

宕
山
神
道
縁
起
』
に
本
来
剣
を
持
つ
べ
き
と
こ
ろ
、
仏
教
的
解
釈
で
錫
杖
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
の

記
述
が
あ
り
、
騎
馬
に
つ
い
て
も
同
書
内
に
五
行
説
に
依
拠
し
、
火
伏
の
神
（
陰
神
）
で
あ
る
た
め
、

陰
の
方
位
に
あ
る
十
二
支
の
馬
に
乗
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
近
藤
氏
に
よ
れ
ば

そ
の
認
識
が
中
世
ま
で
遡
る
可
能
性
は
低
い
と
い
う
。

（
28
）
黒
田
氏
は
右
手
に
剣
、
左
手
に
宝
珠
と
す
る
が
、
手
先
を
改
変
し
た
痕
跡
は
な
く
当
初
よ
り
こ
の
手
制

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
左
手
に
は
棒
状
の
も
の
を
持
つ
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
。
前
掲
註
（
15
）
黒
田

論
文
。

（
2（
）
前
掲
註
（
11
）
甲
府
市
教
育
委
員
会
編
修
理
報
告
書
。
以
下
円
光
院
像
に
関
す
る
基
本
情
報
や
京
都
清

水
寺
と
武
田
信
玄
の
関
係
に
つ
い
て
は
本
書
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
刀
八
毘
沙
門
に
関
し
て
は
本
論
で

は
触
れ
な
い
が
、
本
書
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

（
30
）『
甲
斐
国
志
』（
巻
之
八
二　

仏
事
部
第
一
〇
）
に
「
勝
軍
地
蔵
錫
杖
持
白
馬
乗
鎧
ノ
上
ニ
二
十
五
条
ノ

袈
裟
ヲ
掛
ル
二
像
ハ
信
玄
軍
陣
ノ
守
リ
本
尊
即
チ
城
内
ニ
テ
毘
沙
門
堂
ニ
安
ズ
ル
所
是
レ
ナ
リ
」
と
あ

り
、
当
寺
に
伝
わ
る
板
木
な
ど
に
も
そ
の
由
緒
が
記
さ
れ
る
（
前
掲
註
（
11 

）
甲
府
市
教
育
委
員
会
編

修
理
報
告
書
）。『
甲
斐
国
志
』
の
記
述
で
は
勝
軍
地
蔵
は
錫
杖
を
手
に
す
る
と
あ
り
、
当
寺
に
伝
わ
る

二
尊
を
刻
出
す
る
慶
安
四
年
銘
（
一
六
五
一
）
の
板
木
に
は
、
馬
に
騎
乗
し
宝
珠
を
手
に
す
る
姿
で
あ

ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
現
存
す
る
像
の
姿
と
一
致
し
な
い
。
手
制
に
後
世
の
改
変
の
痕
跡
も
見

ら
れ
ず
、
錫
杖
と
幡
は
混
同
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
よ
り
現
在
の
図
像
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

【
附
記
】

　

本
誌
掲
載
の
写
真
は
金
井
杜
道
氏
が
撮
影
し
た
。
ま
た
、
蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置
は
、
帝
京
大
学
文
化
財
研

究
所
の
装
置
を
使
用
し
た
。
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
山
梨
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員 

鈴
木
麻
里
子
氏
に

は
数
々
の
御
教
示
を
受
け
、
山
梨
市
教
育
委
員
会 

三
澤
達
也
氏
に
は
、
清
水
寺
像
の
調
査
等
に
つ
い
て
多
大

な
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
帝
京
大
学
文
化
財
研
究
所 

藤
澤
明
氏
に
は
分
析
の
協
力
や
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

最
後
に
、
御
所
蔵
者
で
あ
る
清
水
寺
御
住
職 

磯
村
安
秀
様
に
は
、
調
査
な
ら
び
に
本
誌
へ
の
御
所
蔵
品
の
掲

載
を
お
許
し
い
た
だ
く
な
ど
、
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
）
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三
六
、二
六
〜
三
四
頁
、
一
九
九
一
年
）

（
６
）
村
上
隆
、新
山
栄
「
金
ア
マ
ル
ガ
ム
法
に
よ
る
古
代
鍍
金
層
の
表
面
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」（『
古

文
化
財
之
科
学
』
三
八
、四
五
〜
五
四
頁
、
一
九
九
三
年
）

（
7
）
本
像
本
体
の
基
本
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
。（
単
位
はcm

）

　
　
　
　

坐　

高　
　

一
八
・
七　
　
　
　

総　

高 

五
八
・
五

　
　
　
　

頂
―
顎　
　
　

八
・
九　
　
　
　

面　

長 

　

四
・
二　

　
　
　
　

面　

幅　
　
　

五
・
〇　
　
　
　

面　

奥
（
兜
含
） 　

七
・
三

　
　
　
　

兜　

張　
　
　

六
・
四　
　
　
　

胸　

奥
（
右
） 

　

七
・
四

　
　
　
　

腹　

奥　
　
　

七
・
七　
　
　
　

沓
先
開 

二
〇
・
四

ま
た
、
今
回
県
指
定
文
化
財
と
な
る
に
あ
た
り
、
制
作
当
初
本
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
宮

殿
の
組
み
物
の
一
部
と
、
狛
犬
二
躯
が
関
連
性
の
高
い
も
の
と
し
て
附
け
た
り
指
定
と
な
っ
た
。

（
8
）
Ｘ
線
透
過
画
像
【
図
１
】
参
照
。
本
像
は
従
来
表
面
彩
色
が
よ
く
残
る
こ
と
か
ら
、
構
造
の
詳
細
が
不

明
と
さ
れ
て
き
た
が
、
本
調
査
に
よ
り
一
木
造
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

（
（
）
田
辺
三
郎
助
『
日
本
の
美
術　

五
〇
六  

江
戸
時
代
の
彫
刻
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。
織
田

信
長
像
像
底
に
記
さ
れ
る
墨
書
銘
は
、
本
像
の
そ
れ
と
同
一
の
も
の
だ
と
い
う
。

（
10
）
前
掲
註
（
（
）
田
辺
氏
論
文
な
ど

（
11
）
甲
府
市
教
育
委
員
会
編
『
甲
府
市
指
定
文
化
財 

円
光
院 

木
造
厨
子
入
刀
八
毘
沙
門
天
像
及
び
勝
軍
地

蔵
像
修
理
報
告
書
』（
瑞
巌
山
円
光
院
、 

二
〇
一
五
年
）

（
12
）
前
掲
註
（
11
）

（
13
）
前
掲
註
（
1
）『
山
梨
県
史 

文
化
財
編
』、『
山
梨
市
史 

文
化
財
・
社
寺
編
』

（
14
）
前
掲
註
（
1
）『
山
梨
県
史 

文
化
財
編
』、『
山
梨
市
史 

文
化
財
・
社
寺
編
』

（
15
）
勝
軍
地
蔵
に
関
す
る
論
考
の
う
ち
、
以
下
の
記
述
で
は
次
の
も
の
を
主
に
参
照
し
た
。
森
末
義
彰
「
勝

軍
地
蔵
考
」（『
美
術
研
究
』
第
九
一
号
、一
九
三
九
年
）、首
藤
善
樹
「
勝
軍
地
蔵
信
仰
の
成
立
と
展
開
」

（『
龍
谷
大
学
大
学
院
紀
要
』
一
号
、
一
九
七
八
年
）、
樋
口
誠
太
郎
「
中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」

信
仰
」（『
千
葉
県
立
中
央
博
物
館
研
究
報
告
』
人
文
科
学
二
、一
九
九
〇
年
）、
小
林
美
穂
「
中
世
に
お

け
る
武
士
の
愛
宕
信
仰
」（『
三
重
大
史
学
』
四
、二
〇
〇
四
年
）、
黒
田
智
「
勝
軍
地
蔵
の
誕
生
」（『
仏

教
美
術
論
集
四 

図
像
解
釈
学
―
権
力
と
他
者
―
』
竹
林
舎 

二
〇
一
三
年
）、
近
藤
謙
「
愛
宕
山
勝
軍
地

蔵
信
仰
の
形
成
―
中
世
神
仏
習
合
像
の
一
形
態
―
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
一
七
巻
第
一
号
、

二
〇
一
三
年
）、
前
掲
註
（
1
）
安
土
城
考
古
博
物
館
展
示
図
録
。

（
16
）
前
掲
註
（
1
）
安
土
城
考
古
博
物
館
展
示
図
録

（
17
）
大
原
嘉
豊
「
高
野
山
親
王
院
所
蔵
「
勝
軍
地
蔵
」
画
像
に
関
す
る
考
察
」（『
堯
榮
文
庫
研
究
紀
要
』
六
号
、

二
〇
〇
五
年
）

（
18
）
前
掲
註
（
1
）
安
土
城
考
古
博
物
館
展
示
図
録

（
1（
）
前
掲
註
（
15
）
黒
田
論
文
。
本
書
に
は
応
永
三
四
（
一
四
二
七
）
と
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
書
写
の

奥
書
が
あ
る
が
、
良
助
法
親
王
に
よ
り
一
四
世
紀
半
ば
に
著
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
、
本
書
に
ひ
く
『
蓮

華
三
昧
経
』
は
偽
経
で
あ
る
こ
と
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
水
上
文
義
「『
蓮
華
三
昧
経
』
の
基
礎

的
考
察
」（『「
偽
書
」
の
生
成
』
森
話
社
、
二
〇
〇
三
）
な
ど
）。
な
お
、
内
容
は
速
水
侑
『
地
蔵
信
仰
』

（
は
な
わ
新
書
〇
四
九　

塙
書
房
、
一
九
七
五
年
）
よ
り
引
用
し
た
。

（
20
）
前
掲
註
（
15
）
樋
口
論
文
に
は
、
そ
の
様
子
を
伝
え
る
等
持
寺
住
持
景
徐
周
麟
の
法
語
の
引
用
が
掲
載

さ
れ
る
。

（
21
）
前
掲
註
（
15
）
樋
口
論
文
、
小
林
論
文
な
ど
。

（
22
）
前
掲
註
（
15
）
小
林
論
文
、
黒
田
論
文

（
23
）
前
掲
註
（
15
）
樋
口
論
文
、
小
林
論
文
、
黒
田
論
文
、
近
藤
論
文

（
24
）
前
掲
註
（
15
）
樋
口
論
文
、
小
林
論
文
、
註
（
1
）
安
土
城
考
古
博
物
館
図
録

（
25
）
真
鍋
広
済『
地
蔵
菩
薩
の
研
究
』（
三
光
堂
書
店
、一
九
六
〇
年
）。
愛
宕
神
と
地
蔵
の
関
係
そ
の
も
の
は『
今

昔
物
語
集
』
中
の
説
話
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

（
26
）
前
掲
註
（
15 

）
近
藤
論
文
。
近
藤
氏
は
、義
尚
の
勝
軍
地
蔵
信
仰
と
愛
宕
信
仰
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、

そ
の
仲
介
者
と
し
て
細
川
政
元
を
想
定
し
て
い
る
。
氏
は
剣
と
幡
を
持
つ
愛
宕
山
白
雲
寺
の
本
尊
と
伝

え
る
像
が
中
世
ま
で
遡
り
得
る
か
確
証
は
な
い
と
す
る
が
、
義
尚
の
頃
の
武
装
形
勝
軍
地
蔵
へ
の
信
仰

の
高
ま
り
を
考
え
れ
ば
、
当
初
像
こ
そ
が
こ
の
図
像
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

（
27
）『
與
願
金
剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』
な
ど
の
典
拠
に
な
い
「
騎
馬
」
形
式
を
と
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
黒
田

氏
は
一
六
世
紀
前
半
頃
か
ら
盛
ん
と
な
っ
て
く
る
武
家
肖
像
画
に
お
け
る
甲
冑
騎
馬
像
の
存
在
、
ま
た

馬
図
の
流
行
や
水
と
の
信
仰
の
関
わ
り
な
ど
を
想
定
さ
れ
（
前
掲
註
（
15
）
黒
田
論
文
）、
近
藤
氏
は

愛
宕
山
白
雲
寺
と
室
町
将
軍
家
と
の
関
わ
り
か
ら
、
幕
府
か
ら
当
社
へ
行
わ
れ
た
神
馬
奉
納
の
影
響
を

想
定
し
て
い
る
（
前
掲
註
（
15
）
近
藤
論
文
）。
ま
た
、
小
林
氏
（
前
掲
註
（
15
）
小
林
論
文
）
や
近

藤
氏
に
よ
れ
ば
、
代
々
の
足
利
将
軍
が
権
威
づ
け
の
た
め
に
勝
軍
地
蔵
を
利
用
し
、
将
軍
自
身
を
勝
軍

地
蔵
に
擬
す
る
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
と
い
う
。
近
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
義
尚
の
頃
に
室
町
幕

府
に
よ
る
勝
軍
地
蔵
信
仰
宣
揚
に
「
戦
勝
」
功
徳
の
付
加
と
と
も
に
幕
府
の
権
威
回
復
へ
の
意
識
も
含

ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
武
家
肖
像
画
の
甲
冑
騎
馬
像
の
出
現
を
考
え
あ
わ
せ
、
馬
に
乗
る
勝
軍
地
蔵

は
戦
場
で
騎
馬
す
る
将
軍
自
身
の
姿
を
神
格
化
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
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田
村
麻
呂
の
勝
軍
地
蔵
・
勝
敵
毘
沙
門
制
作
譚
が
記
さ
れ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
そ
の
内
容

に
は
戦
勝
祈
願
に
加
え
、
戦
場
で
武
将
の
危
機
を
救
っ
て
く
れ
る
「
矢
取
地
蔵
」
説
話
の
要

素
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
京
都
清
水
寺
式
の
像
に
は
「
戦
勝
」
と
い
う
大
義
だ
け

で
な
く
、
よ
り
身
近
に
自
身
を
守
っ
て
く
れ
る
「
守
護
」
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る

と
と
ら
え
ら
れ
る
要
素
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
円
光
院
像
は
武
田
信
玄
が
戦
場
で
の
守
り

本
尊
と
し
、
居
館
で
あ
る
躑
躅
が
崎
館
の
毘
沙
門
堂
に
安
置
し
て
い
た
と
伝
え
る

（
11
（

。
こ
の
こ

と
か
ら
も
、
円
光
院
像
は
信
玄
に
と
っ
て
よ
り
個
人
的
な
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
な
お
、
立
像
で
な
く
坐
像
と
し
、
持
物
も
錫
杖
で
な
く
幡
に
す
る
な
ど
、
愛
宕
本
地
式

に
近
い
形
式
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
個
人
的

意
味
合
い
を
持
つ
像
に
す
ら
、「
軍
神
」
で
あ
る
こ
と
の
勇
ま
し
さ
を
求
め
た
信
玄
の
志
向

が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。　

　

以
上
の
よ
う
な
円
光
院
像
の
持
つ
意
味
合
い
と
比
較
す
れ
ば
、
窪
八
幡
神
社
に
安
置
さ
れ

愛
宕
白
雲
寺
の
根
本
勝
軍
地
蔵
と
同
様
の
姿
が
選
択
さ
れ
た
山
梨
市
清
水
寺
像
は
、
武
田
家

に
と
っ
て
、
戦
勝
へ
の
祈
願
を
よ
り
明
確
に
、
か
つ
公
的
に
祈
願
す
べ
き
対
象
と
し
て
制
作

さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
山
梨
市
清
水
寺
像
は
、
円
光
院
像
に
比
べ
や
や
大
き
く
、
表
面
も
金

と
彩
色
で
き
ら
び
や
か
に
仕
上
げ
、
相
貌
も
目
尻
を
吊
り
上
げ
威
厳
あ
る
表
情
に
整
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
う
し
た
仕
上
げ
の
違
い
も
、
像
に
求
め
ら
れ
た
機
能
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え

よ
う
か
。

終
わ
り
に

　

以
上
、
山
梨
市
清
水
寺
勝
軍
地
蔵
騎
馬
像
に
つ
い
て
、
Ｘ
線
撮
影
な
ら
び
に
蛍
光
Ｘ
線
分

析
に
よ
る
調
査
結
果
と
、
そ
れ
を
う
け
て
構
造
・
彩
色
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え

紹
介
す
る
と
と
も
に
、
墨
書
銘
か
ら
明
ら
か
な
作
者
や
伝
来
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
情
報
を
整

理
し
た
。
ま
た
、
勝
軍
地
蔵
像
の
図
像
の
変
遷
と
武
装
化
の
流
れ
に
お
い
て
、
本
像
の
図
像

が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
造
形
的
特
色
か
ら
、
個
別

に
求
め
ら
れ
る
役
割
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
本
像
は
武
田
信
玄
に
よ
っ
て

発
願
さ
れ
、
京
都
七
条
仏
所
の
仏
師
で
あ
る
康
清
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

姿
が
一
五
世
紀
後
半
以
来
「
軍
神
」
と
し
て
武
装
形
化
が
図
ら
れ
「
戦
勝
」
祈
願
の
対
象
と

さ
れ
た
愛
宕
山
白
雲
寺
本
尊
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
様
に
戦
勝
の
功
徳
を
期
待
し
て

制
作
さ
れ
、
神
仏
習
合
の
意
味
合
い
の
強
い
窪
八
幡
神
社
周
辺
に
単
独
で
安
置
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
想
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
信
玄
に
よ
っ
て
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
甲
府
市
円
光
院
勝

軍
地
蔵
像
と
の
図
像
的
・
造
形
的
な
比
較
か
ら
、
本
像
は
武
田
家
に
お
い
て
よ
り
公
的
な
意

味
を
有
す
る
像
と
し
て
、
極
め
て
明
確
に
戦
勝
祈
願
の
対
象
と
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

　

本
像
が
制
作
さ
れ
た
戦
国
時
代
、
発
願
者
で
あ
る
武
将
の
意
向
が
ど
の
よ
う
に
図
像
に
反

映
さ
れ
る
か
、
ま
た
、
愛
宕
信
仰
の
中
で
火
伏
の
神
と
し
て
近
世
に
か
け
て
広
く
一
般
に
流

布
し
て
い
く
勝
軍
地
蔵
の
図
像
的
な
広
が
り
と
、
そ
れ
と
と
も
に
勝
軍
地
蔵
そ
の
も
の
に
期

待
さ
れ
る
機
能
が
い
か
に
変
化
す
る
か
な
ど
、
尚
考
察
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
本
稿
は
、
戦

国
期
の
一
作
例
を
と
り
ま
く
状
況
の
提
示
と
し
て
留
め
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
も
今
後

検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

註（
1
）
本
像
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
主
な
解
説
に
は
、『
山
梨
県
史 

文
化
財
編
』（
一
九
九
九
年
）、『
山
梨
市
史 

文
化
財
・
社
寺
編
』（
二
〇
〇
五
年
）、
作
品
解
説 

安
土
城
考
古
博
物
館
展
示
図
録
『
武
将
が
縋
っ
た
神

仏
た
ち
』（
二
〇
一
一
年
）
が
あ
る
。

（
２
）
早
川
泰
弘
「
銅
系
緑
色
顔
料
の
多
様
性
と
そ
の
使
用
例
」（『
保
存
科
学
』
四
八
、一
〇
九
〜
一
一
七
頁
、

二
〇
〇
九
年
）

（
3
）
江
本
義
理 「
障
壁
画
彩
色
層
の
変
質
に
つ
い
て
」（『
保
存
科
学
』
一
二
、七
七
〜
八
二
頁
、一
九
七
七
年
）

（
4
）
見
城
敏
子 「
に
か
わ
の
劣
化
と
顔
料
の
変
退
色
」（『
保
存
科
学
』
一
二
、八
三
〜
九
四
頁
、一
九
七
七
年
）

（
５
）
姜
大
一
、
杉
下
龍
一
郎
「
古
代
韓
半
島
に
お
け
る
鍍
金
資
料
の
分
析
研
究
」（『
古
文
化
財
之
科
学
』
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が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
愛
宕
信
仰
が
火
伏
の
神
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
く
過

程
に
お
い
て
、「
軍
神
」
的
性
格
は
甲
冑
を
ま
と
う
姿
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
、
遍

く
衆
生
を
救
う
と
い
う
一
般
に
な
じ
み
や
す
い
地
蔵
本
来
の
功
徳
を
も
求
め
る
と
い
う
意
識

が
、
近
世
的
な
図
像
展
開
に
反
映
し
た
の
か
も
し
れ
な
い

（
11
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
一
五
世
紀
後
半
の
勝
軍
地
蔵
へ
の
意
識
の
転
換
を
踏
ま
え
て
京
都
清
水
寺

の
勝
軍
地
蔵
を
巡
る
史
料
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、『
元
亨
釈
書
』
の
延
鎮
伝
に
お
け
る
勝

軍
地
蔵
・
勝
敵
毘
沙
門
像
に
は
所
謂
「
矢
取
地
蔵
」
譚
的
性
格
が
強
い
の
に
対
し
、
永
正

一
四
年
（
一
五
一
七
）
成
立
の
『
清
水
寺
縁
起
』
で
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
の
戦
勝
を
祈
願
し

て
二
像
を
造
立
す
る
と
い
う
性
格
が
強
い
と
言
え
よ
う
か
。
現
在
伝
わ
る
室
町
時
代
の
作
と

さ
れ
る
京
都
清
水
寺
像
も
、
持
物
が
幡
と
錫
杖
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
武
装
形
で
あ
る
。

清
水
寺
の
勝
軍
地
蔵
霊
験
譚
は
既
に
著
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
義
尚
に
よ
る
勝
軍
地

蔵
へ
の
新
た
な
意
味
づ
け
に
よ
る
勝
軍
地
蔵
の
武
装
形
化
が
、
清
水
寺
像
の
造
形
に
ま
で
影

響
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
２
）
山
梨
清
水
寺
像
の
図
像
と
期
待
さ
れ
た
機
能
に
つ
い
て

　

以
上
、
勝
軍
地
蔵
の
図
像
の
変
遷
と
そ
の
背
景
に
あ
る
信
仰
と
の
関
わ
り
を
概
観
し
て
き

た
が
、
一
五
世
紀
後
半
に
足
利
義
尚
が
勝
軍
地
蔵
に
戦
勝
の
功
徳
を
強
く
求
め
た
こ
と
を
契

機
に
、
武
装
形
の
勝
軍
地
蔵
が
現
れ
て
き
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
た
。
こ
こ
で
、
一
五
世
紀

後
半
以
降
に
成
立
・
定
型
化
し
て
く
る
勝
軍
地
蔵
像
の
形
姿
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
今
は
仮
に
、そ
れ
ぞ
れ
を
「
京
都
清
水
寺
式
」「
愛
宕
本
地
式
」

と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

・
立
像
、
被
兜
着
甲
、
剣
と
錫
杖
を
持
つ
、
勝
敵
毘
沙
門
天
と
一
具
…
京
都
清
水
寺
式

・
騎
馬
像
、
被
兜
着
甲
、
剣
と
幡
を
持
つ
、
独
尊
…
愛
宕
本
地
式

　

山
梨
清
水
寺
像
は
、
被
兜
着
甲
で
、
現
在
持
物
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
手
制
か
ら
察
す
る

に
右
手
に
剣
、
左
手
に
幡
も
し
く
は
錫
杖
な
ど
棒
状
の
物
を
持
つ
姿
で
あ
る

（
11
（

。
騎
馬
像
で
独

尊
で
あ
る
か
ら
愛
宕
本
地
式
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
よ
っ
て
左
手
に
は
幡
を
持
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
愛
宕
白
雲
寺
の
本
尊
と
同
じ
姿
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
『
與
願
金

剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』
に
由
来
す
る
も
の
で
、
こ
の
像
に
求
め
ら
れ
る
最
大
の
機
能
が
戦
勝
祈

願
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
本
像
は
窪
八
幡
神
社
周
辺
に
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
。
当
社
の
本
殿
、
拝

殿
は
そ
れ
ぞ
れ
武
田
信
虎
、
信
玄
の
寄
進
に
よ
る
も
の
で
武
田
家
と
の
縁
は
深
く
、
特
に
信

玄
は
当
社
で
戦
勝
祈
願
を
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。『
甲
斐
国
志
』
に
よ
れ
ば
、
境
内
に
は

薬
師
堂
や
普
賢
堂
、
観
音
堂
な
ど
の
堂
舎
が
あ
っ
た
と
い
い
、
こ
れ
は
愛
宕
山
白
雲
寺
と
も

環
境
が
似
て
、
神
仏
習
合
の
風
の
強
か
っ
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
像
の
性
格
を
考
え

れ
ば
、
安
置
場
所
と
し
て
当
社
周
辺
は
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
像
に
は
、
当
初

安
置
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
宮
殿
の
一
部
と
、
そ
れ
に
付
随
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
狛
犬

が
伝
存
す
る
。
単
独
で
宮
殿
内
に
安
置
さ
れ
威
儀
を
し
つ
ら
え
ら
れ
て
、
戦
勝
祈
願
の
対
象

と
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

山
梨
市
清
水
寺
像
に
期
待
さ
れ
た
役
割
と
機
能
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
像
と

同
じ
く
武
田
信
玄
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
甲
府
市
円
光
院
像
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

円
光
院
像
は
、
前
述
の
よ
う
に
清
水
寺
像
と
同
時
期
に
、
同
じ
く
仏
師
康
清
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
て
い
る
が
、
独
尊
像
で
な
く
、
刀
八
毘
沙
門
天
像
と
一
具
で
あ
る

（
11
（

。
刀
八
毘
沙
門
天
が

獅
子
の
背
に
蓮
華
坐
を
載
せ
そ
の
上
に
坐
す
姿
に
対
応
し
て
、
勝
軍
地
蔵
は
馬
の
背
に
蓮
華

坐
を
載
せ
て
坐
す
。
被
兜
着
甲
で
、
右
手
に
剣
、
左
手
に
幡
を
持
つ
。
像
高
は
一
一
・
二
㎝

と
山
梨
市
清
水
寺
像
よ
り
や
や
小
さ
く
、
表
面
は
素
地
仕
上
げ
で
、
截
金
文
様
を
施
す
。

　

直
接
馬
に
騎
乗
し
て
い
な
い
こ
と
を
除
け
ば
像
の
形
式
は
愛
宕
本
地
式
と
い
え
る
が
、
毘

沙
門
天
と
一
具
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
京
都
清
水
寺
像
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
京
都
清
水
寺
成
就
院
に
伝
わ
る
書
状
に
よ
れ
ば
、
天
文
一
四
年
（
一
五
四
五
）
頃
、

武
田
信
玄
は
伽
藍
再
建
や
自
身
の
戦
勝
祈
願
の
た
め
に
京
都
清
水
寺
に
一
〇
万
両
を
奉
納
し

て
お
り
、
こ
の
時
は
観
音
画
像
な
ど
を
贈
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
永
正
一
四
年

（
一
五
一
七
）
成
立
の
『
清
水
寺
縁
起
』
も
贈
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
本
縁
起
に
は
、
坂
上
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蓮
華
三
昧
経
大
勝
金
剛
秘
密
三
昧
品
に
い
わ
く
、
勝
軍
地
蔵
と
い
う
は
、
頭
に
冑
を
戴

き
、
身
に
鎧
を
つ
け
、
鎌
を
帯
び
、
大
刀
を
佩
き
、
弓
箭
を
負
い
、
左
の
手
に
幡
を
な

び
か
し
、
右
の
手
に
劔
を
執
る
。
軍
陣
に
臨
む
に
、
向
う
敵
な
し
。
た
と
え
ば
、
秋
の

草
の
風
に
靡
く
が
ご
と
し
。

こ
こ
に
お
い
て
、
勝
軍
地
蔵
の
姿
と
し
て
、
甲
冑
を
ま
と
い
、
持
物
と
し
て
左
手
に
幡
を
、

右
手
に
剣
を
も
つ
、
武
装
し
た
姿
が
初
め
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

愛
宕
神
の
本
地
仏
と
し
て
の
地
蔵
は
、
現
存
作
例
と
し
て
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
銘
の

京
都
興
正
寺
像
、
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
銘
の
滋
賀
聖
衆
来
迎
寺
像
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
武
装
し
な
い
通
形
の
地
蔵
菩
薩
の
姿
で
あ
り
、
後
者
は
錫
杖
と
宝
珠
を
持
つ
。
こ

の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
に
は
武
装
し
て
い
な
か
っ
た
愛
宕
神
本
地
の
地
蔵
が
、
現
在
多
く
流

布
す
る
武
装
形
に
変
化
し
て
い
く
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
室
町
幕
府

九
代
将
軍
足
利
義
尚
が
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
に
行
っ
た
、
京
都
等
持
寺
像
の
修
理
で
あ

る
（
11
（

。

　

足
利
将
軍
家
の
勝
軍
地
蔵
へ
の
信
仰
は
篤
く
、
そ
の
始
ま
り
は
幕
府
創
設
者
で
あ
る
足
利

尊
氏
の
信
仰
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
尊
氏
は
、
地
蔵
菩
薩
を
描
く
こ
と
を
日
課
と
し
、

京
都
等
持
寺
に
一
〇
万
体
の
地
蔵
菩
薩
を
造
立
し
て
勝
軍
地
蔵
を
安
置
す
る
な
ど
、
熱
心
な

地
蔵
信
仰
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

（
1（
（

。
康
永
四
年
（
一
三
四
五
）
に
は
、
讃
岐
国
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
地
蔵
菩
薩
が
京
都
東
寺
に
安
置
さ
れ
、
そ
れ
は
後
に
足
利
将
軍
家
に
よ
る
東

寺
勝
軍
地
蔵
法
の
本
尊
と
さ
れ
た
。
足
利
将
軍
家
の
勝
軍
地
蔵
法
は
「
天
下
静
謐
」
な
ど
を

目
的
と
し
て
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
與
願
金
剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』
中
「
軍
陣
に
臨
む
に
、

向
う
敵
な
し
」
に
示
さ
れ
る
戦
勝
の
功
徳
よ
り
も
、政
治
的
な
意
味
合
い
の
強
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
そ
の
こ
と
は
、
東
寺
像
が
や
は
り
武
装
形
で
な
く
、
宝
珠
と

錫
杖
を
も
つ
通
形
の
姿
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

　

義
尚
が
修
理
し
た
等
持
寺
像
は
尊
氏
ゆ
か
り
の
像
と
伝
え
る
。
も
と
は
天
冠
や
瓔
珞
を
つ

け
る
通
形
の
地
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た
が
、
応
仁
の
乱
な
ど
で
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
義

尚
は
こ
の
像
を
修
理
す
る
に
あ
た
り
、
冑
と
、
剣
と
幡
を
作
ら
せ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
さ

に
『
與
願
金
剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』
に
示
さ
れ
る
勝
軍
地
蔵
の
姿
で
あ
り
、
既
に
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
一
五
世
紀
後
半
、
足
利
義
尚
に
よ
っ
て
武
装
形
の
勝
軍
地
蔵
は
戦
勝
の
功
徳
と
明
確

に
結
び
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
勝
軍
地
蔵
信
仰
は
、
将
軍
家
に

と
ど
ま
ら
ず
受
容
さ
れ
、
多
く
の
戦
国
武
将
の
尊
崇
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う

（
11
（

。
武

田
信
玄
も
、
そ
の
流
れ
の
先
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

愛
宕
信
仰
と
地
蔵
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
愛
宕
勝
軍
地
蔵
の
名
が
文
献
上
初
め
て
登

場
す
る
の
は
室
町
時
代
成
立
の
御
伽
草
紙
『
愛
宕
地
蔵
物
語
』
に
お
い
て
で
あ
る

（
11
（

。
一
方
前

述
の
よ
う
に
、
現
存
す
る
愛
宕
地
蔵
作
例
で
、
鎌
倉
時
代
に
遡
る
も
の
は
通
形
の
姿
を
し
て

い
る
。
し
か
し
愛
宕
信
仰
に
お
け
る
最
も
中
心
的
な
愛
宕
山
白
雲
寺
の
本
尊
は
、
近
世
初
期

に
著
さ
れ
た
『
愛
宕
山
神
道
縁
起
』
に
よ
れ
ば
騎
馬
像
で
剣
と
幡
を
持
つ
と
記
さ
れ
て
い
る
。

現
在
京
都
金
蔵
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
る
勝
軍
地
蔵
像
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
の
白
雲

寺
焼
失
後
に
再
興
さ
れ
た
像
が
明
治
期
の
神
仏
分
離
に
よ
り
遷
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
る
が
、

剣
と
幡
を
持
つ
騎
馬
像
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
『
與
願
金
剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』
由
来
の
図
像
で

あ
り
、
愛
宕
本
地
の
地
蔵
が
こ
の
よ
う
に
武
装
形
化
し
た
勝
軍
地
蔵
と
し
て
定
着
し
て
い
く

時
期
は
、
や
は
り
足
利
義
尚
に
よ
る
勝
軍
地
蔵
の
「
戦
勝
」
の
功
徳
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
以
降
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
や
経
緯
に
つ
い
て
は
、
愛
宕
白
雲
寺
と
室

町
幕
府
や
そ
の
周
辺
と
の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。

　

な
お
愛
宕
本
地
勝
軍
地
蔵
の
最
も
顕
著
な
特
徴
と
さ
れ
る
「
騎
馬
」
に
つ
い
て
は
、『
與

願
金
剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
検
討

す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
絵
画
彫
刻
含
め
、
近
世
に
至
る
ま
で
の
愛
宕
信
仰

関
係
の
勝
軍
地
蔵
の
多
く
が
、
幡
と
刀
で
は
な
く
、
錫
杖
と
宝
珠
を
持
つ
姿
と
し
て
あ
ら

わ
さ
れ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
地
蔵
の
持
物
と
し
て
よ
り
基
本
的
な
錫
杖
と
宝
珠
に
持
物
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く
は
普
賢
寺
に
祀
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。

　

本
像
の
よ
う
に
甲
冑
を
ま
と
い
馬
に
乗
る
姿
の
勝
軍
地
蔵
は
、
特
に
京
都
愛
宕
神
の
本
地

仏
と
し
て
信
仰
さ
れ
流
布
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
窪
八
幡
神
社
周
辺
は
、
神
仏
習
合
の
な
か

で
生
み
出
さ
れ
た
姿
の
本
像
が
祀
ら
れ
て
い
た
場
所
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
よ

う
か
。
し
か
し
、
甲
冑
騎
馬
像
で
あ
る
勝
軍
地
蔵
の
現
存
作
例
の
多
く
は
近
世
以
降
の
も
の

で
、
本
像
の
よ
う
に
中
世
に
遡
る
も
の
は
少
な
い
。
甲
冑
を
ま
と
い
馬
に
乗
る
勝
軍
地
蔵
の

図
像
形
成
の
な
か
で
、
本
像
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
次
に
見
て
い
き
た
い
。

四　

勝
軍
地
蔵
の
信
仰
と
図
像
に
つ
い
て

（
１
）
勝
軍
地
蔵
の
図
像
の
変
遷

　

勝
軍
地
蔵
は
中
世
以
降
日
本
で
独
自
に
成
立
し
た
軍
神
と
し
て
知
ら
れ
る

（
（1
（

。
そ
も
そ
も
地

蔵
は
六
道
を
巡
り
遍
く
衆
生
を
救
済
す
る
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
戦
場
に
お
い
て

す
ら
も
窮
地
に
陥
っ
た
信
仰
者
の
前
に
現
れ
救
う
尊
像
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
。
平
安
時
代
に

成
立
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
に
収
録
さ
れ
る
、
矢
が
尽
き
て
窮
地
に
陥
っ
た
武
士
の
も
と
に

小
さ
き
僧
が
現
れ
矢
を
拾
っ
て
渡
し
、
そ
れ
が
為
に
救
わ
れ
る
と
い
う
「
矢
取
地
蔵
」
譚
、

あ
る
い
は
身
代
わ
り
と
な
っ
て
傷
を
負
う
な
ど
の
「
矢
負
地
蔵
」
譚
が
多
く
伝
わ
っ
て
い
る

の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
長
じ
て
戦
勝
を
も
た
ら
す
地
蔵
、
す
な
わ
ち
勝
軍
地
蔵
と

し
て
武
家
の
信
仰
を
大
い
に
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

勝
軍
地
蔵
の
名
称
が
文
献
上
初
め
て
見
ら
れ
る
の
は
、
一
二
世
紀
末
成
立
の
『
多
武
峰
略

記
』
中
の
多
楽
院
の
勝
軍
地
蔵
で
、
そ
れ
に
続
き
『
承
久
三
年
四
年
日
次
日
記
』
に
は
、
承

久
三
年
（
一
二
二
一
）
五
月
二
八
日
に
京
都
清
水
寺
の
僧
侶
が
勝
軍
地
蔵
と
勝
敵
毘
沙
門
を

合
わ
せ
て
造
立
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
後
者
は
後
鳥
羽
上
皇
の
関
東
調
伏
に
関
わ
る
造

像
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
勝
軍
地
蔵
信
仰
の
有
り
様
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。
同
じ
く

京
都
清
水
寺
に
関
わ
る
史
料
に
は
、
元
亨
二
年
（
一
三
一
二
）
成
立
の
『
元
亨
釈
書
』
中
に
、

坂
上
田
村
麻
呂
の
東
征
に
際
し
、
僧
延
鎮
が
そ
の
勝
利
を
勝
軍
地
蔵
と
勝
敵
毘
沙
門
に
祈
願

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
永
正
一
四
年
（
一
五
一
七
）
成
立
の
『
清
水
寺
縁
起
』
に
は
、
そ
の

二
尊
は
本
尊
千
手
観
音
の
脇
侍
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
記
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
史
料
に
見
え
る
勝
軍
地
蔵
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、

多
武
峰
談
山
神
社
に
は
、
俗
形
の
男
神
坐
像
で
袍
の
上
に
甲
を
つ
け
、
相
貌
は
三
眼
に
表
現

さ
れ
る
勝
軍
地
蔵
坐
像
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
作
だ
が
多
楽
院
像
と
関
連
す
る
可

能
性
も
示
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。
ま
た
、
京
都
清
水
寺
に
は
室
町
時
代
の
作
と
さ
れ
る
勝
軍
地
蔵
と
、

江
戸
時
代
の
同
懸
仏
が
伝
わ
る
が
、
そ
の
姿
は
獅
子
冠
を
着
け
甲
冑
を
ま
と
い
、
右
手
に
剣
、

左
手
に
錫
杖
を
持
つ
立
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
清
水
寺
様
式
な
ど
と
呼
ば
れ
、
甲
冑
騎
馬
像
同

様
に
近
世
以
降
各
地
に
広
ま
り
、
作
例
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

京
都
清
水
寺
像
の
よ
う
に
、
古
く
は
勝
軍
地
蔵
が
脇
侍
の
一
躯
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と

は
、
最
も
古
い
図
像
と
さ
れ
る
京
都
東
寺
観
智
院
所
蔵
『
仏
菩
薩
等
図
像
』「
金
輪
像
」（『
大

正
新
脩
大
蔵
経
』
図
像
部
第
一
二
巻
所
収
、
原
資
料
は
現
在
所
在
不
明
と
い
う
）
に
、
金
輪

像
の
左
脇
侍
と
し
て
尊
名
と
と
も
に
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
。
描
か
れ
る
の
は
宝

冠
を
か
ぶ
り
袈
裟
を
身
に
着
け
た
双
身
の
地
蔵
菩
薩
で
、
そ
れ
ぞ
れ
幡
と
宝
珠
、
剣
と
輪
宝

を
持
つ
立
像
で
あ
る
。
な
お
、
対
を
な
す
右
脇
侍
は
勝
敵
毘
沙
門
で
あ
る
。
ま
た
、
高
野
山

親
王
院
に
伝
わ
る
勝
軍
地
蔵
像
は
、
画
幅
の
中
央
に
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
尊
容
の
勝
軍
地
蔵

像
を
単
独
で
描
き
、
そ
の
下
方
に
勝
敵
毘
沙
門
と
忿
怒
形
像
を
左
右
に
配
す
る
構
図
を
と
る
。

鎌
倉
時
代
後
半
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
本
図
の
存
在
は
、
初
発
的
に
は
脇
侍
と
し
て
存
在
し

た
勝
軍
地
蔵
が
、
独
尊
で
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
過
渡
的
な
様
相
を
示
す
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る

（
（1
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
勝
軍
地
蔵
の
形
姿
が
多
様
に
展
開
し
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
が
、
先
述
の
よ
う
に
日
本
で
成
立
し
た
尊
格
で
あ
る
た
め
か
、
明
確
な
儀
軌
教
義
に
規
定

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
多
様
性
の
要
因
と
し
て
推
察
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。
し
か
し
南
北
朝
時
代

に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
與
願
金
剛
地
蔵
菩
薩
秘
記
』
に
は
、『
蓮
華
三
昧
経
』
に
示
さ
れ

る
勝
軍
地
蔵
の
姿
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。
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し
な
い
。
括
り
よ
り
下
は
、
金
箔
地
に
群
青
で
牡
丹
唐
草
文
を
あ
ら
わ
し
、
裾
に
上
下
に
朱

で
一
条
ず
つ
線
を
配
し
、
そ
の
間
に
緑
青
の
唐
草
文
を
配
す
る
。

　

靴
は
白
群
地
に
群
青
で
九
曜
文
を
散
ら
す
。
金
泥
で
左
右
に
線
状
の
模
様
を
描
き
、
靴
裏

は
白
色
と
す
る
。

　

馬
は
体
部
は
白
色
で
、
鞍
の
内
側
を
緑
青
、
周
縁
を
金
地
に
群
青
の
唐
草
文
を
配
す
る
。

鞍
の
彩
色
は
後
補
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
も
と
に
、
制
作
当
初
の
彩
色
の
一
部
の
再
現
を
試
み
た
【
図
版

16
】。
本
像
は
各
部
に
金
箔
を
施
し
て
様
々
な
色
を
用
い
て
華
や
か
に
彩
色
が
な
さ
れ
、ま
た
、

諸
色
の
上
に
さ
ら
に
截
金
で
精
緻
な
文
様
を
あ
ら
わ
す
な
ど
、
丁
寧
な
仕
上
げ
が
目
を
引
く
。

彩
色
に
は
金
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
、
使
用
さ
れ
る
顔
料
の
群
青
や
、
所
々
に
残
る
ガ
ラ

ス
ビ
ー
ズ
も
高
価
な
も
の
で
あ
る
。

　

相
貌
は
切
れ
長
の
目
に
引
き
締
ま
っ
た
口
元
で
厳
し
い
ほ
ど
の
り
り
し
さ
が
際
立
ち
、
後

方
に
翻
る
袖
先
や
袈
裟
の
表
現
も
、
像
に
颯
爽
た
る
躍
動
感
を
与
え
て
い
る
。
小
像
な
が
ら
、

制
作
者
の
技
量
の
高
さ
が
察
せ
ら
れ
る
。

二  

作
者
と
制
作
時
期
に
つ
い
て

　

台
座
裏
面
に
名
前
が
記
さ
れ
た
康
清
は
、
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
に
京
都
楽
音
寺
の
薬

師
如
来
坐
像
や
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）、
織
田
信
長
の
一
周
忌
に
京
都
大
徳
寺
総
見

院
の
織
田
信
長
像
を
制
作
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
当
時
の
主
要
な
仏
所
で
あ
る
七
条
西
仏
所

の
系
統
に
あ
る
と
さ
れ
る
仏
師
で
あ
る

（
（
（

。　
　
　

　
『
甲
斐
国
志
』
に
は
、
武
田
信
玄
が
甲
州
市
恵
林
寺
の
不
動
明
王
坐
像
（
武
田
不
動
尊
）

を
制
作
す
る
に
あ
た
り
、「
洛
ノ
仏
工
康
清
」
を
招
請
し
対
面
し
て
自
ら
の
姿
を
写
さ
せ
た

と
の
伝
承
が
記
さ
れ
、
現
在
そ
の
作
者
は
こ
の
康
清
に
比
定
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。
ま
た
、
甲
府

市
円
光
院
に
伝
わ
る
刀
八
毘
沙
門
天
像
及
び
勝
軍
地
蔵
像
は
、
当
寺
に
伝
わ
る
宝
暦
九
年

（
一
七
五
九
）
の
年
紀
を
持
つ
「
甲
州
山
梨
郡
岩
窪
村
瑞
岩
山
圓
光
院 

勝
軍
地
蔵
并
刀
八
毘

沙
門
因
由
」
に
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
に
武
田
信
玄
が
七
条
大
仏
師
康
清
に
命
じ
て
作

ら
せ
た
と
記
さ
れ
る

（
（（
（

。
後
世
の
史
料
の
記
述
な
が
ら
、
同
尊
で
あ
る
円
光
院
像
と
清
水
寺
像

を
比
べ
れ
ば
、
坐
制
や
表
面
の
仕
上
げ
は
異
な
る
も
の
の
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
特
に
左

肩
か
ら
か
か
る
袈
裟
の
襞
の
重
な
り
方
や
右
膝
上
で
の
翻
り
、
大
袖
の
後
方
に
た
な
び
く
様

や
菊
花
截
金
文
様
の
類
似
は
顕
著
で
、
同
一
の
作
者
に
よ
る
制
作
と
み
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

康
清
の
作
風
は
、
楽
音
寺
薬
師
如
来
坐
像
や
恵
林
寺
不
動
明
王
坐
像
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

動
き
を
持
た
せ
重
層
的
に
表
現
さ
れ
た
衣
文
、
截
金
な
ど
の
技
法
も
用
い
た
華
や
か
な
彩
色

が
特
徴
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
き
、
清
水
寺
像
の
袈
裟
の
表
現
や
表
面
彩
色

の
多
様
性
は
共
通
し
て
お
り
、
墨
書
銘
の
と
お
り
、
康
清
の
作
と
み
な
し
て
良
い
と
思
わ
れ

る
。

　

そ
う
と
す
れ
ば
、
本
像
は
恵
林
寺
不
動
明
王
坐
像
制
作
の
た
め
に
武
田
信
玄
に
招
請
さ
れ

た
康
清
が
甲
斐
国
を
訪
れ
た
際
、
あ
わ
せ
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
て
無
理
は
あ
る
ま
い
。
そ

れ
は
円
光
院
像
に
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
同
寺
の
「
甲
州
山
梨
郡
岩
窪
村
瑞
岩
山
圓
光
院 

勝
軍
地
蔵
并
刀
八
毘
沙
門
因
由
」
を
参
照
す
れ
ば
、
そ
の
時
期
は
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）

頃
と
の
指
摘
も
あ
る

（
（1
（

。

　

制
作
に
武
田
信
玄
が
関
わ
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
先
述
の
本
像
の
優
れ
て
豪
華
な
造
形
も
、

当
時
主
流
の
仏
師
を
招
い
て
制
作
し
た
も
の
と
し
て
首
肯
さ
れ
よ
う
。

三　

伝
来

　

本
像
を
伝
え
る
山
梨
市
清
水
寺
は
、
本
尊
は
そ
の
制
作
が
平
安
時
代
に
遡
る
と
考
え
ら
れ

る
千
手
観
音
像
だ
が
、
そ
の
草
創
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。『
甲
斐
国
志
』

に
よ
れ
ば
、
同
地
区
に
あ
る
窪
八
幡
神
社
の
別
当
寺
で
あ
る
普
賢
寺
の
末
寺
と
あ
る
。
本
像

は
、
明
治
時
代
初
年
の
神
仏
分
離
に
あ
た
り
、
普
賢
寺
か
ら
当
寺
に
他
の
像
と
と
も
に
遷
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
る

（
（1
（

。
窪
八
幡
神
社
は
武
田
家
が
深
い
信
仰
を
寄
せ
、
信
玄
も
当
社
で
た
び

た
び
戦
勝
祈
願
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
像
も
戦
勝
祈
願
の
対
象
と
し
て
、
当
社
も
し
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頭
部
は
獅
子
冠
の
つ
い
た
兜
を
か
ぶ
る
。
白
毫
相
。
左
手
を
振
り
上
げ
、
右
手
は
腰
辺
に

あ
て
る
よ
う
に
し
、そ
れ
ぞ
れ
持
物
を
執
る
（
現
在
は
い
ず
れ
も
亡
失
）。
甲
冑
を
身
に
着
け
、

そ
の
上
に
袈
裟
を
ま
と
い
、
白
馬
に
ま
た
が
る
。

（
２
）
品
質
構
造

　

木
造
、
彩
色
、
玉
眼
陥
入
。
坐
高
一
八
・
七
㎝

（
7
（

。
頭
体
幹
部
を
一
材
と
す
る
一
木
造
と
し
、

右
腕
は
肩
よ
り
別
材
を
矧
ぐ
。
頭
部
は
、
面
部
を
前
後
に
割
矧
い
で
そ
れ
ぞ
れ
に
内
刳
り
を

施
し
、
玉
眼
を
陥
入
す
る

（
8
（

。
用
材
は
ヒ
ノ
キ
と
み
ら
れ
る
。

　

頭
光
（
本
体
背
面
に
釘
で
打
ち
付
け
る
）
は
金
属
製
で
二
重
円
光
と
し
、
兜
の
前
面
に
は

二
重
に
し
た
八
弁
の
花
形
（
鏨
で
線
刻
を
施
す
）
を
中
心
と
し
た
前
立
て
を
つ
け
、
上
部
に

ガ
ラ
ス
ビ
ー
ズ
を
つ
け
る
。
左
右
こ
め
か
み
あ
た
り
に
も
金
属
製
の
装
飾
を
つ
け
る
。
い
ず

れ
も
銅
製
鍍
金
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
体
の
左
右
大
袖
先
、
右
鰭
袖
の
先
端
と
手
前
部
分
、

左
右
肘
先
、
袈
裟
の
右
下
端
、
甲
締
具
下
部
に
針
金
状
の
金
具
が
残
り
、
そ
の
う
ち
右
大
袖

先
に
は
ガ
ラ
ス
ビ
ー
ズ
が
、
右
肘
先
と
左
鰭
袖
先
端
に
は
金
属
製
の
装
飾
が
残
さ
れ
て
い
る
。

現
在
装
飾
が
亡
失
し
て
い
る
針
金
状
部
分
に
も
、
当
初
は
同
様
に
装
飾
が
付
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。

　

馬
は
、木
造
、彩
色
。
彫
眼
。
た
て
が
み
、尾
に
植
毛
の
痕
跡
が
み
ら
れ
、鐙
な
ど
は
金
属
製
。

　

な
お
、
台
座
の
裏
面
に
は
、「
七
條
大
仏
師
／
宮
内
卿
法
印
／
康
清
作
」
と
の
墨
書
が
確

認
さ
れ
る
【
図
版
14
】。

（
３
）
彩
色

　

前
述
の
蛍
光
Ｘ
線
分
析
に
よ
り
、
従
来
墨
や
朱
を
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
た
部
位
に
、
群

青
や
金
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
結
果
と
し
て
明
ら
か
と

な
っ
た
文
様
や
配
色
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

本
体
は
ほ
ぼ
全
体
に
白
下
地
を
施
し
、
そ
の
上
に
朱
お
よ
び
金
泥
や
金
箔
を
施
し
た
上
で
、

各
部
の
彩
色
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
兜
は
、
獅
子
本
体
は
白
、
た
て
が
み
や
眉
は

群
青
に
截
金
で
毛
筋
を
あ
ら
わ
す
。
耳
は
朱
、
目
は
白
目
を
金
、
瞳
は
黒
と
緑
青
、
目
尻
と

目
頭
に
朱
を
施
し
て
周
囲
を
墨
で
囲
み
、
髭
は
墨
で
描
く
。
兜
の
縁
は
内
側
は
緑
青
、
側
面

は
金
泥
で
、
左
右
に
は
内
側
に
緑
青
で
模
様
を
配
し
、
外
側
に
朱
で
線
を
入
れ
る
。
正
面
は

獅
子
本
体
と
の
境
に
朱
で
線
を
入
れ
る
。

　

相
貌
は
、
金
泥
。
眉
は
上
部
を
墨
、
下
部
を
緑
青
で
描
く
。
瞳
は
黒
目
の
周
囲
を
朱
で
、

目
の
周
囲
を
墨
で
囲
む
。
唇
に
は
朱
を
ほ
ど
こ
す
。

　

襟
甲
は
白
地
に
群
青
で
九
曜
文
を
配
す
る
。
胸
甲
は
縁
を
金
で
囲
み
、
内
側
は
群
青
地
に

截
金
で
袈
裟
襷
文
を
あ
ら
わ
し
、
甲
締
具
は
連
珠
文
を
彫
出
し
て
金
を
施
す
。
肩
甲
は
外
側

の
縁
か
ら
、
金
、
緑
青
を
施
し
、
内
側
は
金
箔
地
に
群
青
で
外
側
に
線
二
条
と
雲
気
唐
草
文

を
あ
ら
わ
す
。
上
腕
部
は
金
箔
地
に
緑
青
で
牡
丹
唐
草
文
、
鰭
袖
は
、
表
は
朱
の
具
地
に
朱

と
白
群
（
か
）
で
線
状
の
模
様
が
施
さ
れ
、
裏
は
白
地
と
す
る
。
右
大
袖
は
表
は
金
箔
地
に

衣
縁
に
朱
線
二
条
と
そ
の
間
に
群
青
で
唐
草
文
を
、
裏
は
群
青
地
に
衣
縁
に
沿
っ
て
截
金
線

二
条
を
め
ぐ
ら
し
、
そ
の
内
側
に
雲
気
文
を
配
す
る
。
左
大
袖
は
表
は
金
地
だ
が
、
衣
縁
の

線
は
外
側
の
み
一
条
を
配
し
、
唐
草
文
と
と
も
に
群
青
で
表
さ
れ
、
裏
は
緑
青
で
あ
る
。
各

大
袖
内
側
の
両
肘
の
部
分
は
金
箔
地
に
朱
で
牡
丹
唐
草
文
を
あ
ら
わ
す
。

　

左
右
手
甲
は
、
外
側
か
ら
、
金
箔
地
に
群
青
で
花
形
の
文
様
を
描
き
、
線
一
条
を
そ
の
両

側
に
配
し
、
さ
ら
に
両
外
側
を
緑
青
と
す
る
。
内
側
は
金
箔
地
に
群
青
で
九
曜
文
を
配
す
る
。

手
首
外
側
に
武
田
菱
ら
し
き
彫
出
あ
り
。
腰
甲
は
、
金
箔
地
に
群
青
で
波
文
を
あ
ら
わ
し
、

そ
の
外
側
に
緑
青
、
紐
二
条
を
金
、
最
外
部
を
白
に
金
泥
（
か
）
で
筋
状
の
模
様
を
描
き
、

側
面
に
朱
を
施
す
。

　

袈
裟
は
表
は
金
箔
地
に
、
田
相
部
は
朱
で
牡
丹
唐
草
文
を
、
条
葉
部
は
朱
で
境
界
線
を
引

き
、
そ
の
間
に
群
青
で
唐
草
文
を
あ
ら
わ
す
。
裏
は
緑
青
地
に
、
衣
縁
に
截
金
で
二
条
の
線

を
あ
ら
わ
し
、
内
側
に
菊
花
唐
草
文
を
配
す
る
。
ま
た
、
背
面
に
は
虎
皮
の
よ
う
な
も
の
を

ま
と
い
、
朱
地
に
墨
で
模
様
を
描
き
、
衣
縁
は
白
を
配
す
る
。

　

袴
は
、
括
り
よ
り
上
は
金
箔
地
に
正
面
中
央
縦
に
朱
で
線
を
各
二
条
を
描
き
、
そ
の
間
に

唐
草
文
を
白
色
で
あ
ら
わ
す
。
地
文
様
も
白
色
の
牡
丹
唐
草
文
か
と
思
わ
れ
る
が
、
判
然
と
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銀
（
Hg
）
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
赤
色
顔
料
を
上
層
に
塗
る
の
に
下
地
層
に
赤
色

顔
料
を
混
ぜ
て
淡
赤
色
に
す
る
メ
リ
ッ
ト
が
考
え
ら
れ
な
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
下
地
層
は

白
色
で
、
上
層
の
赤
色
顔
料
の
辰
砂
（H

gS

）
が
微
量
に
残
留
し
下
地
層
が
淡
赤
色
に
見
え

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置
に
よ
る
定
性
分
析
に
よ
っ
て
、
金
色
部
位
か
ら
金
（
Au
）、
緑
色
部

位
か
ら
銅
（
Cu
）、
青
色
部
位
か
ら
銅
（
Cu
）、
白
色
部
位
か
ら
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ca
）、
像
の

袴
の
裾
に
近
い
部
分
の
暗
黒
色
部
位
か
ら
は
銅
（
Cu
）、
赤
色
部
位
か
ら
は
、
鉄
（
Fe
）、
水

銀
（
Hg
）
が
他
の
部
位
よ
り
も
多
く
検
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
煤
等
の
よ
ご
れ
が
付
着
し
た
部

位
は
、
ほ
こ
り
や
砂
・
煤
等
に
含
ま
れ
る
カ
リ
ウ
ム
（
K
）
と
鉄
（
Fe
）
が
多
く
検
出
さ
れ

る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

　

金
、
青
、
白
色
部
位
の
顔
料
は
、
一
般
的
に
安
土
桃
山
時
代
に
お
い
て
流
通
し
、
仏
像
の

彩
色
や
日
本
画
等
に
用
ら
れ
る
顔
料
で
あ
る
。
金
色
部
位
に
お
い
て
、
一
部
の
部
位
か
ら
は

金
（
Au
）
と
と
も
に
微
量
の
銀
（
Ag
）
と
鉛
（
Pb
）
が
検
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
金
に
含

ま
れ
る
不
純
物
ま
た
は
、
合
金
の
成
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
緑
色
部
位
の
顔
料
は
、
銅

（
Cu
）
が
検
出
さ
れ
て
お
り
、
銅
系
緑
色
顔
料
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
最
も
広
く
用
い

ら
れ
る
銅
系
緑
色
顔
料
は
緑
青
（Cu

2 (CO
3 )(O

H
)2

）（M
alachite

）
で
あ
る
が
、
他
に
も

Brochantite

（CuSO
4

・3Cu(O
H

)2

）

やAtacam
ite

（Cu
2 (O

H
)3 Cl

）、Paratacam
ite

（Cu
2 (O

H
)3 Cl

）
な
ど
の
使
用
が
知
ら
れ
て
い
る

（
２
（。

本
分
析
で
は
詳
細
な
同
定
に
は
至
ら
な

か
っ
た
が
、
当
時
一
般
的
に
流
通
し
て
い
た
緑
色
顔
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

像
の
袴
の
裾
に
近
い
部
分
の
暗
黒
色
の
部
位
に
つ
い
て
は
、
銅
（
Cu
）
が
多
く
検
出
さ
れ
た

こ
と
や
、
一
部
わ
ず
か
に
青
色
部
位
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
群
青
（Cu

3 (CO
3 )2 (O

H
)2

）

の
青
色
が
変
色
し
、
暗
黒
色
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
群
青
は
経
年
劣
化
や
高
湿
下
で
黒

変
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

（
4
（（
3
（

る
。
本
資
像
を
み
る
と
、
胸
部
や
靴
等
の
群
青
は
青
色
の
ま
ま

で
変
色
は
し
て
い
な
い
が
、
下
地
層
と
赤
層
、
金
層
の
上
に
彩
色
さ
れ
た
群
青
（
像
の
袖
や

膝
部
位
の
文
様
）
で
変
色
が
み
ら
れ
る
。
下
地
層
、
ま
た
は
辰
砂
、
金
、
そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま

れ
る
膠
等
が
変
色
に
関
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
金
の
上
に
彩
色
さ
れ
た
赤

色
に
関
し
て
は
、当
時
流
通
し
て
い
た
赤
色
顔
料
と
し
て
、酸
化
鉄（Fe

2 O
3

）や
辰
砂（H

gS

）、

鉛
丹
（Pb

3 O
4

）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
金
層
の
下
に
辰
砂
の
層
が
あ
り
、
煤
等
の
よ
ご
れ
の

部
位
か
ら
鉄
（
Fe
）
が
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
分
析
結
果
か
ら
は
赤
色
部
位
に
顕

著
な
元
素
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
で
は
非
破
壊
、
非
接

触
で
の
分
析
で
、
分
析
部
位
は
平
面
で
装
置
を
安
全
に
設
置
で
き
る
部
位
を
選
択
し
た
た
め
、

何
種
類
か
み
ら
れ
る
赤
色
の
全
て
の
部
位
を
分
析
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
今
後
、
さ
ら
な

る
調
査
等
が
行
わ
れ
使
用
赤
色
顔
料
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

③
装
飾
金
属
に
つ
い
て

　

蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置
に
よ
る
定
性
分
析
に
よ
っ
て
、
銅
（
Cu
）、
金
（
Au
）、
銀
（
Ag
）、

鉛
（
Pb
）、
水
銀
（
Hg
）
が
検
出
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
か
ら
、
素
材
は
銅
合
金
で
、
銅
や
青

銅
の
鍍
金
（
金
メ
ッ
キ
）
法
の
金
ア
マ
ル
ガ
ム
法
に
よ
っ
て
鍍
金
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

古
代
の
金
工
に
お
け
る
表
面
加
飾
技
法
の
中
で
一
番
普
及
し
た
方
法
で
、
水
銀
と
金
の
合
金

を
金
属
表
面
に
つ
け
、水
銀
を
加
熱
気
化
さ
せ
、金
を
定
着
さ
せ
る
方
法
で
あ

（
6
（（
5
（

る
。
現
状
で
は
、

サ
ビ
等
で
暗
灰
色
で
あ
る
が
、
制
作
当
初
は
金
色
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

④
制
作
当
時
の
復
元
画
像

　

先
述
の
彩
色
顔
料
の
推
定
結
果
を
も
と
に
、
制
作
時
の
彩
色
の
予
想
復
元
図
を
作
成
し
た

【
図
版
16
】。
現
状
は
、
服
等
の
下
地
層
が
塗
ら
れ
た
金
彩
色
部
位
で
は
表
面
の
剥
落
が
顕

著
で
全
体
的
に
赤
い
色
合
で
あ
る
が
、
制
作
時
は
金
色
で
荘
厳
な
姿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
黒
色
に
見
え
て
い
た
文
様
は
青
色
で
あ
り
、
他
の
赤
、
緑
、
白
、
金
色
の
文
様
も
復

元
さ
れ
、
華
や
か
な
姿
が
再
現
さ
れ
た
。

二　

像
の
概
要

　

以
上
の
調
査
結
果
も
踏
ま
え
、
本
像
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

（
１
）
形
状
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は
じ
め
に

　

山
梨
市
清
水
寺
に
伝
来
す
る
勝
軍
地
蔵
騎
馬
像
【
図
版
8
〜
15
】
は
そ
の
制
作
が
桃
山
時

代
に
遡
り
、
現
存
す
る
勝
軍
地
蔵
騎
馬
像
の
中
で
も
初
期
の
作
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。

武
田
信
玄
に
関
わ
る
造
像
で
あ
り
、
台
座
裏
面
に
仏
師
康
清
の
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
制
作

者
が
明
ら
か
で
あ
る
と
と
も
に
、
山
梨
県
の
文
化
史
上
貴
重
な
も
の
と
し
て
、
平
成
二
九
年

二
月
に
山
梨
県
の
文
化
財
指
定
を
受
け
た

（
1
（

。
そ
れ
を
機
に
、
山
梨
県
立
博
物
館
で
公
開
す
る

と
と
も
に
、
Ｘ
線
撮
影
な
ら
び
に
蛍
光
Ｘ
線
分
析
を
行
い
、
構
造
や
彩
色
に
つ
い
て
詳
細
に

調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
今
回
は
そ
の
調
査
成
果
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
本

像
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　

科
学
分
析
と
そ
の
結
果

（
１
）
調
査
方
法

　

像
の
内
部
構
造
の
確
認
に
は
、  

デ
ジ
タ
ル
Ｘ
線
透
過
装
置
（YXLO

N

）を
使
用
し
た
。
Ｘ
線

透
過
撮
影
条
件
は
、
Ｘ
線
管
電
圧120kV

、
Ｘ
線
管
電
流4m

A

と
し
た
。
彩
色
顔
料
の
元
素
定

性
分
析
に
は
、可
搬
型
蛍
光
Ｘ
線
分
析
装
置（Innov-XSystem

sDELTAPREM
IU

M
DP-4000

）

を
使
用
し
た
。
分
析
モ
ー
ド
は2Beam

M
iningPlus

を
使
用
し
、
Ta
管
球
の
電
圧
を
自
動
で

40kV

と15kV

に
切
り
替
え
て
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
軽
元
素
の
検
出
も
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
法
に
よ
り
簡
易
的
に
各
元
素
の
半
定
量
値
を

算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
分
析
時
間
は120sec

と
し
、  

Ｘ
線
の
照
射
範
囲
は
約
φ
10

㎜
で
あ
る
。
像
の
制
作
当
時
の
予
想
復
元
図
【
図
版
16
】
の
作
成
に
は
画
像
処
理
ソ
フ
ト

Illustrator

（Adobe

）
を
用
い
た
。

（
２
）
調
査
結
果
と
考
察

①
像
の
内
部
構
造

　

像
背
面
か
ら  

Ｘ
線
を
照
射
し
た
透
過
画
像
（
各
部
位
）
を
貼
り
合
わ
せ
た
全
体
像
を
【
図

１
】
に
、
像
の
右
側
よ
り  

Ｘ
線
を
照
射
し
た
透
過
画
像
（
頭
部
）
を
【
図
２
】
に
示
す
。

面
部
を
顎
下
か
ら
兜
の
前
方
を
通
る
線
で
縦
に
割
り
、
前
後
の
材
に
内
刳
り
を
施
し
、
玉
眼

を
陥
入
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
像
の
構
造
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

②
彩
色
顔
料
に
つ
い
て

　

本
像
で
は
、
彩
色
層
の
剥
落
が
激
し
い
部
位
（
衣
）
と
剥
落
が
な
い
部
位
（
相
貌
、
胸
甲
、

袈
裟
）
が
み
ら
れ
る
。
剥
落
が
激
し
い
部
位
で
は
露
出
し
た
下
地
層
（
淡
赤
色
）
の
ほ
か
、

赤
色
と
金
色
の
残
留
顔
料
が
み
ら
れ
、
そ
の
重
な
り
の
順
か
ら
、
下
地
層
の
上
に
赤
色
の
層
、

金
色
の
層
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
赤
、
緑
、
青
、
白
の
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

蛍
光
X
線
装
置
に
よ
る
像
の
各
部
位
の
定
性
分
析
の
結
果
を
【
図
3
】
に
、
そ
の
結
果
の
ま

と
め
と
結
果
か
ら
推
測
さ
れ
る
本
像
の
彩
色
に
用
い
ら
れ
た
顔
料
を
【
表
1
】
に
示
す
。
ど

の
部
位
か
ら
も
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ca
）
が
検
出
さ
れ
た
。
剥
落
し
露
出
し
た
下
地
層
（
淡
赤
色
）

で
顕
著
に
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ca
）
が
多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
地
は
胡
粉
か
白
土

（
共
にCaCO

3

）
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
露
出
し
た
下
地
層
が
淡
赤
色
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
下
地
層
に
白
色
顔
料
以
外
の
顔
料
を
混
ぜ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
露

出
し
た
下
地
層
か
ら
は
水
銀
（
Hg
）
が
検
出
さ
れ
た
が
、
剥
落
が
見
ら
れ
な
い
部
位
で
は
水

山
梨
市
清
水
寺
所
蔵 

勝
軍
地
蔵
騎
馬
像
に
つ
い
て

近
藤 

暁
子
・
西
願 

麻
以

山梨県立博物館研究紀要　第12集　2018





山梨県立博物館研究紀要　第12集

発　行　日	 2018（平成30）年３月30日

編集・発行	 山梨県立博物館

	 〒406−0801

	 笛吹市御坂町成田1501−１

	 TEL		055（261）2631

印　　　刷	 株式会社		島田プロセス





ISSN  1881- 8897

Astronomical Archives in Yamanashi Prefectural Museum from the Special Exhibition: 
“Humanity and the Univerce” ………………………………………………… EBINUMA Shinji 1

Records of the Kofu Dosojin Festival Preserved by Juichiya Noguchi Family
　　　　　　　　 ……………………………………………………………………… OBATA Shigeo （87） 22

Diary of the Origins of Soukaisyo (The Management Records of the Juichiya
Noguchi Family) in November,1794
　　　　　　　　 ……………………………………………………………………… NAKANO Kenji （63） 46
　　　　　　　　 EBINUMA Shinji
　　　　　　　　 KOBAYASHI Kana
　　　　　　　　 HORIUCHI Tohru
　　　　　　　　 MIYAZAWA Fumie

Buddhist Mortuary Tablets of Tokugawa-Tsunashige and the Successive Shogun
(Ieyasu, Hidetada, Iemitsu and Ietsuna)………………………………………… NAKANO Kenji （59） 50

Study of Confectionery in the Collection of Yamanashi Prefectural Museum
　　　　　　　　 ………………………………………………………………… MATSUDA Misako （35） 74

Territory and Administration of Kofu clan : Basic Analysis of Kofu clan, Ruled by
Kofu Tokugawa family ……………………………………………………………… NAKANO Kenji （15） 94

Study of the Equestrian Statue of Shogun Jizoh in Seisuiji-Temple, Yamanashi City
　　　　　　　　 ……………………………………………………………………… KONDO Akiko （1） 108
　　　　　　　　 SAIGAN Mai

vol．12　2018

第
十
二
集

二
〇
一
八
年
三
月


	空白ページ
	空白ページ



